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第 ４ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（１１月２９日）（金曜日）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会期の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．報告第３号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

　　　報告

　　１．議案第６４号～議案第７２号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

　　　委員長報告、質疑、討論、表決（認定）

　　１．議案第７３号・議案第７４号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

　　　説明、質疑

　　　議案第７３号　総務文教委員会付託

　　　議案第７４号　産業厚生委員会付託

　　１．発言の申し出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９

　　１．議案第７５号～議案第８１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９

　　　説明、質疑

　　　議案第７５号～議案第８１号　各常任委員会付託

　　１．議案第８２号・議案第８３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２５

　　　説明、質疑

　　　議案第８２号・議案第８３号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第８４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２７

　　　説明、質疑

　　　議案第８４号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第８５号・議案第８６号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２７

　　　説明、休憩、全協、質疑、表決（同意）

　　１．日程の追加について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

　　　動議、質疑、表決（可決）

　　１．議案第８７号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２９

　　　説明、質疑

　　　議案第８７号　各常任委員会付託

　　１．議案第８８号～議案第９０号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３２

　　　説明、質疑

　　　議案第８８号～議案第９０号　産業厚生委員会付託

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３３
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　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３４

第２号（１２月１０日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６

　　１．議長の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６

　　　川越信男議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６

　　　　乳幼児等医療費助成制度について

　　　　　（１）乳幼児等医療費助成制度の県内の状況は

　　　　　（２）本市の過去３年間の乳幼児等医療費の推移と全額無料にした場合の財政負担は

　　　　　（３）乳幼児等医療費の自己負担分の無料化について

　　　　地域の元気臨時交付金について

　　　　　（１）元気臨時交付金事業と発注状況は

　　　　　（２）事業効果と費用対効果、評価は

　　　　　（３）基金と来年度以降の状況は

　　　　橋梁対策について

　　　　　（１）垂水市が所管する橋梁は

　　　　　（２）老朽化した橋梁の耐震状況及び安全点検は

　　　　　（３）国土強靭化対策への取組は

　　　　高峠のメガ・ソーラーについて

　　　　　（１）現在の進捗状況は

　　　　　（２）今後の計画は（なぜ遅れているのか。）

　　　　　（３）これからの高峠開発の考えは

　　　　環境問題について

　　　　　（１）大気汚染ＰＭ2.5 と健康被害は

　　　　　（２）監視体制と市民への情報は

　　　　　（３）健康被害発生時の周知は

　　　　　（４）ＰＭ2.5 の測定・公表は

　　　堀内貴志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４３

　　　　　「森の駅たるみず」を活かした垂水市の観光振興について

　　　　　（１）森の駅たるみずの経営の在り方と実績について

　　　　　（２）今後の集客の取組と方向性について

　　　　　（３）森の駅たるみずの指定管理者制度導入への検討の時期について

　　　　　（４）森の駅たるみずを拠点とした垂水市の観光誘致の在り方について

　　　　学校給食費の在り方について

　　　　　（１）未納及び滞納者の実態について

　　　　　（２）子育て支援の一環として学校給食費の無料化について、検討できないか。
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　　　大薗藤幸議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５３

　　　　城山団地取付道の整備は

　　　　脇田市木線と国道との取付は

　　　　所管課の統廃合を問う

　　　　市町村設置型浄化槽は

　　　　垂水スローリー条例（仮称）の設置を願う

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６１

　　　　農用地区変更の現状は

　　　　しおかぜ街道事業の進捗状況は

　　　　道路整備について（降灰除去など）

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６７

　　　　大隅半島の観光開発について

　　　　　（１）佐多岬への観光バスの現状と現在の利用状況は

　　　　　（２）本市の観光に対してどのような効果があったのか

　　　　市庁舎の今後の計画は

　　　　　（１）市庁舎の耐用年数と耐震構造について

　　　　　（２）建設などについての長期的な計画及び検討は

　　　　本市における一人暮らしの対策は

　　　　　（１）独居老人の現状は（県、本市の現状は）

　　　　　（２）本市における各施設への入居待機者の方は

　　　　　（３）生活支援が必要な一人暮らし（障害者等）の現状は

　　　　起業支援事業について

　　　　　（１）起業支援事業などで本年度はどのような事業があったのか、内容と雇用について

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７５

　　　　観光について

　　　　　（１）佐土原入城イベントと宮崎市との今後について

　　　　　（２）宇喜多秀家公と岡山市との今後について

　　　　高齢者福祉について

　　　　　（１）介護保険制度、介護施設について

　　　　　（２）認知症と高齢者見守りについて

　　　　　（３）民生委員について

　　　　再生可能エネルギーについて

　　　　　（１）太陽光発電について

　　　　　（２）エネファームについて

　　　　　（３）木質バイオマスについて

　　　　学校教育について

　　　　　（１）学力テストについて

― 3  ―



　　　　　（２）義務教育について

　　　　　（３）公立学校の民間委託について

　　　　　（４）小・中学校のトイレについて

　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８６

　　　　安心安全のまちづくりについて

　　　　　（１）防災ラジオの配布について

　　　　　（２）災害時の生活用水と井戸水活用について

　　　　観光について

　　　　　（１）しおかぜ街道柊原から浜平間について

　　　　　（２）サイクリングステーションの自転車貸出しについて

　　　　　（３）教育旅行の民泊の基金について

　　　　　（４）森の駅のガス給湯器について

　　　　　（５）南中跡地の利活用について

　　　　社会教育関係について

　　　　　（１）図書館の全祝日開館について

　　　　　（２）地区公民館について

　　　　財政調整基金について

　　　　　（１）財政調整基金は、平成 26 年度目標額７億円、平成 24 年度で 13 億円に達してい

　　　　　　　るが、今後の見通しと目標額は

　　　堀添國尚議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９５

　　　　人権擁護委員制度について

　　　　　（１）現状と課題について

　　　　市営住宅について

　　　　　（１）安全性と居住性の改善について

　　　　国道 220 号について

　　　　　（１）今後の整備計画について、具体的には、遮断機の撤去についての計画は進めら

　　　　　　　れているのか。

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９８

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９８

第３号（１２月１１日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１００

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１００

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１００

　　　　来年度予算への考え方と市民の暮らしを守る対策について

　　　　　（１）来年度予算の考え方

　　　　　　ア　税金の使い方は、暮らし、福祉優先に
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　　　　　（２）消費税増税と社会保障の新たな負担の問題

　　　　　　ア　市民生活への影響

　　　　　　イ　社会保障で新たな負担は（社会保障改革プログラム）

　　　　　（３）市民の暮らしを守り支える対策の検討を

　　　　　　ア　「公私の扶助」の具体化（判断）は、どうなっているのか。

　　　　　　イ　「非婚の母」にみなし寡婦控除適用へ（最高裁の判決を受けて）

　　　　　　ウ　子育て支援策の充実

　　　　地域経済活性化対策について

　　　　　（１）住宅リフォーム助成制度の今後の方向性

　　　　　　ア　予算の執行状況と経済効果は

　　　　　　イ　地域経済活性化（雇用と仕事起こし）のためにも更なる予算化（補正か新年

　　　　　　　　度予算で）　を

　　　　　（２）「商店（店舗）版リフォーム助成制度」の検討を

　　　　　　ア　地域経済活性化と集客力の向上を目標に

　　　　　　　　（群馬県高崎市／長崎県大村市等）

　　　　福祉行政について

　　　　　（１）生活保護行政「親族扶養が要件」は誤りの問題

　　　　　　　（憲法で保障された生活保護の受給権の侵害）

　　　　　　ア　11 月８日付けの厚生労働省の事務連絡の内容は（簡単に）

　　　　　　イ　本市の内容及び実態は、「保護のしおり」等に明記されていなかったか。

　　　　　　ウ　あったのであれば、今後の対応について（是正も含め）

　　　　　（２）介護保険改革の中止を（国へ強く働きかけよ）

　　　　　　ア　「訪問・通所介護」の受皿はあるのか。

　　　　　　イ　「訪問介護、通所介護の切捨てをやめ、要支援サービスの拡充を」と求めるべ

　　　　　　　　きではないか

　　　　　　ウ　低所得者への利用料の軽減策を（特別の事情の考慮）

　　　　環境行政について

　　　　　（１）環境基本条例案

　　　　　　　目的の達成と実効性のある条例にするために

　　　　　　ア　公共施設の整備等の推進

　　　　　　イ　年次報告－報告書の作成と公表

　　　　　　ウ　国の位置付け

　　　　　　エ　財政上の措置－施策の推進をするため財政上の措置

　　　　　　オ　財政的支援－市民及び事業者への支援

　　　　　　カ　開発事業等に係る問題（環境への配慮）

　　　　教育行政について

　　　　　（１）学力テスト　学校別の結果公表
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　　　　　　ア　公表による「問題」の認識について

　　　　　　イ　公表の「判断」の方向について

　　　　農業行政について

　　　　　（１）「農地中間管理機構」法案について

　　　　　　ア　地域農業の振興につながるのか。

　　　　　　イ　課題や問題点の認識はあるのか

　　　　　　　 (ア) 地域農家の排除にならないか。

　　　　　　　 (イ) 条件の悪い農地の切捨て

　　　　　　　 (ウ) 地域の権限を奪うことにならないか。（市・農業委員会の意見の反映は）

　　　宮迫泰倫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１４

　　　　「住んでよかったと思えるまちづくり」及び「誇りの持てるまちづくり」について

　　　　　本市は、二元代表制でいろいろなことを決めていく。そして、最終的に決断をして

　　　　決めていくというのは市長の仕事です。ベター、ベストな選択肢を選択して行くよう

　　　　に努力してきた。見方によってそのプロセスにおいてなかなか決められない状況もあ

　　　　ります。そのことは御理解をいただきたいとは、どういうことか。

　　　川達志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１８

　　　　子供の学力の低下について

　　　　　（１）その要因は、どうとらえているか。

　　　　　（２）最近、期限付きの教員が増加しているが、子供及び保護者との関係は

　　　　公共事業について

　　　　　（１）業者の弱体化が言われているが、本市の現状は

　　　　　（２）業者のランク付けが変更になったが、その理由は

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２８

　　　　教育行政について

　　　　　（１）高校再編の現状

　　　　　　ア　大隅地域高校再編と垂水高校の現状

　　　　　　イ　高山高校と楠隼高校との比較

　　　　　　ウ　地域への影響

　　　　　（２）中学校跡地利活用について

　　　　　　ア　それぞれの跡地利用計画について

　　　　　　イ　小学校統合を踏まえた跡地利用

　　　　　（３）中央運動公園について

　　　　　　ア　垂水中央運動公園施設のあり方検討委員会について

　　　　　　イ　現状と方向性

　　　　財政改革について

　　　　　（１）わたりの現状と財政改革への影響について

　　　　住宅補助事業について
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　　　　　（１）垂水市住宅用太陽光発電設置事業補助金

　　　　　（２）垂水市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金

　　　　　（３）垂水市住宅リフォーム促進事業補助金等の実績について

　　　感王寺耕造議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３９

　　　　農業政策の見直しについて

　　　　　（１）今回の見直しの内容は

　　　　　（２）コメ政策の見直しによる本市水田農業への影響と今後の対策は

　　　　新規就農者対策について

　　　　　（１）就農者増加への対策は

　　　　　（２）リース事業等への考えは

　　　徳留邦治議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４９

　　　　臨時職員、公社職員の待遇について

　　　　　（１）各課の臨時職員数

　　　　　（２）公社職員の数

　　　　決算委員会の参考資料の提出について

　　　　　（１）異動に対する各課の対応

　　　　元気交付金の活用について

　　　　　（１）各課の振分け

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５４

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５４

第４号（１２月２０日）（金曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５６

　　１．議案第７３号～議案第８４号、議案第８７号～議案第９０号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５６

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第７３号～議案第８４号（原案可決）

　　　議案第８７号～議案第９０号（原案可決）

　　１．議案第９１号～議案第９３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５９

　　　説明、休憩、全協、質疑、討論、表決

　　　議案第９１号～議案第９３号（原案可決）

　　１．陳情第２０号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６３

　　　産業厚生委員会付託、閉会中の継続審査

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６４
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平 成 ２５ 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　報告第　３号　和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について
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月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

１１・２９ 金 本会議
会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、討論、

一部表決、一部委員会付託

１１・３０ 土 休　会

１２・　１ 日 〃

１２・　２ 月 〃 　

１２・　３ 火 〃 （質問通告期限：正午）

１２・　４ 水 〃

１２・　５ 木 〃

１２・　６ 金 〃

１２・　７ 土 〃

１２・　８ 日 〃

１２・　９ 月 〃

１２・１０ 火 本会議 一般質問

１２・１１ 水 本会議 一般質問

１２・１２ 木 休　会

１２・１３ 金 〃 委員会 産業厚生委員会　　　（議案審査）

１２・１４ 土 〃

１２・１５ 日 〃

１２・１６ 月 〃 委員会 総務文教委員会　　　（議案審査）

１２・１７ 火 〃

１２・１８ 水 〃

１２・１９ 木 〃 議会運営委員会

１２・２０ 金 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



　議案第６４号　平成２４年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について

　議案第６５号　平成２４年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６６号　平成２４年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６７号　平成２４年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６８号　平成２４年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６９号　平成２４年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７０号　平成２４年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７１号　平成２４年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７２号　平成２４年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７３号　垂水市地域の元気臨時交付金基金条例　案

　議案第７４号　垂水市環境基本条例　案

　議案第７５号　行政財産の目的外使用料条例の一部を改正する条例　案

　議案第７６号　垂水市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第７７号　垂水市社会教育委員条例の一部を改正する条例　案

　議案第７８号　垂水市介護保険条例の一部を改正する条例　案

　議案第７９号　垂水市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第８０号　垂水市地方卸売市場条例の一部を改正する条例　案

　議案第８１号　垂水市給水条例の一部を改正する条例　案

　議案第８２号　消費税法等の改正に伴う土木課所管の関係条例の整理に関する条例　案

　議案第８３号　消費税法等の改正に伴う生活環境課所管の関係条例の整理に関する条例　案

　議案第８４号　垂水市清掃センター集会施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例　案

　議案第８５号　垂水市固定資産評価審査委員会委員の選任について

　議案第８６号　垂水市固定資産評価員の選任について

　議案第８７号　平成２５年度垂水市一般会計補正予算（第４号）案

　議案第８８号　平成２５年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号）案

　議案第８９号　平成２５年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）案

　議案第９０号　平成２５年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号）案

　議案第９１号　垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第９２号　垂水市議会議員定数条例の一部を改正する条例　案

　議案第９３号　垂水市議会委員会条例の一部を改正する条例　案

　意見書案第１７号　特定秘密保護法案の制定に反対する意見書　案

　陳　情

　陳情第２０号　川内原発の拙速な再稼働に反対する意見書の採択について
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平 成 ２ ５ 年 第 ４ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２５ 年 １１ 月 ２９ 日



本 会 議 第１号（１１月２９日 ）（ 金 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　川　越　信　男

　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志

　　　　　　　３番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　４番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　７番　　田　平　輝　也

　　　　　　　８番　　持　留　良　一

　　　　　　　９番　　北　方　貞　明

　　　　　　 １０番　　池　山　節　夫

　　　　　　 １１番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　尾　脇　雅　弥

　　　副 市 長　　松　下　　　正

　　　総 務 課 長　　中　谷　大　潤

　　　企 画 課 長　　前木場　強　也

　　　財 政 課 長　　野　妻　正　美

　　　税 務 課 長　　北　迫　一　信

　　　市 民 課 長　　白　木　修　文

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　森　下　利　行

　　　保健福祉課長　　篠　原　輝　義

　　　生活環境課長　　村　山　芳　秀

　　　農 林 課 長　　池　松　　　烈

　

　　　水 産 商 工　　

　　　観 光 課 長　　山　口　親　志

　　　土 木 課 長　　宮　迫　章　二

　　　会 計 課 長　　脇　　　孝　久

　　　水 道 課 長　　塚　田　光　春

　　　監査事務局長　　堀　内　昭　人

　　　消 防 長　　松　山　　　晃

　　　教 育 長　　長　濱　重　光

　　　教育総務課長　　川　畑　千　歳

　　　学校教育課長　　牧　　　浩　寿

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　礒　脇　正　道 　　　書 記　　田之上　　　康

　　　書 記　　有　馬　英　朗
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平成25年11月29日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（森　正勝）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成25年第４回垂水

市議会定例会を開会します。

　　　△開　　議

〇議長（森　正勝）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（森　正勝）日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において大薗藤幸議員、宮迫泰倫議

員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（森　正勝）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る11月25日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から12月20日までの

22日間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、会期は本日から12月20日までの22日

間と決定いたしました。

　　　△諸般の報告

〇議長（森　正勝）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　監査委員から、平成25年８月分、９月分及び

10月分の出納検査結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付いたしておきましたから御

了承願います。

　以上で、議長の報告を終わります。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）皆さん、おはようござい

ます。

　９月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について、報告をいたします。

　初めに、安心・安全対策について報告いたし

ます。

　本年度現在までの災害警戒本部の設置につき

ましては、豪雨や台風接近などによりまして２

回設置をいたしましたが、幸いなことに大きな

被害などはありませんでした。

　また、年々桜島噴火活動が活発化する中、爆

発的噴火及び地震などによる災害発生を想定し

ての防災訓練を、11月24日協和小学校において

実施いたしました。海潟小浜、脇登及び牛根麓

自主防災組織を中心に、防災関係機関の協力の

もと、防災体制の実効性について検証・確認を

行うとともに、市民の防災意識の高揚と知識の

向上を図りました。

　次に、水産商工観光関係について報告いたし

ます。

　９月22日から23日の２日間、「カンパチ祭り」

を垂水市漁協で開催し、垂高生との缶詰ＰＲ効

果もあり、２日間で昨年の約２倍、１万8,000人

の来場者がありまして、つかみどり、販売など

大変なにぎわいを見せておりました。

　また、秋の教育旅行・民泊につきましては、

９月25日から12月５日まで、９校の中・高校生

約2,000人を受け入れまして、餌やり、農業体験

などを実施し、生徒・受け入れ家庭の方々の元

気な声が聞こえております。

　11月３日に開催いたしました「食の秋、垂水

の秋」と銘打っての産業祭は、あいにくの天候

ではありましたが、約6,000人の御来場をいただ

き、抽選会、地場産の農・水産物などの販売を

行いました。

　今年度は、「さかな祭り」といたしまして、
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カンパチ・ブリの解体ショーを初めて行い、来

場者に水産物が振る舞われました。

　季節的にこれからは「千本イチョウ」祭りで

大変なにぎわいとなり、入り込み客も多くなる

と思われますが、垂水市の活性化のために引き

続き観光振興を図ってまいります。

　次に、企業立地協定の提携について報告をさ

せていただきます。

　11月25日県庁で、鹿児島県商工労働水産部の

立ち会いのもと、株式会社さと丸と立地協定の

調印式を行いました。

　株式会社さと丸は、本市中俣の有限会社さと

丸水産が、自社の養殖魚の加工品の製造や販売

を行うために新設した会社で、工場は旧垂水フ

ェリー駐車場に新設をされ、操業開始を平成27

年２月、従業員数20名を予定しております。

　有限会社さと丸水産は、本年10月に６次産業

化の認定を受けており、今後、本市の雇用の創

出、活性化はもとより、地域経済の浮揚発展に

大きく貢献するものと期待しております。

　次に、農政関係について報告いたします。

　10月24日に鹿児島県から発表がありましたが、

新城地区公民館が2013年度農林水産祭むらづく

り部門で農林水産大臣賞を受賞いたしました。

　新城地区公民館は、農産物直売場「おたけど

んの郷」の運営、地区広報誌の発行、郷土芸能

など継承活動など、地域ぐるみの取り組みが評

価いただけたとのことでした。来月12月２日に

九州農政局で表彰式があり、７日に記念祝賀会

が催されると伺っておりますので、ともに受賞

をお喜びしたいと思っております。

　次に、教育関係について報告いたします。

　９月２日開会の平成25年第３回市議会定例会

で教育委員の同意をいただきました葛迫幸平氏

が、10月18日教育委員に就任されました。

　10月22日に開催されました教育委員会臨時会

において、野村繼治委員が委員長に選任されま

した。教育委員会を代表し、これまでの豊富な

経験と知識を生かして本市教育行政の発展に尽

力していただけるものと思っております。

　次に、教育施設整備でございますが、10月４

日、柊原小学校と協和小学校の外壁・手すり改

修工事完了に伴う完成検査を実施いたしました。

この事業は、６月に開催された平成25年第２回

市議会定例会で報告しました平成24年度繰り越

し事業です。これにより、児童の安全・安心を

確保できる教育環境の充実が図られました。

　また、10月18日、中央中学校の外構整備工事

完了に伴う完成検査を実施しました。早速、正

門やスクールバス駐車場などを供用開始いたし

ました。

　中央中学校の武道館新築、プール新築、運動

場整備及び防球フェンス設置工事については、

順調に進められており、本市の義務教育の拠点

施設が完成しつつあります。

　次に、学校教育関係につきまして報告いたし

ます。

　11月７日付で協和小学校が「平成25年度学校

安全文部科学大臣表彰」を受けました。同校の

これまでの防災教育に対する取り組みが高く評

価されたものであり、大変喜ばしいことでござ

います。

　また、11月８日に県中学校駅伝大会が指宿市

で行われました。垂水中央中学校の生徒たちが、

大隅地区の代表５校中の１校として10年ぶりに

出場し、全参加37チーム中25位の成績をおさめ

ました。陸上部を有しない学校が県大会に出場

し、活躍したことは大変賞賛すべきことであり、

生徒たちのその頑張りに心から拍手を送りたい

と思います。

　さらに、11月17日に境小学校の「学校創立140

周年記念学校祭」がとり行われました。来賓の

方々を初め、保護者や地域の方々が多数出席さ

れ、盛大な学校祭となりました。

　次に、社会教育関係につきまして報告いたし

ます。
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　10月27日に第52回市民体育祭が４年ぶりに開

催をされました。秋晴れのもと、市内全域から

約600人の市民の方々が競技やゲームに参加され

ました。

　次に、平成32年度に行われる予定の第72回鹿

児島国体の会場について、10月29日付で県準備

委員会事務局より、垂水市をフェンシング会場

として候補地に選定する旨の通知が参っており

ます。正式には来年２月に決定される予定であ

ります。関係者の御尽力に感謝を申し上げます。

　また、11月２日、３日の両日、第37回垂水市

民文化祭が開催されました。展示部門は、市体

育館において、２日より２日間にわたり行われ、

15団体の展示に加え、市内小・中学校の児童生

徒や垂水高校生による作品の展示がありました。

舞台部門は、３日に文化会館において、市の産

業祭とあわせて開催され、19団体の発表と若草

文学賞の朗読があり、観客数は1,000人を超えて

盛会のうちに終了しました。

　次に、本市におけます平成25年度中の交通事

故の発生状況について報告いたします。

　10月末日現在、交通事故発生件数は92件、死

亡者数２名、負傷者数132名となっております。

前年同時期と比較いたしますと、発生件数が３

件、死亡者数が２名増加しておりますが、負傷

者数につきましては７名減少しております。

　今後も引き続き、交通事故発生件数の減少を

図るために、鹿屋警察署並びに垂水地区交通安

全協会や振興会、関係団体と協力して交通安全

運動の周知徹底に努めてまいります。

　次に、９月議会後の火災について報告いたし

ます。

　建物火災２件、その他火災２件の火災が発生

しております。

　建物火災は、９月14日本城において、建屋内

の機械類が燃える「ぼや火災」が発生しており

ます。また、９月26日市木において、住宅１棟

の全焼火災が発生しております。

　その他火災は、９月12日本城の上野台地にお

いて、電柱類が燃える火災が、また、９月20日

には海潟において、田畑が20アール燃える火災

が発生しております。

　次に、主な出張用務について報告いたします。

　まず、10月２日ですが、森山裕衆議院議員事

務所を訪問し、防災対策及び水産振興対策に関

する陳情及び意見交換を行ってまいりました。

　次に、10月10日から11日にかけましては、関

西の旅行代理店等が大阪市及び京都市で開催し

ました、関西方面の大学を対象としたスポーツ

合宿の誘致イベントに出席しまして、春・夏の

キャンプ並びに合宿で垂水市にお越しいただけ

るようお願いをしてまいりました。

　また、10月13日には、岡山市の岡山城にて開

催されました「宇喜多秀家フェス」に、昨年に

引き続きまして審査員として招待されておりま

したので、御挨拶と本市ＰＲを兼ねてお伺いい

たしました。

　次に、10月17日から18日にかけまして、熊本

県天草市で開催されました九州市長会に出席し、

全国市長会に提出する要望事項などを審議して

まいりました。

　10月19日から20日にかけましては、関西垂水

会に出席しました。19日は関西垂水会役員の皆

様との意見交換会、20日は総会でしたが、多く

の参加者の皆様の前で、本市の現状報告やふる

さと納税へのお礼、広報誌の定期購読の御協力

などをお願いいたしました。

　次に、11月13日には、東京で行われました九

州地方国道整備促進総決起大会に参加しました。

大会終了後に、国道の整備促進について県選出

国会議員への要望活動も行ってまいりました。

翌14日には、全国過疎地域自立促進連盟定期総

会に出席し、今後の過疎地域の振興策に対する

意見交換等を行ってまいりました。

　次に、11月20日には、大阪市で開催された「鹿

児島県企業立地懇話会セミナー」に出席し、環
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境・エネルギー関連企業の皆様と意見交換を行

うことができました。

　21日には、東京で開催された「国保制度改善

強化全国大会」に参加し、大会終了後に、国保

制度の改善協議について県選出国会議員へ要望

活動も行ってまいりました。

　22日には、半島振興法の適用を受けている自

治体で構成されます「半島振興対策促進大会」

に出席してまいりました。いずれの陳情・要望

活動も、直接足を運ぶことで予想以上の成果に

つながっていると感じました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（森　正勝）以上で、市長報告を終わ

ります。

　次に、総務文教委員会委員長及び産業厚生委

員会委員長から所管事項調査の報告の申し出が

ありますので、これを許可します。

　川畑三郎議員。

　　　［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］

〇総務文教委員長（川畑三郎）去る10月23日

から25日にかけて、総務文教委員会委員８名と

随行１名により、東日本大震災において甚大な

被害を受けた市町に対し、震災直後から現在に

至るまで継続的で直接的な支援をされている岩

手県一関市において、「大規模災害時の後方支

援のあり方について」、さらに、114名のとうと

い犠牲が発生し、現在も79名の方が行方不明と

なっており、懸命に復興に向け努力されている

大船渡市において、「東日本大震災における災

害対応と教訓について」の説明を受け、陸前高

田市、宮城県の南三陸町まで足を運び、東日本

大震災の爪跡を視察し、計４市町において所管

事項調査を実施しましたので、御報告申し上げ

ます。

　最初に伺いました一関市でございますが、平

成17年に近隣の７市町村が対等合併でできた人

口約12万7,000人、総面積約1,200平方キロメー

トルと、岩手県下第２位の人口と面積を誇って

おります。農業の第１次産業が基幹産業と言え

ますが、世界遺産となりました平泉町の中尊寺

等が近在することから、観光産業も発展しつつ

あるのではと感じるところでした。

　一関市は、東日本大震災の元凶であります「東

北地方太平洋沖地震」本震と４月に発生した余

震によりまして、260億円もの被害をみずからこ

うむっているにもかかわらず、近隣の沿岸市町

である陸前高田市、大船渡市、宮城県気仙沼市

ほかへ、震災直後から、被災地後方支援を現在

にわたって継続して実施されております。

　物的支援はもちろん、ありとあらゆる人的支

援、医師会を中心とした医療支援など40項目を

超える支援を実施しており、その支援はさらに

多岐にわたっております。

　また、被災市町に延べ１万2,000人ほどの職員

を派遣し、職員みずからで支援ニーズの把握に

努め、直接的な支援が可能な状況を構築されて

おられました。近いところを助ける「近助」と

したスローガンのもと、市長みずからの即断・

即決の行動力や、市職員や市民の意識の高さな

ど、大変すばらしい活動をされておりました。

　次に、直接的な被害をこうむった大船渡市で

ございますが、人口約３万9,000人、総面積323

平方キロメートルと、人口・面積とも本市の２

倍に当たります。陸中海岸の代表的な景勝地で

ある碁石海岸など、自然豊かで風光明媚な都市

です。世界三大漁場の１つである三陸沖を生か

した水産業が基幹産業と言えます。

　大船渡市は、関連死を含め414名の市民が犠牲

となり、現在も79名の方が行方不明となってお

ります。それを背負いながら、職員の皆さんを

含め、市民総出で復興にいそしんでいるように

見受けられました。

　当市は、昭和35年に発生した「チリ地震津波」

の経験から、毎年５月に全市を挙げて津波防災

訓練を実施しており、津波避難に対する防災意

識は高かったことから、400名からの犠牲者を出
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しましたが、人的被害は少なかったほうだと言

えるかと思います。

　また、陸前高田市や南三陸町にも視察のため

足を運びました。

　相当な物量をもって再生に向けた取り組みが

進められていましたが、陸前高田市においては、

広大な土地の広がる片隅にある「奇跡の一本松」

や、南三陸町においても、広大な土地の真ん中

にたたずむ「防災庁舎」など、何とも物悲しく、

津波のすさまじい破壊力や犠牲となられた方々

の苦悩をかいま見た気がしております。

　さらに、海岸沿いに位置する南三陸町立戸倉

中学校にも伺いましたが、海抜20数メートルの

高台にある体育館の２階の部分まで波が押し寄

せてきており、利用することができないことか

ら、現在は他の中学校内に学校を設けていらっ

しゃるとのことでした。

　今後も復興に向けた大きな取り組みが進めら

れることとは思いますが、今まさに行方不明と

なっておられる方々のいち早い発見、犠牲とな

られた方々や家族を亡くされた皆様の心の安寧、

さらには、自宅を離れ現在も仮設住宅などに住

まわれている皆様の心が癒されますことを切に

心からお祈り申し上げて、総務文教委員会の所

管事項調査の報告とさせていただきます。

〇議長（森　正勝）次に、産業厚生委員会委

員長感王寺耕造議員。

　　　［産業厚生委員長感王寺耕造議員登壇］

〇産業厚生委員長（感王寺耕造）皆さん、お

はようございます。

　議会閉会中の去る11月６日から11月８日まで、

岐阜県郡上市、同じく白川町において、私ども

産業厚生委員会の７名及び随行１名は所管事項

調査を実施いたしましたので、その結果を御報

告申し上げます。

　初めに、白川町について報告いたします。

　白川町は、人口は9,500人で、東は中津川市、

東白川村、西は七宗、南は恵那市、八百津町、

北は下呂市の６市町村と隣接しており、総面積

の87％を山林が占め、水と緑の自然豊かな町で

あります。

　白川町では、「タブレット端末を活用した高

齢者見守りシステム」について研修いたしまし

た。

　白川町では、平成21年度、22年度の２年間で

光ケーブルテレビ網が民設民営において整備さ

れ、通称「e－しらかわちゃっと」と呼ばれてお

ります。

　白川町情報通信基盤整備網が完成し、ＩＣＴ

利活用の一環として、高齢者の孤立を防ぎ、地

域とのかかわりを持つことを目的に事業がスター

トし、タブレット端末の利用申請時に近所に住

む人を「緊急通報協力員」に指定し、登録する

ことが要件となっておりました。この緊急通報

協力員は、行政が関与するのではなく、利用者

が近隣住民にお願いするとのことで、これによ

り、高齢者の方々の自尊心と地域コミュニティ

の維持が図られておりました。

　白川町も、本市と同様に過疎化が深刻で、高

齢化率38％と高齢化社会の影響を多く受けてお

り、独居や高齢化世帯の急激な増加、家に閉じ

こもりがちになり、その結果、地域コミュニテ

ィとの疎遠化、健康に対する意識の低下や健康

受診率の低下など、さまざまな課題があり、今

後ふえ続ける高齢者をどのように見守っていく

のかが検討されております。

　まず、民生委員等の訪問できない日も毎日安

否確認できること、一方的に監視するのではな

く、みずから情報を発信してもらうこと、近所

づき合いの中でコミュニティづくりをさせるこ

となどを目指し、設計されておりました。

　ＮＥＣとの協力により共同開発したタブレッ

トは、高齢者の方々でも認識しやすい配色やボ

タンの大きさなど、随所にタブレット端末利用

者への配慮がなされており、直接、町の保健師

などとのテレビ電話での通話も可能で、利用者
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の体調管理などにも役立てられているとのこと

でした。

　事業効果の例としましては、連絡がとれずに

翌日に訪問した際に自宅で動けなくなっている

ところを発見され、一命を取りとめたりしたこ

となどがあったとのことでした。

　また、将来的には、高齢者の遠隔見守り、保

険制度改正を見据えて、病院と家庭を結ぶ遠隔

医療、災害未然防止の防災活動、白川町と都市

住民を結ぶ産業活動にも利用したいとのことで

した。

　国内発の取り組みであり、情報通信基盤整備

事業として８億6,960万円、防災放送網整備事業

費として２億5,767万円とかかり、その大半は国・

県の補助金で賄われておりました。

　白川町については以上でございますが、莫大

な費用がかかり、このシステムを本市に導入す

ることは難しいと思われますが、本市について

も、高齢化の伸びが大きく、今後ますます高齢

者の方々ふえていくものと思われ、これから先、

地域コミュニティや御近所づき合いの中で、人

としての尊厳を保ち、支え合いながら安心して

生活できる社会の構築が必要であることを再度

認識いたしました。白川町の取り組みについて

は参考になるところが多く見受けられました。

　次に、郡上市についてですが、郡上市は、人

口４万5,000人で、東部は下呂市に接し、北部は

高山市に、西部は関市、福井県大野市に、南部

は美濃市及び関市に接しており、面積は約1,030

平方キロメートルと広大でありますが、その約

９割が森林で占めており、さらには、長良川を

初めとして一級河川が24本あり、山林の高い水

源涵養能力によって美しく豊かな水に恵まれて

おります。

　郡上市では、「まちづくりと観光交流施設」

について研修いたしました。

　郡上市の取り組みは、市域全体で収益を循環

させ、次世代を担う人材を育てる第三セクター

による市民協働での「歌の心」を生かした地域

活性化が、第三セクターによる文化施設、道の

駅、パーキングエリアサービス施設の管理運営

を中心に進められており、和歌文化を発信し、

サービスを提供する拠点を整備し、交流人口を

拡大することで、文化振興による経済の活性化

を図るものでありました。

　取り組みのポイントとして、市内業者との関

係づくりに取り組み、地場産品の販路を確保し

たり、共同での商品開発やイベントを開催する

ことで、三セクの事業による収益を地域全体に

循環させていること。産業活性化に結びつける

施設設計や民間ノウハウを活用した店づくりに

おける品ぞろえ・陳列・供給体制の工夫により、

施設経営による収益を確保していること。若者

に対し人材育成からかかわって、地元の若者や

地元の高校生を雇用したり、三セクの職員に対

する現場重視の国内外での研修を通じて、施設

の管理運営を担う後継者を育てていることなど

がありました。

　取り組みによる成果として、各施設の売り上

げ増、来客数増加、交流人口については３万人

程度であったものが87万人へと大きな成果が出

ており、経済波及効果としても約13億円あり、

これにより、若者・女性が好む働ける場所づく

り、地元商工業者・農業者の新市場づくりへと

つながり、暮らし続けられるまちへと進化して

おりました。

　以上が郡上市での研修報告でございますが、

研修時に説明していただいた総務省認定地域力

創造アドバイザー、内閣官房選定地域活性化伝

道師の肩書を持つ水野正文氏については、本市

へ一度足を運んでいただいて、直接指導をして

いただきたいと感じました。

　この方は、もともと合併前の町の行政マンで

ありましたが、平成５年の古今伝授の里フィー

ルドミュージアムの企画、管理運営から、今日

までの全ての事業に責任者として参加され、各
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大学で建築学、マーケティング学等を修められ、

和歌の知識にも大変造詣の深い方でありました。

行政マンとしての枠を飛び越え、文化、和歌、

薪能を中心として誇りの持てるまちを実現され、

文化から経済的自立を目指して各種施設を立ち

上げてこられました。また、施設の設計、造園、

ライティング、調度品についてもみずから参画

され、ゆとりのある超一級品の本物志向で取り

組まれ、そのことが交流人口の増加につながっ

たとのことです。行政マンとしての枠を飛び越

え、一経営者として従事されたとのことで、そ

れを許してくれた町長の信頼が何よりもありが

たかったとのお話が深く心に残りました。

　また、行政マンでありながら、行政の硬直性

についても言及されておりました。垂水市も錦

江湾と高隈山系の大自然、農畜産物とブリ・カ

ンパチの養殖業など、長期滞在型のツーリズム

を展開できるすばらしい環境が存在します。ま

ず、官民ともに人材を育成し、自然、文化を誇

りに思えるまちづくりを展開するとともに、観

光拠点づくりに努めなければと心を新たにした

次第です。

　今回の所管事項調査は、垂水市にとって参考

になる事例が非常に多くありましたことを報告

して、終わりにいたします。

〇議長（森　正勝）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△報告第３号上程

〇議長（森　正勝）日程第４、報告第３号和

解及び損害賠償の額を定めることについての専

決処分の報告についてを議題とします。

　報告を求めます。

〇財政課長（野妻正美）おはようございます。

　地方自治法第180条第１項の規定及び市長専決

処分事項の指定によりまして、和解及び損害賠

償の額を定めることについて専決処分いたしま

したので、同条第２項規定により御報告いたし

ます。

　専決処分の内容でございますが、平成25年７

月17日に垂水市南松原町の市道において発生し

ました、土木課臨時職員によります公用車運転

中の接触事故でございます。

　市は、相手方に責任割合20％の損害賠償額１

万5,231円を支払うことになりましたが、相手方

の負担額と相殺することで和解いたしました。

　なお、幸い車両損傷だけで、けがはありませ

んでした。

　また、損害賠償額は全額、市で加入しており

ます全国市有物件災害共済会の保険金で賄われ

ます。

　当事者には、車の運転に慎重を期すよう指示

したところでございます。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（森　正勝）報告第３号については、

ただいまの報告のとおり御了承願います。

　　　△議案第64号～議案第72号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第５、議案第64号か

ら日程第13、議案第72号までの議案９件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第64号　平成24年度垂水市一般会計歳入歳

　　　出決算認定について

議案第65号　平成24年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第66号　平成24年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第67号　平成24年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第68号　平成24年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第69号　平成24年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

　　　て

議案第70号　平成24年度垂水市介護保険特別会

　　　計歳入歳出決算認定について
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議案第71号　平成24年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第72号　平成24年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

〇議長（森　正勝）ここで、決算特別委員会

委員長の審査報告を求めます。

　決算特別委員長持留良一議員。

　　　[決算特別委員長持留良一議員登壇］

〇決算特別委員長（持留良一）おはようござ

います。

　それでは、決算委員会、一般会計及び特別会

計に関する報告をいたします。

　去る９月25日、平成25年第３回定例会におい

て決算特別委員会に付託となり、閉会中の継続

審査となっておりました平成24年度垂水市一般

会計、国民健康保険特別会計、交通災害共済特

別会計、地方卸売市場特別会計、老人保健施設

特別会計、漁業集落排水処理施設特別会計、介

護保険特別会計、簡易水道事業特別会計及び後

期高齢者医療特別会計の各歳入歳出決算につい

て、10月29日及び30日に審査いたしましたので、

審査の経過とその結果を御報告いたします。

　審査に当たりましては、予算が議決した趣旨

と目的に沿って適正に、そして効率的に執行さ

れたかどうか、問題点はなかったか、また、ど

のような行政効果が発揮できたか、そのことで

今後の行政運営においてどのような改善工夫が

必要かに重点を置いて審査いたしました。さら

に、計数等につきましては監査委員の監査を十

分尊重し、決算報告書、決算意見書に基づいて

審査を進め、関係課長の説明を求めながら予算

執行の実績を確認し、その適否について慎重に

審査いたしました。

　まず、議案第64号平成24年度垂水市一般会計

歳入歳出決算認定について申し上げます。

　最初に、平成24年度決算の評価について、歳

入においては、市税は５年連続前年度を下回っ

たものの、対前年度の関係では、市税が伸びて

いるが、市税の中核をなす固定資産税の評価替

えの影響で対前年度８％も減額になっています。

徴収率は90％を引き続き割り込んでいます。歳

出では、総じて減額傾向でありますが、災害復

旧に係る降灰除去等の増額が顕著でありました。

さらに、障害者福祉費や児童福祉費等が伸びた

扶助費、平成21年度借り入れ分の起債の元金償

還が始まり、公債費が増加し、結果、義務的経

費が増加しています。よって、厳しい財政運営

が行われてきています。そして、実質収支は２

億3,397万2,000円の黒字が計上されました。

　財政状況から積極的・意欲的財政運営は困難

でありましたが、監査委員の意見にあるように、

「全財政の維持と将来にわたる財政安定化への

運営姿勢がうかがえる決算」との指摘がありま

す。さらに、「予算管理においては、歳出不用

額が前年度に比べても１億1,342万円余り増加し、

３億2,473万円に達しています。結果的には、翌

年度の基金積み立てや財源になるものの、減額

補正や効率のよい執行管理にも留意されたい」

との指摘には同意するものです。

　特別会計の評価について、全体としては実質

収支が前年度に続いて黒字になっています。適

正な財政運営に努められた結果というふうに考

えます。

　まず、教育委員会教育総務課所管において、

垂水高校振興対策費の効果についての質疑があ

りました。入学者の増加はなかったが、垂水中

央中学校の卒業生が減少する中、昨年度並みの

入学者が確保でき、一定の成果はあったという

ことでした。

　次に、教育委員会学校教育課において、スクー

ルソーシャルワーカーの勤務形態と、さらにそ

れについての要望が増加していることで問題は

ないかという指摘があり、事業は県の補助事業

であり、傾向として補助が削減されてきている、

今後の対応についても、要望もふえてきている
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ことから、課題として検討しているとの考えが

示されました。

　次に、社会教育課所管について、郷土芸能保

存運営補助金についての選定基準のあり方や支

出について、問題はないかと質疑があり、郷土

芸能代表者の会で、状況等を考慮しながら支給

を決定しているという回答がありました。

　次に、総務課所管について、残業問題でサー

ビス産業が命令書に基づくものか確認はできて

いるのか問いに対し、時間外勤務については日

誌等で確認できるようになっていて、実績に合

わすように指導しているとの回答がありました。

　次に、水産商工観光課所管については、森の

駅について指定管理への方向であったが今後の

方針や判断はどうなっているのかの質疑があり、

経費等を考えたとき現段階ではペイできず、今

後、精査をしていきたいとの考えが示されまし

た。

　次に、財政課所管について、入札におけるラ

ンクづけについて、どんな形で指名のランクづ

けがされているのか、県との協議や説明に行っ

ているのかの問いに対して、格付の要綱があり、

県の経営審査を参考にするものと成績評点から

格付を行っている。以上のようなことで問題は

ないと回答がありました。

　また、公用車の管理問題と燃費問題について

の質疑があり、安全点検や清掃の点検等徹底し

ていくこと、燃費問題については、経費の削減

も考慮しながら、課の要望等も聞いて対応して

いきたいとの考えが示されました。

　次に、企画課所管について、地域振興計画の

交付金において、ハード事業分の増額の必要性

について指摘があり、現行の70万円では足りな

いとの現状が示され、今後、他の事業との可能

性も探っていきたいと回答が示されました。

　次に、生活環境課所管について、高峠の最終

処分場の廃止も含めて、今後の方向性について

の質疑があり、ごみ処理基本計画の見直し作業

の中で、最終処分場のあり方の検討を10年計画

の中に盛り込む方向であると回答がありました。

　また、共同墓地の管理について、他の施設や

他自治体との関係からも問題はないかと指摘が

あり、墓地管理システムなどの導入など、総合

的な形で検討していきたいとの回答がありまし

た。

　次に、農林課所管について、技連会の補助金

に関し、人員確保が不十分ではないかとの指摘

に対し、各関係機関とも相談しながら、農家の

方々に反映できるような形で対応していくとい

う回答がありました。

　次に、土木課所管について、公営住宅等長寿

命化計画の結果について、今後の住宅建築のあ

り方についての質疑があり、10カ年計画で用途

廃止・建てかえ・個別改善・維持管理という方

向で立てているという回答でありました。

　次に、歳入について申し上げます。

　税務課所管において、市税の状況については、

市税収入済み額の総計は13億3,768万5,965円で

あり、前年度比で2,559万1,092円の減額となっ

たとのことでありました。年少者扶養控除の廃

止により、市民税は、調定額は前年を上回った

が、固定資産税は評価替えの影響で減額になっ

ています。また、収入率は調定額に対し89.4％

であり、前年度とほぼ同率になっています。こ

れについては、県と合同催告、捜索の実施、悪

質納税者に対する差し押さえなどによる滞納対

策を強化した結果であるということでした。

　不納欠損については、滞納処分の執行停止に

よる処分が25件の67万453円、地方税の消滅時効

による処分1,427件の1,288万134円、合計1,452

件の1,355万587円で、前年度と比較して、件数

は103件の増加、金額で312万2,263円増加してい

るとのことでした。

　委員から、不納欠損の消滅時効について10年

間への検討をとの指摘があり、10年過ぎた件に

ついても、分納誓約を交わすことによって10年
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以上遡及する分も徴収することが可能で、でき

るだけ納税してもらう方向で検討していくとい

う回答がありました。

　次に、財政課所管においては、歳入合計は94

億1,480万円であったが、前年に比べて平成24年

度も県支出金や前年度繰越金等が多かったこと

から、４億1,018万5,000円、4.2％の減になった

とのことでした。

　委員から、不用額との関係で効率のよい執行

管理をしていけば、財政運営もできたのではな

いかとの指摘に、執行上できるだけ無駄を省い

た執行というものを心がけている。一方では、

ある程度不用額が出ることをやむを得ない部分

もあるとの考え方をしながら財政運営に当たっ

ているという回答がありました。

　以上、審査の結果、下記の要望を付して、議

案第64号平成24年度垂水市一般会計歳入歳出決

算について、認定すべきものと決定をいたしま

した。

　一つ、スクールソーシャルワーカーの予算の

確保に努められたい。

　一つ、入札に関し、県に準じるなど透明性・

公平性を図られたい。

　一つ、地域振興計画策定については、地元の

要望を十分に反映させるべく予算の増額を図ら

れたい。

　一つ、潮彩町排水処理施設について、使用料

の見直しの検討をされたい。

　以上であります。

　次に、議案第65号平成24年度垂水市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。

　歳入合計は26億7,477万6,274円、歳出合計は

26億6,781万7,762円で、実質収支は695万8,000

円の黒字で、単年度実質収支では1,235万3,000

円の赤字になったということでした。

　委員から、滞納額や不納欠損額を減らす方向

についての質疑があり、国保連合会の収納率向

上アドバイザー事業を取り入れ、差し押さえ等、

これらが勉強できているので、積極的に滞納対

策を実施していくという方向が示されました。

　また、効果的に運用するためには、徴収吏員

がみんな一緒に徴収する方法は検討できないか

との質疑に、今後、協議していく価値はあると

考えるとの回答がありました。さらに、人間ド

ックの内容については広報が不十分との指摘が

あり、市民に理解できる広報にしていくと回答

があったところであります。

　以上、審査の結果、下記の要望を付して、議

案第65号平成24年度垂水市国民健康保険特別会

計歳入歳出決算について、認定すべきものと決

定をいたします。

　要望事項は、一つ、国民健康保険税について、

保険税負担の公平性と財源確保からも収納率の

向上に努められたい。

　以上であります。

　次に、議案第72号平成24年度垂水市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について申し

上げます。

　歳入総額は２億1,122万3,209円、歳出総額２

億1,063万9,869円で、差し引き58万3,400円にな

っています。

　以上、審査の結果、議案第72号平成24年度垂

水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につ

いては認定すべきものと決定いたしました。

　次に、議案第66号平成24年度垂水市交通災害

共済特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。

　決算額は、歳入449万1,564円、歳出322万9,817

円で、差し引き126万1,747円であるとのことで

した。

　委員から、積立金が多額になっていることに

ついての質疑があり、多数の事故に遭うことの

場合に備える必要があるとの回答がありました。

　以上、審査の結果、議案第66号平成24年度垂

水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算につい
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て、認定すべきものと決定をいたしました。

　次に、議案第67号平成24年度垂水市地方卸売

市場特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。

　決算額は、歳入472万1,782円、歳出は235万8

,859円で、差し引き236万2,923円になったとい

うことでした。

　以上、審査の結果、議案第67号平成24年度垂

水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算につい

て、認定すべきものと決定をいたしました。

　次に、議案第68号平成24年度垂水市老人保健

施設特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。

　決算額は、歳入で５億9,732万5,904円、歳出

は５億7,501万1,443円で、差し引き2,231万4,461

円になったということでした。

　以上、審査の結果、議案第68号平成24年度垂

水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算につい

て、認定すべきものと決定をいたしました。

　次に、議案第70号平成24年度垂水市介護保険

特別会計歳入歳出決算について申し上げます。

　決算額は、歳入で19億1,707万9,801円、歳出

は18億6,260万9,230円、差し引き5,447万571円

になったということです。

　以上、審査の結果、議案第70号平成24年度垂

水市介護保険特別会計歳入歳出決算について、

認定すべきものと決定をいたしました。

　次に、議案第69号平成24年度垂水市漁業集落

排水処理施設特別会計歳入歳出決算について申

し上げます。

　平成24年度に決算額は歳入3,269万4,864円、

歳出は3,065万9,673円、差し引き203万5,191円

になったとのことです。

　以上、審査の結果、議案第69号平成24年度垂

水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決

算について、認定すべきものと決定いたしまし

た。

　次に、議案第71号平成24年度垂水市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算について申し上げま

す。

　決算額は、歳入で3,566万9,346円、歳出は3,

408万5,297円で、差し引き158万4,049円になっ

たということです。

　以上、審査の結果、議案第71号平成24年度簡

易水道事業特別会計歳入歳出決算について、認

定すべきものと決定をいたしました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（森　正勝）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇池山節夫議員　64号の一般会計のところで、

森の駅の指定管理者はペイしないからという説

明だったんだけど、ペイしないというのはどこ

を言うのかな、その内容をもうちょっと詳しく、

議論があったら。

〇決算特別委員長（持留良一）この問題につ

いては、この間、一度報告がありましたかね、

全協のときにですね。２年後には、当面そうい

う事業の計画によって指定管理者に持っていき

たいということがあったんですけれども、とこ

ろが、やっぱりその後の事業の中でなかなか歳

入と歳出の関係が思うように図られない。その

ことがいわゆる、表現はちょっとまずいかもし

れませんけど、ペイという形にしましたけれど

も、いわゆる事業の歳入と歳出との関係で、な

かなか歳入が上回る状況ではないと。そういう

経過の中で今後の方向として、当分はちょっと

状況を見ながら判断をせざるを得ないというよ

うな状況だということでした。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

　ほかに質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。
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　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　各議案に対する委員長の報告は、認定であり

ます。

　各議案を委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第64号から議案第72号までの議

案９件は委員長の報告のとおり決定いたしまし

た。

　　　△議案第73号・議案第74号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第14、議案第73号及び

日程第15、議案第74号の議案２件を一括議題と

します。

議案第73号　垂水市地域の元気臨時交付金基金

　　　条例　案

議案第74号　垂水市環境基本条例　案

〇議長（森　正勝）説明を求めます。

〇財政課長（野妻正美）議案第73号垂水市地

域の元気臨時交付金基金条例案について、御説

明申し上げます。

　地域の経済活性化及び雇用創出のために交付

される地域の元気臨時交付金の一部につきまし

て、確実かつ有効に執行するための財源としま

して基金を造成したいことから、この条例を制

定しようとするものでございます。

　それでは、順を追って御説明申し上げます。

　まず、第１条は、設置に関することについて

規定しようとするものでございます。

　第２条は、積み立てに関することについて規

定しようとするものでございます。

　第３条は、基金に属する現金の管理に関する

ことについて規定しようとするものでございま

す。

　第４条は、運用益金の処理に関することにつ

いて規定しようとするものでございます。

　第５条は、繰り替え運用に関することについ

て規定しようとするものでございます。

　第６条は、基金の本来の処分に関することに

ついて規定しようとするものでございます。

　なお、附則といたしまして、第１項で施行日

を、第２項で条例の効力期間を規定しようとす

るものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇生活環境課長（村山芳秀）それでは、議案

第74号垂水市環境基本条例案について御説明申

し上げます。

　まず、この条例制定に至る背景を申し上げま

すと、全ての市民は、安全で健康かつ快適な生

活を営み、ひとしく環境の恵みを受ける権利を

有するとともに、良好な環境づくりを進め、こ

れを将来にわたって守り、育み、さらに引き継

いでいく必要があります。

　また、身近なところに恵み豊かな環境をつく

り出し、その環境にあずかって生活を営んでい

くことは、ますます重要になってまいります。

そのため、市民、事業者及び行政の協働により、

人と自然が共生し、環境への負荷の少ないまち

づくりを進めるために、この条例を制定するも

のです。

　さらに、第４次総合計画の基本目標の１つに、

「環境と経済が共存し、循環していくまち」が

掲げられ、自然と共生していくまちづくりや循

環型社会の構築、環境保全、地域資源の活用な

どが基本計画に盛り込まれており、本条例は、

市民に環境への意識を持っていただき、かけが

えのない地域の自然環境と社会経済活動との調

和を図っていくことを目的とするものです。

　それでは、条例案について御説明申し上げま

す。
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　まず、前文で、本市の環境政策の基本的な考

え方を示し、地球温暖化問題を初めとした環境

保全・形成の推進に市民と一体となって取り組

むことをうたっております。

　第１条の目的でありますが、健全で恵み豊か

な環境の保全について、基本理念を定め、市、

事業者及び市民の責務を明らかにし、市の環境

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現

在及び将来の市民の文化的な生活の確保に寄与

することを目的といたしております。

　第２条の定義でございますが、第１号から第

５号まで、用語の意義について定めたものです。

　第３条は、環境について、良好な地域環境の

確保、循環型社会の形成、水環境や自然との共

生、地球環境の保全について、４つの基本理念

を定めたものです。

　第４条から第７条につきましては、基本理念

に基づき、市、事業者、市民のおのおのが果た

すべき責務と市民団体の役割について定めたも

のです。

　第８条では、同じく基本理念に基づき、環境

の保全及び形成に関する施策の策定・実施に当

たっての基本的な指針について規定したもので

す。

　第１号で緑化推進、住宅環境整備促進、第２

号で生物の多様性の確保、自然環境の保全、第

３号で錦江湾や河川など水環境の保全、第４号

では廃棄物削減・リサイクルの推進、第５号で

は地球温暖化対策を初めとする地球環境保全、

第６号で環境教育・環境学習等による環境意識

の高揚について規定しております。

　第９条では、環境の保全及び形成に関する施

策を推進するため、市に環境基本計画の策定を

義務づける規定でございます。

　第10条は、基本理念に基づく市の基本姿勢を

表明したもので、環境に影響を及ぼすと認めら

れる新たな施策等の展開に当たっては、環境基

本計画との整合性を図り、策定・実施されるべ

きことを規定したものです。

　第11条から第17条につきましては、第８条の

基本方針及び第９条の環境基本計画に規定する

内容を具体的に示しております。

　第18条は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法などの規

定する調査や測定の実施について規定をしてお

ります。

　第19条は、「地球温暖化対策の推進に関する

法律」に基づき、市役所庁舎など公共施設から

排出する二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑

制を初め、市民、事業者との協働・協力によっ

てその活動の推進に努めることを規定していま

す。

　第20条は、これまで環境行政の分野において

重要な役割を果たしてきた規制的手法について、

今後も引き続き実施していくことが必要である

ことを明確にしたものです。

　第21条については、環境基本計画策定を初め、

環境保全及び形成の実施状況や方策等を審議す

る垂水市環境審議会の設置に関する規定です。

　第22条で、この条例の必要事項について規則

等により別に定めることを規定したものです。

　なお、附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行しようとするもので、あわせて、

環境基本計画を審議する環境審議会の委員の報

酬も定めるものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いします。

〇議長（森　正勝）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇大薗藤幸議員　議案第73号、地域の元気臨時

交付金の基金条例の件でございますけれども、

目的としては、交付金そのものが地域経済の活

性化及び雇用の創出を図るためと、この予想さ

れる事業の内容をおわかりであれば教えていた

だきたいのと、６条でそう書いてあります。１

条に定める目的を達成するためですから。
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　それと、この条例の期限といいますか、27年

の３月末をもって効力を失うということが、こ

れは交付金の決定に当たって国からの期限が示

されているのかということと、最終的に残余が

あれば国庫に、国に返すというふうに明記され

ておりますけれども、最終の期限と事業の内容

をおわかりであればお教えください。

〇財政課長（野妻正美）１つ目の事業の内容

でございますが、この事業の内容は、個別のも

のはございません。ただ、国に提出しました実

施計画では、基金は市道、農道等の整備事業に

充てるとしておりますので、基金を充当して平

成26年度に実施する単独事業は、道路整備等の

事業に限定されることになります。

　２点目の１年間延ばして基金に積むというこ

との考え方ですが、この最終的な交付限度額の

提示が10月25日にあったところでございます。

これからの予算編成では十分な事業の実施がと

れないと考えております。仮に年度内に工事が

終わらない場合は交付金の返納になります。い

ただく交付金を確実かつ有効に活用するために、

この交付金の一部を基金に積んで平成26年度の

事業に充当するものです。

　なお、この地域臨時交付金は、１年間のみ基

金を造成し、繰り越すことができることとなっ

ております。

　以上でございます。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

　ほかに質疑はありませんか。

〇堀添國尚議員　議案第74号ですけど、中でも、

この基本条例を生かすも殺すも、21条の審議会

のメンバーが問題になってくると思うんですが、

これは市内だけに限らず、そこらあたりがはっ

きりしないんですが、市外からもこういう審議

委員を求めるということはできるんですか。そ

こらあたりがちょっとわかっていないから。

〇生活環境課長（村山芳秀）ただいまの堀添

議員の御質問にお答えします。

　この環境審議会のメンバーですが、現在、交

渉中ということで、前もって今、事前に交渉を

かけているところですが、学識経験者としまし

ては鹿児島大学の先生、それから関係行政機関

といたしましては鹿児島県の環境保全課、それ

から大隅の森林管理署、そして大隅地域振興局

の各行政機関、それからあとは市民の代表の方、

あと公募の方というような形で、市外の方とい

う形では５～６名になるのではないかというふ

うに考えております。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

〇堀添國尚議員　よくわかりました。

　しかし、行政のほうで目的としているような

ことに賛成するような人だけでは、私はだめだ

と思うんです。あなた方の言うことだけを聞く

ようであれば、これは何もこの条例はならない。

だから、それにちょっと反論するみたいな、そ

ういう御用学者的なものじゃなくて、そこらあ

たりをしっかり考えて委員の選択をしてほしい。

これを要望しておきます。

〇議長（森　正勝）ほかに質疑はありません

か。

〇持留良一議員　環境基本条例案について総括

的にちょっと質疑をさせていただきたいんです

が、３点ほどあるんですけれども、１つは、今

言われたとおり、実効性あるものにしていくの

が非常に重要な私はこの条例の目的だろうと、

実効性がないと、まさに本当にこの条例自体の

意味がなくなるんですけど、そのためにはやっ

ぱりこれをどうつくってきたかということ、そ

れを実行していくための当然今後は基本計画に

なろうかと思いますが、条例案の中身もいろい

ろこれから審議されていくと、修正案なんかも

出たりする可能性があると思うんですが、その

あたりがきちっと担保されるような中身になっ

ていかないと、私はこれが本当に結果として結

果を見ないんじゃないかなというふうに思うん

ですね。
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　そうしたときに、私はこの問題にはやはり市

民参加ですね、当初から、条例づくりから市民

参加をどう位置づけていたのかというのは非常

にあったと思うんです。というのはやっぱりこ

の問題では市民の関心は最も高いと思っている

んですよ、環境問題というのは。そうなったと

きにやっぱり市民の目線、市民の立場というの

は非常に作成する上で重要な役割を果たすと思

うんですよ。そこのところは実際どうだったの

かですね。今回パブリックコメントをされたん

ですけれども、それはあくまでも市がつくった

中身であってですね、なかなかその意見という

のは出にくいと、やっぱり参加ということにな

るとそういうものがあるわけですので、そうい

う経過の中でどうだったのかということと、今

後この計画を立てるわけですけれども、この計

画の中においてそれをどう位置づけていくのか

というのが１つあります。

　もう１つは、その目的の関係で、前文のとこ

ろに、中段あたりに「市民は、健康で文化的な

生活を営むことができる良好な環境を享受する

権利を有するとともに」と、非常に明確なこと

がうたわれているわけです。権利というものが、

権利ということがうたわれている。今、憲法問

題で環境権というのがいろいろ言われています

けれども、非常にこれはある意味では環境権に

つながるような中身であると思うんですよね。

そうなってきたときにやはりそれだけ強いメッ

セージを出しているんだということを僕は理解

するんですが、そういう理解でいいのかという

ことですね。

　それと３番目は、私はまだ不十分な点がいっ

ぱいあると思っているんですけど、これはまた

一般質問でさせていただきますけれども、いわ

ゆる効果が確保される、確保されるのは単純に

計画だけじゃないと思うんですよね。その基本

条例そのものの中にうたわれている部分がなけ

ればいけないと思うんですが、いろいろ見させ

ていただきましたり、他市のを見ていたんです

けれども、それぞれ地域に合った形で条例は確

かにつくられているし、本市も11条、12条、13

条と、特別にこういう形で他市にないような形

もつくっていらっしゃいます。そういう意味で

は非常に努力されたんだなというふうに思いま

すが、しかし、まだいろんな点で、市の立場の

問題とか、それから財政的な問題とか、いろい

ろそれを担保する上で非常に関係の問題でも国

との関係とか含めて非常に弱い点があると思う

んですよね、一方では権利をうたいながら、実

際上の各条文の中には義務だというようなとこ

ろに市民への負担というんですかね、そういう

のが非常にあって、行政としての責任をどう果

たしていくのかというのが非常に明確じゃない

部分があるものですから。

　そういう中で、例えば、伊達市は、環境を確

保することを目的とするということで、確保す

るということを明確にうたっているし、垂水の

場合は、確保に寄与するという非常に、ある意

味、柔らかい表現にもなっているわけなんです

よね。だから、そういうことから見ても、本当

にこの効果がどれだけ確保されるのかというの

が非常に私は曖昧だなという部分を若干気にか

けたものですから、そのあたりについてどのよ

うに考えていらっしゃるのかお聞きをしたいと

思います。

〇生活環境課長（村山芳秀）持留議員の質問

にお答えいたします。

　この原案作成に当たりましては、鹿児島県の

環境基本条例、それから県内外の各市の条例の

内容等を参考にしながら、国の環境基本法に倣

って、条例の目的、定義、各主体の責務規定、

それから環境基本計画の策定の位置づけ、基本

的な施策の提示とか、環境審議会の設置とか、

そういう形で条例案をお出ししたわけですが、

質問の中で、つくる過程で市民の参画があった

のかということですが、今回の基本条例につき
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ましては、専門家も含めまして意見徴収という

ことで、着手自体は５月から着手をしておりま

す。市役所内に副市長を長とした全課長から成

る垂水市環境基本計画策定委員会を先駆けて立

ち上げをしておりまして、全課長にも、この条

例の足りないところ、こういうところというよ

うな形で協議をしていただいて、それから６月、

案の段階でも、生活環境協会という私どもの外

郭団体を持っているものですから、そこにも主

な方々に素案を提示し、７月に、先ほど申され

ましたパブリックコメントを実施しまして、お

１人の方から２件意見をいただいております。

８月になりまして、鹿児島大学のほうに２回訪

問しまして、環境省から出向しております特認

の准教授の先生に意見を、原案を見ていただい

たり、それから……

〇議長（森　正勝）課長、済みません、簡潔

にお願いします。

〇生活環境課長（村山芳秀）はい。さわやか

環境づくり懇話会にも10月に説明し、お示しし

ているところです。

　それから、環境権のことについてですが、こ

の「環境」という用語が大変包括的な概念を指

しますので、諸法令におきましては、さまざま

な文献におきましても、多様な意味にとられて

おります。環境権という環境の施策に関するも

のも時代に伴っていろいろ変わっていくものと

思っておりますので、画一的に定義するという

のは困難かなというふうに感じております。

　それから、この条例を制定して効果があるか

というような部分があったかと思いますけど、

まず、この条例を制定する目的の１つとしては、

垂水市民、環境の意識を高めるというか、人づ

くりが一番の目的にもなると思います。子供た

ちの環境教育とかも進めながら、いろいろな情

報提供、いろんな学校教育、それから消費者教

育の場で、そういう意識の高い人づくり、地域

づくり、ひいてはそれがむらづくり、まちづく

りにつながっていけばいいと思います。

　以上で終わります。

〇議長（森　正勝）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　ただいまの議案第73号は総務文教委員会に、

議案第74号は産業厚生委員会にそれぞれ付託の

上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第73号は総務文教委員会に、議

案第74号は産業厚生委員会にそれぞれ付託の上、

審査することに決定いたしました。

　ここで、暫時休憩いたします。

　次は、11時30分に再開いたします。

　　　　　午前11時18分休憩

　　　　　午前11時30分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　　　△発言の申し出について

〇議長（森　正勝）ここで、去る10月１日付

の異動により、紹介のための発言の申し出があ

りましたので、これを許可します。

〇税務課長（北迫一信）おはようございます。

　税務課長に任命されました北迫一信でござい

ます。

　どうぞよろしくお願いします。

　　　△議案第75号～議案第81号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第16、議案第75号か

ら日程第22、議案第81号までの議案７件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第75号　行政財産の目的外使用料条例の一
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　　　部を改正する条例　案

議案第76号　垂水市後期高齢者医療に関する条

　　　例の一部を改正する条例　案

議案第77号　垂水市社会教育委員条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第78号　垂水市介護保険条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第79号　垂水市病院事業の設置等に関する

　　　条例の一部を改正する条例　案

議案第80号　垂水市地方卸売市場の一部を改正

　　　する条例　案

議案第81号　垂水市給水条例の一部を改正する

　　　条例　案

〇議長（森　正勝）説明を求めます。

〇財政課長（野妻正美）議案第75号行政財産

の目的外使用料条例の一部を改正する条例案に

つきまして、御説明申し上げます。

　本議案は、引用条項の是正と消費税法等の改

正に伴い、本条例を一部改正しようとするもの

でございます。

　添付しております新旧対照表で御説明いたし

ます。

　まず、第１条でございますが、これまで引用

していた地方自治法の関連条項が改正されてい

ることから、その規定を適正に準用するため、

一部改正しようとするものでございます。

　次に、第７条でございますが、使用料につい

ての規定でございます。これでは消費税分とし

て５％を加算して使用料を決定しておりました

が、今回の消費税法等の一部改正に基づき、使

用料に係る消費税分を８％に改正をしようとす

るものでございます。

　なお、附則において、この条例は、消費税法

等の一部改正の施行日との整合性を図り、平成

26年４月１日から施行しようとするものでござ

います。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇市民課長（白木修文）議案第76号垂水市後

期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例案について、御説明申し上げます。

　今回の条例改正は、地方税法の一部を改正す

る法律、平成25年法律第３号において、地方税

の延滞金の割合が改正されたことに伴い、後期

高齢者医療保険料の延滞金の割合についても地

方税の延滞金の割合と同様の取り扱いとするた

め、当該条例の一部を改正するものでございま

す。

　それでは、改正内容について、新旧対照表に

より御説明いたします。

　条文中、改正した箇所をアンダーラインで示

しております。

　まず、第６条第１項ですが、延滞金の割合に

ついて、当該納期限の翌日から一月を経過する

日までの特例についての規定を今回追加整理す

るものでございます。

　附則第３条についてですが、今回の地方税法

の一部を改正する法律における地方税法の延滞

金の割合と同様に、延滞金の割合について、各

年の特例基準割合が年7.3％に満たない場合には、

その年中において、年14.6％の割合の延滞金は、

当該特例基準割合に年7.3％を加算した割合とす

る。年7.3％の割合の延滞金は、当該特例基準割

合に年１％を加算した割合とし、当該加算した

割合が年7.3％超える場合には、年7.3％の割合

とする旨を規定するものでございます。

　附則としまして、この条例は平成26年１月１

日から施行するものでございます。

　経過措置としまして、この条例による改正後

の垂水市後期高齢者医療に関する条例第６条第

１項の規定は、延滞金のうち平成26年１月１日

以降の期間に対応するものについて適用し、同

日前の期間に対応するものについては、なお従

前の例によるものとします。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ
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ろしくお願い申し上げます。

〇社会教育課長（瀬角龍平）議案第77号垂水

市社会教育委員条例の一部を改正する条例案に

ついて、御説明をいたします。

　社会教育法の改正に伴いまして、「公民館運

営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに

当たって参酌すべき基準を定める省令の一部を

改正する省令」が公布をされまして、「社会教

育委員の委嘱の基準」等が新たに追加をされた

ところでございます。

　そこで、垂水市社会教育委員条例の一部を改

正する条例の制定に当たりまして、別表のとお

り、社会教育委員の委嘱の基準等を追加・改正

しようとするものでございます。

具体的には、別表の新旧対照表で御説明をいた

します。

　現行の垂水市社会教育委員条例第２条を第３

条とし、以下、各条を繰り下げます。そして新

たに第２条に「委員の委嘱は、学校教育及び社

会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱

することとする」の１条を加え、また、第４条

中の「補欠委員の任期」を「補欠の委員の任期」

に改めるものでございます。

　附則といたしまして、この条例は、平成26年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。

　以上で説明を終わりますが、御審議よろしく

お願いいたします。以上です。

〇保健福祉課長（篠原輝義）議案第78号垂水

市介護保険条例の一部を改正する条例案につい

て、御説明を申し上げます。

　地方税法の一部を改正する法律が平成25年４

月１日から施行され、延滞金・還付加算金の見

直しが行われたことに伴い、当該条例に規定す

る延滞金等についてもその割合を引き下げる必

要が生じたので、今回改正をするものでござい

ます。

　それでは、改正内容について新旧対照表によ

り御説明いたします。

　条文中、改正した箇所をアンダーラインで示

しております。

　延滞金については、先ほどの後期高齢者医療

に関する条例の一部改正と同様でありますが、

改正の内容は、附則第８条の改正でございまし

て、条例に規定する延滞金について、年14.6％

の割合は、特例基準割合に年7.3％を加算した割

合に、年7.3％の割合は、特例基準割合に１％を

加算した割合へ、さらに第２項で還付加算金に

ついて、特例基準割合へとそれぞれ引き下げる

こととしたものでございます。

　附則としまして、第１項は、施行期日を平成

26年１月１日からとし、第２項は、施行日まで

の経過措置について規定しようとするものでご

ざいます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　引き続きまして、議案第79号垂水市病院事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例案

について御説明申し上げます。

　消費税法等が改正され、平成26年４月１日に

消費税率が８％へ引き上げられることが閣議決

定され、また平成27年10月１日には10％へ引き

上げられる予定となり、２段階に引き上げられ

ることから、これに対応するため、当該条例の

一部を改正しようとするものでございます。

　それでは、改正内容について新旧対照表によ

り御説明いたします。

　条文中、改正した箇所をアンダーラインで示

しております。

　第７条及び第８条第２項並びに第３項は、文

言の整理を行うものでございます。

　第９条第２項は、病院で徴収する料金の額は、

現行は、計算した額に1.05を乗じて得た額及び

別表に定める額としておりましたが、改正案は、

計算した額及び別表に定める額に消費税率を乗
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じて得た額を加えた額とするとしたものでござ

います。

　次のページの別表は、入院室加算料及び文書

料の金額ですが、現行は消費税込みの金額とし

ておりましたが、改正案は消費税抜きの金額に

改めたものでございます。

　附則としまして、第１項は、施行期日を平成

26年４月１日からとし、第２項は、施行日まで

の経過措置について規定しようとするものでご

ざいます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇農林課長（池松　烈）議案第80号垂水市地

方卸売市場条例の一部を改正する条例案につい

て、御説明申し上げます。

　今回の条例改正は、「社会保障の安定財源の

確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律」の公布及

び地方税法等の一部改正によりますものと、そ

のほか文言整理のために当該条例の改正をしよ

うとするものでございます。

　それでは、改正内容につきまして新旧対照表

により御説明申し上げます。

　条文中、改正した箇所をアンダーラインで示

しております。

　まず、第11条第３項中、「すみやかに」を漢

字表現の「速やかに」に改めるものでございま

す。

　次に、第27条の２第４項中、「垂水市地方卸

売市場運営審議会条例」の次に「（昭和52年条

例第19号）」を加えるものでございます。

　次に、第49条第２項中「すみやかに」を「速

やかに」に改め、同条第４項中「後段」及び「い

わゆる」を削り、「５％」を「８パーセント」

に改めるものでございます。

　２ページをお願いします。

　次に、第50条中「５％」を「８パーセント」

に改めるものでございます。

　次に、第52条第１項中「５％」を「８パーセ

ント」に改め、同条第２項中「第１項」を「前

項」に改めるものでございます。

　次に、第54条第３項中「５％」を「８パーセ

ント」に改めるものでございます。

　３ページをお願いします。

　別表第４、卸売場使用料の項中「315円」を「324

円」に改め、同表業者事務所使用料の項中「735

円」を「756円」に改め、同表倉庫使用料の項中

「525円」を「540円」に改め、同表加工施設使

用料の項中「105円」を「108円」に改め、同表

買受人控室使用料の項中「735円」を「756円」

に改め、同表関連商品売場使用料の項中「1,050

円」を「1,080円」に改め、同表買受人事務所使

用料の項中「2,100円」を「2,160円」に改め、

同表冷蔵庫使用料の項中「105」円を「108」円

に改めるものでございます。

　附則としまして、この条例は、平成26年４月

１日から施行するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇水道課長（塚田光春）議案第81号垂水市給

水条例の一部を改正する条例案について、御説

明申し上げます。

　今回の改正の理由でございますが、消費税法

の一部改正により、平成26年４月１日から消費

税率が現行の５％から８％引き上げられるため、

垂水市給水条例の一部を改正するものでござい

ます。

　なお、現行の水道料金は内税方式を採用して

おりますが、県内19市の中で内税方式をとって

いる市は、本市を含め４市のみでることから、

今回の改正により外税方式に変更しようとする

ものでございます。

　それでは、改正内容について新旧対照表によ

り御説明申し上げます。

　なお、改正する箇所はアンダーラインでお示

ししてあります。

― 22  ―



　まず、現行の第24条本文中、２行目の「合計

額」の次に「に100分の108を乗じて得た金額」

を加えて、別表では、基本料金及び水量料金の

両方について、現行の消費税込み金額から消費

税抜きの金額へそれぞれ改めるものでございま

す。

　次に、附則について御説明いたします。

　第１項では、施行期日を定めたもので、この

条例は平成26年４月１日から施行しようとする

ものでございますで。

　第２項では、４月分の水道料金は３月に使用

した水道代であることから、経過措置を定めた

もので、この条例による改正後の垂水市給水条

例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継

続している上水道の使用で、施行日から平成26

年４月30日までの間に料金の支払いを受ける権

利の確定されるものに係る料金については、な

お従前の例によると定めたものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（森　正勝）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇宮迫泰倫議員　お願いします。教えていただ

きます。

　今いろいろ御説明があったんですけれども、

この中で、消費税に関することで内税と外税と

違う、ある課もあるし、ない課もあるんですよ、

そこをなぜ統一できなかったのか、そういう何

か支障があったのか、まずそれを１回。外税と

内税があった課があるんですよね、どっちかに

統一できなかったのか、市として。仕様書の扱

い方です。ある課は内税でして、ある課は内税

がないところがあるんですよ。外税でしてあり

ます。

〇議長（森　正勝）どの課でもよろしいです

か、それは。

〇宮迫泰倫議員　だから、代表を、市長でもい

いんですよ、これは。

〇議長（森　正勝）では、それぞれ答えてく

ださい。

　財政課長から。

〇財政課長（野妻正美）この消費税法等の改

正に伴う取り扱いですが、条例で消費税分とし

て明記してあるもの、105％、５％と。これにつ

いては改正が必要となります。今回の場合、８

％ということですが、また、次回の10％のとき

には一部改正が必要となるものでございます。

　今、御質問のありました消費税が内税となっ

ているものにつきましては、これを上げるか上

げないか、ここについては、所管課での判断、

協議のもと。といいますのが、その中で、上げ

るとした場合、この８％、この使用料等でいい

ますと、改正をして間もないものもあろうかと

思います。そのために今回の８％のときに上げ

るべきか、それとも10％、また先が見えている

ものですから、それを含めて上げるべきか。そ

れとか、改正が間もないため、これは市に負担

をかけるということで、改正をしないという選

択肢もあります。それごとにいろんな検討事項

がありますので、その規定を持つ所管課でそこ

のところは十分検討をし、判断されるものとし

ております。

　以上です。

〇宮迫泰倫議員　検討されると思いますけれど

も、これはもう検討された結果なんでしょう。

それを各課で違うことは、なぜ違うかというこ

とを聞いているんですよ。

〇財政課長（野妻正美）消費税の今回の８％、

先ほど申しました５％と明記してある分につき

ましては改正しなければなりませんので、まず、

それに基づくものについて、明確なものについ

て上程させていただいていると考えております。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

〇宮迫泰倫議員　もう１つ。それはもう自分た

ちで考えてください。

　それから今度は76号、お願いします。
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　この中で、６条の中に「年14.6パーセント（該

当納入期限の翌日から１月）」と書いてありま

す。これを１カ月と読んだんですよね。これは

どっちが正しいのか、一月が正しいのか、１月

が正しいのか。なぜなればですね、附則のとこ

ろに、この条例は26年１月１日からと言われま

した。これは１月じゃないかと、どっちかと。

そこら辺のちょっとしたなんですけれども、一

月か、１月か。

〇市民課長（白木修文）これは一月でござい

ます。１月ではございません。

〇宮迫泰倫議員　そうであればですね、この６

条の中に「一月」と書いたほうがわかりやすい

んじゃないかと思いますけれども。それとも、

どっちかを一月、26年の１月１日からとか、

〇議長（森　正勝）宮迫議員、質疑は３回ま

でだそうです。

　ほかに質疑はありませんか。

〇持留良一議員　今先ほど消費税の問題では、

財政課長のほうが今回そういう判断があったと

いうことで回答があったんですけれども、当然、

この消費税の問題については、私は基本的には

反対の立場をとっているんですが、それぞれ事

業所においては、例えば水道関係では値上げが

何年か前にあって、そうするとまた10％になっ

たときにどうするのかと、いろいろ問題があろ

うかというふうに思うんですが、そういう意味

では今回、議案81号についてのどういう議論が

あって、こういう結果になったのか。そして大

体平均的にどのくらいの、８％で市民への負担

が行くのか、それを教えていただきたいという

ことがあります。

　それともう１つ、議案79号、今回外税にする

ということで中身を変えられたということなん

ですが、私は運用上の問題で、相談にもよくあ

るんですけれども、要するに差額ベッド代だと

いうふうに認識をしているんですが、このこと

で、入りたくもないんだけれども、入らざるを

得ないという状況があると思うんですよね。そ

のかわり結果として差額ベッド代を取られてし

まうという部分があるかと思うんですが、とこ

ろが、厚労省はきちっとこのことに関して通知

も出しながら、こういう場合はきちっと払わな

くてもいいですよというふうになっているかと

思うんですが、そのあたりは今回のこういう形

での運用上等の関係で、そのあたりはきちっと

対応できるような中身なっているのか、その点

についてお聞きをしたいと思います。

〇水道課長（塚田光春）水道料金の改定につ

きましては、これは消費税の改定に伴う改定で

ございます。

　そしてあと、水道料金についてどのくらいの

アップがあるのかという質問でございますが、

これに関しましては、標準家庭で１カ月30トン

程度を使った場合、約120円ぐらいのアップにな

ります。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）入室加算料等の

ことでございますが、この運用についてでござ

います。

　特別室、それぞれ準特別室、個室、いろいろ

あるわけでございますが、やはり部屋によって

はそこに入らざるを得ないという場合も出てき

ます。そういった場合には、仮に特別室のほう

に入っても例えば個室待遇とか、そういうふう

になっているようでございます。

　以上です。

〇持留良一議員　水道課の関係なんですけれど

も、この前値上げがあって、そういう経過の中

でまた今回５％、当然また次８％とか、次10％

となっていくのか。というのは、それだけ市民

への負担がこのことによって大きいわけですよ

ね。だから、そのあたりをどのように検討する

中で考えられたのかなというのが、１点の質疑

だったんです。

　確かに言われたように、30トンで120円の値上
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げ分に相当するんじゃないかということですけ

れども、これでもきついし、負担がやっぱり大

変だというのがある中で、水道料金そのものを

改正した中で、今回値上げという形でまたそん

なふうにするというのは、やっぱりどうなのか

なと。要するに、結果としてそのことがどれだ

け議論の中でされたのかなというそこをちょっ

とお聞きをしたかったんです。

　それと、今のことなんですけれども、特別料

金を求めてはならない場合というのが何か通知

をされているみたいですよね。ぜひそれは確認

をしていただきたいんですけれども、１つは同

意書による同意の確認を行っていない場合、要

するにそういうことを確認しないのに、部屋に

利用せざるを得ないという形の場合ですね、そ

れは署名がないと、内容が不十分な場合とか、

そういう形できちっとそのあたりは同意を得て

からやるんだというふうになっているというこ

とと。それから、患者本人の治療上の必要によ

り特別療養環境室への入院させる場合という形

のときですね。そういう３点ぐらいあるみたい

なんですよ。そのことがきちっとこれだけのま

た利用料になりますのでね、負担も大きいし、

また消費税がかかってくるとその分がまた大き

くなるということがありますので、そのあたり

はきちっとこの見直しをする中でそのあたりも

ぜひ確認していただいて、これをきちっと病院

との関係でも整理していただきたいんですが。

そのあたりはぜひ取り組んでいただきたいと思

うんですが、その点についてお聞きしたいと思

います。

〇保健福祉課長（篠原輝義）その点について

は、病院と今後、十分に協議をしてまいりたい

と思います。

〇議長（森　正勝）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案７件については、いずれも所

管の各常任委員会に付託の上、審査したいと思

います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第75号から議案第81号までの議

案７件については、いずれも所管の各常任委員

会に付託することに決定いたしました。

　　　△議案第82号・議案第83号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第23、議案第82号及び

日程第24、議案第83号の議案２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略します。

議案第82号　消費税法等の改正に伴う土木課所

　　　管の関係条例の整理に関する条例　案

議案第83号　消費税法等の改正に伴う生活環境

　　　課所管の関係条例の整理に関する条例　

　　　案

〇議長（森　正勝）説明を求めます。

〇土木課長（宮迫章二）議案第82号消費税法

等の改正に伴う土木課所管の関係条例の整理に

関する条例案について、御説明申し上げます。

　この条例は、消費税及び地方消費税が改正さ

れたことに伴い、土木課所管の６条例を一括し

て整理をしようとするものでございます。

　添付の新旧対照表で御説明申し上げます。

　まず、第１条は、垂水市普通河川等管理条例

の一部改正でございまして、別表中「1.05」を

「100分の108」に改めようとするものでござい

ます。

　次に、第２条は、垂水市道路占用料徴収条例

の一部改正でございまして、第２条第２項中「100

分の105」を「100の108」に改めようとするもの
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でございます。

　次に、第３条は、垂水市漁港管理条例の一部

改正でございまして、別表第１中「1.05」を「100

分の108」に改め、同表で引用しております条例

の題名を「垂水市道路占用料徴収条例」に改め、

別表第２中「1.05」を「100分の108」に改めよ

うとするものでございます。

　次に、第４条は、垂水市都市公園の設置及び

管理に関する条例の一部改正でございまして、

第９条第３項中「100分の105」を「100分の108」

に改めようとするものでございます。

　次に、第５条は、垂水市港湾管理条例の一部

改正でございまして、第８条第２項中「100分の

105」を「100分の108」に改めようとするもので

ございます。

　最後に、第６条は、垂水市建設残土処分場設

置及び管理に関する条例の一部改正でございま

して、第３条第２項中「100分の105」を「100分

の108」に改めようとするものでございます。

　なお、附則としまして、この条例は平成26年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇生活環境課長（村山芳秀）それでは、議案

第83号消費税法等の改正に伴う生活環境課所管

の関係条例の整理に関する条例案について、御

説明申し上げます。

　来年４月から消費税が５％から８％に改定さ

れることに伴い、生活環境課所管の２つの条例

について、改定率と文言の整理を行うものです。

　新旧対照表をごらんください。

　まず、第１条の垂水市環境センター設置及び

管理に関する条例の一部改正案ですが、第３条

の使用料について、第２項で定めている消費税

分について、100分の５から100分の８に改定す

るものであります。

　次に、第２条の垂水市漁業集落排水処理施設

の設置及び管理に関する条例の一部改正案です

が、第11条に定めている毎月の使用料の算定に

ついて、現条例は消費税込みの合計金額を表示

していたため、これを基本料金500円、従量金額

１立方メートル当たり70円の消費税抜きの金額

表示と消費税率の表示に改めたものです。

　なお、附則といたしまして、この条例は来年

４月１日から施行するもので、あわせて第２条

につきましては、開始届の提出等が来年４月以

降になされた場合、平成26年３月31日までの使

用料につきましては、従来の100分の105を加算

した額で料金計算が行われることを規定したも

のです。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いします。

〇議長（森　正勝）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　よろしいですか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案２件については、いずれも産

業厚生委員会に付託の上、審査したいと思いま

す。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第82号及び議案第83号の議案２

件については、いずれも産業厚生委員会に付託

することに決定しました。

　ここで、暫時休憩いたします。

　１時10分から再開いたします。

　　　　　正　　午　　休憩

　　　　　午後１時10分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。
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　　　△議案第84号上程

〇議長（森　正勝）日程第25、議案第84号垂水

市清掃センター集会施設の設置及び管理に関す

る条例を廃止する条例案についてを議題としま

す。

　説明を求めます。

〇生活環境課長（村山芳秀）議案第84号垂水

市清掃センター集会施設の設置及び管理に関す

る条例を廃止する条例案について、御説明申し

上げます。

　垂水市清掃センター集会施設は、昭和55年清

掃センター開設当初、地域住民の各種会合、健

康増進及びレクリエーション等の利用に供する

ことを目的とし、設置されたものですが、場所

的な問題等もあり、利用は年数回程度で、次第

に利用されなくなりました。

　同センターは、平成14年11月まで焼却処理施

設として稼働していましたが、ダイオキシン類

対策等の理由で翌12月から休止したため、熱源

を利用して沸かしていたお風呂も利用できなく

なり、また、同時にスタートしたごみの26分別

に伴い、次第にリサイクル事業の分類及び管理

施設として使用されるようになり、目的外使用

の形となっております。

　現在の状況や、また清掃センター消却処理施

設としての機能を終えていることから、現在行

っている清掃センターのリサイクル関連施設と

し、行政財産として管理運営していこうという

もので、今回、集会施設の設置及び管理に関す

る条例を廃止しようとするものです。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いします。

〇議長（森　正勝）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なりと認めます。

　これで質疑を終わります。

　ただいまの議案については、産業厚生委員会

に付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第84号は産業厚生委員会に付託

することに決定しました。

　　　△議案第85号・議案第86号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第26、議案第85号及び

日程第27、議案第86号の議案２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略します。

議案第85号　垂水市固定資産評価審査委員会委

　　　員の選任について

議案第86号　垂水市固定資産評価員の選任につ

　　　いて

〇議長（森　正勝）説明を求めます。

〇市長（尾崎雅弥）議案第85号の垂水市固定資

産評価審査委員会委員の選任について、御説明

を申し上げます。

　現在、垂水市固定資産評価審査委員会委員で

あります戸越俊一氏が平成26年２月３日をもっ

て任期満了となりますことから、同氏を再任す

るに当たり、地方税法第423条第３項の規定に基

づき、議会の同意を求めるものであります。

　再任しようとする戸越俊一氏の住所は垂水市

新城3846番地、生年月日は昭和17年４月６日で

ございます。

　なお、委員の任期は３年でございます。

　よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

　引き続きまして、議案第86号垂水市固定資産

評価員の選任について、御説明を申し上げます。

　前任者の税務課長が人事異動により辞任をし、

新たに垂水市固定資産評価員を選任する必要が

生じましたので、地方税法第404条第２項の規定

に基づき、議会の同意を求めるものでございま
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す。

　選任しようとする者は、垂水市税務課長の北

迫一信でございます。

　住所は垂水市市木517番地３、生年月日は昭和

32年６月10日でございます。

　御同意いただきますよう、よろしくお願いを

申し上げます。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午後１時15分休憩

　　　　　午後１時26分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　　　△日程の追加について

〇議長（森　正勝）ただいま持留良一議員外

１名から、特定秘密保護法案の制定に反対する

意見書（案）に係る動議が提出され、所定の賛

成者がありますので、動議は成立しました。

　お諮りします。

　本動議を日程に追加し、直ちに議題とするこ

とに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　本動議を日程に追加し、議題とすることに決

定しました。

　　　△特定秘密保護法案の制定に反対する意

　　　　見書（案）に係る動議

〇議長（森　正勝）特定秘密保護法案の制定に

反対する意見書（案）に係る動議を議題としま

す。

　案文は配付いたしておりますので、朗読を省

略いたします。

　　特定秘密保護法案の制定に反対する意見書

　　（案）

　政府は、国民の知る権利や言論の自由などに

対する重大な侵害となる「特定秘密の保護に関

する法律案」を国会に提出し成立を求めている。

しかし、議論からわかるように、知る権利や人

権、そして、民主主義そのものが壊されるよう

な内容が明らかになってきている。だからこそ、

日本弁護士会をはじめ国民の各界各層から成立

反対の声が多くなってきている。

　特定秘密保護法案は、第一に、秘密の範囲が

政府の裁量で決められ、広がりかねない。第二

に、秘密の期間を５年としているが、更新も可

能とされており、事実上無期限で秘密とするこ

とが可能で、今日の情報公開の流れに逆行する。

第三に、国会議員も処罰対象とされており、「国

権の最高機関」である国会議員の政府への質問

でも、政府は「特定秘密」との理由で答弁を拒

否することにもなる。また、国会議員の国政調

査権や証人喚問も制限され、国政調査権に対す

る重大な侵害となる。第四に、人をだましたり、

暴行、脅迫を加えたりして秘密を取得する行為

は最高10年の懲役に、また、「未遂・教唆・扇

動」も罰せられる。

　報道機関の取材活動が秘密の不当利得とみな

され、処罰される可能性もある。「国民の基本

的人権を侵害しない」との文言を盛り込むとは

いえ、漠然とした言い方では歯止めにならない。

例えば、原発の問題でも、原発の安全性に関わ

る問題でさえ、原発に対するテロ活動防止の観

点から、特定秘密にされるおそれがある。また、

「ＴＰＰ交渉に関わる情報」も、外交に関する

情報として特定秘密に指定される可能性がある。

これらの情報が特定秘密に指定され、その漏洩

や取得、つまり内部告発や取材活動が処罰の対

象になれば、国民はこれらの生活に関わる重要

な情報を知ることができなくなる。

　このような国民の知る権利や言論の自由に対

する侵害と併せ、民主主義の根幹を攻撃する重
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大な内容である。

　よって、日本国憲法の目指している精神にも

相反する「特定秘密保護法案」を制定しないよ

うに強く求める。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出する。

　平成25年11月29日

　　　　　鹿児島県垂水市議会議長 　森　正勝

内閣総理大臣　安倍　晋三　殿

〇議長（森　正勝）お諮りします。

　本動議は、提出者の説明及び委員会付託を省

略したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、そのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから、本動議を起立により採決いたしま

す。

　本動議を文面のとおり決することに賛成の方

は、起立を願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（森　正勝）起立多数です。

　よって、本動議は原案のとおり可決されまし

た。

　次に、先ほど議題としました議案第85号及議

案第86号に対し、これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　よろしいですか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　まず、議案第85号について、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第85号は原案のとおり可決され

ました。

　次に、議案第86号について、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第86号は原案のとおり可決され

ました。

　　　△議案第87号上程

〇議長（森　正勝）日程第28、議案第87号平成

25年度垂水市一般会計補正予算（第４号）案を

議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（野妻正美）議案第87号平成25年

度垂水市一般会計補正予算（第４号）案を御説

明申し上げます。

　補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんいただきた

いと思います。

　今回の補正ですが、歳出については、新設の

地域の元気臨時交付金基金の積み立て、市有施

設整備基金の積み立て、環境センターの地下ポ

ンプ制御盤修繕費などを増額補正し、当初予算

編成時との職員構成の変化に伴う人件費、県事

業が実施されなかったことによる港湾管理費の

県営事業負担金などを減額補正するものでござ

います。

　歳入につきましては、国庫支出金、県支出金、

繰越金などを補正し、収支の均衡を図っており

ます。

　今回、歳入歳出とも2,959万4,000円を増額し

ますので、これによる補正後の歳入歳出予算総

額は、95億9,602万9,000円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並
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びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

掲げてあるとおりでございます。

　地方債にも補正がありましたので、５ページ

の第２表地方債の補正をごらんください。

　変更でございますが、港湾整備事業につきま

しては、垂水旧港の港湾長寿命化修繕工事に係

る県事業が実施されなかったため、公共事業等

債を減額するものでございます。

　道路整備事業につきましては、垂水49号線改

良事業に係るもので、地域の元気臨時交付金へ

財源組み替えをしたことによる過疎債の減でご

ざいます。

　観光施設整備事業は、森の駅たるみずの温泉

給湯施設整備に係る起債で、先ほどと同じく、

地域の元気臨時交付金へ財源組み替えをしたこ

とによる辺地債の減でございます。

　最後の道路整備事業につきましては、県道南

之郷線高峠工区の県営事業負担金の減額と道路

新設改良事業の内ノ野線、元垂水原田線の社会

資本整備総合交付金が減額になったことによる

辺地債の増額補正でございます。

　地方債の変更につきましては、それぞれの事

業に伴う起債額を右の欄にお示ししております

限度額に変更し、本年度の借り入れ総額を繰り

越し分を除いて、合計額７億1,446万6,000円に

しようとするものでございます。

　次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。

　まず、11ページをお開きください。

　２款総務費の１項総務管理費の７目財政管理

費ですが、地域の元気臨時交付金の一部を、新

たな基金を造成し積もうとするものでございま

す。同じく、８目の財産管理費でございますが、

市有施設整備基金へ計画的に１億円を積み立て

るものでございます。

　次に、15ページをお開きください。

　３款民生費、２項児童福祉費、２目の児童措

置費ですが、保育所に第３子以降を入所させる

多子世帯の保育料を助成する制度で、県の２分

の１の補助事業でございます。

　また、24ページの幼稚園費にも同様の助成制

度がございます。

　同じく、９目子ども・子育て支援事業計画策

定事業費ですが、子ども・子育て支援の新制度

に係る電子システムの構築費用で、システムの

改修に係るものについては県の100％事業となっ

ております。

　次に、17ページをお開きください。

　一番上の４款衛生費、２項清掃費、１目清掃

総務費の浄化槽設置整備事業補助金ですが、補

助申請の件数が多いことから10基分を補正する

ものでございます。

　同じく、下の２目し尿処理場費の修繕料です

が、環境センターの地下ポンプ制御盤等に修理

に係るものでございます。

　次に、21ページをお開きください。

　一番上の８款土木費、４項港湾費、１目港湾

管理費ですが、地方債で御説明しましたとおり、

垂水旧港の港湾長寿命化修繕工事に係る県事業

が実施されなかったため、市の負担金がなくな

ったことから減額するものでございます。

　次に、22ページをごらんください。

　９款消防費、１項消防費、５目災害応急対策

費ですが、災害時の緊急放送に対応するため、

ＦＭ中継局設置に伴う免許更新費用等を補正す

るものでございます。

　次に、23ページをごらんください。

　10款教育費、２項小学校費、３目小学校施設

整備費の修繕費ですが、垂水小学校体育館水槽

ポンプ修繕ほか、各小学校の修繕分でございま

す。

　同じく、小学校施設整備費の工事請負費です

が、垂水小学校消火栓布設替え工事と境小学校

の光村文庫の空調取り替え工事でございます。

　次に、24ページをお開きください。
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　10款教育費、６項保健体育費、２目体育施設

費ですが、庭球場照明自動点灯盤取り替え、運

動公園内側溝修理等に係る経費でございます。

　以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして、

６ページの事項別明細書総括表及び８ページか

らの歳入明細にお示ししてありますように、そ

れぞれの事務事業に伴う国県支出金、市債など

の特定財源と財産収入や諸収入等の一般財源を

充てて、収支の均衡を図っているものでござい

ます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（森　正勝）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　１点だけお聞きしたいと思い

ます。

　衛生費の清掃総務費の関係なんですけれども、

10基分を追加したということなんですが、ある

方は、単独から合併浄化槽という計画を立てた

ら、新規分だけが認められるようですよという

ことで、今回、本年度はできないみたいな関係

ですよと話をされたんですが、この10基分の基

準というのは、そういう要請に対して対応でき

る中身なのかですね、それともやっぱりそうい

う新規だけの中身なのか、この点についてお聞

かせいただきたいし、市民のそういう要望に対

してはどうしていくのか、お願いします。

〇生活環境課長（村山芳秀）持留議員の質問

にお答えします。

　合併浄化槽の補助金ですが、実は消費税率の

引き上げ等を見越して、新築の家が急増しまし

た。75％を７月末の現在で予定しまして、11月

で募集というか、もう金額自体がなくなったと

いうような状況になりました。それで、新築の

分それから補償分について、やむを得ない分に

ついて、今回、10基分というような形で予算を

出しております。単独から合併槽に切りかえる

分については、新年度以降に改めて受け付けを

お願いしますということで皆さんに呼びかけを

行ったところです。

　以上です。

〇議長（森　正勝）ほかに質疑はありません

か。

〇持留良一議員　単独から変える分と、単独の

部分の補助は継続されていくという理解でいい

わけですね。ある一部ではもうなくなるという

話も出ていまして、それが走り回っていまして

ね、それで今回できなければどうするんだとい

う声があったものですから、じゃ、そのことは

確認できるわけですね。

〇生活環境課長（村山芳秀）今の単独から合

併槽への切りかえの分ですけど、上乗せ分を含

めまして、４月から対応をしてまいります。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

　ほかに質疑はございませんか。

〇宮迫泰倫議員　ちょっとお聞きします。

　商工費の中の観光費で、佐土原入城の410年イ

ベントと書いてございますけれども、これはど

ういうことを指すのか、そしてまた議会はどう

いう対応をすればいいのか、そこをもしあれば

ですね、わかっている状態でよろしいので、よ

ろしくお願い申し上げます。

〇水産商工観光課長（山口親志）佐土原入城

の410周年を、今、日程の段階では、今詰めてい

る段階ですが、２月の８、９に、垂水で２月８

日に前夜祭を行いまして、２月９日垂水小学校

で出発式を行います。それで行列を行いまして、

行事を今詰めているところです。その関係でこ

こに上げておりますのが、前夜祭の会場借り上

げ等の関係で予算を上げております。

　議会の対応としましては、内容を詰めました

ら議員の皆様にも御案内できるんじゃないかと

思っているところです。

　以上です。
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〇議長（森　正勝）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、所管の各常任委員会に付託の上、審

査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第87号は所管の各常任委員会に

付託することに決定しました。

　　　△議案第88号～議案第90号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第29、議案第88号か

ら日程第31、議案第90号までの議案３件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第88号　平成25年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第89号　平成25年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第90号　平成25年度垂水市水道事業特別会

　　　計補正予算（第２号）案

〇議長（森　正勝）説明を求めます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）議案第88号平成

25年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２

号）案について、御説明いたします。

　今回の補正は、第６期の介護保険事業計画策

定のための高齢者実態調査の追加補正と、地域

支援事業費の組み替え補正が主なものでござい

ます。

　補正の額は、歳入歳出にそれぞれ178万5,000

円を追加し、補正後の予算総額は歳入歳出それ

ぞれ21億959万7,000円とするものでございます。

　まず、事項別明細書の歳出から御説明いたし

ます。

　５ページをお開きください。

　１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費の補正額は、第６期介護保険事業計画策定の

ための高齢者実態調査を行うための謝金及び需

用費と、介護給付費準備基金への積立金でござ

います。

　次の３款地域支援事業費、１項介護予防事業

費、２目一次予防事業費の補正は、組み替え補

正でございます。

　次の３款地域支援事業費、２項包括的支援事

業費・任意事業費、１目介護予防ケアマネジメ

ント事業費から３目包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業費は、新たに居宅支援事業所と

なった牛根麓の「観麗」への予防ケアマネジメ

ントシステム導入に要する経費である委託料へ

の組み替え補正を行うものでございます。

　次に、歳入について御説明いたします。

　４ページをお願いいたします。

　７款繰入金、１項一般会計繰入金、４目事務

費繰入金の補正額は、第６期介護保険事業計画

策定のための高齢者実態調査を行うための事務

費繰入金でございます。

　今回は、介護保険特別会計への繰越金を財源

としておりました９月補正分も追加補正額をあ

わせて受け入れるものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇水道課長（塚田光春）議案第89号と議案第

90号につきましては水道課所管でございますの

で、一括して御説明申し上げます。

　まず、議案第89号平成25年度垂水市簡易水道

事業特別会計補正予算（第２号）案について御

説明申し上げます。

　１ページに記載しておりますように、今回の

補正額は、歳入歳出それぞれ84万9,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額を3,799万円とするもの

でございます。

　今回の補正の主な理由は、人件費の減額補正
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と印刷製本費の増額補正でございます。

　それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より御説明いたします。

　歳出から御説明しますので、４ページをお開

きください。

　１款総務費、１項１目一般管理費の２節給料

と３節職員手当等及び４節共済費は、国の要請

に基づく給料減額支給措置によるものと、定期

人事異動に伴い、人件費の減額をするものでご

ざいます。

　11節需用費の印刷製本費は、来年度から消費

税増税に伴い、水道料金検針お知らせ票の印刷

代を増額するものでございます。

　次に、歳入でございますが、上段をごらんく

ださい。

　２款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金は、

一般会計からの繰入金を減額補正しまして収支

の均衡を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　次に、議案第90号平成25年度垂水市水道事業

会計補正予算（第２号）案につきまして御説明

申し上げます。

　それでは、参考資料により支出から御説明し

ますので、４ページをお開きください。

　１款１項２目配水及び給水費の節の給料、手

当及び法定福利費は、国の要請に基づく給料減

額支給措置によるものと、定期人事異動に伴い、

人件費の減額をするものでございます。

　１款１項３目総係費の節の給料、手当及び法

定福利費も、同様の理由で減額するものでござ

います。

　節の印刷製本費は、来年度からの消費税増税

に伴い、水道料金の収納済み通知書などの印刷

代を増額するものでございます。

　次に、収入でございますが、上段をごらんく

ださい。

　１款３項１目その他特別利益の節のその他特

別利益は、過去に国等の指導により公営企業職

員の退職金として積み立てられていた引当金を

計上したものでございますが、本市の公営企業

職員は市長部局からの出向職員であることから、

退職手当は一般会計から支給されているところ

でございます。そこで、退職給与引当金を今後

計上し続けることは好ましくないことから、今

回の補正で、その他特別利益として計上するも

のでございます。

　つきましては、１ページに記載してあります

ように、第２条の収益的収入及び支出の収入は、

水道事業収益を800万円増額し、２億8,320万9,

000円とし、支出は、水道事業費用を676万5,000

円減額し、２億5,490万2,000円とするものでご

ざいます。

　また、第３条の職員給与費として720万1,000

円減額補正するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議ほどよろ

しくお願いいたします。

〇議長（森　正勝）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　よろしいですか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案３件については、いずれも産

業厚生委員会に付託の上、審査したいと思いま

す。

　これに異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第88号から議案第90号までの議

案３件については、いずれも産業厚生委員会に

付託することに決定しました。

　本日の日程は、以上で全部終了しました。

　　　△日程報告
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〇議長（森　正勝）明30日から12月９日まで

は、議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、12月10日及び11日の午前９時

30分から開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、12月３日の正午までに質問事項を具体的に

文書で議会事務局へ提出願います。

　　　△散　　会

〇議長（森　正勝）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午後１時48分散会
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平成25年12月10日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（森　正勝）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　副市長と農林課長が所用のためおくれますの

で、御理解いただきたいと思います。

　　　△議長の報告

〇議長（森　正勝）この際、議長の報告を行

います。

　４番感王寺耕造議員から欠席届が提出され、

本日の会議は欠席となりますので、報告いたし

ます。

　なお、本日予定されておりました感王寺議員

の一般質問は、あすの午後に行いたいと思いま

すので、御了承願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△一般質問

〇議長（森　正勝）日程第１、これより一般

質問を行います。

　質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いします。

　質問回数については４回までとしますが、一

問一答方式を選択した場合は、１回目は一括で

行い、２回目の質問から１項目につき３回まで

とします。

　本日の質問時間は、答弁時間を含めて１時間

以内とします。また、いずれも初回の発言時間

を20分以内に制限しますので、御協力をお願い

いたします。

　それでは、通告に従って、順次質問を許可し

ます。

　最初に、１番川越信男議員の質問を許可しま

す。

　　　［川越信男議員登壇］

〇川越信男議員　おはようございます。

　2013年も12月を迎え、１年過ぎることの早さ

を痛感しているところであります。先週には流

行語が発表され、オリンピック誘致での「お・

も・て・な・し」が、テレビの影響なのか「倍

返し」「今でしょ！」が、またＮＨＫの「あま

ちゃん」の方言の「じぇじぇじぇ」が流行語大

賞を受賞し、ことしの世相を反映しているのか

なと思いつつ、私にはアベノミクスかなと思い

ながら、１年を振り返ってみているところです。

　しかしながら、まだまだ東日本大震災の復興

はままならないし、原発の問題も解消できてい

ない状況の中、我々垂水市の１年間はどうであ

ったか考え、反省し、まちづくりに欠かせない

絆、結いの心を忘れることなく持ち続けてまい

りたいと思っております。

　それでは、議長の許可をいただきましたので、

平成25年最後の一般質問を１番議員として、ま

たトップバッターとして、私なりに１年の総括

を込めて、通告に従いまして質問をいたします

ので、関係課長の簡潔で明快な回答をお願いい

たします。

　まず、１番目の乳幼児等医療費助成制度につ

いてでありますが、全国的に人口減少が進む中、

垂水市も例外ではなく、子育て支援は喫緊の課

題であると思います。垂水市においては、子育

て支援の１つである乳幼児等医療費助成を中学

校卒業まで拡大していますが、県内の乳幼児等

医療費助成制度の状況はどのような状況なのか、

伺います。

　２番目の地域の元気臨時交付金についてであ

りますが、私は、６月議会から毎回質問してお

りますが、今回、元気臨時交付金事業が出そろ

ったと思いますが、各ランクの業者への発注状

況はどのようになっているか、伺います。

　３番目の橋梁対策についてでありますが、９

月議会で交付金を生かした取り組みの中で、安

― 36  ―



心・安全対策として橋梁の点検がありましたが、

垂水市が所管する橋梁はどれぐらいあるのか、

伺います。

　４番目は、高峠のメガソーラー開発について、

現在の進捗状況はどの程度か、伺います。

　最後に、環境問題についてでありますが、11

月15日の新聞にも載っており、報道でもありま

した、中国大陸からの大気汚染ＰＭ2.5ですが、

関東地方では桜島の爆発が影響しているとの報

道等がありましたが、垂水市はその直下にある

が、健康被害等はないのか、伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（篠原輝義）おはようござい

ます。

　川越議員の御質問にお答えいたします。

　御承知のように本市の乳幼児等医療費助成に

つきましては、平成21年４月から、中学校修了

まで、非課税世帯は全額助成、課税世帯は月額

3,000円を超える額を助成するという制度拡充を

実施してきているところでございます。

　県内市町村の状況でございますが、自己負担

なしの全額助成を行っている市町村は、中学校

修了までが11自治体、小学校修了までが２自治

体、小学校３年生までが２自治体、９歳未満ま

でが１自治体、就学前までが22自治体、４歳未

満までが２自治体、３歳未満までが２自治体、

０歳児が１自治体となっております。また、そ

の中で、本市同様、全額助成の有無にかかわら

ず、対象年齢を中学校修了まで制度を拡充して

いる市町村は、15自治体となっております。

〇財政課長（野妻正美）おはようございます。

　地域の元気臨時交付金事業と発注状況につい

ての御質問にお答えいたします。

　地域の元気臨時交付金につきましては、まず、

５月27日に第１次分の交付限度額の通知がござ

いまして、交付金を活用して実施する事業の補

正予算案を６月議会に追加提案し、迅速な事業

実施を行っているところでございます。本市の

最終的な交付限度額は３億218万円でございます

が、交付額の確定については、農林水産省所管

事業等の地方負担額の集計に国のほうが大分時

間がかかりまして、第２次分の通知があったの

が10月25日でした。その後、実施計画書の審査

を受け、12月２日付で交付申請書を提出してい

るところであります。

　交付金を活用して実施する事業は、当初予算

や２号補正で計上した事業を中心に全14事業を

実施計画に上げております。主な事業としては、

農道等整備事業、市道等の整備を行う市内交通

網整備事業、市住元垂水団地外壁改修工事、垂

水小学校屋体改修工事、市民館電気設備改修工

事、水之上小学校校舎屋根防水改修工事、森の

駅たるみず整備事業、今回の４号補正に計上し

ている垂水市地域の元気臨時交付金基金積み立

てなどでございます。

　元気臨時交付金で実施する事業の発注状況で

すが、設計委託等を含め、全部で45件の契約件

数がございまして、うち11月30日現在の発注済

み件数は31件、執行済み額約１億9,000万円とな

っております。発注済みのうち市内業者への発

注件数は25件でございますが、土木工事業者の

格付別の件数及び金額は、Ａランクが２件の3,

675万円、Ｂランクが５件の4,732万円、Ｃラン

クが８件の3,435万円、Ｄランクが７件の1,419

万円となっております。その他、建築工事等３

件で3,956万円でございます。

　このほか、まだ市住元垂水団地外壁工事、農

道等整備事業など14件の未発注工事があります

が、12月、１月で全て発注できる見込みでござ

います。

　以上です。

〇土木課長（宮迫章二）川越議員の橋梁対策

について、お答えいたします。

　土木課の所管する橋梁でございますが、１級

市道にかかる橋が14橋、２級市道に10橋、その

他市道に80橋がかかっており、全部で104橋ござ
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います。橋種別に分類しますと、ＰＣ橋が48橋、

ＲＣ橋が49橋、鋼橋が６橋、石橋が１橋となっ

ております。

　橋長別では、５メーター未満が34橋、５メー

ターから15メーターが37橋、15メーターから50

メーターが25橋、50メーター以上が８橋となっ

ております。

　現時点で高齢と言われる建設後50年を経過し

た橋梁は全体の12％であり、今まではその大半

がまだ若年であったことから、事後的な対策で

対応できておりました。しかしながら、10年後

の平成35年度では38橋の37％になり、さらに20

年後の平成45年度には63橋の61％と急激に増加

することになるため、これらの高齢化を迎える

橋梁部に対して、従来の事後保全型の維持管理

を続けた場合、橋梁の修繕、かけかえに要する

費用が増大し、対応が困難になると懸念される

ところであります。

　このようなことから、従来の事後保全型から、

損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う予防

保全型へ転換を行い、橋梁の寿命を延ばすこと

でコスト削減を図る必要があるため、橋梁長寿

命化計画を策定したところでございます。

〇企画課長（前木場強也）おはようございま

す。

　川越議員のメガソーラーについての御質問に

お答えいたします。

　まず、当プロジェクトの経緯についてでござ

いますが、本年６月議会の全員協議会において

御説明させていただきましたとおり、発電効率

を上げるために追加で市有地を貸し出すことと

いたしました。この新たに追加した土地と既に

土地賃借契約を締結している土地につきまして

分筆登記を行うよう、建設資金を融資する金融

機関からリニューアブル・ジャパン株式会社に

申し出があったところでございます。そのため、

貸し付ける土地の測量及び分筆登記作業をリニ

ューアブル・ジャパンの費用負担において11月

に終えております。あわせて、建設予定地の地

質調査もリニューアブル・ジャパンにおいて行

ったところでございます。

　また、ジャパンファーム所有地につきまして

も、送電線設置のために追加でリニューアブル・

ジャパンが借り受ける必要がありましたため、

ジャパンファームとリニューアブル・ジャパン

において、追加の土地賃借契約手続をこれまで

に終わらせております。

　メガソーラー建設工事につきましては、調整

池、沈砂池の建設準備作業を先行的に進めてい

るところであり、当工事については近々着工す

る予定となっております。

　以上でございます。

〇生活環境課長（村山芳秀）おはようござい

ます。

　川越議員の質問にお答えいたします。

　中国から飛来するＰＭ2.5に関してですが、大

気中の環境汚染に対しての危機感は、政府のみ

ならず、鹿児島県を初め、各自治体とも重要な

課題として捉えております。新聞報道によりま

すと、夏場、桜島の火山ガスが一因で、関東、

東海のＰＭ2.5の濃度が上昇したとの報道があり

ました。桜島の直下に住んでいる垂水市民にと

りまして大変気になるニュースではありますが、

直接的にＰＭ2.5による健康被害を受けたとの情

報は入っておりません。また確認もされており

ません。

　しかしながら、連日の降灰は、呼吸器系や目

の症状に影響があり、降灰時にはマスクやゴー

グルの着用、コンタクトレンズの使用を控えた

り、外出そのものを控えるなど、対策は県のホー

ムページ等でも注意を呼びかけているところで

ございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　それでは、各質問事項に一問

一答方式でお願いいたします。

　まず、乳幼児等医療費助成制度の県内の状況
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及び取り組みをお聞きいたしましたが、垂水市

の乳幼児等医療費については、子供の数や病気

等によって医療費も変わってくると思われるが、

乳幼児等医療費の自己負担分の過去３年間の推

移と、乳幼児等医療費を中学校卒業まで全額無

料とした場合の財政負担はどのぐらいになるの

か、伺います。

〇保健福祉課長（篠原輝義）２回目の御質問

にお答えいたします。

　過去３年間の乳幼児等医療費についてでござ

いますが、個人が病院へ支払った医療費の総額

は平成22年度が2,295万円で、そのうち市が助成

した額は1,318万円、受給者が延べ3,969人、23

年度が2,417万円で、市の助成額は1,528万円、

受給者が4,250人、24年度が2,534万円で、市の

助成額が1,504万円、受給者が4,713人となって

おります。また、平成23年度及び24年度は、22

年度に比べ医療費がふえておりますが、この年

はノロウイルスや新型インフルエンザが流行し

た年であり、そのため医療費が伸びたのではな

いかと考えております。

　次に、医療費助成を中学校修了まで全額助成

した場合の財政負担でございますが、先ほどの

23年度、24年度を参考にしますと、市の新たな

財政負担は、審査手数料やシステム改修費用な

ども含めて、初年度の経費は1,300万円ほど必要

になるのではないかと考えられます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　次に、まちづくりの政策として、子を持つ若

い世代が一番悩む問題は、子供の病気と医療費

の負担であると言われております。２回目で財

政負担も聞きましたが、垂水市で安心して子供

を産み育てるための環境づくりとして、関係の

病院がないわけだから、せめて乳幼児等医療費

の自己負担金をなくしていくべきと考えるが、

見解をお聞きします。

〇保健福祉課長（篠原輝義）３回目の御質問

にお答えいたします。

　子育て世代が安心して子供を産み育てる環境

を整えることは重要な課題の１つでございます。

子供の医療費の負担軽減を図ることは、子供た

ちが安心して必要な医療を受けられるとともに、

保護者の子育てに対する負担や不安を和らげ、

子育て環境を整えていくためにも、また少子化

対策にとっても重要な施策と考えております。

　御質問の乳幼児医療費の中学校修了までの自

己負担分の無料化については、子育て世代の方

からも要望が多く、また県内におきましても、

中学校修了までこの全額無料化は今後進むもの

と考えられます。

　本市においては、この全額無料化については、

先ほどお示ししましたように、新たな財政負担

を伴うことから、関係課と協議を行いながら、

前向きに検討してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇川越信男議員　どうか思い切った政策を期待

しまして、次に、元気臨時交付金についてお聞

きします。

　振興会や地域の要望と、また年度計画の前倒

しなど、経済政策としてある程度の成果があっ

たと思いますが、どのような検証のもと事業効

果や費用対効果を見ているのか、また、財政課

としてこの事業をどう捉えて考えているのか、

伺います。

〇財政課長（野妻正美）２回目の御質問にお

答えいたします。

　地域の元気臨時交付金につきましては、先ほ

ど答弁申し上げましたとおり、本市の最終的な

交付限度額は３億218万円ですが、実施計画に上

げた全事業の事業費ベースでは３億6,206万円で

ございます。交付金事業を分野別に見ますと、

市道、農道等の整備事業に１億6,090万円、市営

住宅の改修事業に5,820万円、学校施設整備事業

に4,730万円、公民館等の整備事業に3,530万円、

観光施設整備事業などその他事業に3,036万円、
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基金積み立てに3,000万円となっております。ほ

とんどの事業が、後年度に計画されていたもの

や、財源の問題等で先送りにされていたもの、

地域からの要望が多かったものでございまして、

実施年度の前倒し等によって、市民生活の利便

性の向上や、市民の安全・安心につながるもの

でございます。

　特に、振興会などからの要望の多い道路関係

の整備につきましては、市道が浜平大都線、岳

野線など10件、農道等が牛根麓地区農道、白山

林道など15件の工事を発注済み、または発注予

定ですが、既に工事が終わったところでは、住

民の皆さんから大変喜ばれているとの報告も担

当課からは聞いております。

　また、市営住宅の改修工事や、学校施設の防

水工事などにつきましては、これまでも必要性

は十分に認識されていたものの、中央中学校の

大規模改造事業等の大きな継続事業があったた

めに先送りされていたものですが、今回、前倒

ししてできるもので、住民の皆さんの生活や子

供たちの教育環境の向上に大いに資するものと

考えております。

　一方、経済対策の効果としましては、先ほど

も答弁いたしましたとおり、既に発注している

31件の工事や委託契約のうち、市内業者への発

注件数は25件で、割合は80％となっております。

特に、工事関係の契約の市内業者への発注割合

は90％を超え、１億7,217万円の発注額となって

おります。さらに12月、１月で約１億3,000万円

の工事を発注する予定ですので、地域の元気臨

時交付金は市内経済の活性化や雇用対策に大き

な効果があるものと考えております。

　次に、財政課の評価についてですが、国の平

成24年度補正予算に計上された追加の公共事業、

いわゆる地域の元気臨時交付金は、地方自治体

の負担軽減につながる有利な交付金であるとい

う情報を入手したことから、補正予算が閣議決

定される平成25年１月15日以前から、市長の指

示を受け、本市は県との連携を密にした情報収

集に努め、平成25年度以降で計画されていた事

業を前倒しして実施ができないか、検討を重ね

てまいりました。各担当課の積極的な取り組み

によって、学校施設整備事業や市道整備事業、

市営住宅の改修などの事業を、平成24年度補正

予算事業として前倒しして実施することになっ

たわけでございますが、これにより、いずれ実

施する事業を有利な補正予算債を使ってできた

というメリットと、補正予算の事業費から国庫

補助金を除いた市の負担額の９割が、平成25年

度において、地域の元気臨時交付金として交付

されることにつながったものでございます。

　鹿児島県内の各市町村の交付額と比較しまし

ても、本市は、財政規模の割にたくさんの交付

金をいただいているという結果になっておりま

す。このことは容易なことではなく、市長の的

確な指示と、それに応え、一生懸命に仕事に取

り組んでいる職員の努力の成果であると考えて

おります。

　以上でございます。

〇川越信男議員　アベノミクスかどうかわかり

ませんが、確かに、目に見えて事業の進展が見

られるように感じております。今回、基金を創

設されますが、来年度以降どのような状況なの

か、伺います。

〇財政課長（野妻正美）３回目の御質問にお

答えします。

　地域の元気臨時交付金の事業につきましては、

国の制度要綱及び運用指針に基づいて実施して

おり、この交付金を原資とする基金は、原則と

して平成26年度までに地方単独事業に充てるた

めに取り崩すものとされておりますので、附則

において、平成27年３月31日で失効する旨をう

たっております。

　地域の元気臨時交付金基金を設置する理由と

しましては、国からの最終的な交付限度額の提

示が10月25日であったため、これからの予算編
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成では事業の実施期間を十分にとることが難し

いことから、一部を基金に積んで、平成26年度

の事業に充当しようとするものでございます。

さきに国に提出しました実施計画の基金調べで

は、市道、農道等の整備事業に充てるとしてお

りますので、基金は平成26年度に実施する市道

整備等の単独事業に充当されることになります。

　なお、基金につきましては、交付限度額の事

業予算の残額の範囲内で積み立てることができ

るとされておりますので、平成25年度に実施す

る事業の執行残の状況によって、４号補正で計

上しております3,000万円の範囲内で積み立てを

行う計画でございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　次に、交付金も関係するかと思いますが、垂

水市の所管する橋梁の数をお聞きしましたが、

コンクリートの耐用年数は50年程度と言われて

おります。50年以上経過し老朽化した橋梁はど

のぐらいあるのか、また、橋梁の安全点検はど

のようにしているのか伺います。

〇土木課長（宮迫章二）川越議員の２回目の

御質問にお答えいたします。

　先ほど、50年経過した橋梁について答弁いた

しましたが、全体の12％になるようでございま

す。

　橋梁の安全点検でございますが、市道にかか

る橋梁が全部で104橋ございますが、平成21年度

から平成23年度の４カ年で概略点検、詳細点検

を実施いたしまして、橋梁の劣化や損傷状態を

把握いたしました。その結果、点検結果に基づ

きまして、平成24年度に橋梁長寿命化修繕計画

を作成し、本年度、８橋の修繕工事実施設計委

託業務を発注したところでございます。

　この橋梁長寿命化修繕計画でございますが、

橋梁の補修やかけかえを含めまして、50年間で

約40億円の概算工事費を見込んでおります。こ

の概算工事費には、５年ごとの橋梁点検、10年

ごとの計画の費用も入っておりますので、今後

も定期的に点検を実施してまいります。

　次に、橋梁の耐震化でございますが、基本的

には、緊急輸送道路にかかる15メーター以上の

橋梁で、落橋により他の施設に甚大な被害を与

えるおそれのある橋梁や、多径間の橋梁等が対

象になるようでございます。本市には緊急自動

車道の指定になる市道はございませんので、対

象になりませんが、あくまでも自治体の判断と

なっておりますので、長寿命化とは別に、必要

性を判断してまいりたいと思います。

〇川越信男議員　次に、政府は、インフラの老

朽化対策や防災・減災を推進する国土強靱化へ

の積極的な財政措置を検討すると聞きますが、

垂水市は、老朽化した橋梁等を含めて、国土強

靱化対策への取り組みをどのように行っていく

のか、伺います。

〇土木課長（宮迫章二）国土強靱化対策への

取り組みとの御質問についてお答えいたします。

　甚大な被害をもたらした東日本大震災以降、

首都直下型地震や南海トラフ地震などの大規模

災害が予想される中、本市におきましては、橋

梁長寿命化計画やトンネル・道路のり面等道路

ストック点検を社会資本整備総合交付金事業で

本年度実施しました。その結果を踏まえて、平

成26年度には詳細設計業務を委託することとし

ており、緊急度に応じて、平成27年度以降に防

災工事の実施を計画しているところでございま

す。今後も、安心・安全なまちづくりのために

危険箇所の社会資本点検を実施して、防災・減

災に努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございます。

　安心・安全対策としての検討をぜひお願いい

たします。

　次に、高峠に設置予定のメガソーラー事業の

進捗状況をお聞きしましたが、本年３月起工式
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が行われ、議会でも各議員の方々が質問され、

来年４月には開業するということでございまし

た。県内でも早い開業だと思っておりましたが、

一番最後になったのではと思っております。

　そこで、進捗状況をお聞きしましたので、開

業しないということはないと思いますが、わか

っていれば、おくれている理由と今後の計画を

伺います。

〇企画課長（前木場強也）２回目の御質問に

ついて、お答えいたします。

　先ほどお答えしましたとおり、分筆登記、地

質調査など、当初予定になかった作業が追加で

発生しましたため、発電所建設工事が当初の予

定よりずれ込むことになりました。今後の計画

についてでございますが、調整池、沈砂池設置

のための土木工事をこれから先行的に行う予定

となっております。

　本格的な発電所建設工事につきましては来年

３月に開始する予定となっており、これらの工

事には地元業者への発注も見込まれているとこ

ろでございます。あわせて、電力送電線工事も

行い、最終的には来年12月に商業運転を開始す

る予定となっているようでございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　次に、メガソーラーとは直接

関係ありませんが、観光地としての高峠公園の

整備について。春のつつじ祭り、秋のコスモス、

以前はジョギング大会も催され、にぎやかでし

た。ジャパンファーム、メガソーラー等の事業

を含めて再度考えなければ、高峠公園ににぎや

かさは帰ってこないと思います。これからの対

応はどのように進めていくのか、伺います。

〇水産商工観光課長（山口親志）川越議員の

質問にお答えいたします。

　指摘のとおり、高峠公園は、春先のつつじ祭

りや、５月の大型連休時期の高峠つつじジョギ

ング大会、秋のコスモス祭りなど非常ににぎわ

っていましたが、ジョギング大会は節目の15回

で開催の検討を行い、また、誘致企業でもあり

ますジャパンファームへの鳥インフルエンザの

影響等を含め、中止をいたしました。コスモス

祭りに関しましては、生育がうまくいかず、祭

りとして発信するほどもなく、やむなく中止し

ております。

　現在は、自然を生かした自生のつつじ祭りを

開催しておりますが、昔と違い、公園でバーベ

キュー等を楽しむお客様が少なくなったようで

あります。入り込み数としては、年間で7,000人

から１万人ぐらいであります。

　高峠開発に関しましては、コスモス祭り、昔

のにぎやかな高峠の復活の要望をお聞きいたし

ますが、先ほども申しましたとおり、ジャパン

ファームとの関係、また今回のメガソーラーの

政策的な決定もありましたので、つつじ祭りだ

けの対応となっております。

　今後は、メガソーラーの設置が観光資源にな

らないかも検討し、観光地としての高峠公園を

考えてまいりたいと思っております。

　以上であります。

〇川越信男議員　ゆったりしたにぎわいのある

高峠公園の再生は厳しいでしょうが、ぜひとも

知恵を出していただきたいと思います。

　次に、環境問題の中国大陸からの大気汚染Ｐ

Ｍ2.5の健康状況をお聞きしましたが、大隅地区

の観測所は鹿屋市商工会議所周辺にあると聞き

ます。垂水市独自で監視し、情報を市民に知ら

せる必要はないのか。また、独自に設置できな

いのであれば、大隅地区及び鹿児島市の観測所

とどのような連携をとっていくのか、伺います。

〇生活環境課長（村山芳秀）川越議員の２回

目の質問にお答えします。

　独自で測定局をということですが、現在、鹿

児島県と鹿児島市が監視箇所を県内10カ所に設

置しており、近いところでは鹿屋市の測定局と

なっております。また、鹿児島市に４カ所、霧

島市にも１カ所ございます。これらの設置デー
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タが参考になるということで、現在のところ、

独自の設置の考えはございません。

　連携についてですが、注意情報につきまして、

日中の連続する３時間の１時間値の平均値が85

マイクログラム／立方メートルを超える場合に、

注意情報が発表されることとなっております。

これまで４月19日に県と市町村とで情報伝達訓

練が実施されましたが、今後も県との連絡を密

にし、情報収集に努めてまいります。

　なお、市民への情報提供ですが、県は、関係

各課を通じて、マスコミへの情報提供のほか、

福祉施設や医師会、教育機関等への情報が提供

されます。また、一般市民に対してメール配信

で注意情報を一斉配信しており、今回、県から

の通知により、広報たるみず１月号に掲載いた

します。基準値を超える事態が予測される際は、

初動体制として市の防災無線により情報提供す

ることとしております。

　以上でございます。

〇川越信男議員　発生状況の情報提供について

お聞きしましたが、実際、基準値以上のものを

吸い込んだ場合の健康被害のリスクを市民に周

知していないが、今後の考えを伺います。

〇生活環境課長（村山芳秀）川越議員の質問

にお答えします。

　健康被害発生時の周知ですが、万が一、健康

被害の発生が予測される場合、また発生した場

合については、県と連携を図るとともに、総務

課危機管理室との連携を密にして対処したいと

考えております。

　周知内容としましては、不要不急の外出、屋

外での長時間の激しい運動など控えて、窓を閉

めて外気の室内への侵入を減らしていただくこ

とや、特に呼吸器系や循環器系の疾患のある人、

子供や高齢者の方々などへの呼びかけなど、保

健福祉課や教育委員会とも連携して対処してま

いりたいと考えております。

〇川越信男議員　最後に、それほど慌てておら

れないようですが、大気汚染ＰＭ2.5は必ず健康

に悪影響を及ぼすと思います。各地で濃度上昇

が報告されるたび心配しておりますが、測定器

の設置や市民への迅速な公表をお願いしたいと

思いますが、どのような考えでしょうか、伺い

ます。

〇生活環境課長（村山芳秀）ＰＭ2.5の測定に

つきましては、幸いに、錦江湾を隔てて鹿児島

市の設置した測定局４カ所と、鹿屋市と霧島市

に２カ所の測定局があり、鹿児島県や鹿児島市

のホームページで随時、24時間、１時間ごとの

最新データの更新をしており、最新情報を見る

ことができますので、さまざまな県の情報等も

含めまして対処してまいりたいと考えておりま

す。

　なお、鹿児島県が新たに設置したＰＭ2.5の測

定器の初期投資の設置費用といたしましては、

1,000万円程度かかるようでございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　健康ですばらしい、来る年に

なることを願望し、2013年の私の最後の質問を

これで終わります。

　ありがとうございました。

〇議長（森　正勝）次に、２番堀内貴志議員

の質問を許可します。

　　　［堀内貴志議員登壇］

〇堀内貴志議員　おはようございます。

　本日２番目に登壇しました、たるみずの新し

い風、堀内貴志でございます。私にとりまして

３年目、11回目の一般質問になりますが、関係

各課の皆様におかれましては本日も明確かつ積

極的な御答弁を期待しておりますので、よろし

くお願いいたします。

　最近、毎日のように垂水市の情報がマスメデ

ィアで発信されるようになったと思います。特

に紅葉のこの時期においては、中心は、中馬吉

昭夫妻が昭和53年から30年以上にわたり育成・

管理された「たるみず千本イチョウ」でしょう
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か。平成22年度に新設された鹿児島県の景観大

賞第１号にも選ばれ、今では垂水市だけではな

く鹿児島県の名所の１つになっているのではな

いかと思っています。

　ことしは、急激な寒さのおかげでイチョウの

葉も一段と黄金色に輝いているように思います

が、土日に限らずに、平日も多くの観光客が訪

れているようです。この時期に垂水市で開催さ

れた大野原いきいき祭りや、とんとこ祭りと合

わせると、多くの観光客が垂水市に来られてい

るのではないかと思っています。

　そんな中で、先日の新聞に「垂水の魅力、Ｃ

Ｍで発信へ」との記事が掲載されました。地域

の魅力を発信する地元ＣＭ撮影が垂水市であり、

お笑い芸人ビューティーメーカーと市民がＣＭ

制作に熱演されたそうです。このＣＭは、食文

化をテーマに全国に参加作品を募集し、垂水市

の市民団体、海潟温泉再生会から提案されたア

イデアが、地域愛が強く感じられたとの理由で

鹿児島県代表に選ばれたそうです。

　このたび作成されたＣＭは、来年１月下旬に

インターネット上に公開された後に、投票で上

位にランクされると、３月に沖縄で開催される

沖縄国際映画祭で上映されるそうです。ぜひと

も沖縄国際映画祭で上映されるように投票の上

位に食い込んでほしいと思います。

　それでは、通告に従いまして質問に入らせて

いただきます。

　大きな１つ目は、森の駅たるみずを生かした

垂水市の観光振興について、お尋ねします。

　森の駅たるみずのある猿ヶ城渓谷は、垂水市

のキャッチフレーズ「花と渓谷と温泉のまち」

の１つであり、観光振興の大きなキーワードの

１つです。私は、当選した当初から、森の駅た

るみずを生かした観光振興のあり方について質

問しておりますが、まだまだ観光資源を生かし

た取り組みは未完成のままの状態です。森の駅

周辺の大自然を生かした取り組みを、森の駅た

るみずのみならず垂水市全域で行えば、さらに

交流人口は増加するものと思っていますし、そ

ういう意味ではまだまだ伸び代がある観光資源

だと思っております。

　そこで、まずは、森の駅たるみずのこれまで

の経営のあり方と実績について、森の駅の利用

状況、森の駅を中心に活動されているＮＰＯプ

ロジェクトたるみずと市の関係、山岳会及びキ

ャニオニングと市の関係並びに収支の状況につ

いて、わかる範囲で教えてください。

　次に、森の駅たるみずの今後の集客の取り組

みと方向性について、数点お聞きします。

　１つ目は、猿ヶ城渓谷周辺の動きで、株式会

社財宝が温泉施設を建設する計画があるようで

すが、どういう計画なのか。

　２つ目は、夏場にオープンした多目的広場の

活用。

　３つ目は、森の駅のホームページには、平成

25年中に全コテージに温泉完備とありますが、

どういう事業で、どのように活用するのか。

　４つ目は、森の駅たるみずの一部の箇所で登

山ルートの整備をしているようですが、どうい

う事業で、どのように活用するのか。また、旧

キャンプ場からさらに上の道路が通行どめにな

っている箇所がありますが、通行できるように

整備はできないものかについて、わかる範囲で

教えてください。

　さらに、５つ目として、飲食物の提供できる

施設の検討はできないものか。このことは平成

23年第４回の一般質問でも、喫茶室の開設とお

土産物売り場の増設を要望したことがあります

が、当時の商工観光課長は、森の駅の活性化施

設は、県の中山間地域総合整備事業で整備され

ており、加工室・会議室・体験室・加工用調理

室などが目的で、飲食、物販施設は設置できな

いようになっている。しかし、活性化施設の有

効利用という観点から、物販施設や飲食施設も、

農政局との協議が調えばできる。農政局と協議
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していく旨の答弁を得ています。

　それから２年が経過していますが、物販は少

しずつふえてきていますが、飲食場所は一向に

整備されない状況にあり、利用者からは、せっ

かく行ったのに飲食する場所がないからすぐに

帰ってきた、コーヒーの１杯も飲む場所がない

から何とかしてほしいとの声も一段と高まって

きています。垂水まで来ていただいた方々が、

少しでも垂水市での滞在時間を長くしてもらう

ことによって、まちが潤ってくるものだと思い

ます。ぜひとも前向きな御回答を求めます。

　森の駅たるみずの付近一帯は、夏のキャンプ

場や沢遊び、渓谷を生かしたキャニオニング、

また自然豊かな山の渓谷を生かしたトレッキン

グコース、刀剣山や白山につながる登山などな

ど、観光誘致のための伸び代は豊富だと思って

います。森の駅たるみずの今後の進むべき方向

性についてどのようにお考えか、お聞かせくだ

さい。

　大きな２つ目は、学校給食のあり方について、

お尋ねします。

　現在、小・中学校の給食費については、学校

給食の実施に必要な施設及び経費並びに学校給

食の運営に要する経費のうち、政令で定めるも

のは義務教育設置者の負担とし、それ以外の学

校給食に要する費用は保護者の負担としていま

す。つまり、主として、食材費は保護者、その

他の経費については設置者である垂水市の会計

から負担するという二本立てで学校給食の経費

は運用されています。この食料費に充てられる

経費が保護者負担とし、給食費という形で徴収

されていますが、この給食費の未納・滞納金が

全国的に大きな社会問題の１つになっておりま

す。

　そもそも学校給食は、成長過程にある児童生

徒に必要な食事を提供し、また、食に関する正

しい知識と望ましい食習慣を身につけさせ、さ

らには、地場産物の活用による地域の文化や産

業に対する理解を深めさせるなど、児童生徒の

心身の健全な発達にとって教育的意義を有する

ものです。このような学校給食の意義・役割を

各保護者に十分認識していただくとともに、一

部の保護者が学校給食費を未納することによっ

て生じる問題についても認識していただきたい

と思い、今回、質問のテーマにいたしました。

　学校給食の食材費は、保護者から徴収した給

食費の範囲内で実施していますが、一部の保護

者が未納であるために、結果として他者に影響

を与えている。つまり、徴収した給食費の中で

未納の児童生徒の分もつくらざるを得ない状況

にあります。もっとわかりやすく言えば、給食

費を真面目に支払いしている児童生徒の給食費

で、未納の児童生徒の給食費を負担しているこ

とになり、各１人分の食材が減らされているの

ではないかという考え方もあります。

　給食費の未納はあくまでも保護者の責任であ

って、その児童生徒には責任はないことですが、

未納によって生じる学校給食費の欠損分の対処

方法について、対応策を考えなければいけない

のではないでしょうか。

　２回目の以降の質問の中で細かいことについ

て尋ねてまいりますが、まずは、垂水市の学校

給食について、保護者の負担金、過去３年間の

未納と滞納の実態についてお尋ねします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇水産商工観光課長（山口親志）堀内議員の

質問にお答えいたします。

　まず、森の駅たるみずの経営と実績について

でありますが、平成24年度の実績は、宿泊者数

で5,626人の宿泊代約1,336万9,000円、施設の使

用料及び手数料で約56万1,000円であり、収入合

計としましては約1,393万円であります。歳出の

合計は約1,587万円で、主なものは臨時職員の人

件費、委託料等の環境整備、及び広告料であり

ます。歳入歳出の差額約200万円を基金から繰り

入れております。
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　平成25年度の宿泊者数は、対前年月９月で比

較しますと、150人程度減少しております。なお、

25年度の決算はまだ出ておりません。

　次に、森の駅たるみずを拠点として活動して

おられますＮＰＯ法人プロジェクトたるみずと

山岳会、キャニオニングについて、お答えいた

します。

　ＮＰＯ法人プロジェクトたるみずについては、

平成21年に個人の方が民泊推進やツーリズムの

振興のために立ち上げられ、平成22年４月より、

森の駅たるみずの開設に伴いまして、臨時職員

として勤務しながら、平成23年度から垂水市ツー

リズム推進協議会の推進員として、民泊の受け

入れ家庭の開拓や、関係者と協力しながら、本

市の体験型教育旅行の推進を行ってきてもらっ

ております。

　次に、キャニオニングについてですが、平成

21年度に垂水市観光地域産業活性化協議会で開

発した体験メニューの１つで、先ほども申し上

げました平成22年４月の森の駅たるみず開設に

合わせて、他の体験と一緒に森の駅たるみずで

取り扱っております。平成22年度と平成23年度

は垂水市山岳会に運営をお願いし、予想以上に

利用者がありましたことから、平成24年度はＮ

ＰＯ法人プロジェクトたるみずと垂水市山岳会

が協定して運営を行っております。平成25年度

につきましては、再度、垂水市山岳会で運営が

行われております。

　キャニオニングの収益としましては、平成23

年度からであり、体験者は平成23年度206人、平

成24年度463人、平成25年度が無料体験を含めて

916人、うち有料体験者842人となっており、平

成24年度収入で約230万円、平成25年度は約400

万円になるようであります。

　収入に対して支出は、インストラクターや必

要な備品等、森の駅たるみずの施設使用料とな

っているようであります。収入があることから、

山岳会ではキャニオニングに必要な備品等が十

分買えるようになったようであります。

　ＮＰＯ法人プロジェクトたるみず及び垂水市

山岳会とは、森の駅たるみずを運営するに当た

り、体験等の協力をいただいていることから、

重要な関係にあると思っております。

　次に、集客の取り組みと方向性の中で質問さ

れましたことについて、お答えいたします。

　森の駅たるみずは、平成22年４月に、都市と

農山漁村の交流施設として開設し、ほぼ順調な

運営を行ってきております。特に、夏場の観光

客は非常に多く、８棟あるコテージは、７月、

８月は予約がとれない状況であります。しかし

ながら、さきに述べましたとおり、収益に関し

ては若干のマイナスを計上しているところです。

　森の駅たるみずの魅力は、渓谷が織りなす景

観と清流であり、大隅半島の屋根である高隈山

系への登山のベースキャンプとなる地理的な利

便性があります。市としましては、魅力を一層

高めるために、大隅地域振興局の御協力をいた

だき、渓流沿いの遊歩道の整備、温泉施設の整

備等を行っております。県観光課の魅力ある観

光地づくり事業で多目的広場を整備していただ

き、清流で川遊びに活用しており、長年の懸案

でありました旧キャンプ場と森の駅たるみずを

つなぐ右岸側の遊歩道の整備をしていただき、

高隈山系への登山道への続き、またゆっくり散

策でき、訪れた方々へのおもてなしの遊歩道に

なると思われます。

　登山ルートの一部が山腹崩壊を起こし、通行

どめとなっておりますが、この区間は大隅森林

管理署の管理で、協議は行っておりますが、復

旧に関しては莫大な予算を伴いますことから、

刀剣山を使ったルートもあることから、県の魅

力ある観光地づくり事業及び大隅地域振興局の

地域振興事業等の導入で整備を進め、当地域の

魅力を一層高めてまいりたいと思っております。

　一方で、活性化施設の利便性につきましては、

開設以来要望のありました食事等の提供につい
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ては、昨年度より県、九州農政局と施設の利用

用途変更の協議を行い、先月、ようやく事前協

議が終了しました。今年度中には変更許可が出

る見通しであり、活性化施設内での飲食提供に

ついても可能となる見通しです。提携について

は、活性化施設を利用しているツーリズム推進

協議会、観光協会、生活改善グループなどと協

議し、飲食の提供に関して検討してまいります。

　最後に、当地域に本年度より民間による観光

開発が行われており、新聞等でもありましたと

おり、本市に拠点を置かれます株式会社財宝に

よる、温泉を利用した保養施設の建設が内ノ野

橋付近で行われており、来年の４月か５月に完

成予定と聞いております。引き続き周辺の観光

開発の予定もあるようですので、協力できるこ

とは積極的に協力し、総合的な観光振興を図っ

てまいりたいと思っております。

　以上であります。

〇学校教育課長（牧　浩寿）堀内議員の御質

問にお答えいたします。

　過去３年間の小・中学校の給食費の未納・滞

納者及び未納額の実態等につきまして、平成22

年度が61人で約39万円、平成23年度が57人で約

68万円、平成24年度は56人で約63万円の未納・

滞納の実態がございます。給食センター方式に

なりまして、過去10年間の累計額は約280万円と

なっております。

　現在、１カ月分の給食費は、小学生3,800円、

中学生4,500円となっており、未納・滞納者のほ

とんどが、保護者の責任感や規範意識の問題、

保護者の経済的な問題等であるとの報告を学校

から受けております。よって、一部の小・中学

校におきましては、未納・滞納者に対しまして、

過年度分の給食費につきましても継続して督促

をしている現状でございます。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　これからは一問一答方式でお願いしたいと思

います。

　まず、森の駅たるみずを生かした垂水市の観

光振興について、歳出・歳入、見たわけですけ

れども、赤字計上ということですね、そうです

ね。（発言する者あり）はい。行政がやってこ

れでいいのかと、本当にやる気があるのかと言

いたくなるような運営だと思います。森の駅の

資源、今回、財宝の温泉もできます。コテージ

もやります。登山道もやる。キャニオニングも

やる。やり方によっては経営の黒字化が見込ま

れる施設だと思います。それを赤字ということ

はやはりおかしい。もっとやる気を出してほし

いなというふうに思っております。

　そうすると、今後、市で継続経営するのか、

それとも指定管理制度にするのか、これについ

てちょっと質問をいたしますが、平成22年４月

にオープンしたときに、垂水市猿ヶ城渓谷森の

駅たるみず条例、平成21年12月８日の条例第26

号において、第17条から20条までの間に指定管

理者に関する条文が書かれております。森の駅

たるみずは、オープン当時から、やがて指定管

理制度を導入するということであらかじめ条文

の中に加えられたものと理解しておりますが、

現段階でいつごろを想定されているのか、お尋

ねします。

〇水産商工観光課長（山口親志）堀内議員の

指定管理者制度の導入について、お答えいたし

ます。それとあわせまして、赤字もですけど、

一生懸命そのあたりを考えながらやっておりま

すので、それも含めまして御答弁させていただ

きます。

　森の駅たるみずの指定管理者制度につきまし

ては、平成22年４月開設以来、検討をしてまい

りましたが、施設整備等について、温泉の整備

や遊歩道などの周辺の整備が終了していなかっ

たこと等から、収入の見きわめができなかった

状況にありました。今回、長年の懸案事項であ

りました収益が落ちる冬場の対策としての温泉
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の導入、旧キャンプ場と森の駅たるみずをつな

ぐ右岸側の遊歩道の整備ができることから、森

の駅たるみずの収益に関して目安が立つ可能性

が出てまいりました。また、起業支援事業の委

託で、体験型教育旅行の収益、ツーリズム全体

の収益についても計測できることから、今後は、

次の段階としまして、森の駅たるみずを中心と

したツーリズム全般の収益状況と、必要な経費

の算定を行い、指定管理による委託について十

分検討してまいりたいと考えております。

　以上です。

〇堀内貴志議員　３問目は、森の駅たるみずを

拠点とした今後の観光誘致のあり方について、

お尋ねをいたします。

　キャニオニングについては、昨年は463名、こ

としにおいては916名の方が体験された。多くの

方々がキャニオニングを体験するために森の駅

に来られているにもかかわらず、残念ながら一

部の方々しか垂水市には宿泊されていない状況

にあります。垂水市への宿泊を誘致することに

よって、当然に夕食を垂水市内で食べられるだ

ろうし、場合によっては夜の酒場へ繰り出すか

もしれない。そうすると、もっともっと経済的

な潤いが垂水市内に発生するというわけです。

要するに、垂水市での滞在時間を多くする手法

をとることによって、もっとまちは潤うことに

なります。このことは、垂水市の名所「千本イ

チョウ」にも言えることですが、日帰りで帰す

のはもったいです。ましてや垂水市外の地域に

宿泊されるのももったいないことです。垂水市

に宿泊してもらう工夫をすることが重要になっ

てくるのではないかと思います。

　そのために、森の駅たるみずと垂水市内の宿

泊施設が連携して、宿泊セットで売り込めない

ものか。森の駅たるみずにおける夏場のキャニ

オニング、冬場の登山、トレッキング等の活用

をすれば、もっともっと垂水市における集客は

ふえるものと思います。垂水市に来ていただい

た方々に、キャニオニング、登山、トレッキン

グで汗を流してもらって、温泉で体を癒やして

もらう。そして、垂水の新鮮で安心・安全な産

物を食べて宿泊してもらう。そのことで心も体

もリフレッシュ、リセットして帰っていただく。

宿泊セットのパッケージとして売り込めないか。

当然、垂水市内の宿泊施設に宿泊される方には、

森の駅との契約により、通常より安い料金でキ

ャニオニングや登山、トレッキングを楽しんで

もらうというものです。

　そのために、仮に私が考えた名称ですが、垂

水市内の宿泊施設組合の組織をつくること、こ

れによって宿泊施設が互いに連携を図ることが

できるのではないかと思います。これからは１

施設からの情報発信だけではなくて、垂水市全

域で連携して互いの情報交換をしながら垂水市

として情報発信することで、いろいろな考え方

ができるものと思っています。垂水市の宿泊施

設をつくるための第一歩はやはり行政当局の声

かけからだと思いますが、この私の提案につい

てどのようにお考えか、お聞きいたします。

〇水産商工観光課長（山口親志）３回目の堀

内議員の質問にお答えいたします。

　キャニオニングにつきましては、１回目で報

告しましたとおり、多くの利用者があり、森の

駅たるみずに宿泊された方々の利用もあります

が、大半は日帰りのお客様であります。本年度

の先ほど916人の利用者の地域別の内訳を少し申

し上げますと、鹿児島市が436人、日置市から56

人、鹿屋市等から48人、垂水市が43人、それ以

外の県内の方が138人で、県外が195名いらっし

ゃいます。その県外の内訳としましては、九州

が66名、関西が31名、関東が54名、その他33名

で、海外から11名というような内訳にもなって

いるようであります。

　そういったことから、議員指摘のとおり、市

内の旅館等が宿泊のパックなどをつくられて滞

在していただく環境整備をしていただければ、
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商工観光振興という面からは非常に有効な対策

であると思われますので、その際は当然協議し

てまいりたいと思っております。

　以上です。

〇堀内貴志議員　ぜひ宿泊施設者の組合、行政

が声をかけて連携を図るような取り組みをつく

っていただければいいと思います。

　宿泊施設同士の連携で生まれてくるのを私な

りに考えたんですけれども、まず温泉施設のは

しごができると。温泉施設のない宿泊施設につ

いては、優待料金で時間に関係なく温泉施設に

入っていただく提携を結ぶだとか、温泉組合と

してホームページなどで情報発信することによ

って、公共性とか信頼性が生まれてくる。あと、

利用者にも見やすいプランが提供できるという

メリットがあると。あと、森の駅に行くについ

ても、各宿泊者組合で連携を図れば、足の便、

要は送迎の便も共同でやれることによって節約

と利便性につながるというようないろんなメリ

ットがあります。今回、デメリットは私は考え

ていませんけれども、そういうメリットがある

ということだけ理解していただいて、ぜひとも

前向きに検討していただきたいなと思います。

　最後、市長に対して要望だけ言っておきます。

森の駅たるみずの将来構想、この森の駅を生か

した垂水市の観光振興を図ることによって多く

の集客が見込まれると、将来性ある森の駅たる

みずの施設なんです。環境もそうなんです。そ

のことをしっかりとプランを持って、そしてリー

ダーシップをしっかり発揮していただいて、垂

水市の観光振興に努めていただきたいというこ

とを要望して、次の質問に入らせていただきま

す。

　２問目は、学校給食のあり方についてですね。

未納金、過去10年間の未納金の累計が280万円相

当、かなり多い額です。文科省の調査によりま

すと、未納の原因についての学校側の認識とい

うのは、先ほども課長のほうからもちょっとお

話がありましたが、保護者に保護者としての責

任感や規範意識が欠けているという回答が60％、

保護者の経済的な問題にあるとする回答が33.1

％であるとしています。約６割が、経済的に恵

まれているにもかかわらず、保護者の責任感や

規範意識の欠如によって未納になっているとい

うことです。

　そして、約３割が保護者の経済的な問題で支

払いできていないということですが、現行制度

においては、生活保護による教育扶助には学校

給食費も含まれており、生活保護の対象となら

ない経済的な理由により就学が困難と認められ

る児童生徒の保護者に対しては、各地方公共団

体の定めによりまして、就学援助制度により学

校給食に要する経費の助成がなされております。

この就学援助制度について詳しく説明をお願い

いたします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）堀内議員の御質

問にお答えいたします。

　まず、就学援助制度によります支給対象者に

ついてでございますが、垂水市在住で生活保護

の廃止を受けた者、また児童扶養手当の支給を

受けている者や市民税の非課税世帯、及び、県

税である個人の事業税や市民税及び固定資産税

の減免を受けている者の世帯が対象となってお

ります。このほか、前年分の所得額が教育委員

会が算出する認定基準所得額未満であるなど、

いずれかの認定要件に該当し、児童生徒を就学

させるために経済的に困窮している保護者に対

する援助でございます。

　次に、支給対象となります経費と援助額につ

いてでございますが、学校給食費のほか、学用

品費、通学用品費及び新入学用品費や修学旅行

費等が援助の対象となります。平成25年度の１

人当たり年間支給額は、小学校の場合で、学校

給食費が、保護者負担の月額3,800円の70％に11

月を乗じた２万9,260円、学用品費等は、新入学

用品費が加算される１年生で３万1,000円、通学
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用品費が加算される２年生から６年生が１万3,

270円となっております。さらに、修学旅行に参

加しますと、学校間で差はございますが、保護

者が負担した交通費、宿泊費等の対象経費の80

％、おおむね１万5,900円から１万9,900円ほど

の支給がございます。

　また、中学校の場合は、学校給食費で保護者

負担の月額4,500円の70％に11月を乗じた３万4

,650円、学用品費等は、新入学用品費が加算さ

れる１年生で４万4,600円、通学用品費が加算さ

れる２年生、３年生が２万3,870円となっており

ます。さらに、修学旅行に参加しますと、保護

者が負担した交通費、宿泊料等の対象経費の80

％、およそ３万円ほどの支給がございます。

　このような就学援助費制度の広報・周知に関

してでございますが、これまで、各学校を通じ

て、３月中に全ての在校生へ、また新入生へは

入学後に全世帯へ申請書を配布し、周知を図っ

てきております。このほか、申請の受け付けの

ときには、各学校において、前年度承認されて

いる世帯の申告漏れはないかのチェックを行っ

たり、援助が必要ではないかと思われる世帯へ

の声かけ等のほか、市のホームページにも制度

概要を掲載するなど、制度の浸透に向けた取り

組みを行っているところでございます。今後も、

援助が必要な世帯が漏れることがないよう、学

校長や市関係部署等との連携を図ってまいりた

いと考えております。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　要するに３割が保護者の経済

的な問題にあるということですけれども、生活

保護や就学援助制度によって助成されていると。

いわゆる給食費相当額は助成されているという

ことの理解でよろしいわけですね。

　しかしながら、生活保護、就学援助制度の適

用を受けている保護者の中には、学校給食費の

支払いという目的に使用されずに別の目的に使

用されて、未納になっているケースがあるとい

うことです。１つ目の問題点は、ここにあるの

ではないかと思います。これは全く保護者とし

ての責任感や規範意識の欠如としか言いようが

ないと思いますが、全国的にはこうした保護者

が多くなってきたということです。

　また、場合によっては、生活保護あるいは就

学援助制度の受給対象資格を有しながら、申請

していない保護者もいると考えますけれども、

垂水市は該当者はいないということでよろしい

ですね。（発言する者あり）はい、わかりまし

た。この件は安心しております。

　問題は、未納問題を解決するために、未納の

理由を１つ１つ分析・検討して対策をとらなけ

れば、解決にはつながらないと思います。未納

の問題に対して、私なりに３つの問題点が生じ

ると考えておりますが、行政サイドの対応策に

ついてお尋ね申し上げます。

　まず１つ目、給食費未納金の一時補填につい

てです。先ほども話しましたけれども、給食費

を納付している者が、未納付、未納者の分まで

食材を提供している現実があります。実際に各

１人分の食料費の中から未納者に分け与えてい

る、つまり、１人分の食材費が削られている印

象があります。この未納者の分を一時的に行政

のほうで補填はできないものかどうか。

　２つ目は、学校給食費の徴収方法についてで

す。学校給食費を負担することに経済的に問題

がないと思われるにもかかわらず、その義務を

果たしていない保護者が少なくない状況にあり

ます。このような保護者にどのように対応策を

とるのか。さらに、生活保護あるいは就学援助

制度の適用を受けながらも、他の出費に充てて

いる保護者についてはどうするのか。児童手当

や就学援助金からのあらかじめの天引きはでき

ないものかどうか。

　３点目、学校側の負担の軽減策についてです。

未納の保護者に対して、学級担任や校長、教頭、

学校事務職員などによる電話や文書による督促、
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家庭訪問などの取り組みが行われていますが、

本来、教育の充実に取り組まれるべき時間や労

力がこの未納問題に割かれている現実がありま

す。本来の教育活動に支障が生じている場合も

あるということです。学校の先生方には余分な

ことで時間や労力を使ってもらいたくありませ

んし、その分、子供たちの教育、指導に集中し

てほしいと思っています。この学校側の負担軽

減のために有効な手だてはないのか。この３点

についてお尋ね申し上げます。

〇学校教育課長（牧　浩寿）堀内議員の御質

問にお答えいたします。

　食は、人間が生きていく上での基本的な営み

の１つであり、健康な生活を送るためには、健

全な食生活は欠かせないものと考えております。

特に、成長期にある子供にとりまして栄養価の

高い給食は、健康な心身を育むために欠かせな

いものでございます。

　本市の学校給食センターでは、現在、栄養教

諭が小・中学校の児童生徒の成長に必要な栄養

を確保するために、緻密なカロリー計算により

献立表を作成し、地元の新鮮で栄養価のある食

材をもとに給食を提供しております。現状を申

し上げますと、給食費の未納額をある程度見込

んで、１食分のカロリーや食材の質が低下する

ことのないように工夫しているところでござい

ます。よって、現段階では材料代を一時補充す

る等の状況には至っていないと考えております

ので、御理解いただきたいと思います。

　しかしながら、未納滞納者がこれまで以上に

増加し、さらに厳しい状況が生じることも考え

られますので、今後、御指摘いただいたことも

参考しながら、対応してまいりたいと思います。

　また、保護者の未納への取り組みでございま

すが、学校側といたしましては、学校ＰＴＡ並

びに学校だより等でその給食費納入のお願い等

はしているところでございます。また、督促状

をもって各学校へは給食費の納金についてのお

願いしているところでございますが、今後も、

各学校を通して、こういった保護者の方々への

啓発を進めてまいりたいと思っております。

　給食費の納入方法につきましては、おおむね

半数の学校が金融機関からの口座引き落としと

いうことで行っておりますけれども、ただし、

この未納につきましては、各学校が督促を行っ

ている現状はございます。先ほど御指摘がござ

いましたとおり、そのことについて学校の職員

が業務を阻害されると、そういった状況がある

のではないかという御指摘がございましたが、

現段階で、そのような督促をすることによって

学校の業務が混乱するといった状況は発生して

はおりません。しかしながら、今後、これ以上

未納額がふえると、こういった業務にも支障を

来す場合が出てくると思いますので、また、今

後も御指摘いただいたことを参考にしながら適

切に対応してまいりたいと、そのように考えて

おります。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　まず１つ目、未納の補填につ

いてです。今、答弁聞きますと、未納を見込ん

で工夫している、だから栄養は満点だというこ

とです。逆に言えば、正規の料金を集めてもっ

と工夫すれば、もっといい食材が子供たちに提

供できるということにもなります。今、予算を

見込んで削って、その削った料金でつくってお

るということですが、正規の料金が集まれば、

もっといい料理を子供たちに提供できると。成

長盛りの子供たちです。だから、そういう面で

は、正規の予算を投入して給食を垂水市は与え

ていただきたいと。これがほかに広まれば、い

わゆる、垂水市は未納を見込んで食材を削って

工夫して提供しているよということになります

ので、言い方を間違えると変な方向に動くと思

います。だから、市長、これは要望ですけれど

も、この未納のお金の不足分を仮に一時立て替

えて、給食費のほうに充てられるように要望し
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ておきたいと思います。

　２つ目、学校給食費の徴収方法、今聞きます

と、具体的な回答は私は聞こえてこなかったよ

うに思います。まず、一番の問題点は、支払い

能力があるのに払っていない、もしくは就学援

助制度だとか生活保護を受けておるんだけれど

も、それを別なほうに使っているというふうな

方々に対する説得、これを場所によっては、学

校だより、給食だより、広報紙あるいはＰＴＡ

の会議の場において周知徹底を図って、協力を

得る方法をとっている自治体もあります。垂水

市ではまだこれがされていないというふうに思

います。何か隠れているような気がします、給

食費のこの未納問題というのがですね。

　私もＰＴＡの役員をしておりますけれども、

どうもＰＴＡの会議の中にはなかなかそのテー

マが出てこない状況です。私もＰＴＡの役員と

して、これからこのことについても前向きに取

り組んでいきますけれども、ぜひ教育委員会と

しても、このことを学校側におろしていただい

て、保護者にも理解してもらうというような広

報に努めていただきたいと思います。

　そして、この未納・滞納問題、二百何万でし

たよね。地域によっては、これは静岡県の島田

市ですけれども、簡易裁判所に未納８世帯の強

制手続をやっていると。その結果、決着を見た

事例もありますので、場合によっては、法的措

置をとることも検討したほうがいいのではない

かなというふうに思います。

　あと、学校側の負担軽減策、これについても

教育委員会は学校任せ、これではいけないんで

すよ。教育委員会は学校任せではいけない。学

校の先生は子供たちの教育、生徒指導、これに

一生懸命なんです。確かに教育委員会も一生懸

命かもしれませんけれども、そこは連携を図っ

て、教育委員会事務職員と学校側で編成した未

納者訪問班などをつくっているという自治体も

ありますので、ぜひ、そういうことを前向きに

取り組んでいただきたいなということを要望し

ておきます。

　４回目の質問に入りますが、このテーマにも

挙げてありますけれども、子育て支援の一環と

して、学校給食費の無料化について検討できな

いかという問題です。決して、未納・滞納が多

いから学校給食費を無料化にしてほしいという

のではなくて、あくまでも子育て支援の一環と

して検討する時期に来ているのではないかとい

う意味で、質問の中に入れさせていただきまし

た。

　冒頭でも話しましたが、学校給食法により、

いわゆる食材費は保護者負担と定められていま

すけれども、全国的には、市外への転出抑制、

市外からの転入などが目的で学校給食費の無料

化を進めているところが徐々にふえてきていま

す。小・中学生全員に対する無料化を取り組ん

でいる代表的な自治体が、茨城県大子町、北海

道の三笠町、そして第２もしくは第３子から無

料化にしているところ、代表的な自治体として

群馬県の前橋市、山梨県の南アルプス市です。

ことし４月には、人口減少対策プロジェクトの

中にも、子育て支援対策が重要課題の１つだと

いうことで述べてあります。この給食費の問題

についても、今後、検討する中に盛り込まなけ

ればいけない施策の１つになってくると思いま

す。

　確かに財政的には厳しい状況にあると思いま

すが、本市の人口減少化対策と、それと子育て

支援対策、この２点を考えて、現時点での執行

部の考え方、見解をお聞きいたします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）堀内議員の御質

問にお答えいたします。

　給食費の未納、滞納者への対応につきまして

は、各小学校において、先ほど申し上げました

ように、電話、文書による督促、保護者との面

談、家庭訪問による督促、就学援助制度等の活

用を推奨するなどの対応により、年度末までに
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未納額の約40％が徴収できている現状にありま

す。

　しかしながら、児童手当や就学援助費を受給

したにもかかわらず、先ほども申し上げました

とおり、保護者の理解が得られず、保護者の責

任感や規範意識の問題から支払われないケース

があるのも事実でございます。

　議員御指摘の学校給食費の無料化につきまし

ては、現段階では、子育て支援の立場から、学

校や保健福祉課等との連携を密にし、児童手当

や就学援助費等の活用を推奨することで対応し

ていくしかないのではないかと考えております。

教育委員会といたしましても、今後も、各学校

の未納・滞納者の実態を把握するとともに、学

校、保健福祉課等との連携を図った組織的な対

応を図ってまいりたいと思いますので、御理解

いただきたいと思います。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　財政的に厳しい状況はわかっております。学

校給食は、子供世代が多いところについては財

政圧迫にもつながっています。少子対策として、

第３子からでもいいんです。第３子からでも無

料化ということを検討していただきたい。そう

することによって、垂水市がどこよりも子育て

支援に厚いというイメージをつくる関係にもな

ります。ぜひともまずは調査・研究して、検討

していただきたいということを要望して、私の

本日の質問を終わります。

　以上です。ありがとうございました。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、11時16分から再開します。

　　　　　午前11時５分休憩

　　　　　午前11時16分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　　　△発言の申し出について

〇議長（森　正勝）ここで、副市長からの発

言の申し出がありますので、これを許可します。

〇副市長（松下　正）先ほど、私と農林課長、

２人おくれて参りまして、申しわけありません

でした。

〇議長（森　正勝）次に、３番大薗藤幸議員

の質問を許可します。

　　　［大薗藤幸議員登壇］

〇大薗藤幸議員　めっきり寒くなりまして、垂

水の代名詞でもある降灰シーズンに突入いたし

ました。先ほど、この寒さにも負けじと、たる

みずの新しい風が吹き荒れましたが、私は、た

るみずの古い風として質問をしてまいりますの

で、午前中の部、最後でございますけれども、

いましばらくおつき合いをお願いいたします。

　議長の許可をいただいておりますので、通告

に従い、順次質問してまいります。

　まず１点目、城山団地の取りつけ道の整備は

ということで、これは先般、同僚議員から質問

があった経緯もございます。南側の道路に関し

ては、のり面の崩壊が危惧されるところである

と。コンサルタント会社が測量をしていらっし

ゃるのを目にかけたことがございます。よって、

それなりの対応が順次されていくのかなとは思

っておりますが、その詳細をお聞かせ願いたい。

　もう１点、この南側に関しては、上り口の右

側ですね、民地と歩道の境界と申しますか、こ

れも先輩議員から以前質問があったように存じ

ますが、このような観点から、その後の民地と

の境界の事案の検討はいかになされたか、そし

て対策があるのか、検討されていらっしゃった

ら、お聞かせを願いたいと思います。

　次に、北側の市木、旧城山学園のほうに下っ

ていく、もしくは市木方面から上ってくるこの

北側の取りつけ道路でございますが、これは平

成７年か８年に擁壁のクラックが確認をされて、

調査が開始をされていると認識しております。
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これもその後、私も目視で確認を毎年のように

いたしておりますが、クラックの亀裂の大きさ

が広がっているような感じではございません。

しかしながら、ことしの９月の豪雨だったかと

記憶しておりますが、車道が陥没をして、緊急

に復旧作業が行われた経緯がございます。こと

し初めてそのような陥没があったのではなく、

過去数回見受けられます。何らかの原因がある

のではないか、このことを調査の結果をお伺い

いたします。

　この城山団地、今、日本のどこもそうでしょ

うけれども、消費税の駆け込み等による理由も

しくはアベノミクス、いろんな起因の原因がご

ざいましょうけれども、城山団地も近年、住宅

が数軒、新築をされております。この住宅建設

には、地価の下落の原因もございます。安価で

土地を購入ができる。それにも増して、錦江湾

の湾奥を震源とする地震による津波の想定も、

一般市民にはそれなりに城山団地を選ぶ方向性

になっているのかなと思っておりますが、この

取りつけ道路、南側、北側の取りつけ道路を団

地の住民の危惧されている案件でございます。

いろんな方法はございましょうけれども、現状、

どのような対策を考えていらっしゃるのかをお

聞きいたします。

　次に、脇田市木線、脇田から農道と申します

か、農地を経て市木に抜ける道路でございます。

以前、川先輩のほうからも質問がございまし

た。これは県の事業ですね、中山間事業におい

ていまだに申請中ということは認識しておりま

すが、この取りつけ道、国道との取りつけはと

申しますのは、脇田市木線から国道に出てくる、

垂水方向から参りますと、荒崎パーキングを過

ぎて右に入ってまいりますが、逆に、脇田市木

線から国道に出てまいりますと、荒崎パーキン

グと取りつけ位置の距離が余りにも短いために、

国道の走行する車が出会い頭に衝突をする可能

性が高うございます。近年、何回も見受けてお

ります。農耕車、特殊農耕車、俗に言います耕

運機に牽引して、農家ではテーラーとかいう表

現もされておりますが、下ってきて右に折れる

農耕車は、とても国道の走行車両に間に合いま

せん。間一髪を何度も目撃しております。この

取りつけ道路は既存の道路でございますけれど

も、この中山間の整備事業において脇田市木線

の改良がなされるならば、取りつけ道路を現存

の国道との位置では大きな進展にはならないと、

県のほうにも計画の段階でこの取りつけに関し

ては御要望願いたいと思っておりますが、現在

の状況をお聞かせください。

　次に、所管課の統廃合を問うということでご

ざいますが、平成16年の行財政改革のもとに、

職員の人員適正化の計画がつくられております。

それにより、現土木課には過去の都市計画課を

統合されています。この都市計画課では建築が

主な仕事でございましたが、その後、近年、中

央中学校の大規模改造等も含めて、建築係が土

木課に所管しておりますが、大変忙しく御苦労

なされているものと思いますが、順調に工事も

進捗しておりまして、感謝をしているところで

ございます。つい最近では、水産課と商工観光

課が統合され、水産商工観光課として現存して

おります。この水産課も、漁業の現在の状況を

考えますと、果たして正しかったのかなという

ような考えも持っておりますが、きょうは、農

林課に統合されました耕地課の件についてお伺

いいたします。

　この耕地課は今、２階の北側にある庁舎を利

用されておりますが、耕地課の３～４名職員が

いらっしゃいますけれども、現段階で農林課内

で耕地係と農林課の執行部と協議をなされて、

耕地政策、農業政策がなされているはずですが、

これで十分なのかということをお伺いいたしま

す。

　次に、市町村設置型の浄化槽のことでお伺い

をいたします。

― 54  ―



　今回、議案第74号垂水市環境基本条例も提出

されておりますが、垂水市の水洗化率等も含め

て、なかなか水洗化への動きが見られません。

ことしは例年になく浄化槽の合併浄化槽の補助

金が、件数が足りなくなって、今回の補正で10

基ほど申請をされております。聞くところによ

りますと、増改築に関しては、来年度への申請

をお願いすべく所管の課からはお聞きをしてお

ります。これは、冒頭で申し上げましたように、

消費税の駆け込み等も起因しているものと思い

ます。

　そこで、浄化槽には個人設置型と市町村設置

型がございますが、これは、平成６年からスター

トしている国の市町村設置型は、事業でござい

ますが、垂水市において、この市町村設置型を

どういう認識で捉えていらっしゃるかをお伺い

します。

　次に、垂水スローリー条例（仮称）、これは

私の思いつきですが、の設置を願うと。どうい

うことかと申しますと、最初で申し上げました

ように、降灰に見舞われる11月、早ければ９月

から先、新年度までは大量の火山灰が垂水に降

り注いでまいります。この降灰にもめげずに我々

は、垂水市民は生きていかなければならない、

生産活動をしていかなければならないわけです

けれども、しかしながら、国道に関しては、我々

垂水市民が、県道に関しても、速度制限をお願

いするようなことはできないような気がします。

スイーパー等も活用していただいて、降灰の除

去は大部分解消しつつはありますが、やはり児

童生徒の通学時間帯、一番大事なのは夕暮れ時

の視界の悪いときに、歩行者の隣を車が一定速

度で、ある程度のスピードで通行しますと灰を

巻き上げて、非常に迷惑なのでしょうか、車の

ほうが正しいんでしょうか。気を使うドライバー

に垂水市民だけはなってほしい。この歩行者を

自分の子供であり、自分の父であり母であると

考えるなら、自分の子供が降灰がひどい地域を

歩行しているときに、すぐ隣を車が普通のスピー

ドで通行しますと灰を巻き上げて、口をふさい

でおられます。先ほどもございましたが、健康

被害はないのかというようなこともございます。

目にも入ります。よって、この降灰で悩まされ

ている垂水市が、市民にゆっくり走りましょう

よと、市民だけはわかっていただいて、ひいて

は県民にも国民にも納得をいただけるものであ

るかもわかりません。よって、このような条例

なり、運動をお願いしたく、議会の皆さんとと

もに、執行部にどのような考えがございますか

お伺いをして、１回目の質問を終わります。

〇土木課長（宮迫章二）大薗議員の城山団地

取りつけ道の整備について、お答えいたします。

　城山団地への市道は、南側から上る城山団地

２号線と、北側から上る城山団地１号線の２本

がございます。まず、南側の城山団地２号線で

ございますが、起点側の県の急傾斜事業で整備

されたところから団地の公民館があるところま

でののり面は、木が大きくなり、部分的には表

層崩壊をしているところも見受けられますこと

から、引き続き、県に対し、急傾斜事業で採択

いただけないものかと要望もいたしましたが、

道路のり面との位置づけで優先度が低いと判断

されたところでございます。

　しかしながら、本年３月に、国の緊急経済対

策により、平成24年度の補正予算で社会資本整

備総合交付金事業で要望しましたところ、採択

され、年内にのり面調査委託で、のり面の点検

を実施したところでございます。続けて、平成

26年度は詳細設計の委託費を要求しているとこ

ろでございまして、順調にいけば、平成27年度

に工事が実施できるのではないかと考えている

ところでございます。

　それと、民地に隣接する建物の検討のことで

ございますが、これは移転問題等もありまして、

現在のところは危険ポールや反射テープなどを

張るなどして、安全対策を図っているだけでご
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ざいます。

　北側の城山団地１号線につきましては、一部、

道路擁壁にクラックが入っている箇所もありま

すが、平成10年から行っております観測では大

きな変動はないようでございます。それと、今

年度、路面の陥没がありまして、掘削をしまし

て、横の側溝の調査、横断側溝の調査をしまし

て、側溝による漏水がないか調査をしました。

小さな亀裂につきましてはその時点で穴埋めを

しまして、舗装の復旧をしたところでございま

す。

　北側ののり面につきましては、土地の境界未

定の箇所や所有者の承諾も必要なことから、ま

ずは南側の整備を推進しまして、今後また検討

していきたいと考えているところでございます。

　続きまして、脇田市木線と国道との取りつけ

について、お答えいたします。

　脇田市木線の整備につきましては、以前から

質問されている路線でございまして、今回は国

道との取りつけについての御質問でございます

が、この路線の国道との取りつけは、急勾配で

あるとともに国道の内カーブにとりつくため、

国道への進入の際、見通しが悪いことから、カー

ブミラーを設置するなどして対応しているとこ

ろでございます。しかしながら、現在の交差点

の位置を変えるとなりますと、大規模な改修工

事をしなければならなくなり、用地の確保や事

業費の問題等ですぐには対応できないのではな

いかと思われます。現在、農林課で要望してお

ります県営中山間地域総合整備事業により、鉄

道跡地からの取りつけが計画されているようで

ございますので、その新しい道路を活用するよ

うな整備化計画を図っていただくように、既設

市道との取りつけにつきましても県と協議をし

ていきたいと思います。

　現在できる対策としましては、路面標示及び

標識等の設置や、また既設のカーブミラーの設

置位置が見にくいのではないかと思われますの

で、設置位置の移設など、安全対策を検討して

みたいと思います。

　以上でございます。

〇総務課長（中谷大潤）大薗議員の質問にお

答えいたします。

　垂水市では、平成16年10月に策定した行政改

革大綱に基づき、適正な定員管理を目的に、平

成17年４月１日現在の職員数285人を平成27年４

月１日で235人へ、10年間で50人の職員を削減す

ることとしているところでございます。

　質問にありましたように、この間、都市計画

課を廃止して土木課へ統合、体育保健課を廃止

して社会教育課と学校教育課へ分課、最近では

商工観光課と水産課の統合、その他、係の移管

や統廃合など、機構改革を推進してまいりまし

た。多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対

応して、その満足度を高めていくために、先ほ

ど申し上げましたような組織再編に取り組んだ

ほか、係間事務事業の格差、グループ制度の導

入などについて、調査・研究や協議を重ねてき

たところですが、今後も本市に見合った組織の

あり方、業務のあり方を検討し、課の統廃合も

含めまして、抜本的な組織再編に取り組んで、

改革を推進してまいります。

　議員御指摘の耕地係につきましては、定員適

正化による人員削減などの理由により、平成17

年４月、それまでの耕地課という１つの課から、

現在の農林課耕地係へ再編され、職員数につき

ましては、４名から３名へ削減されたところで

ございます。

　現在、農道、林道、治山、ため池、農業用河

川に関する整備や、災害復旧対策、県営事業に

関する用地交渉、中山間地域総合整備事業など

の業務を３名の職員で担っておりますが、業務

の停滞を招かないための予算措置に十分な配慮

をしており、職員の努力と工夫、意識改革にも

よりまして、部屋は別々でございますが、農林

課長を中心に、林務係、振興係と連携して、ま
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た25年度は３名とも専門的な技術職員を配置し

ておりますことから、市民ニーズに十分対応で

きている状況でございます。

　以上でございます。

〇生活環境課長（村山芳秀）大薗議員の第１

回目の質問にお答えします。

　市町村設置型の合併浄化槽整備事業をどうい

う認識で捉えているかというような内容だった

と思いますが、本市におきましては、平成５年

度から20年間、浄化槽設置事業によりまして、

個人設置型の合併浄化槽を推進しているところ

でございます。御質問の市町村設置型合併浄化

槽は、市町村が各戸ごとに設置し管理する、面

的整備を行う事業でございます。実施要件とし

ましては、合併浄化槽による整備が経済的・効

率的である地域で、実施区域内の全ての市民の

事業同意が必要であり、年間20戸以上の整備が

必要となります。

　市町村設置型のメリットとして、浄化槽設置

に係る個人負担が軽減されること、また面的整

備ができること、もう１つは、維持管理を市が

責任を持って的確に行えることなどでございま

す。また、デメリットとしましては、新たに設

計事務、使用料徴収事務、特別会計事務が発生

するため、市の財政負担、事務負担が大きくな

ること、２つ目に、使用料の滞納者に対する対

抗措置ができないため、徴収事務の困難性も予

測されること、３つ目に、設置者は浄化槽まで

の排水設備及び浄化槽からの放流管工事につい

ては個人負担となるため、自己負担がふえる人

もおり、申請が減ってくることも予想されるこ

となどです。

　県内43市町村で、離島２町を含む３市町で実

施しておりますが、この市町村設置型の整備事

業に取り組む市町村は少ないのが現状でござい

ます。

　垂水市では昨年度より、単独浄化槽から合併

浄化槽への切りかえをする方に、上乗せ補助を

開始したことによりまして、平成22年度で95基、

23年度は74基でしたが、昨年度は135基、今年度

も当初110基で予算計上しておりましたが、11月

で予定基数に達している状況でございまして、

今議会でも補正予算をお願いしているところで

ございます。

　このようなことから、現段階におきましては、

より一層、個人設置型の推進を図ってまいりた

いと考えております。

　以上で終わります。

〇市民相談サービス課長（森下利行）大薗議

員の仮称垂水スローリー条例の設置についての

御質問にお答えいたします。

　ことしも桜島の噴火爆発回数は11月末現在で

813回を数え、垂水市におきましては、毎年秋口

から春先までの期間、連日のように降灰に見舞

われ、灰の量が多いときなどは一時的に道路に

堆積した状況になります。そのような中、議員

御指摘のとおり、歩行者がいるにもかかわらず

スピードを出し、灰を巻き上げ、走行していく

車両を見かけますが、このことは、歩行者等に

迷惑をかけるだけでなく、運転する側も灰の堆

積によるスリップや、後続車などは灰が舞い上

がることにより視界も悪くなり、大きな交通事

故につながることも懸念されますことから、市

としましては、まず市職員が市民の手本となる

ように、思いやり運転に努めるよう全庁的に取

り組んでまいりたいと思います。

　また、市民への働きかけにつきましては、市

の広報紙、ホームページへの掲載、チラシ等の

全戸配布などによる啓発活動や、思いやり運転

やゆっくり走ろうなどののぼり旗の購入のほか、

警察や交通安全協会等と連携を図りながら実施

しております交通安全教室や安全運転協議会を

通じての事業所への働きかけ等が考えられます

ので、順次実施してまいりたいと思います。

　しかしながら、このような運動を展開しても、

なかなか市民の方への意識づけといいますか、
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認識していただくことは一朝一夕にはいかない

と思われますので、現在、市民と一体となって

取り組まれております、さわやかあいさつ運動

の活動等を参考にしながら、今後、どのような

運動が有効なのか模索してまいりたいと思いま

す。

　なお、この運動の展開につきましては、運転

手のモラル等に関する問題等でもあることから、

条例の設置につきましては難しいものと考えて

おります。

　以上でございます。

〇大薗藤幸議員　物足りないところがございま

すので再質問させていただきます。一問一答で

お願いいたします。

　城山団地の取りつけ道の件でございますが、

基本的に南面の道路、北面の道路の取りつけ道

の説明は納得いたしました。その中で、南側の

民地との関係、これはなかなか、なかなかとい

いますか、方法はないかと存じます。しかし、

団地の市民が民地を一部利用をさせていただい

ているという格好だと思います。で、反射テー

プ、ポール等で対策をとっていると。

　ならば、上って左側に側溝がございます。以

前、委員会でしたかね、記憶に残っております

が、電柱があと２本残っております、左側に。

この電柱があるがゆえに側溝に蓋版をかぶせる

ことができないという答弁をいただいておりま

す。質問したのは私ではなかったと思いますが、

その中で、この電柱を移設するのに有料なんだ

と、道路から道路敷内であれば無料なんだと、

しかしそうでない限り有料で、電柱の移設を電

力会社にお願いをするのだというような答弁で

終わっておったわけですが、この歩道が児童生

徒もしくは一般の歩行者が安心・安全に歩行で

きないのであれば、左側の側溝に蓋版の設置を

し、その前に電柱の移設も当然でございますが。

そうしますと車道が広くなります。この民地と

の境界が確定しているわけでございますので、

歩道として一部利用させていただいている行政

側としては、その対策は考えなければならない

ような気がするんですが、この左側の側溝に蓋

版を乗せるなり、車道を拡幅する計画はお考え

でないか、お伺いいたします。

〇土木課長（宮迫章二）城山団地１号線、２

号線、どちらも側溝のふたは設置してございま

せん。断面は、南側の城山団地２号線の側溝は、

幅が45センチ、深さが60センチくらいで延長が

180メーターくらいあるようでございます。城山

団地の開発工事からこのままの状態だと思いま

すが、道路幅員としましては約６メーターくら

いありますので、車の通行には支障はないと思

います。

　しかし、歩行者についても、側溝の反対側を

通行されていますので、直接的な支障はないと

考えますが、側溝の断面が大きいですので、安

全面を考慮すると、転落防止柵を設置するのか、

転落防止柵だと後の管理がしにくくなりますの

で、蓋版を設置したほうがいいと思いますが、

現在、交付金事業の中では蓋版設置だけの、か

ぶせるというのが認められていない状況でござ

いますので、現在、のり面工事を進めておりま

すので、この中でまた考慮していけばいいかな

と思っているところでございます。また、のり

面工事の反対側のほうも歩道整備の要望もあり

ますので、そののり面の詳細設計とあわせまし

て、今後また検討していきたいと思います。こ

の側溝整備につきましても、また有利な事業が

ないか、またあわせて検討していかなければな

らないと考えているところでございます。

　以上でございます。

〇大薗藤幸議員　車道が６メーターあって支障

はないというような答弁でございますが、道路

勾配、縦断勾配といいますけれども、道路勾配

が強くて、アシストつき自転車と申しますか、

あの自転車を利用されている方で、山を登るの

と一緒で、左右に上ってこられる住民もいらっ
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しゃいます。非常に危ないですよ。６メーター

あるからといって安全ではないと。私は、今、

蓋版の設置をすべきということを言っているの

じゃないんです。のり面の事業等が実行される

時期が27年の予定と、その後にはなるべく早く、

電柱等の移設も含めて、車道を広げて、歩道の

確保をお願いすべきだということを言っている

んです。

　以前の答弁では、電柱を移設するのにお金が

かかるんだと。冒頭で申し上げましたように、

この建設ラッシュでことし城山団地に新しい住

居が何軒建っておりますか。団地の住民からの

要望なんです。苦情でもあるんです。ですから、

６メーターあるから支障はないという答弁は、

私はちょっと納得できない。その歩道も、一部

民地の下を児童生徒はお借りして通っている。

通らせてもらっている。そこをやはり認識して

いただきたいし、のり面の工事設計等で何らか

の有効な策が考えられればいいと思いますし、

そのように努力をしていただきたいという要望

を持って質問をしております。そこはお忘れの

ないように。

　以上で、その件は終わります。

　次に、脇田市木線との進入路ですね、国道と

の。これが以前、農免道路からの市木線への取

りつけをということで計画があって、地元の了

解が得られずに断念された経緯があると聞いて

おります。しかし、一昨年でしたが、２～３年

前、近隣のその上り口の農道周辺の地権者に同

意書をもらっていらっしゃいますね、土木課の

ほうで。ですから、その取りつけ道路の近辺に、

個人的ではありますが、私の山林もございます。

しかし、同意書を取りに来られることはござい

ませんでした。そこら辺がどういうことなのか

わかりませんけれども、そして将来的には清掃

センターの旧焼却炉の解体等も予定をされてい

ますし、国でもそういうものの解体撤去に関す

る補助金等の案も出されておりますね。そのた

めにもなるべく早く県の事業に関しての情報は

収集をしていただきたいと。これも要望にかえ

ておきます。

　これで、この質問も終わります。

　次に、所管課の統廃合を問うということで、

耕地課でございますけれども、特に耕地に関し

てお伺いいたします。

　昨今、行政連絡会もしくは振興会等の要望に

どの程度行政が応えているかという質問が、最

近相次いでおりました。その中で、お答えは、

80％から90％要望を達成しているというふうに

答弁されていらっしゃいますね。ところが、農

道に関しては、農道を利用される大多数の農家

の皆さんは、言葉を少し変えますけれども、垂

水市はお金がないから、「銭がねで、言ったち、

しっもろはならん」、これが現実なんです。（発

言する者あり）お金は13億円以上あるそうです

ね、これは別問題ですけれども。これは確かに

16年の行財政改革の中で、市民にそういう周知

を図ったことは正しいのかもしれません。正し

かったと思います。ですから、市民要望として、

自分たちでできることは自分たちで、自助・共

助、もうどうにもならないときには公助と、こ

れが市の方針でありましたし、私は正しいと思

います。しかし、この農業者は本当に、60代後

半が平均年齢でしょう。過去にも、いつもの選

挙でどの候補者も、市長さんは当然ですけれど

も、第一次産業の推進を訴えていらっしゃる。

しかし、どうですか。これは日本全国どこでも

そうなんですが、しかし、現実はどうですか。

農業所得の向上がどの市町村で見られますか。

ゆえに農業政策は大事なんです。

　耕地を単独で復帰させる狙いには、農道に面

している遊休農地もたくさんございます。地権

者が、農業をやっていない方が、お父さん、じ

いちゃん、ひいじいさんの農地を財産的には継

承されて、しかし、農業をやっいない方が、自

分の仕事の合間を縫って農道に面した除草、雑
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木の撤去をなさいますか。実際耕作していらっ

しゃる方はやはりそれなりの自助努力も、そし

て、他の人たちへの迷惑も考えて自分の耕地は

除草をされております。しかし、現実に、先ほ

ど申しますように、高齢化している地権者の方々

に、自分の畑だから、自分の田んぼだから、自

分の山林だから、農道に面している部分に関し

ては草を刈ってください、木を切ってください

と言えますでしょうか。よって、耕地そのもの

の体質を上げていかなければならない、所管の

耕地のですね。そう思っているんですよ。そう

でないと、だんだん疲弊してまいります、農道

は。人員適正化計画に基づいて統廃合をなされ

ているわけで、確かに人員適正化計画も正しい

でしょう。しかし、住民サービスに不満がある

ようであれば、住民サービスができないようで

あれば、それなりの対策は考えなければいけな

い。本当に農家の方々は、垂水市にはお金がな

いから、言ってもしてもらえないから、ほとん

どがそういう考え。

　もう１点、原材料支給というのをやっていま

すよね。これは受益者で、自分たちが困ってい

る道路があったら、ほとんど農道でしょうけど、

自分たちでしてくださるならば材料は支給いた

しますよと。これはいい方法なんですが、住民

サービスの低下。業者に委託をしますと、業者

に入札で発注しますと、倍も３倍もかかります。

それがゆえにこのような手法をとられています。

非常にいいことなんです。しかしながら、それ

だけに行政は頼るといけないと思っております。

　昼も近づいておりますけど、皆さん、もうし

ばらくおつき合いをくださいませ。

　この点につきましても、答弁は結構かと思い

ます。

　市町村設置型の浄化槽に関して、少し話をさ

せていただきます。

　今回、環境基本条例も提案されていらっしゃ

いますが、この条例の議案というのが、水質汚

濁及び悪臭等の環境問題。第13条には、垂水市

は、河川及び地下水等における水環境の適正な

保全に努めるとともに、水質に対する汚濁の負

荷の低減のために必要な措置を講ずるよう努め

るものとすると。確かに、市町村設置型の浄化

槽をやりますと、スタッフも必要になります。

事務手続も煩雑になってまいります。片方では、

こういう基本条例を提案をしながら、お金がか

かる、そしてスタッフが足らない、そのような

理由で今は考えていないという御答弁でござい

ましたけれども、単独浄化槽が９万円の上乗せ

が廃止されましてから、合併浄化槽への転換が

ふえておりますが、これは浄化槽業者も、今の

うちにしないと単独浄化槽から合併浄化槽への

転換に補助金はなくなりますよと営業しており

ます。これは事実です。しかしながら、一般市

民の中では水洗トイレという感覚があるんです、

単独浄化槽も水洗トイレ。合併浄化槽も水洗ト

イレ。何が違うか。雑排水を、お風呂、台所、

洗面、洗濯機、これを側溝に流そうが流すまい

が、自分の生活には一切影響ございません。そ

の中でこの環境基本条例が生きてくるわけです

ね。大体単独浄化槽の汚濁負荷は合併の８倍あ

るんです。なぜかといいますと、合併浄化槽は

雑排水も処理をいたします。単独浄化槽は雑排

水は垂れ流しでございますね。よって、トイレ

だけが水洗の単独浄化槽よりも、単独浄化槽で

処理をしたし尿は、ＢＯＤが発生いたします。

くみ取りトイレであれば、ほぼ100％に近くし尿

処理場での処理となります。よって、くみ取り

トイレのほうが環境負荷は小さい。そういう意

味でこの質問をさせていただきました。

　この件もこれでよろしいです。

　最後になります。これは私の感覚で物を申し

上げておりますが、スローリー条例というやつ

ですね。先ほど所管の課長から御答弁がござい

ましたけれども、さわやかあいさつ運動を参考

に啓発していきたいという答弁をいただきまし
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たから、やはり降灰に悩まされている垂水市が

思い切った考えを表に出すことで、垂水の情報

発信になるんです。鹿児島市だってそうです。

なぜ、そろりそろり、やわりやわりと答弁をな

さるのか。これは本当に、先ほども答弁の中に

もございましたけれども、本当に児童生徒の安

全確保にもなります。歩行者の安全確保にもな

ります。車両同士でも迷惑をいたします。しか

し、60キロ制限、制限速度のないところは最高

速度60キロですか、60キロで走っても何ら規制

はございません。そこにこの運動を起こす狙い

があるわけです。

　時間も迫っておりますので、市長、このよう

な考えに対して、安心・安全をモットーにされ

ている市長のお考えを最後にお聞かせいただき

まして、終わりたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）お答えいたします。

　今、大薗議員が申されたような現状、特に桜

島の降灰、ここ数年、これまでにない状況であ

ります。そのことが市民生活はもちろんですけ

れども、場合によっては安心・安全上の問題に

も影響があるという可能性、そのとおりだと思

いますので、今回御提案いただきましたので、

先ほど担当課長も申し上げましたけれども、状

況を踏まえながら、どういった方法があるのか。

現状、それが本当に安心・安全上、大きな問題

があるとするならば、いろんな角度からまた検

討していかなければならないと思いますので、

御提案いただいたことを参考に、いろいろ検討

させていただきたいというふうに思っておりま

す。（大薗藤幸議員「昼を少々過ぎましたけれ

ども、ありがとうございます。これで終わりま

す」と呼ぶ）

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時15分から再開します。

　　　　　午後０時10分休憩

　　　　　午後１時15分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　16番川畑三郎議員の質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　ことしの国内最高気温は41度

となり、各地区の気温も最高気温を続々更新い

たしました。西日本では平均１度を超え、統計

史上最高の暑さになり、猛暑の夏でありました。

つい先日まで夏のような暖かさであったような

気がしていますが、きょうは12月10日、ことし

の秋はあったのだろうかという感じさえしてい

るところであります。予報によるとこの冬は寒

いとのこと、11月に桜島は初冠雪し、平年より

低い気温が続いていて、これからの農作物への

被害がなければいいのですがと感じております。

　先日通告いたしておりました案件について質

問いたしますので、関係課長の御答弁をよろし

くお願いいたします。

　まず、農用地区域の変更の現状について。

　区域の見直しのため、ことし９月から農用地

除外等の申請の受け付けは休止されております。

来年度、早い時期に終了の予定と聞きます。進

捗状況と今後のスケジュールはどうなっている

のか、お伺いいたします。

　次に、しおかぜ街道事業について。

　県が主体となって進んでいるこの事業で、最

初、海潟、脇登の旧道の整備をしていただき、

続いて垂水市漁協敷地を整備、観光バスが駐車

できるようにされ、トイレも完備され、今では

さくら公園となり、喜ばれております。事業の

概要と進捗状況についてお知らせください。

　道路整備について。

　爆発回数早くも800回を超えた桜島は、活発な

活動をしており、北西の風に乗って垂水市に灰

を降らせております。国道・歩道は、国のロー

ドスイーパーが動いているようであります。垂

水市のロードスイーパーも動いているようであ

りますが、幹線道路が主体のような気がいたし
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ます。灰によるスリップ事故も大変心配な気が

いたします。降灰の除去作業等の対応は大丈夫

なのか。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇農林課長（池松　烈）川畑議員の農用地区

変更の現状につきまして、お答えさせていただ

きたいと思います。

　農業振興地域の整備に関する法律の第12条の

２に、「市町村は、その区域にある農業振興地

域について、おおむね５年ごとに農業振興地域

整備計画に関する基礎調査として、農林水産省

令で定めるところにより、農用地等の面積、土

地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業

生産その他農林水産省令で定める事項に関する

現況及び将来の見通しについての調査を行うも

のとする」と規定されておりますが、平成14年

５月に見直しを行ってから昨年度まで見直しを

行っておりませんでしたので、今年度、その作

業に入っているところでございます。

　進捗状況についてでございますが、現在まで、

基礎調査としまして、地籍調査、換地処分終了

地、森林基本図等との照合、中山間地域等直接

支払制度の対象地等、各種事業実施箇所との照

合を実施しております。

　あわせまして、製本に当たっての各種資料の

収集整理の実施、県との事前調整や研修への出

席、農業委員会におきましては、この７月から

９月に実施いたしました農地利用状況調査の成

果を活用すべく、整理をしているところでござ

います。また、市民の方々には大変御不便をお

かけしておりますが、９月から個別的な農用地

区の農用地除外、編入、用途変更に係る各申請

の受け付けにつきましては、休止させていただ

いております。

　今後のスケジュールでございますが、基礎調

査の結果の検討としまして、農業委員会、農協、

土地改良区との事前調整、基礎調査の取りまと

め、基礎調査の結果報告を行った後、整備計画、

素案の作成、修正作業を行っていきます。その

間、あわせまして地域振興局との事前調整も随

時行っていきます。その後、農業委員会、農協、

土地改良区など関係機関の意見聴取を行った後、

変更整備計画案の公告・縦覧を行っていきたい

と考えております。並行しての作業もあります

ことから、これら一連の作業を、年が明けまし

て６月から７月までに終わらせたいと考えてい

るところでございます。

〇水産商工観光課長（山口親志）川畑議員の

質問にお答えいたします。

　まず、垂水しおかぜ街道構想は、平成21年度

に、当時、県が魅力ある観光地づくり事業、九

州新幹線全線開業に向けた観光地づくりや受け

入れ体制の充実を図るため、町並みの整備、錦

江湾岸の景観整備、沿道修景や案内標識の整備

を進めるとして、錦江湾しおかぜ街道の景観整

備計画を予定していたことから、37キロに及ぶ

海岸線を持つ本市でも、桜島、開聞岳、霧島連

山などを錦江湾に浮かべながらの景観や、桜島

に沈む夕日など景観資源を生かし、沿線の道の

駅たるみずやアコウの巨木並木の宮脇公園など

の整備に合わせて、この37キロの沿岸線を垂水

しおかぜ街道と位置づけて、海を生かした観光

の振興策として活用構想を策定いたしました。

本市の構想に合わせまして、県のほうでも整備

をしていただいております。

　この構想を立てることにより、魅力ある観光

地づくり事業で整備していただいた主な拠点施

設整備箇所として、新城の宮脇公園、牛根の道

の駅たるみず、海潟漁港、垂水港の周辺地域を

拠点地域としました。

　整備箇所は、新城の宮脇公園、海潟のさくら

公園及び脇登の旧道の整備、道の駅たるみずの

ボードウォーク、周辺の埋没鳥居展望公園や宇

喜多秀家公潜居地整備、垂水港の駐輪場の整備

を行っていただいており、24年度から猿ヶ城周

辺の事業も行ってもらっております。
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　議員指摘の海岸線の整備については、さくら

公園から荒崎パーキングの間のカラーペイント

をされてから、ほとんど実施されておりません。

港湾・漁港整備によりさまざまな問題も出てき

ておりますことから、今後は、線で結ぶ事業よ

り、拠点整備が進んでいくのではと思っており

ます。

　以上であります。

〇土木課長（宮迫章二）川畑議員の降灰対策

について、お答えいたします。

　ことしは異常な気象の影響で、８月中旬まで

本市の方向に降灰があり、特に牛根二川地区に

おきましては多量の降灰が観測されました。12

月に入りまして急に寒さも厳しくなってきてお

りますが、11月末から北西の季節風が強く吹き

始め、いよいよ本格的な降灰の時期になってき

たようでございます。

　以前にも答弁しておりますが、降灰除去事業

の作業に当たりましては、桜島の噴火があった

際、職員が現地を確認し、市民生活や車両の通

行に影響があると判断した場合に、契約してい

る建設業者に出動を要請しておりますが、市道

以外の集落道や生活道路としても利用されてい

る農道につきましては、建設業者への重機借上

料や環境整備班で対応しているところでござい

ます。また、今後、さらに火山活動が活発にな

り、一部の地域に多量の降灰があった場合など、

スイーパーの台数をふやし、短期間で清掃する

ことも検討しなければならないと考えておりま

す。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　私は一括でいきたいと思いま

す。

　農用地の区域の変更ですけれども、先ほど言

いましたように、９月から申請書類等は休止と

いうことになっておりますが、今のお話ですと、

６月か７月に終了したいというような状況のよ

うです。最初、どうかな、４月末で終わるのか

なという気もしておったんですけれども、しっ

かりとした変更をしなければならないと思うん

ですけれども、今、やっぱりこの変更によるか

どうかは知らないんですけど、地域で太陽光熱

の発電をする施設とか、そういうのは活発にな

ってきておりますけれども、農地に対する施設

の建設というのは大変厳しいと聞いております。

そういった状況で、変更の中で何かいい手はな

いかなという気もしますけれども、なかなか難

しいとは思いますけれども、そういう状況があ

るということをお考えしていただきたいと思い

ます。

　この事業も十数年やっていなかったというこ

とで、普通であれば５年内に変更の手続をとっ

ていくというような話を聞いたんですけれども、

お話を聞いてみますと、この変更については各

市町村も余り手をかけていないということをお

聞きはしているんですけれども、垂水市は今回

やるというようなことで、これについてはいい

面、悪い面が私はあるのかなと思ってはいるん

ですが、この変更によって農用地内にくくられ

た部分、その部分が、もしかしたら、今度変更

したから、当分の間、転用はできないよという

ような状況になりかねないのではないかと、こ

れは私じゃなくて、関係する人からそういうお

話が出ています。ですから、やっぱりいろんな

面でそこら辺を見据えて、地域の状況に応じた

対応をとっていかないと、もう役所で決めた、

こうなったからこうですよという方向じゃ、私

はこの見直しというのはちょっとどうかなとい

う気がいたしますけれども、これについて、い

ろいろ問題も僕はあるような気がするんですけ

れども、問題になるような点はないのか、ひと

つお伺いいたしたいと思います。

　しおかぜ街道の状況ですけれども、今、課長

がお話しされました。海潟に最初、手を入れて

いただきまして、脇登の旧道の休憩所というの

をつくっていただいて、これが大変人気を呼び
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まして、市報の表紙にも、桜もありますから表

紙にもなって、みんないいところだなというこ

とで喜んでおられました。

　それから続けて、漁協のほうの護岸整備もす

るというようなことで我々は説明を受けたわけ

ですね。しかしながら、ある部分を通り越して、

さくら公園はきれいなったと、そして荒崎まで

の護岸敷もきれいに整備されたということで、

これもまたありがたいことだと思っております。

　しかしながら、一番大事な海潟の脇登と迫田

地域の護岸敷の問題ですけれども、私も先日ち

ょっと歩いてみて、まだここは全然していない

なという感覚で見たんですけれども、灰が堆積

したり、ちょっと草が覆いかかったりしてです

ね、この状況でいいのかな、前の話と大分違う

なという気もしているんですけれども、徐々に

整備するというようなことを話は聞いたんです

が、ここは最初の護岸敷で、護岸の裏側の道路

がちょっと狭いんですよね。だから、そこら辺

も勘案してちょっとおいているのかなと思って

はいるんですけれども、こういった状況も海潟

はあります。

　別な、後でまた北方議員もこのしおかぜ街道

について質問をされるようですけれども、さっ

きの説明では森の駅のほうにも手をかけたとい

うようなことですかね。ですから、もうちょっ

と、毎年事業はついていると思うんですけれど

も、１つ１つ済ませていただいて、次に行くと、

飛び飛びで目立つ部分はできたでしょうけれど

も、そういう状況もありますので、特に、海潟

の場合は桜島の降灰もありますので、そういう

ところを勘案して整備してもらいたいなと思う

んですけれども、そこら辺の対応はどうなって

いるのか、ちょっとお伺いいたしたいと思いま

す。

　次に、道路整備についてです。

　道路の整備ということで書きましたけれども、

事実、降灰の除去が一番だと思います。昨日は

大雨が降って灰も流れました。それできれいに

なりましたけれども、さっきお話をしましたと

おり、海潟、協和の分、中俣の分ですけれども、

市道はとったという状況のようですけれども、

鉄道跡地もきれいにしていただきました。脇田

から飛岡の分ですね。そこを中心にしたり、旧

道をとったりしていただきましたけれども、ほ

かにもまだ市道というのはあるんですよね。だ

から、私もずっと思っておったんですけれども、

もうちょっと対応をしてもらわないかんたいが

ねと。

　というのは、スリップもするし、通学路の範

囲でもあれば、車が走ればやっぱりほこりが、

灰を巻き上げて危険な状態も起こりそうな気が

するんですよ。ですから、もっと対応していた

だければなと私は思っておったんですけれども、

ことしは結構灰は、去年からすれば私は多いの

かなという気がしますので、ここら辺もしっか

りとした対応をしていただきたいと思うんです

けれども、今後の対応はどうされていくのか、

そういう面をひとつよろしくお願いします。

　２回目を終わります。

〇農林課長（池松　烈）市民の皆さんのお立

場、農業委員としてのお立場からの質問かと思

いますが、問題あるいは課題はないかというこ

とでございますが、先ほど述べましたように、

９月から個別的な農用地区の農用地除外、編入、

用途変更に係る各申請の受け付けにつきまして

は、休止をさせていただいておりますので、市

民の方々には大変御不便をおかけすることにな

ると思います。しかしながら、休止させていた

だくことで作業効率が上がりますし、調整等も

うまくいくと考えられますので、市民の方々に

は御理解をお願いしていこうと考えております。

　また、例として挙げられました太陽光エネル

ギーの設置に関しましては、恐らく電力の固定

取引価格への影響等を勘案してとのことと存じ

ますが、設置箇所等が特定されてから対応を図
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ったほうが賢明であると考えるところでござい

ます。

　また、農業振興地域の見直しが終了した後の

問題、課題は出てこないかとの御心配かと思わ

れますが、例えばどのような目的により個別的

な農用地区の農用地除外、編入、用途変更が必

要なのか、農地の特定ができた時点で、さまざ

まな状況を照らし合わせ、個々の対応は図って

いきたいと考えているところでございます。

　以上です。

〇水産商工観光課長（山口親志）川畑議員の

質問にお答えします。

　質問のありました脇登から海潟さくら公園ま

での間につきましては、海潟漁港の整備に伴い

ます堤防のかさ上げの計画もありましたこと、

また、土地の境界が不確実な場所や所有者が明

確でないところは事業実施が困難になり、この

箇所もこのような場所があります。

　個人の土地の場合には、事前に協議を重ね、

10年以上の長期賃貸借契約を結ぶことになりま

す。事業の実施におきましては、こうした条件

整備のほかに、市の意見等も参考にされますの

で、今後、このような問題も含めまして、地元

の御協力や、先ほども申し上げました漁港整備

も含めた、港湾整備も含めた他の事業との整合

性を図りながら、県と協議をしてまいりたいと

思っております。

　以上であります。

〇土木課長（宮迫章二）市道、集落道の降灰

除去について、お答えいたします。

　先ほども申し上げましたとおり、市道以外の

集落道や生活道路につきましては、降灰除去事

業の補助対象外となりますので、建設業者への

重機借上料や環境整備班で対応しているところ

でございます。ことしは、議員が言われました

とおり多量の降灰があるようですので、集落道

も本数も多いことや、幅が狭い集落道、また真

ん中に側溝がある集落道、そして道路沿いにブ

ロックがある集落道につきましては、なかなか

うまく作業ができないところもありますが、で

きるだけ小まめに対応していきたいと思います。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　もう１回ちょっと尋ねてみた

いと思いますが、農用地区域の変更ですけれど

も、これは国の政策というようなことでありま

すが、県ともよく協議をされて、垂水市の現状

に応じた対応がとれるよう私はお願いしたいん

ですけれども、この対応はどうですか、ちょっ

とお願いいたします。

　しおかぜ街道の状況です。私もちょっと現場

を見たりしたんですけれども、一部広い護岸の

ところ、前の映画「蛍」のコーヒー飲み場とい

うところがあるんですけれども、その続きのと

ころが結構砂が堆積していると私は感じたんで

すけれども、私は、こういった状況の場所はや

っぱりとれるものならとっていただきたいなと

思うんですが、どうでしょうか。これは土木で

も、どうせ商工観光はどうでしょうけど、土木

課で状況も見られたと思うんですが、この対応

はできないのかどうかですね。

　それと、道路整備ということでちょっと別な

ほうに飛びます。私は毎回、鉄道跡地の整備を

言っているんですけれども、またちょっと質問

いたしますけれども、海潟の脇登から崎山の鉄

道跡地の問題、いつも鉄道跡地のガードレール

を要望して、この前も県のほうに要望書でも出

しましょうかという話を、土木課の職員と話を

したことがあるんですが、何か話がちょっと前

向きにいっているような話を聞いたんですが、

これの対応はどうされているのか、ここまでお

願いいたします。

〇農林課長（池松　烈）この農業振興地域の

見直しに当たりましては、地域振興局並びに県

の本課のほうとも事前調整も含め、今後も調整

が必要になってくるかと思います。また、農業

委員会、農協、土地改良区など関係機関との事
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前調整や意見聴取などのお力添えをいただくわ

けでございますが、中でも、農地に精通されて

おります農業委員の方々には、農地パトロール

や農地利用状況調査等を実施されておりますの

で、その成果等につきましても、詳細にわたり

お力添えをいただけたらと考えているところで

ございます。非常にいい御質問というか、アド

バイスをいただいて感謝をしているところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）護岸道路の維持管理

について、土木課のほうでお答えいたします。

　御質問の箇所の護岸は確認しておりますが、

この施設は海潟漁港海岸でございまして、護岸

本体の管理は県の管理になりますが、護岸の水

たたき部分で集落道として地域で有効利用され

ている箇所につきましては、路面の降灰除去な

どの維持管理は土木課で管理していかなければ

ならないと考えているところでございます。

　続きまして、海潟地区の鉄道跡地の砂防工事

箇所のガードレール設置についてでございます

が、この箇所は、県において砂防工事で整備し

ていただいた砂防施設であるため、山手側は落

石防護柵のネットが設置してございますが、海

側の路肩には防護柵がない状況でありました。

地元からの要望を受けまして、恵比寿谷側につ

きましては実施していただいておりますが、大

浜側につきましてはいまだに実施されていない

状況でありましたことから、県へも再三要望い

たしましたところ、来年度当初予算に計上され

る見込みであるとの報告を受けているところで

ございます。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　農用地区域の変更なんですけ

れども、私も農業委員をしておって、農業に従

事しておれば、この問題は私は大事な問題だと

思います。垂水市も荒れている土地がたくさん

ありますけれども、余りにもくくり過ぎてしま

うと、農業の今後の垂水市の問題も出てくるし、

また広げ過ぎてしまうと、また政策上おかしい

というようなことですね。ここら辺はうまく中

間をとるというんですか、有効に垂水市の農業

政策をやっていく上で私は大事な変更だと思い

ます。ただ、変更、変更と言いますけれども、

農用地の区域の変更、編入とか外すとか、これ

は大きな私は事業だと思っておりますので、農

林課も一生懸命頑張っているようですので、垂

水市の農政の方向づけということも言われると

私は思いますので、しっかりとした対応をこれ

はとっていただきたいとお願いしておきます。

　しおかぜ街道はそういうことでお願いします

が、今度12日に何か迫田集落の皆さんに、漁協

区域の整備のために説明会があると、私にもこ

ういうことがありますということで聞いたんで

すけれども、これも埋め立てで公園をつくると

かそうした要望の中での、県が来て説明すると

いうことですので、今さっき言ったしおかぜ街

道も、あそこは漁港区域内に入っておりますの

で、最初の説明は、護岸を上げて、見える範囲

でして、下を整備するという説明を受けました。

今、そのままおいてありますので、できたら、

今度のそういう会があったときに、こういうこ

とも出ていますよというような状況で、県のほ

うにも私はお願いしていただければなと思いま

すので、よろしくお願いします。

　道路整備については、今から灰が降ります。

だから、しっかりとした対応をとらんと、市民

の皆さん方はやっぱり、まだとらんとか、まだ

とらんとかということを言われると思います。

それと、集落内の、市道でない、財宝号ですか、

小さいロードスイーパーがいますので、やっぱ

りそういう状況も、市道だけじゃなくてそうい

うのに対応していただけるように、市のほうで

も業者とよくお話をして対応していただきたい

と。もう12月ですので、正月も近くなってくれ

ばいろいろ言われる可能性がありますので、し
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っかりとした対応をとっていただくようにお願

いして、私の質問を終わります。

〇議長（森　正勝）次に、７番田平輝也議員

の質問を許可します。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん、お疲れさまです。

　ことしも残すところ、あと数日となってきま

した。そして寒い季節となり、今後は桜島の降

灰が垂水方面に多く来る時期でもあります。農

水産物の被害が心配されますが、被害の少ない

ことを願っております。

　それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、さきの通告に従い、一般質問をさせていた

だきます。

　まず、大隅半島の観光開発についてですが、

今、県も大隅半島の観光開発を強く言われてお

ります。数年前、先ほどもありましたけれども、

新城・宮脇公園も県の事業できれいに整備され

ました。今は、車をとめて、錦江湾などの写真

などを撮られている方々や、散歩をされている

人たちを多く見受けられるようになってきまし

た。そのような中、市民の方々などから、南中

学校跡地への物産館はその後どのようになって

いるのかと、よく質問されます。そして今、佐

多岬まで観光バスが運行されており、大変好評

で利用者も多いと聞きます。

　そこでお聞きしますが、南中学校跡地の物産

館施設の建設についての進捗状況と、今後の計

画をお聞きします。

　佐多岬への観光バスの現状と、現在の利用状

況などはどうなのか。また、観光バスの運行に

より、本市にどのような効果があったのか、伺

います。

　次に、市庁舎の今後の計画についてですが、

今、市民の方々の集まりの中などで、市庁舎の

建設などについての話が出たりします。市庁舎

の建設や耐震補強などについて、長期的な計画、

検討はされているのか。そこで、市庁舎の耐用

年数、耐震構造はどうなのか。また、検討委員

会など設置されているのか。検討委員会が設置

されているのであれば、内容などをお聞かせく

ださい。

　次に、本市のひとり暮らしの対策についてで

すが、本市も少子高齢化が急速に進展して、県

内の市の中でも高齢化率は上位であると考えて

おります。若い人たちも、生活のために都会へ、

親を残していく。仕事があれば親の近くに住み

たいという声をよく聞きます。

　そこで、本市における独居老人、また、ひと

り暮らしの対策についてお聞きしますが、ひと

り暮らしの独居老人の人たちは、全国の中で、

まず鹿児島県は何位ぐらいなのか。また、本市

は県内の市の中ではどうなのか、伺います。

　本市における施設への入所希望者の現状と、

本市の認知症の方々はどれぐらいの方々がおら

れるのか、その他の障害者などの生活支援が必

要なひとり暮らしの現状をお聞きします。

　起業支援事業についてですが、若い人たちも、

そして中高年の方々も、なかなか仕事がないと

よく聞きます。そのような中、国などからの補

助により、以前の雇用創出事業や、今、起業支

援事業などで市内の数十名の方々が就労されて

おられ、すばらしいことだと思っております。

今後も本市の雇用対策は大変重要なことだと思

います。

　そこで、起業支援事業で本年度はどのような

事業などがあったのか。それらの内容と、それ

によって雇用された人員数などをお聞かせくだ

さい。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇水産商工観光課長（山口親志）大隅半島の

観光開発についての田平議員の質問にお答えい

たします。

　御指摘のとおり、新城地区の宮脇公園は、平

成20年度の県の魅力ある観光地づくり事業で整

備されたものであり、錦江湾しおかぜ街道整備
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事業として、県下でも珍しいアコウの巨木が並

木のように連なる当地に街灯やトイレ、駐車場

の整備などが行われ、薩摩半島に沈む夕日の美

しさと、海が見える開放感のすばらしさで、駐

車場に立ち寄る観光客も多いようです。また、

市民の方々もゆっくり散歩されております。

　そこで、市は、県の整備とあわせまして、平

成22年度に農林水産省の農山漁村活性化プロジ

ェクト支援交付金事業で、南中学校跡地の廃校

舎等を利用した物販施設、加工施設、レストラ

ンの開設を建設する予定でしたが、さまざまな

理由により建設がおくれて、地域の皆様には御

心配をおかけしているところであります。

　市としましては、その後平成23年度に、物販

施設を建設した場合の消費動向の調査を行い、

24年度には、大隅半島の道の駅や物販施設の調

査を行う施設規模等の検討を行っております。

本来ならば、こうした調査結果をもとに販売施

設について地域の皆様に御説明をすべきところ

ですが、建設費が巨額になることから、現在、

補助事業等の可能性について調査・検討をして

いるところであります。

　また、無料観光バスにつきましては、県の雇

用対策事業である起業支援事業として地元のバ

ス運行業者が行っており、毎週土曜日と日曜日

に桜島の袴腰と佐多岬を往復運行しております。

９月14日の開設以来、非常に好評で、ほぼ満席

の状態が続いております。特に、千本イチョウ

のシーズンと重なった11月下旬から12月上旬に

かけましては、予約も厳しいようです。これに

関しては、もう千本イチョウも終わっておりま

すので、この事業もないかと思います。

　それから、本市への効果としましては、桜島

港から道の駅たるみず、垂水港に立ち寄り、佐

多岬へのルートでありますことから、道の駅た

るみずでの購買の効果があると思われます。あ

わせまして、千本イチョウシーズンでは、垂水

市市内周遊の運行でありますことから、垂水市

で昼食等をとってもらっている効果があると思

っております。

　以上であります。

〇財政課長（野妻正美）田平議員の市庁舎の

耐用年数と耐震構造についての御質問にお答え

いたします。

　この市庁舎本館につきましては、昭和33年の

竣工でございます。その後、昭和37年から44年

にかけて、３回にわたり増築されており、別館

が昭和53年の竣工で、平成７年に取得、本館に

隣接する新館が平成５年に竣工しております。

　庁舎の耐用年数につきましては、財務省令に

より、減価償却資産が利用に耐える年数として、

鉄筋コンクリート構造で50年となっております

が、この50年という耐用年数は建物の寿命を示

すものではございません。コンクリート建物の

正確な残存寿命については、コンクリート躯体

や施設設備の状態、または建物の機能などから

総合的に判断されるべきものですが、耐用年数

は、建物の改築・改修等の必要性を検討する大

きな判断材料になると考えております。

　耐震構造につきましては、建築基準法等の改

正の中で昭和56年に耐震基準の見直しが行われ

てきておりますが、本館、別館につきましては、

この新耐震基準以前の建物であり、地震災害に

対して安全であるとはいえない建物と考えてお

ります。

　次に、庁舎建設に関しての検討委員会設置に

ついての御質問でございますが、市庁舎は、本

館につきましては五十数年が経過し、経年劣化

も目立ってきており、また、耐震に対しても不

安を抱えております。これまで議会でも何度か

取り上げられてきましたが、昨年２月、公共施

設の老朽化に対応した施設改修等や新庁舎の建

設等に関し、調査・検討する目的で垂水市庁舎

建設等庁内検討委員会を設置し、また３月には、

市有施設整備基金の設置条例を可決していただ

き、庁舎建設についての検討がスタートしまし
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た。検討委員会は、副市長を委員長とし、関係

課長を含め、13名の委員をもって組織しており、

これまで６回開催しております。

　検討事項の内容としましては、新庁舎の必要

性や基本的な考え方、新庁舎の規模・機能等、

基礎的事項について調査・検討を重ねていると

ころです。

　今後は、調査・検討の結果を踏まえ、年度末

までに報告書として取りまとめ、市長に報告後、

市議会の皆様や市民にお示しする予定としてお

ります。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）田平議員の御質

問にお答えいたします。

　本県の独居老人は、平成22年国勢調査結果に

よりますと、10万2,443人となっております。対

高齢者人口割合で比較いたしますと22.8％で、

全国２位となっております。また、本市の現状

は1,420人で、対高齢者人口割合23.5％となって

おり、県内の市の中で８位となっております。

　次に、介護福祉施設の待機者数でございます

が、平成25年11月の調査結果に基づきまして御

報告いたします。

　恵光園55名、華厳園29名、介護老人保健施設

６名、グループホーム４名、小規模多機能型居

宅介護施設２名の計96名となっております。平

成23年11月調査時点で計159名となっておりまし

たので、63名の減となっております。その要因

としまして、介護老人保健施設「絆」89床の開

設、及びグループホームが２カ所、18床が開設

されたことによるものと思われます。

　現在の認知症者数でございますが、平成25年

３月末現在で、お金の管理、薬の管理、電話応

対等に支障がある自立度２以上の方が680名程度

いらっしゃいます。高齢者人口6,025人で割りま

すと、約11％となっております。

　次に、障害等を持った生活支援が必要な方々

の現状でございますが、65歳になりますと原則

介護保険のサービスが受けられますので、支援

が必要な方は介護サービスに移行されておられ

ます。また、65歳未満の方のうちで生活支援が

必要とされる重度の障害者の方についても、障

害者支援施設の入所利用や、各種障害福祉サー

ビスの利用、また相談支援等を行ってきており

ます。

　以上でございます。

〇水産商工観光課長（山口親志）４番目の田

平議員の起業支援事業についての質問にお答え

いたします。

　起業支援型地域雇用創造事業におきましては、

鹿児島県より16事業、１億5,663万3,000円の内

示をいただき、これまでの公募により13事業、

１億90万8,000円を実施しております。残り３事

業につきましても、引き続き、公募を行う事業

の公募を行い、事業の実施を図りたいと考えて

おります。

　主な事業内容としましては、先ほど大隅半島

の観光開発でも質問がありました、大隅半島の

観光地を周遊します無料観光バスの運行を初め、

垂水市の特産品でありますブリ、カンパチ、豚

肉、インゲンスープ、サツマイモなどの農水産

物の２次加工による新商品開発並びに販路拡大

のため、物産展等へ積極的に参加し、商品を広

くＰＲすることによる今後の収益の増加と、継

続した雇用の確保に取り組んでいただいており

ます。

　また、この13事業により新たに26人の新規雇

用者が発生しており、一部企業におきましては、

ハローワークにてまだ新規雇用の募集を継続し

ているような状況であります。

　以上であります。

〇田平輝也議員　それでは、一問一答でお願い

します。

　佐多岬の観光バスについてですが、大隅半島

の観光を市民はもとより県内外に大きく発信し

たと思っております。もしこの時期に垂水南中
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学校跡地に物産館ができておれば、市内の農産

物や水産物の販路拡大に大きく貢献したのでは

と思っております。

　そこでお聞きしますが、佐多岬への観光バス

は今後、継続はされないのか、26年の３月まで

の一時的な事業だったのか。それと、現在、無

料で運行されているとのことですが、国や県、

本市などからどのような補助があったのか、近

隣市町村の反応はどうなのか、また本市として

の関心などはどうだったのか、お聞きします。

〇水産商工観光課長（山口親志）田平議員の

２回目の質問にお答えいたします。

　まず、観光バスの事業継続でありますが、指

摘のとおり、現在委託しております契約は来年

の３月末までですが、県と来年４月以降の事業

継続の協議も行っており、26年度の予算が成立

しますと、事業の継続が可能になると思われま

す。また、この事業は先ほども申し上げました、

４番目の質問でもありました起業支援型地域雇

用創造事業でありまして、100％補助の事業であ

ります。

　それから、この事業に対しまして近隣の市町

村の反応は、非常に喜んでもらっております。

初めての運行時には南大隅町のトップの方々の

お迎えもしていただいております。また、通過

をします鹿屋市の方々からは、垂水港から直で

佐多岬まで走っていきますことから、乗り場を

鹿屋にもふやしていただけませんかという要望

も来ているところであります。また、本市の関

心でありますが、各種団体からの問い合わせが

ありますことから、本土最南端佐多岬への思い

が強いように思われます。

　以上であります。

〇田平輝也議員　佐多岬への観光バスは、大隅

半島の観光に大きく貢献したということでござ

います。今後も継続するために、私の案ですけ

れども、お客さんからも少しは料金をいただき、

また関係市町村と協議して、継続していく案、

考えなどはないものなのか。それと、26年度も

継続するために、少しでも補助のある事業は考

えられないものか、伺います。

〇水産商工観光課長（山口親志）３回目の御

質問にお答えいたします。

　指摘のとおり、無料観光バスは大隅半島の観

光に大きく貢献していると思っております。一

番は、やはり100％の事業であることから無料で

運行できていることだと思いますので、継続の

ためにも、また26年度の事業実施に向けても、

近隣の鹿屋市、錦江町、南大隅町とも協議をし

てみます。当然、佐多岬観光に御尽力していた

だいております県とも、この結果を踏まえまし

て、協議をしてみたいと思います。

　事業の継続が可能になれば、運行を行ってい

ただいております株式会社藤川サニーワールド

様と、観光バス活用のホテルなどからの手数料

をもらうとか、利用者からの運賃等についても、

今後の運行のための可能性について相談をしな

がら、御指摘のあったことに尽力してみたいと

思っております。

　以上であります。

〇田平輝也議員　それでは４回目、要望して終

わりたいと思います。

　先ほど、継続についていろいろ課長よりお聞

きしました。再度、継続について、いろいろな

方法で、対策や近隣の市町村や県などとも協議

してさらに事業を継続されるよう要望して、こ

の件につきましては終わりたいと思います。

　次に、市庁舎の建設についてですが、先ほど

耐用年数や耐震構造など、そして検討委員会な

どについて伺いました。市庁舎の耐用年数も既

に五十数年ですか、過ぎているということでご

ざいます。そしてまた、市庁舎の耐震構造検討

委員会などの状況も伺いましたけれども、市庁

舎もですが、市が管理している公共施設も全体

的に老朽化しているのではと思っております。

今後は維持管理費もますます年々増加して大変
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だなと私は考えておりますが、維持補修などの

現状と施設の老朽化に対する取り組みなどにつ

いてどのようにされておられるのか、お伺いい

たします。

〇財政課長（野妻正美）２回目の御質問にお

答えいたします。

　現在、市が管理している公共建築物は415棟で

ございますが、それにかかわる維持補修費を決

算統計資料で申しますと、年間4,000万円弱ぐら

いでございます。公共施設は昭和40年代から昭

和50年代に建設されたものが多く、現在は老朽

化が進み、維持管理費が増加してきており、多

額の費用を要しております。今後は、市庁舎を

初め、公共施設の大規模な改修や改築など、更

新時期を迎える中で、古くなりつつある施設の

適正な管理が求められております。

　そのため、平成24年度より、公共施設の現状

について把握することを目的に公共施設白書を

策定中であり、この施設白書の中で、建物情報

やコスト情報等、施設の基本情報をまとめるこ

ととしております。施設白書策定後は、精査し、

中長期的な視点で施設のあり方を検討してまい

ります。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　御承知のとおり、各校区にあ

る公民館などは、台風などのときに校区民の避

難場所でもあります。現在の庁舎は、また万一、

桜島の爆発のときなど、ないとは思いますけれ

ども、津波の心配もあるようでございます。あ

る集まりの中で会社経営の社長の方が、将来を

考えて、垂水高校と併用した庁舎の建設や、利

便性や維持管理の削減のための、例えば文化会

館でしたかね、ああいうところに集約を言われ

ておりました。また、以前もテレビで、今、集

約化の方向で不用になったそういうのを集める

というのが、以前テレビでもあったようでござ

います。これらにつきまして、市長は市庁舎に

ついてどのようなお考えなのか、市長のお考え

をお伺いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）田平議員の御質問にお答

えいたします。

　庁舎建設についての私の見解をお尋ねでござ

います。この市庁舎も50年以上が経過をしてお

りまして、施設の老朽化が進んでおります。ま

た、耐震性についても、現在の新耐震基準に適

合している建物ではありません。私の重点施策

の１つとして掲げております安心・安全な垂水

のまちづくりの面からも、防災拠点となる新庁

舎の建設につきましては、必要であると考えて

おります。

　しかしながら、多額な財源を必要とすること

もありまして、先ほど課長から説明がありまし

たとおり、現在、庁内で具体的な検討を指示し

ているところであります。報告書ができました

ら、具体的な内容を詰めていきまして、その後、

議会や市民の方々の御意見を伺う場を設けて、

中長期的な視点からしっかりと最終的な判断を

したいと考えているところであります。

〇田平輝也議員　４回目ですので、要望いたし

ます。

　本市の公共施設も、先ほどお聞きしました、

老朽化が進み、維持管理費も大変だということ

でございます。庁舎の建設などについては市民

の方々も大変関心があると思っております。先

ほどの回答で、市庁舎の状況や市長などの考え

などお聞きしました。市長がよく言われておる、

いつも言われております安心・安全なまちづく

りの一環ではないかと理解いたしております。

ほかの自治体の庁舎と比べても、本市の庁舎は

大分古いというふうに思っております。また危

険でもあるなと考えております。

　今後、庁舎建設などの、先ほどありましたけ

れども、報告書が何か作成されて、最終的には

市長が判断されると思いますが、市民の代表者

も参加した、ぜひ検討委員会を設置して、市民

が納得する十分な協議・検討をしていただきた
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いと要望して、この質問は終わりたいと思いま

す。

　次に、ひとり暮らしについてですが、全国の

中でも鹿児島県が第２位でしたかね、とのこと

でございます。そして県内、市の中は８位との

ことでしたが、高齢化率も以前は県内で２位だ

ったという記憶があります。また、介護施設へ

の入所待機者につきましても、以前の質問のと

き、23年11月時点のあれで159名、今回は96名と、

２年間で63名の減少になっているようです。

　そこでお聞きしますけれども、入所待機者、

ひとり暮らしなどの方に対してどのような取り

組みをされておられるのか。待っていらっしゃ

る、そういう待機者の方々にですね。緊急時な

どにおいて生活弱者の避難対応など、それぞれ

の地区の中にいろいろいらっしゃるわけですが、

それらの人数や場所などは把握されておられる

のか。

　余談ですけれども、ついこの間のことですが、

ひとり暮らしの方が、すぐ近くに住んでいらっ

しゃる方が、夕方まで、きのうまでは話をして

いたんだけど、けさになったら、ひとりで亡く

なっておられたということでございました。ひ

とり暮らしの方々が緊急のときに周辺の方々に

通報できる簡単な通報器具などの購入などに対

して、市もいろいろあると思うんですけれども、

そういう助成金などは考えられないのか。

　そしてまた、今、南中学校の隣に介護関係の

施設が建設中ですが、何名ぐらいの収容の施設

なのか、本市にとってどのような影響があるの

か、お聞きします。

〇保健福祉課長（篠原輝義）田平議員の２回

目の御質問にお答えいたします。

　市としての独居老人に対する取り組みについ

てでございますが、独居老人のみの事業ではあ

りませんが、宅食業者に委託して、訪問給食を

利用している独居老人世帯の見守りを実施して

おります。また、閉じこもりがちな人を対象に、

デイサービスを利用してもらうことで寝たきり

となることを予防する介護対応型デイサービス

事業を実施しております。さらに、看護師を雇

用して高齢者宅を訪問する事業、買い物等の生

活支援を行うホームヘルプサービス事業や、ひ

とり暮らしの方に緊急通報装置を貸し出す緊急

通報体制整備事業などに取り組んでおります。

　緊急時において生活弱者の避難対応などは、

地域ごとの人数、場所等を把握しているのかと

の御質問ですが、現在、市においては、災害時

要援護者台帳を作成し、災害時に市が指定する

避難所で生活が困難な高齢者に対して、福祉施

設等での利用ができる体制を整備しております。

この台帳で地域ごとの人数、場所等を把握して

おります。ただし、利用するためには利用希望

者が申請をする必要があります。

　緊急時に通報できる通報器具の助成について

でございますが、現在、市においては、緊急通

報装置貸与事業を行っておりますが、これは、

慢性疾患を有し、住民税非課税が原則で、これ

を自己負担とした場合には月額3,000円程度の費

用がかかることから、利用が伸び悩んでいると

いうのが現状でございます。

　緊急通報システムには、センター方式、協力

員方式、消防方式とあるようですが、そのほか

にどういう方法があるのか、費用面も含めて、

今後、調査・研究していきたいと考えておりま

す。

　４番目の現在建設中の施設は小規模多機能型

居宅介護施設でありまして、登録定員25名の、

通いを中心とする地域密着型の施設でございま

す。最大25名の方が、通いながら入浴介護や食

事介護を受けることができ、１日９人までの宿

泊もできる施設でございます。これまで新城地

区にはこのような施設がなかったことから、地

域住民の方は柊原や中央地区の施設を利用され

ておりますが、より身近なところでサービスが

受けられるということで利便性の向上につなが
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るものと期待しております。

〇田平輝也議員　３回目に入ります。

　少子高齢化が非常に急速に進展する中、独居

老人やひとり暮らしの障害者などの生活弱者の

方々も年々ふえてくると思っております。本市

でも以前に、誰にもみとられずに亡くなり、数

日後に発見された方が何名ということをお聞き

したことがあります。そして全国でも孤独死の

方々の報道をよく見ます。

　ちょっと余談になりますけれども、私どもの

振興会、70世帯ありますけれども、ひとり暮ら

しの世帯を、きのう、振興会長と、何人おいけ

ということでお通夜の席で調べたところ、26世

帯がひとり暮らしでございます。そしてまた約

37％ですね。そしてまた昨日も夫婦の１人の方

が亡くなられて、また１世帯ふえて、27世帯が

ひとり暮らしということでございます。以前、

消防署のほうだったですかね、火災報知器の設

置の調査がありました。それに合わせて私ども

の振興会では、火災報知器の注文をとってみて、

そしてそれを振興会長や電器店に値引きの交渉

をしまして、約20世帯に火災報知器を取りつけ

をしました。

　そこで伺いますが、台風などのとき、高齢者

やひとり暮らしの方々などに対しましてどのよ

うな対策、指導などをされているのか。

　以前、福岡の医療施設でしたか、火災が発生

しまして、数名の方が亡くなられたと報道があ

りました。本市の医療や介護施設などには火災

時の火災報知器やスプリンクラーなどは整備さ

れていると思いますが、小規模施設などからの

スプリンクラーなどの設置の要望に対して補助

金など、どうなのか、お伺いします。

　それと、今、私どもの振興会で社協の何かふ

れあいマップ推進事業とかいうことで、うちの

家内なども行くんですが、内容は聞いておりま

せんけれども、それらの内容と、今後の計画、

どのような、どうなるのか、お伺いいたします。

〇保健福祉課長（篠原輝義）３回目の御質問

にお答えいたします。

　台風などの緊急時にどのような指導を行って

いるのかについて、お答えいたします。

　要援護者台帳に登録されている方については、

災害警戒本部が設置された状態で、介護施設に

登録している人は、それぞれの施設担当者に安

否確認をしてもらい、市に報告をお願いしてお

ります。また、その他の人につきましては、保

健福祉課内の職員によりまして、本人及び家族

の方へ安否確認を行っております。実際の避難

につきましては、避難誘導班に連絡し、避難所

へ輸送をお願いすることとなります。

　スプリンクラーの設置状況について、お答え

いたします。

　市内の介護施設等については、275平米以上の

施設については、スプリンクラーの設置が義務

づけられており、この基準以下の施設が６施設

ございます。このうち要望のあった３施設につ

いては、本年度、県補助金を利用して整備を行

い、25年度末においては残り３施設となります。

火災報知器については全施設が設置をしており

ます。スプリンクラーの設置には多額の費用を

要することから、小規模多機能ホーム等につき

ましては、国や県の補助金を活用しながら整備

を図っていくこととしております。

　それから、社協のふれあいマップ推進事業に

ついてということでございますが、正式には暮

らし安心・地域支え合い推進事業のことだと思

いますが、この事業は、補助率10分の10の事業

で、社協へ委託し、専門のコーディネーターを

設置し、地域で支え合いマップを作成し、地域

住民による見守り体制を構築する事業で、今年

度は３地区の取り組みとなっておりますが、平

成26年度までの２年間の事業となっております。

　県内の状況でございますが、今年度の新規市

町村が15自治体となっております。

　以上でございます。

― 73  ―



〇田平輝也議員　４回目、いろいろ質問させて

いただきました。

　今後、本市においても、先ほどから申します

とおり、独居老人やひとり暮らしの方々が多く

なると考えます。そういう中で、民生委員とか

社協、そして本市の福祉関係などの方々もいら

っしゃるんですけれども、月に数回の巡回しか

できないと思っております。高齢者の方々など

にいろいろの、先ほど申しました緊急通報器の

システムなどがあると聞きましたけれども、年

金生活の方などには、なかなか月3,000円以上と

かそういうのは負担が大きいと思っております。

　ちょっとまた話があれですけど、先ほど火災

報知器を取りつけたんですが、ボタンを押せば、

そういうピーピー鳴いて周りに知らせる。これ

はいいな、しかし、大きいなと、持ち歩くのに

は大きいなというので、恐らくそれは2,000円ち

ょっとでしたので、これを老人の方にあれすれ

ばなと、そういうのがないのかなというふうに

考えております。それらの方々が、近くの方々

に知らせる、そして負担の少ない金額で購入で

きる緊急通報器などがあれば、先ほども言いま

した孤独死など、また助かる人たちも多いかと

思いますので、これらのことについてぜひ検討

をしていただきたいと、要望をいたしたいと思

います。

　次に、起業支援事業ですね。以前、都会で生

活している垂水出身の若い人が、垂水も働く企

業があればなと、帰ってくるのだけどと、垂水

はなかなか働く会社が少ないと言われておりま

した。起業支援事業などを活用して垂水市の中

でも少しでも雇用の生まれる企業ができれば、

すばらしいことだと思います。

　そこで、来年度の26年度はどのような起業支

援事業を計画されておられるのか。それらによ

って雇用がどれぐらい想定されるのか。現時点

で支援事業への申し込みなど、どうなのか。ま

た、これらの事業は、先ほど聞きましたけど、

26年度までの事業なのか、伺います。

〇水産商工観光課長（山口親志）田平議員の

起業支援についての質問にお答えいたします。

　この起業支援事業は、年度をまたいでのトー

タル１年間の事業実施が可能となっております

ことから、現在実施しております13事業を含め

た15事業につきまして、26年度での実施につい

て、現在、鹿児島県と協議をしております。

　雇用につきましては、現在実施しております

13事業での継続した雇用を含めまして、トータ

ルで39名の雇用を計画しております。

　また、今のところ、新たに市内企業から、こ

の事業についての取り組み等について相談や問

い合わせは、現在はいただいておりません。

　この事業は、鹿児島県の基金事業により実施

されておりまして、実施期間については、平成

25年度から26年度の２カ年となっているようで

あります。

　以上であります。

〇田平輝也議員　それでは３回目、もう要望い

たします。

　起業支援事業や元気交付金事業ですかね、よ

って雇用が少しでも生まれることは、本市にと

ってはとてもすばらしいことだと思っておりま

す。本市は、雇用する企業が、ほかの市に比べ

ては限られております。今後、雇用が生まれる

企業が少しでもできてくればと思っております。

ぜひ、雇用が生まれる企業などに対して本市も

いろいろの支援策を取り入れられ、本市の雇用

対策に努められることを要望いたしまして、私

の質問を終わります。

　ありがとうございました。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、２時40分から再開します。

　　　　　午後２時30分休憩

　　　　　午後２時40分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を
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開きます。

　次に、10番池山節夫議員の質問を許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　黄色いマーカーで線を引かれ

ないような、優しい質問をしていこうと思いま

す。

　先日、特定秘密保護法が可決をされました。

郵政民営化法が衆議院で百二十数時間、消費税

法も百二十何時間、今度のこの秘密保護法に関

しては、衆議院ではわずか40時間、非常に拙速

だという意見が国民の間にも強くて、我が垂水

市議会は先日、意見書を提出しました。このこ

とは非常に画期的だと私は評価しております。

こういう反対の意見書が、やっぱりなと思われ

ないような運用を国には期待をしたいと思いま

す。

　それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、さきに通告しておきました順に従いま

して、質問をしてまいります。市長、教育長並

びに関係課長の御答弁をよろしくお願いいたし

ます。

　観光について。

　佐土原入城イベントについて、少額ながら予

算が組まれて提案をされておりますが、このイ

ベントの内容と今後の宮崎市とのかかわりにつ

いて、まず伺います。

　次に、冒頭、本会議の市長報告にありました

岡山市での宇喜多秀家公祭りと、岡山市民が抱

く宇喜多秀家公への思いについて、市長の感じ

られたことを、さらに、岡山市との今後につい

て伺います。

　高齢者福祉について。

　介護保険制度、介護施設について。

　急速な高齢化により、介護保険の給付費は膨

らむ一方です。国は、自己負担割合について、

一定の所得がある場合は、現在の１割から２割

に引き上げる見直し案を社会保障審議会に提示

し、2015年度実施を目指しております。

　このような中で、2012年度の介護保険制度改

正の目玉として導入された24時間地域巡回型サー

ビスを実施する自治体が少ないということです。

また、国の交付金で整備した地域密着型介護サー

ビス施設のうち、入浴や食事といった介護サー

ビスを自宅か施設内で受けられる小規模多機能

型居宅介護施設、先ほど田平議員の質問の答弁

で出てまいりました。これと、認知症の人に特

化した認知症対応型デイサービスセンターなど

は、８割近い施設が開所されてからことし３月

までの平均利用率が50％以下ということであり

ます。垂水市の現状を教えてください。

　これもまた、先ほど田平議員の質問に対して、

市内の高齢者6,025人中、認知症の方は680人と

いう答弁がありましたが、認知症と高齢者の見

守りについて伺います。

　認知症のお年寄りや知的障害者など、判断能

力が十分ではない人の生活を助ける日常生活自

立支援事業の利用者は、今後も増加が見込まれ

るのですが、支援計画をつくる専門員は幅広い

知識が求められることから、増員が容易ではな

く、人員の不足が課題となっております。また、

この専門員がつくった計画に従って支援を行う

生活支援員も、認知症のお年寄りへの対応の難

しさから、なり手不足が深刻になっているよう

です。

　そこで、鹿児島県は、高齢者がボランティア

活動をするとポイントがたまり、地域商品券に

かえられる介護支援ボランティア制度の導入を

呼びかけ、商品券の財源の５割を負担をしてお

ります。日常生活自立支援事業と介護支援ボラ

ンティア制度について、伺います。

　全国で約23万人が活動している民生委員は、

非常勤の公務員ではありますが、基本的に無報

酬で地域福祉に取り組むボランティアでありま

す。2012年度の統計では、委員１人当たりで年

間31件の相談や支援に取り組んで、165回の家庭

訪問や電話連絡を行っておられます。活動日数
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は年間にして130日以上となり、３日に１度は仕

事をされていることになります。個人情報保護

意識が高まる中で、住民情報の収集は困難にな

りつつあります。さらには、孤独死や児童虐待

などの難しい問題に直面して、任期途中で退任

する委員もあると聞きますが、住民同士のつな

がりのつなぎ役としての民生委員の役割は重要

であります。12月１日に全国一斉改選を迎えま

したが、垂水市の現状について伺います。

　再生可能エネルギーについて。

　薩摩川内市は、市内の小学校や地区コミュニ

ティセンター、給食センターなど41施設の屋根

を、また鹿児島市も94の市有施設の屋根を太陽

光発電用に民間企業に貸し出すことに決めまし

て、貸出料は、年額１平方メートル当たり100円

以上というのは両市とも共通をしております。

薩摩川内市は、41施設の屋根を全て貸し出すこ

とができれば、屋根の貸出料は年間220万円以上

になるとしております。全国の公立小・中学校

を見ますと、約２割が太陽光発電設備を設置し

ているほど普及もしております。公共施設の屋

根貸し出しについて、伺います。

　家庭用のエネファームは、プロパンガスなど

に含まれる水素を取り出し、空気中の酸素と化

学反応をさせて発電するものでありますが、最

近は、一戸建て住宅に太陽光発電とエネファー

ムを同時設置するダブル発電が注目をされてい

ます。温室効果ガスの排出量が抑えられ、国の

補助金も最大45万円あるエネファームについて

伺います。

　バイオマス発電の発電方法は、火力発電と全

く同じ原理で、高温の蒸気を利用してタービン

発電機を稼働させ、電気を生み出す仕組みです。

木質バイオマス発電は、利用されない木材や、

丸太を切り出す際に森に捨てられる曲がった部

分や根元部分などの林地残材を活用することで、

地域の雇用を生み出し、燃料として使う木材の

お金が地域に落ちることになります。道の駅で

木質バイオマスが検討をされていますが、発電

までの可能性について伺います。

　学校教育について。

　来年度から、全国学力テストの結果について、

市町村教育委員会の判断で学校別成績を公表で

きるようになります。しかしながら、文科省が

ことし７月に実施したアンケートでは、学校別

成績の公表解禁には79％の市町村教育委員会が

反対で、賛成はわずか17％にすぎません。学校

間の競争が激しくなるなどの懸念が言われてお

りますが、見解を伺います。

　政府は、学校教育に関する制度のあり方を見

直す動きを始めましたが、教育現場では小・中

一貫教育を活用して、６・３・３制に風穴をあ

ける動きがあります。小・中の９年間を４・３・

２で区切り、５、６年生は一部教科担任制とし

て先取り学習も可能にするなど、学力向上も報

告をされています。小・中一貫に取り組む自治

体がふえている中で、小学校統合も視野に入れ

て検討を始めるべきかと考えますが、見解を伺

います。

　また、地域を限って規制を緩める国家戦略特

区の指定を受けることで、公立学校の民間委託

も可能になります。これもあわせて伺います。

　新聞に、小・中・高校生の中で、学校のトイ

レには絶対に行かないと答えた児童生徒が９％

というアンケートがありましたが、市内小・中

学校の現状について教えてください。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇市長（尾脇雅弥）池山議員の質問にお答え

をいたします。

　佐土原入城に関しましては、江戸時代の初め、

垂水島津家２代領主であった島津以久公が、垂

水島津家から佐土原城の当主として入城をして

おり、その縁で、入城390年を記念して平成元年

に、当時の佐土原町と垂水市とで佐土原入城の

セレモニーを行いました。それ以来、10年ごと

に行っておりまして、今回３回目になるところ
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でございます。

　前回は、入城400周年という記念の年でありま

したことから、佐土原町より当時の町長である

現宮崎市長の戸敷町長を初め、約50名の方々が

来られ、垂水市側からも水迫前市長初め、約50

名の市民の方々が集まり、記念品の交換、記念

植樹、島津墓地から海潟漁港までの武者行列を

行ったようでございます。

　今回は410年ということであり、あわせて、宮

崎市も平成26年度に市制90周年を迎えることか

ら、多くの人に郷土の歴史を知ってもらい、地

域に愛着と誇りを持ってもらうことを目的に、

平成26年２月８日・９日に、島津入城410年記念

イベントとして前夜祭、出発式を実施する予定

でございます。

　今後につきましては、10年に１回ではなくて、

トップ交渉で何らかの連携を図って、御縁を深

めていきたいというふうに思っているところで

あります。

　次に、岡山市と宇喜多秀家に関する質問であ

りますが、岡山市にとって宇喜多秀家公は、関

ヶ原の戦いで敗れはしましたけれども、豊臣方

西軍の総大将であり、備前の国・岡山城主であ

ったことから、岡山市では、岡山市をつくった

大名として非常に人気は高く、有名であります。

　ＮＨＫの大河ドラマ「江姫」で、夫である宇

喜多秀家公の活躍が放送された関係で、岡山市

が平成23年度から宇喜多秀家フェスタを開催さ

れ、宇喜多秀家・江姫コンテストの審査員とし

て岡山市商工会議所から招待をいただきまして、

３年続けて出席をしております。関ヶ原の戦い

で敗れ、島津義久公を頼り、本市牛根の平野邸

にかくまわれ、潜居されておられたことから、

感謝の念をもって歓迎をいただいております。

　岡山市との交流につきましては、牛根松ヶ崎

の郷土史研究会の皆様と岡山市の郷土史研究会

の皆様と、市民レベルでの交流が現在行われて

いる現状でございます。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）２番目の高齢者

福祉についての御質問にお答えいたします。

　介護保険制度の中の社協が行っている事業で、

日常生活自立支援事業についてお答えいたしま

す。

　この事業は、福祉サービスの利用手続の援助

や、金銭管理のサービス及び通帳や証書の預か

りサービスを行う事業です。利用状況につきま

しては、11月現在で10名の方が、主に月々の支

払いなどの支援サービスを受けておられます。

　また、介護施設で行っているデイサービスに

ついては、認知症対応型のデイサービスとその

他のデイサービスがありますが、認知症対応型

のデイサービスは、これまで華厳園デイサービ

スセンターが実施しておりましたが、専用のス

タッフの確保難や利用者の減により、平成24年

度に廃止されております。一般のデイサービス

は、現在３施設が実施しております。

　さらに、通い型の施設として小規模多機能型

居宅介護施設というものが４施設あります。こ

の施設は、地域密着型サービスと呼ばれるもの

で、デイサービスと同じように入浴・食事サー

ビスを提供しています。大きく違うところは、

利用者の選択に応じて宿泊ができるところです

が、住所が垂水市民に限定をされているという

ことでございます。

　次に、高齢者元気度アップ・ポイント事業に

ついてでございます。

　これは、共助の一環として、高齢者の健康づ

くり及び社会参加活動を支援する事業でござい

まして、本年７月からスタートをしております。

この事業は、介護予防ボランティアがあらかじ

め登録した市内の福祉施設からの要請でボラン

ティア活動を行った場合、決められたポイント

を付与するものでございます。ボランティア登

録者数は30名で、登録事業所17施設となってい

ます。利用状況については、社協登録のサロン、
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小規模施設、多機能ホームでのボランティア等

での活用がなされております。

　次に、民生委員についての御質問でございま

すが、少子高齢化の進行に伴い、高齢単身世帯

の増加や、高齢者の孤立化、近隣同士のつき合

いが希薄となり、地域のつながりが脆弱化して

いくことが予想される中、民生委員には、担当

地域の社会調査・相談・情報提供、連絡・通報・

調整、生活支援・意見具申等の活動を通じて、

地域住民のセーフティネットの一翼を担ってい

ただいております。

　本市においては、現在、民生委員・児童委員

が55名、主任児童委員３名の58名で民生委員活

動を行っております。任期は３年で、３年ごと

に全国一斉の改選があり、本年はその改選の年

で、本市でも58名中11名の方が12月１日より新

任として厚生労働大臣より委嘱されたところで

あります。

　この民生委員の選任方法としましては、民生

委員・児童委員については各地区の振興会長に、

主任児童委員については各地区の公民館長にそ

れぞれ推薦依頼を行い、上がってきた推薦候補

者について、市の民生委員推薦会で審査・選任

し、さらに県の審議会を経て、厚生労働大臣か

らの委嘱ということになります。

　なお、民生委員・児童委員は、地域住民のセー

フティネットの一翼を担うという観点から、民

生委員制度にとって適任者を得ることが最も重

要であるということで、県も民生委員・児童委

員及び主任児童委員選任要綱の中で、社会奉仕

の精神に富み、社会福祉の活動に理解と熱意が

ある者、その地域に居住し、地域住民から信望

がある者、個人の人格を尊重し、守秘義務を守

れる者などと、民生委員及び主任児童委員の適

格要件についても細かく定めているところであ

ります。

　民生委員の数については、全国の市町村で定

数が決まっており、地方の市町村では少子高齢

化等のため欠員が生じているところもあったり

しますが、本市においては、その定数が58名と

いうことで、定数どおりの民生委員が選任され

たところであります。

　民生委員は無報酬で、ボランティア的な意味

合いが濃いわけですが、多岐にわたる民生委員

活動にあっても、もともと社会奉仕の精神があ

る方や、地域で信望がある方が推薦されてきて

おり、確かに新任当初は戸惑いがあるようです

が、研修や先輩の方々と一緒に活動をされるう

ちに自覚と自信をつけて、活動を遂行されてお

ります。

　以上でございます。

〇財政課長（野妻正美）３番目の再生可能エ

ネルギーについての１番、太陽光発電について

の御質問にお答えします。

　議員御提案の公共施設への太陽光パネル設置

による太陽光発電の推進につきましては、再生

可能エネルギーの普及促進及び公有財産の有効

活用の観点等からも、非常に有効な手段であり、

昨年７月に、再生エネルギーの固定価格買い取

り制度が始まって以降、全国的にも、公共施設

の屋上を貸し付けする制度の屋根貸しや、公有

地による太陽光発電事業が推進されています。

　屋根貸し制度の内容は、自治体が指定する公

共施設の中から、構造上の安全性や採算性が確

保できると見込まれる施設を事業者が選択し、

自治体に企画提案書を提出し、審査の結果、決

定した事業者が太陽光発電事業を行う制度であ

ります。

　本市の公共施設につきましては、建築年数が

古く老朽化してきている施設が多く、パネル設

置工事による施設の構造や防水機能への影響、

台風災害時の影響などの課題があるため、今後、

施設の状況等を十分把握を行い、屋根貸し制度

の導入について慎重に検討してまいりたいと考

えます。

　また、太陽光発電事業者への市有地貸付事業
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についても、現在、太陽光発電事業の条件に適

した一定規模以上の未利用地がないため、今後

の状況を見ながら、検討してまいりたいと考え

ております。

　以上でございます。

〇企画課長（前木場強也）再生可能エネルギー

について、エネファームの御質問にお答えいた

します。

　エネファームとは、都市ガスやＬＰガスなど

から取り出した水素と空気中の酸素を化学反応

させ、電気をつくり出すものです。また、発電

の際に発生する熱を捨てずに、お湯をつくり、

給湯に利用できるというもので、家庭用燃料電

池の統一名称として使われております。

　特徴としては、自宅で発電するため送電ロス

がほとんどなく、エネルギーの利用効率が高い。

電気料金が安くなる。また、石油、天然ガスな

どの使用量を削減することができ、二酸化炭素

の排出量も削減することができるため、地球の

温暖効果防止にも貢献できるといったメリット

が挙げられます。

　デメリットとしては、お湯をつくる際に発電

するため、お湯をためるタンクが必要であり、

発電量がお湯の使用量に左右される。売電はで

きない。設置費用が、工事費を含め200万円から

300万円と高額であることなどが挙げられます。

　大都市圏におきましては、都市ガスの会社が、

ガス料金の割引などを実施しながら普及に努め

ているようですが、全国的にはまだまだ普及し

ている状況ではありません。

　また、国においては、機器購入費用及び設置

費用を含め、１台当たり45万円を上限として補

助しておりますが、県による補助制度もなく、

一部の自治体で補助をしている状況でございま

す。

　本市での補助制度の創設につきましては、設

置費用が高額なため、設置者の経済的負担が大

きく、なかなか普及していない状況であること

から、今の段階では補助制度の考えはありませ

ん。しかしながら、今後、技術革新が進み、機

器自体の価格が低下したり、県が補助制度を創

設したりするなど、普及が見込まれる場合は、

財源等を考慮しながら補助制度の検討を進めて

いきたいと考えております。

　以上です。

〇水産商工観光課長（山口親志）再生可能エ

ネルギーの太陽光発電になるかどうかわかりま

せんが、森の駅たるみずのまず温泉施設事業に

ついて、池山議員の質問にお答えいたします。

　森の駅たるみずでの温度を上げるための設備、

昇温設備については、太陽熱を活用し、温水装

置を森の駅北側斜面に集中的に配備し、鉱泉を

一時的に温める工夫をさせていただきました。

メーカーの保証では、夏場はかなり高温になる

ようであり、冷却も兼ねて２通りの配管配備を

行ったところであります。このことは、燃料費

削減につながる事業であります。完成検査を行

い、12月中には利用できると思っております。

　次に、３番目の質問の木質バイオマスについ

ての道の駅たるみずの事業の進捗について、お

答えいたします。

　原油高騰による道の駅たるみずの運営に影響

がありましたので、今年度、県の森林整備・林

業木材産業活性化推進事業により、木質バイオ

マスチップボイラーの設置事業を行っておりま

す。進捗状況としましては、現在のところ、設

計を終了しまして、今月中には工事の発注を行

う計画であります。

　議員指摘のとおり、この事業においては、燃

料としての木質チップの確保が非常に重要であ

りますことから、県の指導もありまして、事業

の申請に先立ちまして、霧島市の民間事業と安

定供給に関して協定書を取り交わして、対応を

しているところであります。

　以上であります。

〇教育長（長濱重光）池山議員の学力テスト
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の結果の公表についての御質問にお答えいたし

ます。

　マスコミ等で報道されておりますとおり、文

部科学省は、全国学力学習状況調査の実施要領

を見直し、来年度から、学校別の成績を市町村

教育委員会の判断で公表することができるよう

にすることを決定いたしました。その公表に当

たっての主な留意点といたしまして、教育委員

会または学校におきましては、単に平均正答数

や平均正答率等の数値のみの公表は行わず、調

査結果について分析を行い、その分析結果をあ

わせて公表すること、また、平均正答数や平均

正答率のなどの数値につきましては、一覧表で

の公表やそれぞれの数値により順位を付した公

表などは行わないこと、さらには、児童生徒個

人の結果が特定されるおそれがある場合は公表

しないなど、児童生徒の個人情報の保護を図る

ことなどが実施要領で示されております。

　学校別の成績を公表するということは、保護

者や地域住民への説明責任を果たすことにはな

りますが、一方では、学校の序列化につながっ

たり、授業がテスト対策に偏重したりすること

などが危惧されます。また、小規模校にありま

しては個人が特定されたり、場合によっては児

童生徒が劣等感を感じたりすることも予想され

ます。

　垂水市の場合、中学校は１校でございますの

で、学校の序列化といった心配はございません

が、小学校につきましては８校中５校が小規模

校であります。そのうち、来年度、２校は調査

対象者が１名であり、公表するとなりますと個

人が特定されることになります。したがいまし

て、垂水市における学校別の公表のあり方につ

きましては、このようなことも考慮しつつ、児

童生徒一人一人の学力を伸ばす視点に立ち、今

後、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

　次に、義務教育における学制の見直しについ

ての御質問でございます。

　現行の学制の見直しにつきましては、これま

でも話題になることがありましたけれども、政

府の教育再生実行会議が先月26日に首相官邸で

行われ、小・中学校、高校、大学を現行の６・

３・３・４の年数で区切っております学制の見

直しに向けた本格的な議論が始まったところで

ございます。

　申し上げるまでもありませんけれども、日本

の義務教育制度は、戦後の学制改革によりまし

て、９カ年の義務教育が定着し、教育の機会均

等が大きく促進されて、国民の教育水準が目覚

ましく向上してきたところでございます。一方、

現行の制度下では、小学校６年間を１つのまと

まりとする教育活動が行われておりまして、小

学校１年生にも小学校６年生にも、学級担任制

を中心に同様の指導が行われております。

　このような中、現在の子供たちは身体的な発

達のスピードが早まり、思春期の到来も早まっ

ていると言われております、小学校５、６年生

の高学年の児童に対する指導におきましては、

これまでの指導では限界があるのではないかと

の指摘もございます。このようなことから、現

行の６・３・３制を見直し、発達段階に即した

教育内容や指導方法を行うことで教育効果が上

がるという観点から、４・４・４制や５・４・

３制の動きがあると考えております。

　この学制につきましては、今後の国における

検討の推移を見守ることしかできませんけれど

も、子供の発達課題を十分に踏まえ、子供の学

力が最大限発揮されるような学制であることが

必要不可欠であると考えております。

　なお、小・中学校の一貫校につきましては、

全国で今、1,042校が実施されておりまして、本

県におきましても、南さつま市の坊津学園、そ

れから鹿屋市での花岡小・中学校での一貫教育

の取り組みが今、始まったところでございます。

このような本県における取り組み等を十分に検
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証しながら、あわせて研究・調査してまいりた

いと考えております。

　それから、公立学校の民間委託についての御

質問でございます。

　公立学校を民間に委託するという動きは、小

泉政権時代からもありましたけれども、安倍政

権になり、国家戦略特区法案に基づき、検討が

進められております。法案の附則では、地域の

特性に応じた多様な教育を実施するに当たり、

公立学校の教育水準の維持向上及び公共性の確

保を図りながら、公立学校の管理を民間に委託

することを可能とするため、関係地方公共団体

との協議の状況を踏まえつつ、この法律の施行

後１年以内を目途として、その具体的な方策に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講じるとされております。

　また、文部科学大臣は、国会答弁におきまし

て、国家戦略特区の中で公設民営をすることに

よって、現在の公立学校では十分に対応できな

い部分について、民間のノウハウ・活力を導入

しながら、公設民営を行っていくと答弁されて

おられます。その一例として、不登校や発達段

階の児童生徒を含め、特別なニーズや芸術や音

楽、スポーツなど能力のある子供たちに対して、

既存の公立学校では対応し切れない柔軟な教育

活動を行えることや、またグローバルな人材の

育成にも民間のノウハウを生かせることなどの

メリットを挙げておられます。

　しかし、今後、検討の過程で明らかになると

思いますが、例えば、民間に委託しました場合、

教育課程や教科書の使用のあり方、また、管理

職の任用方法や教職員の給与がこれまでどおり

義務教育国庫負担制度の対象になるのかどうか、

さらには、校舎等の維持補修の負担割合はどの

ようになるのかなど、不透明な部分が多々ござ

います。また、公平な義務教育が維持できるか

ということも懸念されるところでございます。

　義務教育におきましては、教育を確実に保障

することが国及び地方公共団体に求められてい

る最も重要な責務でございますので、今後、制

度設計が徐々に明らかになっていくと思います

けれども、いずれにしましても、学校教育の質

でありますとか、求められる公共性・安定性と

いったものが十分に担保される制度となること

が必要であると考えております。

　以上でございます。

〇学校教育課長（牧　浩寿）池山議員の御質

問にお答えいたします。

　現在、垂水市管内の各学校のトイレは、全て

水洗トイレ化されており、一部老朽化している

部分もございますが、各学校の日々の掃除時間

等の努力により、清潔な状態で利用されている

ところでございます。

　議員から御指摘がございました、学校でトイ

レを利用できない子供がいるのではないかとい

うことに関しましては、各学校にアンケートを

とりましたところ、大半の学校が、問題なくト

イレを利用しているという回答がございました。

また、大半の子供が、朝、自宅で大便を済ませ

ているようでございます。ただし、学年が上が

るにつれて、学校のトイレで大便をするという

ことに抵抗感を持つ傾向もあるようでございま

す。その理由といたしましては、「恥ずかしい

から」が最も多い理由でした。年齢差や個人差

もございますが、保健指導等を通して、今後も

健康教育を推進してまいりたいと思っておりま

す。

　以上でございます。

〇池山節夫議員　それでは一問一答で、まず観

光についてから聞いてまいります。

　佐土原入城についてはそんな答弁でいいんで

すけど、私が目的としたのは、宇喜多秀家公の

岡山市との関係で、３年連続で呼ばれて出席し

たという市長の答弁あったんですけど、これは、

佐土原入城とするとスケールが大きいんですよ

ね。岡山市は、私ちょっと調べたら、人口が75
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万3,794人となっていますね。それで、予算規模

が25年度で2,701億円。垂水市が例えば90億円と

すると、30倍ぐらいなんですよ。

　ここと、さっきの市長の話では、我々は鹿児

島で島津公と言っただけで、はあっ殿様という

感じがするんですよ。やっぱり岡山では、先ほ

どの市長の答弁からすると、岡山市民の方は宇

喜多公と聞くだけでやっぱり、ああ殿様だとい

う感じがするんじゃないかと思う。

　そういうところで、私が今回の質問の主眼と

するのは、宇喜多秀家公は垂水にいて、その後、

徳川のほうから差し出せということで、徳川家

康のときに差し出されて、命だけは助けられて

八丈島に流される。この八丈島には今でも浮田、

この宇喜多じゃなくて、浮田と名前がなってい

ますけど、そういう子孫がおられるんですね。

私はこの岡山と垂水と八丈と、この３つで姉妹

都市盟約を結べないかと思っているんですよ。

そういうことで、この３つで姉妹都市を結んだ

上で、例えば宇喜多秀家公をＮＨＫの大河ドラ

マの主人公に何かしてもらうような運動はでき

ないか。

　ことしは大河ドラマ「八重の桜」、来年が吉

田松陰の妹を主題にした、文というこれは井上

何とかが主役になるんですけど、女性、女性と

いう主人公なんですよね。先ほど「江姫」の話

のところでありましたけど、江姫も主役になっ

たりするけど、最近、武将でなったのがまだ、

直江兼続ぐらいで、男性が最近なっていないん

ですよ。これを３つのまちで姉妹都市を結んで

運動すると、私は可能性はあるんじゃないかと。

これがもしＮＨＫの大河ドラマで取り上げられ

て１年間流されたら、牛根はすごいですよ。

　そういう趣旨で質問をしているんですけど、

このことについては私は、例えば予算規模が2,

700億円のまち、八丈は小さいからね、垂水市と

提携して、じゃ一緒に運動しましょうとやった

場合、予算規模は30倍なんだから、ざっと。垂

水で例えば100万円のそういう活動費の予算をつ

けたら、当然、岡山市としては3,000万円以上は

つくだろうと。対等だとそうだな。だから、そ

ういうことを話を持っていって、3,000万円以上

の運動費だったら、岡山市には市長が話をして、

うちは金はないと、だけど知恵は出しましょう

という話ですよ。それで運動してもらって、や

ると、ＮＨＫの大河ドラマは、来年は違うけど、

再来年、その次ぐらい、もしなったら、これは

すごい規模で牛根に来る。それで垂水の観光の

活性化にはもう絶対になると思ってですね。今、

だから、こういうことで歴女というのが、女の

子で武将を追っかけ回すというのがあるんです

けど、この歴女の中でも宇喜多秀家公がブーム

になっているというのがありまして、ぜひこの

ことをやっていただけないかと、市長にこのこ

とを聞きます。

　我々は議会としても、これに例えば100万円の

予算、200万円予算つけていただければ、岡山市

には、じゃ6,000万円お願いしますと言えるわけ

だ。私の考えだよ。言う言わないで、向こうが

受ける受けないは別ですけど。30倍のまちだか

らそのぐらいはやっていただいて、一緒にやろ

うと。垂水だけじゃなくて岡山もすごく観光に

は役立つわけですから。このことについて、100

万円、200万円の予算を提案されて、議会もなか

なか反対はされないんじゃないかと私は思って

いるんですよ、反対しにくいんじゃないかとね。

有用なお金だと思いますよ。ある意味、ふるさ

と基金のほうから何か200万円ぐらい回していた

だくとか、そういうことでやっていただいて、

ぜひこの運動をやっていただきたいと。このこ

とについて、まず市長にちょっと考えをお伺い

します。

〇市長（尾脇雅弥）ただいまの御質問のお答

えをする前に、これまでの関係性ということで

少しお話をしたいと思います。

　たしか就任をした年の５月ぐらいだったと思
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いますけれども、岡山から宇喜多秀家の潜居跡

がある平野家に何名か来られるということで、

10名前後だったと思いますけれども、いうこと

だったものですから、市長どうされますかとい

うことでありましたので、御挨拶をしたいとい

うことがきっかけで、実は10名ぐらい来られた

方々が結構、経済界の商工会の幹部の会頭さん

とかですね、あるいは行政の担当の方々でござ

いまして、いろいろお話をさせていただく中で、

ぜひまた時期を見て岡山に来ていただけないか

というお誘いをいただきました。それで、こと

しも行ってまいりましたけれども、３年連続と

いうことであります。

　岡山城のもとで、桃太郎まつりという３日間

のイベントがあるんですが、その中で、宇喜多

秀家フェスタということを実行されておられま

して、本当に数万人という方が入れかわり立ち

かわりされて、最終的に、現代の宇喜多秀家公・

江姫を決めるというコンテストを、イベントを

されるわけですけれども、それに審査員として

参加をさせていただいております。

　ただ、開会に際しましては、岡山市長が御挨

拶をされた後に、そういった流れで私もいつも

御挨拶させていただいて、結構歴史の中では、

佐渡に最終的に行かれたというのは皆さんがよ

く知っているところなんですけれども、約２年

３カ月鹿児島、しかも垂水に隠れておられたと

いうのは余り知られる方が少なくて、そういっ

たところもありまして、地元のテレビ・新聞で

は時々取り上げていただいているという現状が

あります。そのことを有効に今後、交流の拡充

に努めていきたいというふうに思っているとこ

ろであります。

　御質問なんですけれども、大変ありがたい御

意見だと思っております。宇喜多秀家公が今申

し上げたように垂水に潜居されていたというこ

とは、歴史の上では少しの期間でありますけれ

ども、宇喜多秀家公の持つ偉大さを利用して観

光の１つにするということに関して、垂水市に

とっては非常に大きなチャンスだというふうに

考えております。先ほど御提案がありました岡

山市、垂水市、終焉の地であります八丈島と３

つの地域を結んで、姉妹都市あるいは友好都市

というような形でできればいいなというふうに

私も考えております。

　実はせんだって岡山に行ったときに、今度、

市長さんが新しくかわられたもんですから、こ

れまでの経緯も踏まえて、そういうような可能

性はないかというようなお話を御提案させてい

ただいているところであります。現状は市民レ

ベルの交流を行っておりますけれども、これを

どのような形で広げていくかというのが大事な

ことではないかなというふうに思います。

　大河ドラマの件に関しましては、議員から初

めての御提案でありますので、機会を通じて、

また岡山市と連携をしてまいりたいというふう

に思っております。当面は２年後に第30回国民

文化祭が鹿児島県で開催されます。本市におい

ても３つの大きな事業の展開を考えておりまし

て、その中で歴史的なイベントとして、この宇

喜多秀家公を中心としたいろんなイベントも考

えておりまして、できましたらこれを機会に、

市長さんを初め、足をお運びいただいて、交流

人口の拡充につなげていければというふうに思

っているところであります。

　鹿児島県の魅力ある観光地づくりの事業で今

まで整備をしていただいて、平野様の地元の郷

土史研究会への御理解、御協力をいただきなが

ら、これからも情報発信をしてまいりたいと思

いますので、池山議員から御提案いただいたこ

とを十分今後の、この宇喜多秀家公を初めとし

た観光地づくりに取り入れて、協議をしていき

たいというふうに思っております。

　以上でございます。

〇池山節夫議員　前向きにね。これは我々も宇

喜多秀家公の牛根にあるこのことを、私自身も
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なんですけど、それほど大きく捉えてなかった

ところはあるんですよ。それは垂水市民もまだ

知らない人もいるし、これまで議会もそれほど

思っていなかったんですけど、私は最近本当に、

牛根を通って思ったことが、これはとてつもな

くでかい要素を持ったことなんですよね、宇喜

多秀家公というのは。

　ちょっとインターネットで調べたんですけど、

やはり豊臣秀吉から豊臣の姓をもらった。羽柴

の名前というのか、もらって、これ難しい字な

んですけど、猶子になっているんですよ、養子

じゃなくて猶子と。これ何だろうと調べたら、

とにかく俺が後見人になろうというようなこと

なんですよ。豊臣秀吉の猶子になったというこ

とは、豊臣秀吉が後見人になって、あんたのこ

とは俺が面倒を見ようということになって、豊

臣の五大老の１人になった人です。だから、こ

れほどの人を今までよくほっといたなというぐ

らいのものですね、私に言わせれば。まあ我々

もほっといたんだけど。

　それで、関ヶ原では活躍しているんですよね、

結構。西軍では一番大きい１万7,000の兵を率い

て相当戦っているんですよ。これが大河ドラマ

に今まで余りなっていなくて、江姫のほうが主

人公で、宇喜多秀家公は主人公で描かれていな

いというのも不思議なんですけどね。だから、

遠島されたとかいうのが、最後のほうが八丈島

で何十年も、40年近く送られて、そのことがあ

って今まで主人公にもなられていないのかもし

れんけど、こういうドラマというのは描き方だ

から、前半生だけ半分、いいところだけ描いて

もらえばいいわけだから、これでドラマにして

いただいて。いやほんと、私はせりふ書きます

よ、本当に。関ヶ原の戦いあたりまでを主に描

いていただければ、これはいい武将なんですよ

ね。

　だから、我々も、私も議会の皆さんにもお願

いしますし、行政の皆さんも一緒になって、こ

の方を何とかそういうドラマの主人公にする。

このことが牛根の潜居地跡、今たしか整備して

いると思うんですよね、商工観光課長。あの辺

の整備をしたこととあわせて、牛根はすごくね。

今、先日、千本イチョウを私、１週間ぐらい前

にちょっと見に行ったら、まだ青くて、またき

のうちょっと上ったんですよ。そうしたらもう

ちょっと落ちていまして、それでもすごい人で

すよね。これよりもっと来ますよ、観光客、う

まくやれば。全会一致で、ぜひ議会の皆さんに

も協力していただいて、行政と一緒になってこ

のことを推し進めていただきたい。（「了解」

と呼ぶ者あり）了解という声も聞きました。

　どうか市長、本当にここから先は市長が岡山

市との話次第だと思うんですよ。我々は議員で

すから、議会からこういう声を上げて、そして

このことが岡山の市議会に話が行くと。それで

岡山の市議会のほうでも声を上げていただいて、

それは我々も努力します。そして両方の議会か

ら行政にそういうことをプッシュして、両方の

議会から予算措置なりのお願いをして、そして

一緒に行動すると。このことで、宇喜多秀家公

を全国に知らしめることにもなるだろうし、そ

のおかげでと言えばいいか、垂水市の観光に役

立つと。これは大きなイベントになると思いま

す。それで、これが成功すると、まあしばらく

は続くでしょう。そのことが垂水市民にとって

やっぱりためになりますからね。このことをお

願いをします。

　そのことについてもう１遍、市長も答えられ

るなら答えていただいて、あと商工観光課長、

その宇喜多秀家公の潜居地跡、あの山のほうが

ありましたね、あそこら辺の整備についての計

画がどうなっているのか、それについて教えて

ください。

〇市長（尾脇雅弥）本当にありがたい御意見

だと思います。私も、先ほど申し上げましたけ

れども、３年前に初めて来られたときのメンバー
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を見てびっくりしたんですね。何でこういう方々

が来られたんだろうと思いまして、それから岡

山に行ってみまして、３年続けてこういう交流

をさせていただいていますけれども、そのこと

で改めて、毎回毎回実感をしているところであ

ります。70万政令指定都市の岡山がこの垂水市

の市長を、市長の後に御挨拶をさせていただい

て、いつもお昼あるいは夕方に、岡山の商工会

と市長さんも同席されて懇親会を開いていただ

くんですね。

　それはなぜかというと、うちの大将をありが

とうございましたと、お守りいただいてという

ようなことの感謝の気持ちでありまして、前岡

山市長さんとは、１回来てくださいということ

で、ぜひ行きたいというようなことを言ってお

られたんですけれども、せんだっての選挙で新

しくかわられました。ただ、その方も前国交省

の方で大変御縁のある方でございましたので、

これからいろんな意味での交流は広がっていく

というふうに考えます。現実にこちらの島のほ

うにも観光船を出して、チャーター便で宿泊を

していくというような形の交流が続いていると

いうことでありますので、九州新幹線も全面開

通をいたしまして大分近くなっておりますので、

先ほど申し上げましたような背景を踏まえて、

文化的な国民文化祭でありますとか、これから

その交流を太く長いものにしていかなきゃいけ

ないというふうに思いますので、そのためには

議員の先生方の御理解、御協力というのが必要

不可欠でございますので、そのようなことをお

願いを申し上げたいと思います。

〇水産商工観光課長（山口親志）それでは、

私のほうからは、宇喜多秀家公の潜居地跡地の

整備の状況、いわゆる鹿児島県の魅力ある観光

地づくりの事業の、今やっている程度と整備の

状況をお答えいたします。

　市長も申して、ちょっと重なる部分もありま

すが、宇喜多秀家公をかくまっていただいたと

いうことで平野様のお宅に岡山市から多くの方々

が訪れ、その時点では、その整備をする前はよ

うやく行けるような、もう本当に荒れた里道で

ありました。牛根の郷土史研究会の方々から、

参道の整備の要望等がありました。早速鹿児島

県の観光課のほうと協議をしまして、平成24年

度から魅力ある観光地づくり事業で参拝道、そ

れから鉄道跡地には駐車場もつくっていただき

まして、宇喜多公の案内等の案内板も整備いた

しました。引き続き本年度は、参道を整備した

ところから、本年度は地元の要望もありました

ので、潜居跡地の隣接地に展望所の整備を行い、

展望所への連絡道の整備を実施していただいて

おります。

　先ほども宇喜多秀家公のことも申していただ

いて、このような整備もしていただきますが、

鹿児島県の観光課のほうで実施しておりますこ

の魅力ある観光地づくりの100％事業で、観光地

の整備として非常にありがたい事業で県のほう

も整備をしていただいているところであります。

　以上であります、

〇池山節夫議員　それでは、今のことでよく頑

張っていただければいいです。市長、岡山の市

長と話をしたり、何だかんだするときは、うち

が200万つければ、30倍のまちは、さっき幾らだ

ったっけ、計算したら、3,000万か。100万のと

きが3,000万だから、6,000万だ。それぐらいは

つけてくれるんじゃないかと議員が言ったと。

議員のせいに、私のせいにしていいですよ。そ

ういうふうに議会で発言があったと。そこまで

いかなくても、一緒にやりましょうと、大きな

まちだからと下から持ち上げて、頑張っていた

だければということで思います。その点につい

て決意を。

〇市長（尾脇雅弥）本当になかなか御縁がな

いと交流というのは進められませんので、宮崎

もそうですし、この岡山も御縁があったので、

この御縁を大切にしながら、今後も交流は続い
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ていくと思いますので、それが市の発展、交流

人口、経済効果、いろんなものにつながってい

くように努力をしてまいりますので、皆さんの

御支援もお願いをしたいと思います。

〇池山節夫議員　それでは、最後ですけど、時

間がないみたいですけど、先ほど田平議員の質

問であったんですよ、高齢者の見守りというこ

とで緊急通報システム、ブザーみたいなもの。

私がちょっと調べたら、アルソック、綜合警備

保障がシルバーパックというのを、これ月額3,

700円なんですけど、自宅で急病とかになったら、

ペンダントをかけていて、それをぽちっと押す

とガードマンが駆けつけると。これは3,700円す

るからちょっと高いですけどね。あと携帯電話

のＫＤＤＩは、2011年の９月からミルックとい

うのを発売していて、外出しているときはその

外出時の歩数計を、例えばおふくろだったら息

子のところへ歩数、歩いているよというのを送

ると。それで、自宅にいるときは人感センサー

で、人感センサーつきの卓上のホルダーがあっ

て、その前を行ったり来たりすると、その前に、

通ったなというのが、それも送ると。そういう

のが月額で、何かあったら携帯のストラップが

ついていて、それをぴっと押すと息子なりにメー

ルで知らせてくれると。これは月額1,095円です

よ。

　だから、先ほど田平議員も要望ということで

言われたんですけど、こういうものを何とかう

まく、例えばＫＤＤＩと話をする、どこと話を

するということでもいいんですけど、安い費用

で、非課税世帯は無料だけど、課税世帯は3,000

円というのがさっき緊急通報のブザー、ありま

したけど、1,000円ぐらいなら、うまく使えば何

とかなるんじゃないかなとそういうことを思う

もんですから、この辺についても、答弁は要ら

ないです。保健福祉課長、将来的なものとして、

検討の課題として頭の中に入れておいていただ

きたいと思います。

　私の質問は、これで終わります。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、３時49分から再開します。

　　　　　午後３時39分休憩

　　　　　午後３時49分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　次に、９番北方貞明議員の質問を許可します。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　皆さん、お疲れさま。

　私は、今回の質問は、私がこれまで質問した

中で、答弁といたしまして「検討します」、「研

究や検討いたしてまいります」というような前

向きな答弁をいただいておりますが、その後、

どのような結果、結論が出たか。また、今、ま

さに来年度に向けての財政課とのヒアリングが

行われている時期でもあります。来年度の予算

獲得できるように、中心に聞きますので、よろ

しくお願いいたします。

　まず、安心・安全について。

　防災ラジオ全戸配布について。

　昨年の12月議会で、安心・安全まちづくりに、

今後、災害伝達として戸別受信機を全戸配布す

る事業に取り組むとのことであったが、その後

どのような取り組みをなされているか、お聞か

せください。

　災害時の生活用水と井戸水活用について。

　現在、生活環境課では、飲料井戸等の調査が

まだ最終結果ではないが、市内全域90％で調査

が済んでいると聞いております。その中で、約

1,000戸の井戸数に対し、約30％は飲料水として

使用されているようです。今後どのように取り

組まれるか、お聞かせください。

　観光について。

　しおかぜ街道柊原―浜平間について。

　さきの答弁で、柊原―浜平間は違法建物があ
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り、遊歩道の整備は厳しい状況を把握している

ということでありまして、適切に今後は対応し

ていくとのことでありましたが、これまでどの

ようなことをなされたか。これは市長の地元で

ありますので、市長にお伺いいたします。

　サイクリングステーションの自転車貸し出し

について。

　現在は観光用としてのサイクリングステーシ

ョンの利用・活用はできていないと思っており

ます。ただの通勤・通学者の駐輪場であり、本

来の観光客目的のサイクリングステーションの

自転車貸し出しはできていないですが、どのよ

うに取り組まれるか、お聞かせください。

　教育旅行民泊の基金について。

　９月の議会で池之上議員の民泊支援策として、

答弁といたしまして、「貸付金制度を検討し、

協議し、新年度予算に対応していきたいと思っ

ております」と答弁されております。新年度に

実施できるのか、お伺いいたします。

　森の駅のガス給湯器について。

　森の駅のガス給湯器は、鉱泉を利用した給湯

器であり、安全面は大丈夫なのか、お伺いいた

します。

　南中学校跡地の利活用については、先ほどの

田平議員の質問と重複いたしますので、これは

割愛いたします。

　社会教育関係について。

　図書館の祝日開館について。

　これまで、図書館開館については、開館の時

間延長や祝日の春分の日・子供の日・海の日・

秋分の日・文化の日の５日間を開館に取り組ん

でいただき、感謝しております。文化のまち、

教育のまちを誇る我が垂水としまして、15日の

祝日のうち５日間の開館は寂しいと思っており

ます。全祝日開館に向けての考えをお聞かせく

ださい。

　校区公民館について。

　公民館活動は、社会教育の発展につながって

いくと思っております。各公民館の主事さんの

仕事量も大変忙しく、特に垂水中央区の公民館

では、他の地域に比べ仕事量も多く、大変苦労

されていると聞いています。何かいい方策はな

いか、お聞かせください。

　次に、財政調整基金について。

　財政調整基金は、第２次財政改革プログラム

で平成26年度までで７億円の目標でありました

が、平成24年度決算では２倍近くの13億円に達

しております。第３次財政改革プログラムが見

直しの時期と思いますが、今後の見通しと目標

額をお聞かせください。

〇総務課長（中谷大潤）北方議員の質問にお

答えいたします。

　市民への防災情報の発信につきましては、防

災行政無線、ホットメール、緊急速報メール、

コミュニティＦＭ放送の通信や消防団による広

報などの手段によりまして、幅広く市民へ周知

するように努めています。

　防災行政無線については、屋外子局が42局、

急傾斜地区、土砂災害警戒区域など災害のおそ

れがある地域を中心に、戸別受信機を約1,800個

設置しております。しかしながら、大雨や台風

時など防災無線による放送が聞こえにくい場合

もあり、垂水としては、人災ゼロを目指し、安

心・安全のまちづくりのために、防災情報が確

実に市民に伝わることが大切であると認識して

いるところでございます。

　防災無線は、電波法などの改正により、平成

34年までに現在のアナログ回線からデジタル回

線へ変更する必要があり、そのデジタル化及び

戸別受信機を各世帯に配布すると、多額の経費

を要して市の負担が大きいために、コミュニテ

ィＦＭを活用して防災ラジオを各世帯に配布す

る方法が、防災無線と比べて安価で確実に市民

に情報が伝わる手段であるということが、試算

の結果、判明いたしております。また、昨年12

月議会でもこの取り組みに前向きな回答をして
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いるところでもございます。

　その防災ラジオは、ふだん放送を聞いていな

くても、割り込み放送という形で情報を流せば、

防災無線と同様、自動的にラジオから防災情報

が流れるものです。ただ、市内にはまだＦＭ放

送が届きにくい場所があることから、まず、そ

のような難視聴地域を解消する方策について、

現在、総務省通信局と協議中でございます。そ

の協議が調えば、中継局の移設などが予想され

ますので、そのための必要な手続を本年度中に

終了する予定でございます。

　26年度予算につきましては、防災ラジオ配布

に必要な経費を要求していますので、今後、財

政課と協議の上、必要な財源及び予算の確保を

図り、コミュニティＦＭと放送の運用調整を行

い、26年度中には難視聴地域解消のための中継

局の移設などを行ってから、防災ラジオを順次

各世帯に配布し、防災情報などが確実に住民に

伝わるようにして、安心・安全な垂水のまちづ

くりの実現を図ってまいります。

　続きまして、災害時の生活用水と井戸水活用

について、お答えいたします。

　さきの６月議会で答弁しましたことと重複い

たしますが、災害時における断水時の対応とし

まして、飲料水につきましては、災害対策本部

の水道対策部を中心に給水体制に取り組み、場

合によっては自衛隊などへの要請を行って対応

してまいります。ただ、生活用水につきまして

は、炊事、掃除や風呂水、特に水洗トイレ用な

ど、飲料水の何倍、何十倍もの量を必要としま

すので、各家庭にあります井戸水の活用は、断

水時においては非常に有効な方策であると認識

しております。

　さきの６月議会にて、井戸をお持ちの家庭の

調査を検討したい旨の答弁をいたしましたので、

井戸水に関する所管課の生活環境課でアンケー

トを実施していただきました。現在、９割方の

回収率とのことですが、飲料水として使用して

いる世帯は約300世帯余り、生活用水として使用

できる世帯は1,000世帯余りとの結果が出ている

ようでございます。

　災害発生時には、行政のみの対応だけでなく

地域の協力が不可欠であります。断水時におけ

る各家庭の井戸水使用につきましては、今回の

アンケート結果の活用も考えておりますが、地

域のつながりから、過去の災害時と同様に今後

も使用させていただけると思いますので、共助

の観点からも、自主防災組織の活動の１つとし

て地域で対応していただきたいところでござい

ます。

　生活用水としての使用につきましては、アン

ケートの回収が全て終了しましてから、井戸の

所有者に対し、例えば井戸水を断水時の生活用

水として提供をしていただけるのかについての

アンケートを再度とるなど、どのようなあり方

で災害時の対応をお願いしていけばいいのか、

協力家庭の認定や標識設置の方策など、また、

個人情報保護の面から、どこまでデータを活用・

公表できるのかも含めて、今後検討していきた

いと考えているところでございます。

〇市長（尾脇雅弥）北方議員の御質問にお答

えをいたします。

　北方議員には、特に観光事業に対しまして深

い御理解をいただいておりますことに感謝を申

し上げたいと思います。

　垂水しおかぜ街道構想は、県が進める錦江湾

しおかぜ街道構想の中での垂水版として、平成

21年度に垂水市観光開発審議会において決定さ

れたものであります。主な整備は、県観光課の

魅力ある観光地づくり事業と連携し、新城の宮

脇公園の整備、海潟の脇登の旧道の整備、海潟

漁港のさくら公園の整備、垂水フェリーターミ

ナルの駐輪場整備などが行われてまいりました。

　議員から御指摘がありました柊原から浜平の

区間は、宮脇公園から延長部分として平成21年

度以降に着手する予定であったことは承知をし
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ております。構想の中では、護岸を使ったサイ

クリングロードの整備や、場所によっては橋梁

の建設なども盛り込まれており、37キロの海岸

線を持つ我がまちにとっては、海岸線を生かす

ということから非常にありがたい事業であると

思っております。このような事業を推進してい

ただいております県に感謝を申し上げたいと思

います。

　事業の着手の優先順位に関しまして、市より

観光課に申請するわけですけれども、市としま

しては、21年度に宮脇公園、22年度に海潟、脇

登、23年度にさくら公園、垂水フェリーターミ

ナルの駐輪場、24年度から25年度にかけて、海

潟さくら公園から荒崎に至るルートのカラー塗

装の整備をお願いしている状況でございます。

　この間、魅力の事業では、平成22年度に千本

イチョウ園の駐車場、平成23年度に埋没鳥居展

望所、平成24年度に猿ヶ城渓谷森の駅多目的広

場と、しおかぜ街道事業以外を行っていただい

ており、他の市町村と比較しても非常に多くの

事業を実施していただいております。

　御指摘の区間につきましては、一部、護岸の

部分を私有地のように使用しているということ

は確認をしているところでございますが、さき

に説明したとおり、質問のあった区間について

は、現在のところ事業計画に入っていないこと

から、直接交渉は行っておりません。同じよう

な場所は中俣や海潟にもありますので、今後、

事業を申請する際に、こうした土地問題を解決

しなければ事業の採択を得られないことが判明

しましたら、担当課と連携をして、必要に応じ

て対応してまいりたいと考えております。

〇水産商工観光課長（山口親志）北方議員の

観光に関しての御質問にお答えいたします。

　まず、サイクリングステーションの自転車貸

し出しの件でありますが、市長の答弁でもあり

ましたとおり、魅力ある観光地づくり事業で駐

輪場を整備していただきました。事業の目的で

もありました、ターミナルに観光用のレンタサ

イクルを置くということは、議員御指摘のとお

り、駐輪場が整備されてからの課題であります。

　レンタサイクルを置くことの是非については、

これまでも検討してまいりましたが、受け付け、

管理の問題、置き去り、乗り捨て、交通事故、

既存の交通のタクシー等への営業妨害など、さ

まざまな問題が発生する危惧もありますことか

ら、実施にまだ至っておりません。

　今後については、管理面からも含めまして、

観光協会及びターミナルを管理する岩崎産業と、

早期の配備を目指して協議してまいりたいと思

います。

　教育旅行の民泊家庭への支払いのための基金

についてでありますが、９月議会の池之上議員

の質問、提案にもありました、一月の間に何組

もの受け入れを行われた場合、受け入れ家庭の

負担が非常に高額になること、一般的な市債で

の対応を行っても数カ月後には必ず歳入として

入ってくることが確実であること、26年度も今

年度と同規模の民泊型教育旅行が実施される予

定であることなどから、財政課としっかり協議

し、受け入れ家庭の負担が少しでも軽減できる

ような対策をとってまいります。

　それから、森の駅の温泉整備と給湯器の関係

でありますが、本日いろいろ説明しております、

森の駅たるみずの宿泊施設にせっかくすばらし

い冷泉があることから、冷泉を利用した温泉整

備を大隅地域振興局の地域振興事業として平成

24年度設計を行いまして、今年度事業で泉源の

整備、貯水タンクの設備、太陽熱を利用した温

水器の設置、各コテージへの配管を終え、検査

も終了いたしましたので、12月中には利用でき

ると思います。

　その中で、ガスの給湯器については、各コテー

ジに１台ずつ設置したものでありますが、機種

を選定する際に、設計事務所を介して温泉成分

表を送り、耐久性について確認を行っていただ
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きました。その結果、使用する鉱泉はカルシウ

ムと硫黄を含んでおり、金属に関しては、腐食

を生じる場合もあるが、どの程度の期間でそれ

が発生するかは限定できませんでした。備品と

しての耐用年数である５年間は十分対応できる

見込みとして導入いたしました。また、腐食等

による他の機器に影響が生じないように、従来

の温水器等とは別に独立した配管・配線を行っ

ており、定期的に検査を徹底し、事故に備えな

がら、初期の部品交換などを徹底して行うこと

で、器具の寿命を維持してまいりたいと思って

おります。

　以上であります。

〇社会教育課長（瀬角龍平）北方議員の社会

教育関係についての御質問にお答えいたします。

　まず、図書館の全祝日開館についての御質問

にお答えをいたします。

　垂水市立図書館は、平成23年度より、年間14

日ある祝日のうち、子供の日・海の日・秋分の

日・文化の日・春分の日の５つの祝日を開館を

し、住民の方々の利便に供しております。５日

間の祝日開館を行ってから３年目となり、利用

の推移を見守ってきたところでありますが、年

度別の利用者数は、平成23年度372人、平成24年

度334人、平成25年度は現在のところ299人で、

合計1,005人であります。また、貸し出し冊数に

ついては、平成23年度491冊、平成24年度439冊、

平成25年度は現在のところ420冊で、合計1,350

冊となっております。

　このような利用状況にかんがみ、平成26年度

からの全ての祝日開館につきましては、現在、

関係課とも協議を進めているところでございま

す。

　次に、地区公民館について、垂水地区公民館

主事の職務は、他の公民館と比べて事務量が多

いと思うがという御質問にお答えをいたしたい

と思います。

　現在、垂水市内には、地区公民館が９つござ

います。それぞれ地域のコミュニティセンター

として、そしてまた生涯学習や地域文化を担う

拠点として重要な役割を担っていただいており

ます。中でも、垂水地区公民館は、担当戸数が

垂水市全体の約半数を占め、そしてまた振興会

の数も、市全体で148あるうち47振興会を占めて

おりますことから、他の地区公民館と比べて負

担が多くなっております。したがいまして、今

後、垂水地区公民館の主事の事務軽減につきま

しては、事務量を今後、詳細に把握をし、方策

を検討してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇財政課長（野妻正美）財政調整基金につい

ての御質問にお答えします。

　財政調整基金は、経済事情の著しい変動によ

る財源不足や、災害により生じた経費の財源な

ど、各年度間における財源の調整を図るために、

地方財政法により設置を義務づけられている最

も重要な基金でございます。平成24年度末の積

立額は13億500万円で、前年度より１億3,400万

円の増となっておりますが、これまでの行財政

改革の成果や地方交付税の回復などにより、特

に平成22年度以降におきましては順調に積み立

てができているところでございます。

　第２次財政改革プログラムにおける財政調整

基金の目標額につきましては、平成20年度の県

内各市の積立額を参考に、標準財政規模のおお

むね13％から15％程度である７億円としたとこ

ろでございます。その背景としましては、大き

な災害があった平成17年度は財政調整基金を３

億5,000万円取り崩しているため、せめて２年続

きの災害に耐えられる程度の基金は必要という

ものでございました。７億円という目標は、十

分ではないものの、４億5,000万円しかなかった

当時においては現実的な目標の設定であったと

考えております。

　その後、既に平成22年度末で目標を超える10

億円の積み立てができたところでございますが、
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平成23年１月に財務省財務事務所の財政状況ヒ

アリングがあった際に、財務指標の１つである

積立金等月収倍率が全ての積立基金の合計で1.

1カ月分しかなく、危険な状態であるとの指摘を

受けております。当時、財務省が目安としてい

たのが、月収倍率の３カ月分とされていました

が、本市に当てはめれば基金全体で20億円以上

が必要ということでありました。平成24年度末

の積立基金の合計額は21億9,000万円で、積立金

等月収倍率はちょうど３カ月分となっておりま

すので、当面の目安は達成したと考えておりま

す。

　県内の他団体との比較では、平成24年度末の

基金全体の積立額が県内43団体中27位、財政調

整基金の積立額が21位となっており、本市が必

要以上に積み立てができている状況ではないよ

うでございます。

　もちろん、地方自治体の責務は住民の福祉の

向上を図ることですので、必要に応じて基金を

使って事業を行うことも考えております。実際

に、平成25年度当初予算においても１億1,600万

円の財政調整基金繰入金を計上しているところ

です。

　しかしながら、国の状況を見ましても、地方

財政の好転を受けて、地方交付税の見直し論が

出ているようでもございますので、三位一体改

革のときのような急激な歳入不足に対する備え

は必要でございます。また、本市は、市役所本

庁舎を初め、公共施設の老朽化が進んでおりま

すので、市民の安全・安心のためにも、市有施

設整備基金を中心に今後も計画的な基金の運営

が必要であると認識しております。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　それでは、２回目の質問をさ

せていただきます。

　安心・安全のまちづくり。防災ラジオの件に

関しては、総務課の課長が前向きに取り組んで

いただいていることはまず感謝申し上げます。

難聴地域とか、そういうところを解消からとい

うことですけれども、それが済めば当然、目的

である全戸配布を一層力を入れて予算獲得に邁

進してください。

　この点はこれで終わります。

　生活用水と井戸水についてですけれども、こ

れも何回も質問するわけなんですけれども、先

ほど言われたように、90％調査の中で３割方が

飲める水だということで、残りは生活用水とし

て使用できるわけなんですけれども、この中で、

災害時というのは停電があったりするわけなん

ですよ。それで、大概が今、井戸水を利用され

ているのは電源を使ったポンプを使っておられ

ると思います。災害時には停電とか、またそう

いう水害に遭って、電気は来ておるんだけど、

水没したら使えないとか、そういうのが発生す

ると思います。そういうのが発生したら、せっ

かくあっても使えないわけですよね、その生活

用水、飲料水として。

　古い考えというか、災害時にはどうしても近

代的なそういう機器が使えないものと思ってお

りますので、昔ながらの手押しポンプ、これを

市長、考えて、災害のときの水の確保はしてい

ただきたいなと、また計画に乗せていただきた

いと思っております。なぜこう言うかといいま

すと、私も前言ったと思うんですけれども、実

際、牛根でそのとき全然電源が使えずに、手押

しポンプで集落の方から大変役立ったというこ

とも聞いておりますので、その辺をちょっと検

討課題としておっていただきたいと思います。

　それと、災害時の協力家庭の認定、これは個

人情報という観点もあるかもしれませんけれど

も、やはりそういう協力家庭があってこそ、や

はり災害の軽減といいますか、被害の軽減とい

いますか、皆さんが有効に使えますので、この

認定をまず考えていただきたい。

　だから、これで安心・安全については終わり

ます。前向きに取り組んでください。
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　次に、観光事業について。その中で、しおか

ぜ街道、これ市長は今し方、何と言いましたか

ね、現在、事業計画になっていないと言われた

と思うんですけれども、現在という言葉を使わ

れましたけれども、これ当初はここからやる計

画があったわけですよ。しかしながら、そうい

う違法建造物があるということで県のほうがち

ゅうちょしたということで、錦町のところの川

の２カ所も、川が２本あるわけなんですけれど

も、橋をかけるというような計画まであったと

思うんです。しかしながら、先ほど言いました

ように、違法建物があったからこれもできなく

なったということです。

　だから、今現在計画はないと言われましたけ

れども、やはり観光を重視するならば、市長の

地元であり、トップ交渉ということは今後考え

ておられないか、ちょっとその辺を聞かせてい

ただけませんか。

〇市長（尾脇雅弥）経緯については、今、北

方議員がお話をいただきましたけれども、もち

ろん私がいろんな場面で出ていくことはあるん

ですけれども、まずは計画に従って担当職員な

り関係者が協議をして、お話をされて、最終的

にいろんな形で出ていったほうがいいという場

合はそういうことも検討しておりますので、そ

のようなことと御理解いただければと思います。

〇北方貞明議員　担当課に任せて、最終的なと

きには私が行くと言われましたけれども、やは

り地元ですから、世間話ついでにもいろいろな

話ができると思いますよ。だから、そういう形

で前向きにこれも、市長、取り組んでください。

地元ですから。よろしくお願いします。

　次に、民泊基金の件に関しては、本年度、来

年度の予算で獲得するとお答えがいただければ

一番いいですけれども、そういう意気込み、も

う一遍お聞かせください。

　ということは、この間、最後の民泊が終わっ

たわけなんですけど、そのときの意見交換、反

省会で、大方の方が年金生活でやっておると、

ふれあいは楽しいんだけれども、やはりそうい

う何回もの出費が重なれば大変だということを

皆さんが言うておられます。だからこれは、こ

れからも民泊が発展するには、その人たちの負

担軽減をするためにも、ぜひ来年度は基金を積

み立てます、設置しますと、うれしい答えをい

ただけないでしょうか。

〇水産商工観光課長（山口親志）さっきの答

弁は、その気持ちで答弁したつもりでおります。

〇北方貞明議員　大変ありがたい言葉を、二重

丸をいただきました。ありがとうございます。

　森の駅の給湯器なんですけれども、鉱泉を使

用して、鉱泉は、給湯器は中のパイプは銅パイ

プで、そういう鉱泉とかそういうのでは大変腐

食が進むと聞いております。道の駅でしたか、

あのときはスケールと言いましたけれども、今

回もスケールでしょうけれども、スケールがた

まったり、そしてまた腐食すれば、ピンホール

ですか、小さな穴があいてそこから吹き出すと

いうような危険性もあると聞いております。

　その辺のところは十分検討されて、そういう

設置されたと思いますけれども、私がこの間、

ある民間の方から資料をいただいております。

それで、私は今、鉱泉という言葉を使っており

ます。この資料の中には温泉という言葉で述べ

ておるんですが、給湯器には温泉水は使用しな

いでくださいというようなことも、これは温泉

水と書いてあります。温泉水には使用しないで

くださいと、そういうことを書いてあるんです

けれども、温泉といったら、温泉と冷泉がある

わけですけれども、温泉という言葉でいけば、

25度以上が温泉かな、でしたかね。間違っとっ

たらごめんなさい。それで冷泉がその下、15度

かどうか知りませんけど、そういう分け方があ

ると思うんですけれども、猿ヶ城の場合は冷泉

ですよね。これには温泉と書いてあるんですけ

ど、冷泉でも大丈夫というようなお墨つきが出
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たんでしょうか。

〇水産商工観光課長（山口親志）先ほども申

し上げましたとおり、検査も終了しまして12月

中に稼働の予定でありますが、まだ稼働してお

りません。ただ、そうした中で、給湯器に冷泉

をということで心配はしておりますが、成分を

少し調査してみましたけれども、厚生労働省が

定めます飲用水の基準と比べましても、基準内

の成分がほとんどでありますということ、それ

と日常的な使用頻度がないことからも、備品と

しての耐用年数の５年の耐用は十分できるとい

うことで決定をして、導入させていただきまし

た。

　ただ、そのような指摘をいただきましたので、

運転の前に再度もう１回、うちの課もですが、

設計をしていただいたところともう１回、再度

そのあたりは協議をして、対応をさせていただ

きたいと思います。

　ただ、１回目で答えましたとおり、そういっ

たことが懸念されるようでありますと、先ほど

申し上げましたとおり、きっちりと定期検査や

そういった検査等を実施していきまして、それ

と配管も今２つにしておりますので、そのあた

りの予備の対応はできるかと思います。再度も

う１回、検討をいたし、今の質問に対応をして

いきたいと思っております。

　以上です。

〇北方貞明議員　事故のないようにしていただ

くために私もこういう質問をしておるわけなん

ですけれども、ちょっとつけ加えますけれども、

この対策として軟水器を取りつけたら事故防止

もできるんじゃないかと、軟水器を取りつけた

らそういう問題点も解消するんじゃないかとい

うふうな注意書きもここに書いてありますから、

参考にしていただけたらと思っております。

　次に、図書館。祝日開館に向けて努力されて

いることは十分わかっておりますけれども、今、

それこそヒアリング中ですから、祝日開館すれ

ば雇用の面で費用もかかると思います。そうい

う面でヒアリング中でありますので、ぜひ獲得

してください。それも応援しますので、獲得し

てくださいよ、お願いしますよ。

　主事さんのことですが、１つだけお聞きした

いんですけれども、今現在、垂水の全公民館の

主事さんには、社会保険等のそういう扱いはど

のようになっておるんですかね。以前聞いたと

ころによりますと、何年か前か知りませんけれ

ども、そういう主事さんの中で、そういう社会

保険が欲しいなという人もおれば、いやいや、

そんなのは要らないというか、必要ないという

か、そう言われたというのもちらっと聞いてお

るんですけれども、それらを兼ね合いして、今

後、主事さんの社会保険制度的なことはどのよ

うに考えておられるか、ちょっとお聞かせくだ

さい。

〇社会教育課長（瀬角龍平）それでは、北方

議員の２回目の御質問ですけれども、社会保険

等の福利厚生についてだと思いますけれども、

今現在、これまで、公民館主事につきましては、

発足当時から、国民年金そして国民健康保険の

加入対象者としているところでございますけれ

ども、今御質問がありましたように、いろいろ

な御意見がございます。そういうことから、今

後、ほかの市町村の公民館主事の勤務形態、そ

して手当の支給方法、今申し上げましたけれど

も、社会保険とか年金の措置状況等を調査の上、

検討をしてまいりたいと思います。その中で、

電話確認でしたけれども、19市の中でもそれぞ

れまちまちの状況であるようでございます。今

後、今申し上げましたように、ほかの19市等を

調査の上、検討してまいりたいというふうに思

っております。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　他の市の調査、対象にしてと、

それはいいんですけれども、やはり独自でしょ

う。我がまちはこれでいくとかいうふうな方式
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で、他の方式を勉強されるのも結構ですけれど

も、まず独自の考えを示していただければ一番

いいと思ったんですけれども、仕方ないかなと、

今思っております。前向きにこれも取り組んで

ください。よろしくお願いします。

　その点は終わります。

　次に、財政基金について。基金、市の貯金が

多いのは本当にいいことなんです。私もお金が

あるほどいいです。ないよりあったほうがいい

です。だけど、お金はやはり生きて使ってこそ、

金の値打ちがあると思います。ためるのも結構

です。だけど、ここまでたまったというのは、

裏を返せば市民の辛抱があったからこそとも思

います。だから、還元する意味でもこういう、

皆さん方には辛抱したけれども、目標の倍近く

お金が、基金がたまったんだというようなのも

発信していいと思います。市報で発信はされて

おりますけれども。

　今まで、市民は、けさ方も誰か言いましたよ

ね、同僚議員が。金がない、金がないと、合併

のあれからマインドコントロールされて、ない

ものと思っておる人も多いです。それじゃなく

て、皆様の辛抱のおかげでこれだけためました

と、今度はこれぐらい皆さんにお返ししますよ

と、そういうような発信もいいと思います。市

長、市長が使いやすいように私は言うておるん

ですから、そういうような発信も結構じゃない

かなと思います。

　それで、例えば振興会の要望とか福祉関係、

弱い立場の人とか、また教育関係では将来を担

う青少年のために大いに使っていただきたいと

思うんですが、そういう気持ちがちょっとでも

あれば、市長、お願いします。

〇市長（尾脇雅弥）まさしく同感でありまし

て、そういうつもりでこれまでやりくりをして

きたところであります。やはり一定の財がない

と、なかなかいろんな事業を展開するにしても

難しいわけですので、当時、平成の合併が、し

ないという選択肢を垂水がしたときの状況から

比べますと、今、北方議員がおっしゃったよう

な、市民の皆さん、特に御理解をいただいて、

役所の職員、議会の皆さんも、砂をかむような

思いでこの約10年近くを取り組んでいただいた

というふうに思っております。

　そのおかげさまで一定の財を蓄えてきつつあ

りますので、ただ、先ほど財政課長が申し上げ

たように、これまでと比較してということであ

りまして、他市町村、あるいは今後の状況もい

ろんな形で支出が出てきますので、その辺も踏

まえながらしっかりと対応をしていかなきゃい

かんなというふうに思っています。

　当時、昨年の今ぐらいでしたでしょうか、け

さ川越議員の質問がありましたけれども、業界

の皆様方と意見交換を11月ぐらいにさせていた

だきまして、市長、公共事業をいっぱい出して

くれというような要望がありました。全く私自

身もそういう気持ちでおりましたけれども、当

時、民主党政権の中で「コンクリートから人へ」

というところで、国の予算としてもやっぱり半

分ぐらいに減っておりましたから、我々が単独

でやってもなかなか投資対効果という意味で難

しい面もございました。ただ、政権がかわりま

して、アベノミクスの効果もありまして、いろ

んな経済対策事業もありまして前年比230％、さ

らにはいろんな業界の皆さんにおいても、100％

隅々までということではありませんけれども、

ある程度の状況に来ているということを考えて

おります。

　ほかの分野に関しても、福祉でありますとか、

いろんなこともやらなきゃいけないことはいっ

ぱいありますので、貴重な財源をどういうふう

にして有効に活用していくのか、また、新庁舎

の建設でありますとか、老朽化したものの建て

かえとか、いろんなことがありますので、その

辺のものを精査して、優先順位を考えながら、

また議会の皆さんに御提案申し上げて、少しで
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も生きたお金という形で有効活用していきたい

というふうに思っております。

〇北方貞明議員　これで質問は終わります。あ

りがとうございました。

〇議長（森　正勝）次に、６番堀添國尚議員

の質問を許可します。

　　　［堀添國尚議員登壇］

〇堀添國尚議員　執行部の皆さんも、議員の皆

さんも御苦労さまです。私がきょうは最後にな

るかと思いますが、しばらくの間よろしくお願

いいたします。

　早速ですが、議長の許可をいただきましたの

で、さきに通告しておきました案件について質

問しますので、簡潔で明確なる答弁をお願いい

たします。

　まず最初に、人権擁護委員制度についてであ

ります。

　垂水市の定員は６人で、現在３人が活動して

いて、定年が75歳と聞いております。相談内容

は複雑多岐であると思われますが、現在の３人

で対応は十分であるか。十分であるとしても、

委員の年齢がどのようなものであるかわからな

いが、定年が来た場合、３人が２人になり、経

験不足であったりして戦力が落ちるおそれがあ

ると思われる。ここが問題点であり、今後の対

策が必要となってくるが、今後の対策はどのよ

うに考えているか、お尋ねいたします。

　２番目に、市営住宅について、伺います。

　いろいろ問題点があると思います。今回は、

２階建て以上の建物の安全性のため、手すりを

設置することが必要であると思います。設置の

状況と今後の対策はどのように考えているか、

お尋ねいたします。

　また、屋根がスレートぶきの住宅が数カ所あ

ります。ことしの夏は一段と暑い夏でしたが、

部屋は物すごい暑さだったのではと思われます。

部屋に何らかの断熱を施す必要があると思われ

ます。安全性と居住性の向上というこの２点に

ついて、お尋ねいたします。

　３番目ですが、国道220号の今後の整備計画で

すが、中央より南のほうはほとんど整備は終わ

りに近づいてきたように思います。中央より北

のほうがまだ道半ばという感じがします。海潟

トンネル、牛根麓、辺田、上ノ原、二川、境地

区の今後の計画をお知らせください。

　また、雨量によって通行が制限されるところ

があります。道路が整備されても、この問題が

解決しなければ、牛根方面の道路の整備は未完

成であるといっても過言ではないと思いますが、

この点についての取り組み、今後の対策につい

てどのようになっているか、お尋ねいたします。

　これで、１回目の質問を終わりますが、答弁

の内容によっては再質問いたします。ありがと

うございました。

〇市民相談サービス課長（森下利行）堀添議

員の人権擁護委員制度についての御質問にお答

えいたします。

　人権擁護委員制度は、さまざまな分野の人た

ちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害さ

れないように配慮して、人権を擁護していくこ

とが望ましいという考えから設けられたもので、

諸外国に例を見ない制度として昭和23年７月に

発足し、現在約１万4,000人の方が法務大臣から

委嘱されております。また、委嘱につきまして

は、市町村長が人権擁護委員にふさわしい地域

の候補者を選び、議会の意見を聞いた上で法務

局へ推薦を行っているところであります。

　次に、人権擁護委員の活動でございますが、

人権相談に応じるため市民館や牛根、新城地区

公民館において実施しております特設人権相談

所の開設や、小学生を対象にした人権教室の開

催のほか、市民一人一人の人権意識を高めるた

めの啓発活動に取り組まれております。年間の

相談件数は約40件程度でありますが、３名の委

員の方は人権擁護委員としての経験も長いこと

から、市民からの相談には十分対応できている
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と思われます。

　しかしながら、議員御指摘のとおり、近年、

人権に対する相談は、市民の権利意識の向上、

社会生活の複雑化、価値観の多様化などを反映

して、相談内容は多岐にわたってきており、人

権擁護委員として委嘱されてもすぐに対応でき

るものではなく、相談者からの聞き取り能力や、

的確なアドバイスなどを行うためには、実務経

験を積み上げてからこそできるものだと考えて

おります。

　現在委嘱されている委員の中には、ここ数年

で定年を迎えられる委員の方もおり、市としま

しては、人権啓発活動の一層の推進体制の充実

や、複雑多様化する人権問題に適切に対処する

ためにも、識見が高く、人権擁護について理解

をしていただける人がいらっしゃいましたら、

議会の皆様方の意見を伺いながら、法務局へ推

薦してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）堀添議員の市営住宅

の安全性と居住性の改善についての御質問にお

答えいたします。

　まず、手すりの設置状況について、お答えい

たします。

　現在、４階建て市営住宅の海潟団地、元垂水

団地の３号棟、旭町団地、下宮団地の４棟には、

共用階段に手すりを設置してありますが、まだ

設置していない団地、第２牛根境団地、城山Ｂ

団地、元垂水団地の１号棟、２号棟につきまし

ては、今後も、安心・安全を考慮して、毎年１

団地につき１棟ずつ設置していく計画でござい

ます。また、２階建ての団地の内部階段につき

ましては、既に設置済みでございます。

　次に、市の所有している公営住宅及び定住促

進住宅の全てにつきまして、平成24年度に公営

住宅に対するニーズや財政状況を考慮しながら、

既存の公営住宅を効率的に活用して、将来にわ

たって安全で快適な住まいを確保していくため、

団地別、住棟別の活用を定め、長期的視点に立

った公営住宅の整備、維持管理を実現すること

を目的としているところでございます。

　この計画では、市営住宅の状況を把握し、予

防保全的な観点から、適切な修繕・改善の計画

を定め、長寿命化のための維持管理による更新

コストの削減と事業量の平準化を目指していま

す。また、建てかえ、集約化等を図る市営住宅

については、従前居住者の状況や事情に配慮し

つつ、効率的な活用プログラムを策定している

ところですが、計画期間が10年と長いため、御

質問の屋根がスレートぶきの市営住宅の断熱対

応策も含めまして、工法や事業費等の問題もご

ざいますので、その間の維持修繕につきまして

は、状況に応じて対応していかなければならな

い問題だと考えているところでございます。

　続きまして、国道220号についての御質問にお

答えいたします。

　一般国道220号の道路整備促進につきましては、

毎年大隅河川国道事務所、九州地方整備局、国

土交通省及び国会議員の先生方に、市長及び市

議会国道特別委員会を代表しまして議長連名に

よる要望書を提出させていただいており、整備

促進が図られているところでございます。

　具体的にとのことでございましたが、大隅河

川国道事務所へ確認できました内容でお答えい

たします。

　現在、国道220号の垂水区間におきましては、

６つの地区がございますが、その中で早崎改良、

これは脇登から早咲大橋起点区間と、新城拡幅

柊原地区でございますが、につきましては、平

成25年度で完了する予定とお聞きしております。

　その他の地区でございますが、牛根麓・辺田、

二川、牛根境の３地区につきましては、全て歩

道整備工事を実施中とのことでございます。

　各地区の整備状況を説明しますと、宮崎小路

地区につきましては、平成24年度に用地調査や

境界立ち会いなどが行われまして、現在は用地

― 96  ―



取得の交渉を始められているとのことでござい

ます。

　牛根麓・辺田地区でございますが、平成23年

度に海側の歩道整備が完成し、平成24年度から

山側の用地調査や境界立ち会いなどに着手され、

本年度は一部で拡幅のために家屋の解体作業が

始まっているようでございます。

　二川地区につきましては、既に山側の歩道整

備が完成しておりますが、海側につきまして、

辺田地区同様、拡幅のために家屋の解体作業や

移転が始まっているようでございます。

　最後に、牛根境地区でございますが、海側の

歩道整備から着手され、解体作業や移転が終了

した箇所から工事着手され、一部につきまして

は完成しているようでございます。

　なお、次年度以降の整備計画でございますが、

予算成立後に公表を行い、とのことでございま

したので、議員におかれましては御了承いただ

きたいと思います。

　次に、遮断機の撤去でございますが、現在は

２カ所設置してありまして、１カ所は浮津地区、

もう１カ所は本市と霧島市の市境付近に設置し

てあります。この間約４キロメートルございま

すが、議員も御存じのとおり、連続雨量200ミリ

で通行どめとなります。この交通規制を解除す

るためには斜面の防災工事が実施される必要が

ありますが、用地問題で事業が推進できない状

況でございますので、議会国道特別委員会の皆

様方のお力もおかりしまして、事業着手ができ

るように努力していきたいと考えているところ

でございます。

　なお、一般的に遮断機を撤去するためには、

斜面の防災工事完了後、一定期間斜面の安定状

況を確認し、専門家の意見を聞くという手順が

必要とのことでございます。

　以上でございます。

〇堀添國尚議員　人権擁護委員の問題だけど、

75歳になったら定年になるわけでしょう。今３

人おって、２人になって、熟練と経験が必要な

わけだから、75歳の人が定年になって新しい人

を入れても、戦力は落ちるわけだから、それに

ついてはサービス課のほうでは今後、改善する

ように取り組むということでよろしいですね。

（発言する者あり）はい、よろしくお願いいた

します。

　それでは、土木関係について、市営住宅のこ

のことなんですが、いろいろありますよね。も

う入居を断って建てかえるんだとか、そういう

場所とかありますね。それと、今、「ももや」

の前にあるスレートぶきとか、下宮とか、今の

垂高の近くのあそこはそういうわけにもいかん

でしょう。現実に満杯なはずですよ。そうする

と、あなたも認識していらっしゃるとおり、先

ほど川畑議員も、ことしの夏は暑かったという

ことでした。記録としてもそれはもう記録的な

ものだったですよね。そういう中で、あそこの

中に入っている人たちはすごい暑さだったと思

うんですよ。

　それについて長々と説明されましたけど、簡

単に言えば断熱材を施すのか施さないのかと、

そういう質問なんですから、そこを前向きに考

えられたら、やりましょうと、それこそ安心・

安全、住んでよかった垂水市ということがうた

い文句になっているわけだから、当然の答弁と

してはそういうふうに出てくると私は想像して

いたわけですよね。だけど、後ろ向きで前に進

むような答弁じゃないですか。

　しかも、高齢の方が多いですよ。行ってみれ

ばいろいろあるの、炊事場が、その土台がもう

崩れているからとか、いろいろ窓も、戸を自分

たちで修繕したとかあるんです。だけど、今回

のこの質問は、この屋根の塗装に限って私は質

問をしているんです。２回目の答弁を求めます。

　国道のことについては、道路の整備について

は、まだ国交省に聞いたほうが答弁はわかりや

すかったです。それはもうそれでいいです。大

― 97  ―



体あなたのおっしゃることと私が聞いたことと

一緒ですから。

　遮断機の件ですけどね、２カ所ありますよ。

牛根の境のほうと、先のほうにですね。どこが

用地買収に支障を来しているんですか。

　この２点について、スレートぶきの断熱材と、

この遮断機の解除に向けての用地買収が困難な

ところ、どこなんですか。先のほうですか、手

前のほうですか。

〇土木課長（宮迫章二）まず、その市営住宅

の断熱材の対応ですけど、先ほども申しました

けど、現在、市営住宅の長寿命化計画というこ

とで、市内全域の市営住宅について建てかえか

修繕か用途廃止かということで、している中で、

計画期間が10年ございますので、今言われます

断熱対応につきましても、それとは別に維持管

理をしていかなければならないということで、

今、やるということは答えられませんけれども、

検討はしていきたいというふうに考えておりま

す。

　それと、遮断機の問題でございますが、手前

のほうが浮津港の横にございます。それを曲が

って急傾斜が続いているわけなんですけれども、

そこの防災工事をするという計画になっており

ますけど、そこの用地の関係がまだ承諾をもら

えていないという状況でございます。

　以上でございます。

〇堀添國尚議員　ちょっと前向きになってきた

ですね。検討しますということは、やりますと

いうことを前提にしての検討だと思いますので、

そういうふうに理解してよろしいですね。

　それと、今の遮断機の浮津のところですね、

その用地買収が難しいというのは、もう皆さん

がいろいろ対応されてみて不可能なような感じ

がするのであれば、ハマダタイヤのほうへ私は

トンネルを通したほうが早いと思うんですよ。

そこらあたりをどういうふうにお考えですか。

〇土木課長（宮迫章二）この問題は、国道220

号の関係でありますので、また特別委員会や国

道のほうに要望という形になりますので、ちょ

っと即答は避けたいと思います。

〇堀添國尚議員　先輩議員が私に行けというふ

うにおっしゃいますけど、トンネルのことは大

きな問題でもあるので、また市長のお考えもあ

ろうかと思います。これはこれでいいです。

　スレートぶきの屋根についてだけは、市長の

ほうも積極的に主管課を応援をしていただきま

すようにお願いいたしまして、私の質問を終わ

ります。

　ありがとうございました。

〇議長（森　正勝）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（森　正勝）次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇議長（森　正勝）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後４時55分散会
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平成25年12月11日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（森　正勝）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、本日の会議を開き

ます。

　本日の議事日程は、きのうに引き続き一般質

問であります。

　　　△一般質問

〇議長（森　正勝）それでは、通告に従って

順次質問を許可します。

　最初に、８番持留良一議員の質問を許可しま

す。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　それでは、一般質問を行っていきたいと思い

ます。

　昨日は12月10日、世界人権デーの日でありま

した。私は、２つのことでこの人権デーを改め

て考えるべきだなというのがありました。

　１つは、特定秘密保護法の問題であります。

この問題でもやっぱり基本は人権と民主主義の

問題、このことが非常に叫ばれた問題であり、

その後も、法案が通った後も国民の方々が、今

度は廃止に向けて大きな動きが強まっています。

それだけやはり人権ということが大きくこの問

題で国民に提起されたんだろうなと思います。

　もう１つは、垂水のフェリー乗り場のところ

に鹿屋支援学校の子供たちが作品を展示してい

ます。見られた方も多いかと思いますが、大変

力作というか、子供たちの生き生きした姿が映

っていました。しかし、彼らをめぐる問題はな

かなかまだ、人権の問題も含めて解決されない

点が数多くあります。そういう意味で私は改め

てこの問題、12月10日に当たりまして人権の問

題をみんなとともに考えていかなきゃならない、

そういう日だったなというふうに思います。ま

たこれを契機にしながら、その点もしっかり考

えていかなければならないと思います。

　それでは、通告に従い、議長の許可もいただ

きましたので、質問に入っていきたいと思いま

す。

　先般、2014年度予算編成に当たっての申し入

れを行いました。その中で、日本経済や地方経

済の危機を打開し、健全な成長への好循環をつ

くるためには、消費増税をやめ、国民の所得を

引き上げるなど、国民生活を直接応援すること

が必要と訴えました。来年４月には消費税の大

増税を狙い、生活保護の改悪を初めとした医療、

介護、年金などの社会保障の大幅な改悪、ＴＰ

Ｐ参加交渉、原発の再稼働・輸出、憲法９条を

狙った憲法改悪など、政治の暴走が始まってい

ると指摘をし、これらは全て市民生活に多大な

影響を与え、さらに市民生活が悪化することが

懸念されると訴えました。大事なことは、国民

が主人公の政治への変換が求められていて、そ

のために地方自治体は、このような国民いじめ

の政治から市民生活を守る役割を今こそしっか

りと果たすべきではないかと、このように訴え

たところであります。

　そこで、最初の質問は、市民生活を守るため

に、来年度予算の基本的なあり方として、暮ら

し、福祉優先にすべきだと考えますが、見解を

伺いたいと思います。

　２点目は、消費税の増税による市民生活への

影響をどのように認識されているか、伺います。

　さらに、一昨日の国会で強行採決された社会

保障改革プログラム法ですが、国民の命と健康、

生活を支える土台である社会保障の根幹を揺る

がし、国民に自重を強制するものと考えます。

この法の市民生活への影響について伺います。

　今後、市民生活は新たな負担増と、年金など

給付削減で大変深刻さを増していくと考えます。

そこで、市として何ができるかです。それは行

政の責任と役割をどう発揮するかが問われてい
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るからであります。行政は、法や条例等ででき

ることは自治体の責任として市民の暮らしを守

り、支えることではないでしょうか。

　そこで１点目は、昨年の６月議会で提起し、

具体化を図ると約束された、税等が減免できる

「公私の扶助」とは何か、どのように活用でき

るか、その後の経過も含めて伺いたいと思いま

す。

　市の条例にも、公私の扶助で減免できると記

してあり、総務省の見解は、修学援助や児童扶

養手当など、低所得者を対象としての制度を受

けている人が対象としています。

　２点目は、「非婚の母」のみなし寡婦控除を

適用の取り組みについてです。９月最高裁が、

「寡婦控除の適否が、婚姻届を出したか出して

いないかで不利益を生じるのはおかしい」と判

決を下し、この判決を受けて、全国の自治体で

もみなし寡婦控除の適用が進んでいます。法改

正を待たず、寡婦とみなし、適用することが、

判決や憲法14条、個人の尊厳、法のもとの平等

の立場からも、またこれらの人々の暮らし、生

活を守るためにも求められています。見解を求

めたいと思います。

　３点目は、積極的かつ早急な対策として一貫

して求めている子育て支援対策についてです。

特に経済的支援は緊急性があり、具体的かつ早

急な取り組みが必要です。このような点から、

どのような施策を検討されているのか、見解を

伺います。

　次に、地域経済活性化対策の目的を持って本

年度スタートした住宅リフォーム助成制度の今

後の方向性について、伺います。

　そこで１点目は、予算の執行状況と経済効果

はどうであったか。

　２点目は、地域活性化、雇用と仕事おこしの

ためにもさらなる予算、特に補正予算での対策

が必要と考えますが、見解を伺います。

　地域活性化対策として、今回は、商店版リフ

ォーム助成制度を提案したいと思います。全国

でも住宅リフォーム助成制度と抱き合わせて実

施している自治体もあります。「垂水市でも支

援制度があれば」の強い声があります。この制

度の創設で商店も地域も明るくし、活性化と、

集客力を図るためにも検討が必要と考えますが、

見解を伺います。

　次に、福祉行政について、２点伺います。

　最初は、生活保護行政についてです。

　全国で生活保護申請者の親族に、扶養義務が

ほぼ受給の要件であるかのような扶養照会書や

親戚の資産などを調査する扶養届書を送付して

いる自治体が国会でも問題になりました。この

ことは、行き過ぎた調査であったり、申請権の

抑制につながるということで大きな問題になっ

た点であります。生活保護法の関係からも問題

と考えます。

　そこで、この問題に対して、１つは、11月８

日付厚労省の事務連絡の内容について。２点目

は、本市の内容及び実態。３番目は、「保護の

しおり」等に明記されていなかったか。あった

のであれば、今後の対応について回答を求めた

いと思います。

　２点目は、介護保険の問題です。

　厚労省は、要支援者向けの介護サービスを全

て廃止し、市町村の事業に丸投げする方針でし

たが、市町村や利用者から批判や意見が相次ぎ、

撤回しました。しかし、訪問介護、通所介護を

あくまでも市町村に丸投げする方針です。この

ままでは保険あってサービスなしがさらに進む

ことになります。公的保険として存在意義が問

われる事態であります。全国町村会では、サー

ビスに格差が生じないよう国が責任を果たすよ

うにと決議を大会で採択をしています。

　そこで、訪問・通所介護の受け皿はあるのか。

　２点目は、「訪問介護、通所介護の切り捨て

をやめ、要支援サービスの拡充を」と国に求め

るべきではないかと考えますが、見解を伺いま
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す。

　３点目は、さらに、必要なとき必要な人が必

要なサービスを受けるための対策は不可欠です。

それを保障するために利用料の軽減制度があり

ます。本市も、介護保険施行規則で居宅介護サー

ビスの負担軽減制度を持っています。全国では、

低所得者への利用料の軽減対策は、特別の事情

という形で取り組まれ、高齢者の生活を支援し

ています。これは、社会で支え合う介護保険の

目的に合致する取り組みです。これまで対策を

求めていますが、生活がさらに困窮する中、配

慮ある対策が必要ではないでしょうか。見解を

求めます。

　次に、環境行政について伺います。

　環境基本条例案が提案されましたが、条例の

目的を達成するためには実効性ある条例案にす

る必要があります。そこで以下の点について見

解を伺います。

　１点目は、公共施設の整備等の推進。市は環

境の保全のため公共施設の整備その他事業を推

進するために、必要な対策を講じることが必要

ではないでしょうか。

　２点目は、年次報告、報告書の作成と公表。

市民がチェックでき、情報の公開をする、そし

てやはり環境の状況を知ることができる。そう

いう意味でも、市の責任をこの点で果たすこと

ができる点であります。計画に基づき実施され

た施策の経過状況を明らかにすることが大切で

はないでしょうか。

　３点目は、国の位置づけです。国及び地方公

共団体と緊密な連絡のもとに協力し、その推進

に努める。このことがやはりなければ私は問題

だと思います。

　また、財政上の問題として、施策を推進する

ためにはやはり財政上の措置が必要であります。

そしてまた、市民や業者への支援のためにも財

政的支援、これはしっかりと条例で明記する必

要があると思います。

　また、最後の点では、開発事業等に係る問題、

いわゆる環境への配慮ということで、これは実

効性ある条例を保障するために欠かせない点だ

と考えますが、見解を伺いたいと思います。

　次に、教育行政の問題で、学力テストの学校

別の結果を教育委員会の同意を得て公表するこ

とを国は認めました。公表は、数値のみの公表

は行わないことや、学校側との相談など一定の

条件がつけられています。しかし、学校別公表

は、子供と学校の点数競争をさらに激しくし、

教育を一層学力テスト対策偏重でゆがめること

になりかねません。教育研究者の多くが、豊か

な学力を形成することの妨げになると指摘もし

ています。今、大事なことは、子供たちに豊か

な学力を保障するために何を取り組むかです。

教員をふやしたり、１クラスの人数を減らし、

目が届くようにすることではないでしょうか。

　そこで、公表による問題の認識についてと、

公表の判断の方向性について伺います。

　最後に、農業行政で、農地中間管理機構法に

ついて質問いたします。

　この法は、国会で議論中でしたが、昨日の臨

時国会での最終盤に採択をされ、法律としてこ

れが今、動き始めています。その内容は、財界

代表の委員が多い規制改革会議などの議論を色

濃くしたもので、農業や農地のあり方を根本か

ら揺るがしかねない問題があると考えます。

　農地中間管理事業は、離農者などの農地を借

り受け、必要な場合には基盤整備を行い、その

農地の利用を希望する農業経営者に貸し出すこ

とが主な内容で、それを県に設置される機構が

実施するものです。

　政府は、この事業で農業の大規模化や農地利

用の効率化、高度化を促進するとしています。

しかし、地域の共同で維持されてきた農地・農

業・農村に企業的論理を持ち込む懸念もあり、

そのことで農村の崩壊を決定的に広げずにはお

かない問題も出てくると考えます。そもそも、
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農地の管理を農業委員会に委ねてきたのは、農

業者や住民による自主的な取り組みがふさわし

いからです。農地の実態や特徴を無視し、それ

に精通した農業委員会を排除し、農地の集積や

有効活用が進むはずがありません。

　そこで伺います。

　この法で地域農業の振興につながるのか。そ

してまた、地域農業を排除することにならない

か。条件の悪い農地を切り捨てることにならな

いか。地域の権限、市や農業委員会の権限を奪

うことにならないか。以上の課題や問題点があ

ると考えますが、どのように認識されているか、

見解を伺います。

　不十分な点については、再質問をしたいと思

います。

〇財政課長（野妻正美）おはようございます。

　来年度予算の考え方についての御質問にお答

えします。

　平成26年度予算の編成方針につきましては、

11月１日の課長会で全課に示したところですが、

総務省の地方交付税に係る概算要求の状況、本

市の歳出の見込みなどを考慮して、各課に十分

な検討を尽くした予算要求をお願いしたところ

です。

　予算編成上の基本方針では、安心・安全な垂

水のまちづくり、６次産業化と観光振興、子育

て支援、高齢者対策、人口減少問題対策の４つ

の政策を重点施策としております。

　市民の暮らし、福祉の予算につきましては、

子育て支援、高齢者対策として重点施策として

いるところでもあり、本市の喫緊の課題と認識

しておりますので、元気な垂水づくり事業のた

めにもこれらに対する予算編成を行いたいと考

えております。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）おはようございます。

　持留議員の御質問にお答えをいたします。

　消費税は、法律に基づいて安倍総理が、来年

の４月には５％から８％への引き上げを10月１

日に最終的判断をされました。

　消費税の引き上げ自体は、私は、昨今の日本

の経済情勢や社会保障のあり方などを総合的に

判断すると、日本の長期債務の状況等から見て、

世界の資本市場が揺らぎますので、そういう意

味ではやむを得ないのではないかと考えており

ます。

　政府においては、12月５日の閣議において、

来年４月の消費税増税の影響を和らげる狙いで、

家計への現金給付や公共事業など効き目の出や

すい施策を盛り込んだ経済対策、5.5兆円の対策

を決定しております。

　この経済対策の内容を見てまいりますと、暮

らしの部門においては、低所得者に対する１万

円から１万5,000円の給付、住宅購入者に最大30

万円の現金給付、中所得者の子育て世代に児童

手当の子供１人当たり１万円の上乗せなどが盛

り込まれております。また、企業・雇用の分野

においては、中小企業向けものづくり支援、女

性・若者の雇用拡大、経済的な理由で就学が困

難な生徒への教育機関確保の支援や保育所整備

など、待機児童対策などが示されております。

　さらに、経済や安全対策の分野においては、

老朽インフラ整備など防災・減災対策、道路・

トンネル・橋などの緊急的な補修、学校施設の

耐震化、農業の大規模化や農産物の輸出促進な

どが主な中身となっております。

　市民生活にどのような影響を与えるかという

ことでありますが、それは、これらの全ての経

済政策等の施策がどのような効果を示すかにつ

いては、実施の段階からその影響について今後、

見きわめていかなければならないと思っており

ます。

　ただし、小売業や観光業については、３％を

コストに乗せるのがなかなか難しいという、そ

ういう面もあるかと思いますが、全体的に、よ

りスリム化し、ないしは効率化することによっ
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て乗り切っていかなければならないという課題

があるとも考えております。

　もし本市において何か必要なことがあれば、

それなりに対応してまいりたいと考えておりま

すが、今のところ、国において5.5兆円のいう相

当規模の経済対策を講じるということもあり、

また、地方自治体の負担や民間企業の投資など

合わせた事業規模は18.6兆円にも上るようでご

ざいますので、今後の推移を見守ってまいりた

いと考えております。

　消費税の引き上げ自体については、こういう

国の大きな判断でもありますので、やむを得な

いという面が強いのですが、ただ、消費税がふ

えることによって交付税が減るとなると、私ど

ものような地方自治体は交付税減額の影響のほ

うが、より負担が重くなる可能性があります。

もしそのようなことになってしまうと、自治体

で独自に行っている市民生活へ直結する各種施

策の実施に影響が出ることは必至であるからで

あります。消費税の平準化機能や財源の均等配

分機能よりも、交付税の減額の影響のほうが強

く働きますので、私どもは、地方交付税の拡充・

強化や地方自治体の財政格差の縮小について、

市長会などを通じて国に対して何度も要請して

きております。

　そういう意味では、政府が先日、自治体に入

る法人住民税のうち、年約6,000円億円分を一旦

国が集めて、財政力の弱い自治体ほど手厚く配

る地方交付税に振り向ける方針を固めたという

報道もありますことから、まず、具体的にどの

ような形で最後のフレームができ上がるかとい

うのは、その点についてしっかりと見守ってま

いらなければならない問題であると考えており

ます。

　以上でございます。

〇市民課長（白木修文）「社会保障で新たな

負担は」についての持留議員の御質問について、

市民課所管に関します部分についてお答えしま

す。

　今国会で成立しました、今後の社会保障制度

改革の全体像や進め方を示します「持続可能な

社会保障制度の確立を図るための改革の推進に

関する法律」、いわゆるプログラム法によりま

すと、医療保険制度関連で新たな負担となるも

のは、高額所得者の保険料の引き上げ、特例措

置で１割に据え置かれている70歳から74歳の窓

口負担を２割に引き上げ、高額療養費で高額所

得者の負担増の見直しなどが規定されておりま

す。

　この中で、高額所得者の国保税課税限度額の

うち、後期高齢者支援金分が14万円から16万円

へ、介護納付金分が12万円から14万円へそれぞ

れ２万円の引き上げが、後期高齢者医療の賦課

限度額も55万円から57万円へ２万円引き上げが、

来年の４月から予定されております。

　また、70歳から74歳の窓口負担は、来年４月

以降新たに70歳に到達した人から段階的に２割

に引き上げられる予定です。さらに、高額療養

費の高額所得者の負担限度額の増の見直しが平

成27年１月から予定されております。

　今回のプログラム法とは関係ありませんが、

現在の年金額は、過去に物価が下落したにもか

かわらず年金額を据え置いたことで、本来の水

準よりも2.5％高い水準となっているため、平成

24年度の法律改正で、平成25年10月分以降とし

て支払われる年金額は、４月から９月までの額

からマイナス１％となりました。今後は、平成

26年４月マイナス１％、平成27年４月マイナス

0.5％の改定が行われる予定でございます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）社会保障制度改

革プログラムについての御質問にお答えをいた

します。

　先ほど市民課長が説明をいたしましたプログ

ラム法の中で、介護保険分野につきましては、

2014年度法改正、2015年度実施を目標として、

３つの改革が提案をされております。１つ目が、
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要支援者向けサービスを市町村事業とする案、

２つ目が、特別養護老人ホームの入所要件の厳

格化、３つ目が、高所得者の自己負担割合を１

割から２割とする案でございます。

　具体的な内容につきましては、厚生労働省の

諮問機関である社会保障審議会の介護保険部会

で議論されておりますが、１つ目につきまして

は、当初は予防給付全般を移行するとしており

ましたが、利用者に配慮し、訪問介護とデイサー

ビスだけを2017年度末にかけて移行させるとす

る案でございます。

　次の特別養護老人ホームの入所基準は、これ

まで要介護１から入所できた基準を要介護３か

らとする案が示されております。

　最後の自己負担割合を１割から２割とする案

は、一律１割としている自己負担割合を、各人

の所得金額に応じて変化させる応能負担原則を

導入しようとする案が示されております。

　以上でございます。

〇税務課長（北迫一信）おはようございます。

　持留議員の市民の暮らしを守る対策に関する

御質問の中の「公私の扶助」の具体化について

お答え申し上げます。

　平成24年６月定例会の一般質問におきまして、

生活支援対策に関する公私扶助の考え方と運用

についての御質問がございました。この御質問

に対し、市税条例等の条文に公私扶助の文言が

あるが、減免対象となり得る公私扶助について

の定義が明文化されていないため、取り組む必

要がある。また、延滞金の減免に関し、減免割

合等に関する規定の調査を進め、規則もしくは

要綱の制定に努める旨の回答をいたしておりま

す。

　そこで、公私扶助の定義につきましては、1980

年３月21日の衆議院地方行政委員会において、

当時の自治省税務局長の答弁を参考とし、内規

として定めるよう整備を進めているところでご

ざいます。

　また、延滞金の減免につきましては、鹿児島

市以外、県内17市について調査を実施した結果、

延滞金に関する条例を制定し、減免規定がある

自治体が２、条例制定はしていないが規則で定

めている自治体が２、その他の自治体は延滞金

の減免規定を廃止しているという状況でありま

した。

　議員から、垂水市に合った形での公私扶助の

範囲を決定すべきとの御指摘をいただいており

ましたが、調査結果を踏まえますと、延滞金の

減免規定を廃止している自治体が多いこと、規

定や規則があっても減免割合を規定していない

ことなど、さらに検討すべき課題として現在に

至っております。

　ただし、現時点では、市税条例の22条に延滞

金の減免を規定しておりますことから、申請書

様式につきましては、本税の減免申請をもとに

作成いたしております。現在まで申請はござい

ませんが、提出された際は、条例に基づき精査

を行い、適正な執行に努めたいと考えておりま

す。

　なお、本制度の周知につきましては、これま

で同様、「納税のしおり」、市のホームページ

等で掲載してまいります。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）「「非婚の母」にみなし

寡婦控除適用へ」との御質問にお答えを申し上

げます。

　平成25年９月８日、婚外子の遺産相続に係る

最高裁判決において、法のもとの平等に反する

とした違憲判決がなされ、今月５日にはその規

定を削除する民法改正案が可決・成立したこと

は承知しております。

　「非婚の母」に関する寡婦控除につきまして

は、さまざまな形で議論されておりますが、個

人住民税の課税所得がさまざまな算定基準とし

て用いられている場合があり、非婚の母が寡婦

控除の適用を受けられないことにより、個人住
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民税のみならず、ほかの制度においても、寡婦

と比較して非婚の母の経済負担は重くなるよう

な事態が発生するということのようでございま

す。

　私の重点施策の大きな柱であります子育て支

援は、心豊かな人間性を持った親として育つた

めに、子供だけでなく親や家族とともに育って

いける環境づくりを進めていきたいと考えてい

るところでございます。

　そこで、本市の状況を申しますと、母子世帯

は全体で179世帯、うち非婚世帯は７世帯である

と担当部署から報告を受けております。全国的

には、事業を限定し、みなし控除の適用をして

いる自治体もございますので、本市といたしま

しても、他市の動向を調査の上、関係課との協

議を重ねながら、研究してまいりたいと考えて

おります。

　また、今回の件に関しましては、税法上の問

題でありますことから、国に対し、九州市長会

として要望いたしているところでございます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）本市の子育て支

援策の充実についてでございますが、今年度同

様、来年度も引き続き、児童手当や児童扶養手

当の支給、乳幼児等医療費、ひとり親家庭医療

費の助成等の経済的支援や、保育所における延

長保育、一時預かりなどの各事業、乳児家庭全

戸訪問や放課後児童クラブ事業など、子育て世

代が安心して子供を産み育てやすい環境の整備

に努めてまいりたいと考えております。

　さらに、昨日、川越議員の質問でもお答えし

ましたように、子供の医療費の負担軽減を図る

ための乳幼児等医療費の中学校卒業までの全額

助成につきましては、前向きに検討していきた

いと考えております。

　また、平成27年度からは子ども・子育て支援

新制度が本格施行となる予定でありますが、現

在、子育て世代、主に就学前の世帯に子育てに

関するニーズ調査を行っており、この調査を集

計・分析し、子育て中の保護者がどういう支援

の充実を願っているかを把握し、計画的に事業

を進めてまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）「「非婚の母」にみ

なし寡婦控除適用へ」につきまして、市営住宅

の住宅使用料を算定する際の寡婦控除に係る非

婚のひとり親家庭のみなし適用についての御質

問にお答えいたします。

　本市としましては、公営住宅の住宅使用料を

算定する際の寡婦控除につきましては、非婚の

ひとり親家庭を寡婦としてみなし適用はしてい

ないところでございます。

　非婚のひとり親家庭の寡婦控除をみなし適用

している自治体では、住宅使用料の減免規定と

して適用しているようでございます。今後、他

の自治体の動向を踏まえまして、調査・研究し

てまいりたいと思います。

　続きまして、住宅リフォーム助成制度の予算

の執行状況と経済効果についてにお答えいたし

ます。

　この事業は、地域経済の活性化を主な目的と

し、あわせて快適な住環境の整備を実現するた

め、市民の皆様が所有している住宅のリフォー

ム工事を、市内の住宅リフォーム促進事業登録

工事業者を利用した場合に対して、補助金を交

付するものでございます。

　市民の方々への情報は、市報の４月号及び垂

水市のホームページに掲載し、広報していると

ころでございまして、工事は、垂水市住宅リフ

ォーム促進事業補助金交付に関する要綱に基づ

き実施しているところでございます。

　12月３日現在の執行状況でございますが、申

請件数は47件で申請額は518万3,000円になって

おり、残額が６万7,000円となっております。予

算額が525万円でございましたので、執行率は98

.7％となるようでございます。

　実施の内容でございますが、屋根のふきかえ
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が15件、屋根・外壁の塗装が14件、台所・浴室

の改修が９件、その他が９件ございます。

　施工業者につきましては、23業者が事業登録

者として登録を行い、うち15業者が施工を行っ

ております。

　経済効果としましては、総工事費が6,843万1

,000円で申請額の約13.2倍になるようでござい

ます。

　次に、「地域経済活性化のためにもさらなる

予算化を」との御質問にお答えいたします。

　先ほども答弁しましたが、この事業は、２カ

年事業として要綱を策定し、実施しているとこ

ろでございますので、地域の景気対策、活性化

のため平成26年度も予算要求する予定としてい

るところでございます。

　以上でございます。

〇水産商工観光課長（山口親志）持留議員の

商店、店舗等のリフォーム助成制度につきまし

てお答えいたします。

　まちづくりのためにも、商店街の集客による

活性化が当然であります。商店街の店舗のリフ

ォームにつきましては、２～３年前商工会と協

議した経緯があり、後継者もいなくなり、リフ

ォームに対する頑張りがなく、やるとすれば住

宅リフォーム助成事業を使いながらやりますと

の意見が大半だったとお聞きしております。

　しかしながら、先ほども言いましたとおり、

どうにかしなければ、まちづくりの基本である

商店街がなくなりますことから、参考の市を商

工会と一緒に協議・検討してまいりたいと思い

ます。

　以上です。

〇保健福祉課長（篠原輝義）生活保護行政に

ついての御質問ですが、今回11月８日に出され

た厚生労働省の事務連絡において、一部の自治

体で使用されている扶養照会書等において、照

会される扶養義務者に対して、扶養義務が保護

を受けるための要件であると誤認させるおそれ

のある表現が使われていることが判明したとい

うものであります。

　この内容は、扶養義務者に対する依頼文書に

おいて、「この保護に当たっては、民法に定め

る扶養義務者の扶養（援助）を優先的に受ける

ことが前提となっています」との表現がされ、

生活保護において、扶養義務が保護を受けるた

めの要件であると誤認させるおそれがある表現

となっていた。そのため、扶養照会書等におい

て同様の表現をしている場合は、局長通知様式

第22号の「生活保護法では、民法に定められた

扶養義務者による扶養は、生活保護に優先して

行われるものとされております」等との表現に

改めること、また、「保護のしおり」等におい

ても同様な表現が使用されていないか確認する

ことというものでございます。

　次に、本市の内容及び実態は。「保護のしお

り」等に明記されていなかったか。あったので

あれば今後の対応についてとの御質問ですが、

本市におきましては、本来の表記である「生活

保護法では、民法に定められた扶養義務者によ

る扶養は、生活保護に優先して行われるものと

されております」と記載をしております。「保

護のしおり」についても、同様に本来の表記を

しております。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）「介護保険改革の中止を」

との御質問にお答えをいたします。

　国においては、医療、介護など社会保障の改

革の道筋を示したプログラム法が12月５日に成

立しております。内容については、先ほど保健

福祉課長が申し上げましたとおり、３つの改正

が提案されております。議員も御承知のとおり、

介護保険制度は2000年に創設されたわけですが、

利用者数は確実にふえ、給付費も10年間でほぼ

倍増しており、今後も、長高齢化社会到来に向

け、ハイペースでふえ続ける見通しが示されて

おります。
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　また、少子高齢化に加え、核家族化により、

ひとり暮らしの高齢者のみの世帯も増加を続け

ている状況でありまして、今後、高齢者等の在

宅生活を支える介護サービスや、利用者が必要

なときに必要なサービスを提供するためのさら

なる体制づくり、質の高い介護サービスを実現

するための人材確保や人材の定着など、さまざ

まな課題が山積みしております。こういった中

で、制度のあり方を根本的に見直す必要性はあ

ると思っております。

　これから、法改正に向けた議論が本格化して

いくわけですが、訪問・通所介護の受け皿につ

いては、国の介護保険部会でも疑問視する声も

上がっているのも事実でございます。私として

も、介護保険に係る財政の安定した運営、並び

に住み慣れた地域に暮らす方々が、将来に不安

を持つことなく安定的で持続可能な介護保険制

度にしていくためにも、今回示されているよう

な市町村への移行が軽度者への切り捨てになら

ないよう、今後も国や県及び市長会等へ要望し

てまいりたいと考えております。

　次に、低所得者への利用料の減免策について

は、厚生省令で定める特別事情に示された４項

目を対象として、これまで、火災に遭われた方

で保険料の減免を実施しているところでござい

ますが、利用料については、利用実績があれば

実施しております。

〇生活環境課長（村山芳秀）おはようござい

ます。

　持留議員の環境行政に関する質問にお答えし

ます。

　本市では、現在、身近な環境問題として、ご

みの不法投棄、河川の水質汚濁、悪臭、野焼き

の苦情、また、担い手不足による遊休地や空き

家・廃屋対策などいろいろ発生をしております。

　これに対し、一般廃棄物や生活排水処理、地

球温暖化・新エネルギー対策など、環境に関す

る個別の計画はありますが、地球規模で行政、

市民、事業者が取り組むべきこと、また地域で

行っていくべきこと、将来の世代に継承してい

く責務など、環境に配慮した市民行動について

などの基本理念や責務について、具体的に定め

ておりません。

　そのため、悪化する環境の現状や、環境保全

の必要性を述べ、持続的な発展が可能となるた

めの環境形成を市民と一体となって推進するこ

とを目的に環境基本条例を制定し、その中で、

環境保全に関する施策や実行計画を具体化する

環境基本計画を策定しようとするものでござい

ます。

　今後、国や県の環境基本計画の基本目標、基

本的方向を見ながら、各課での環境施策をどの

ように掲げ、実行するかはこれからですので、

来年度実施予定の市民や事業所、子供たちへの

アンケート内容を含め、十分分析・整理し、庁

内の策定委員会等で協議しまして、環境審議会

に諮りながら、市民ニーズを踏まえた計画づく

りを進めてまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇教育長（長濱重光）持留議員の学力テスト

の公表による問題の認識及び方向についての御

質問にお答えいたします。

　垂水市におきましては、これまでの文部科学

省の方針に従い、学校別の公表を控えてまいり

ましたが、このたび市町村教育委員会の判断に

よりまして、学校別の成績を公表することがで

きるようになりました。

　しかし、学校別の成績を公表するに当たりま

しては、昨日の池山議員の御質問にもお答えい

たしましたとおり、学校の序列化や授業がテス

ト対策に偏重することなどが危惧されますとと

もに、小規模校にありましては個人が特定され

ることも懸念されます。したがいまして、垂水

市における学校別の公表のあり方につきまして

は、垂水市の実情等を十分に考慮し、適切に対

応してまいりたいと考えております。
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　私は、市全体及び学校の平均点を重視するこ

とも確かに大切ではありますが、それ以上に大

切なことは、児童生徒一人一人の学力を伸ばす

という視点に立つことだと考えております。児

童生徒一人一人の結果を十分に分析し、授業は

もちろんのこと放課後等を有効に活用しながら、

個に応じた指導を徹底してまいります。

　また、本年度初の試みとして実施いたしまし

た「集まれわんぱく！夏の勉強会」のさらなる

充実・発展に努め、児童生徒一人一人が抱える

勉強への不安を解消できるように進めてまいり

ます。

　さらに、児童生徒を指導する教職員に対しま

しては、これまで同様、教職員の資質向上を図

ることを意図して、県外派遣研修の実施など、

学力向上を主眼とした各種研修会の充実・発展

に努めてまいります。

　そして、来年度は、学校と連携を図りながら、

家庭の教育力向上にも努め、家庭学習を充実さ

せてまいります。

　以上、申し上げましたような取り組みを確実

に推進するとともに、全国学力・学習状況調査

の結果を効果的に活用してまいる所存でござい

ます。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）持留議員の農地中間

管理機構法案について、お答えさせていただき

たいと思います。

　地域農業の振興につながるのかとのことでご

ざいますが、農地中間管理機構は、事業を適切

に行うため、事業の実施基準等を設けることに

なっておりまして、１点目に、農地所有者と農

業経営者の間に農地の賃貸借を通じて介在し、

農地利用の再配分を行うこと等により、農業経

営の規模の拡大、利用する農地の集団化、農業

への参入の促進、その他の農地利用の効率化及

び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の

向上に資することを目的として業務を実施。２

点目に、農地の利用の効率化及び高度化が効果

的に促進されると見込まれる区域において重点

的に事業を実施。３点目に、地域における農地

の借り受けを希望する農業者の状況等を考慮し

て、借り受けを行うこと等により、滞留の防止

を図る。４点目に、農地の借り受けまたは貸し

付けを希望する者の苦情または相談に応じる体

制を整備する。５点目に、都道府県、市町村、

日本政策金融公庫、農林漁業成長産業化支援機

構等と連携・協力して、創意工夫を生かしつつ、

業務の積極的な推進を図るなどとされておりま

して、全国の市町村が抱えておりますさまざま

な課題を解決するための対策が業務として掲げ

られておりまして、地域農業の振興に大きく寄

与するものと考えられます。

　課題や問題点の認識はあるのかとの御質問で

すが、地域農家の排除にならないかということ

でございますが、農地中間管理機構は、農地に

関して事業を実施するところでございますので、

農業全体を考えたときには、本市の農業振興を

図る上で、本市の持っております特性を十分に

生かすさまざまな政策、施策、事業の実施があ

るわけでございますし、また、農業委員会を初

めとしまして、土地改良区、農協など関係機関

とも常に緊密な連携を図っていかなければなり

ません。そういう観点で申しますと、これから

もなお一層の地域農家の必要性、将来性という

ものは動かしがたい貴重なものであり、本市の

基幹産業として、また、本市の貴重な財産とし

ても重宝されるべきものであると確信をしてい

るところでございます。

　条件の悪い農地の切り捨てにならないかとい

うことでございますが、確かに事業の実施に当

たりましては、農業振興地域の整備に関する法

律の規定により指定されました農業振興地域の

区域内に限られておりますが、基本的に農地に

関しましては、市町村の独立委員会としまして

農業委員会が業務を行っているわけでございま
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すので、通常の業務として、そういうことにな

らないよう市と緊密な連携をとりながらやって

いくことになると思います。

　地域の権限を奪うことにならないかというこ

とでございますが、機構に関する市町村の役割

としまして、機構は県段階に１つでありますの

で、人・農地プラン策定主体であります市町村

と密接に連携をとって対応することが必要不可

欠でございますから、機構は、市町村に業務を

委託することを想定しているようでございます。

　また、農業委員会の役割としまして、農業委

員会は、市町村の独立委員会としまして農地に

関する業務を行っており、農地に関する各種情

報が集まっているところでございますので、市

町村と連携して機構の業務に協力することが必

要であり、特に農地利用配分計画を作成にする

に当たりましては、農地の地番、所有者等の情

報を正確に把握していますことから、農業委員

会の協力が必要不可欠なものとなってくるとこ

ろでございます。

　以上のようなことから、決して地域の権限を

奪うようなことにはなりませんし、また、市農

業委員会の意見も反映される形になってきます。

　今までいろいろと報告、答弁をさせていただ

きましたが、機構はこれから準備、発足してい

くわけでございますので、これからもしっかり

とした情報収集を行っていきたいと思います。

〇持留良一議員　それでは、不十分な点につい

て一問一答で再質問をさせていただきたいと思

います。

　１点目については訴えだけしたいと思うんで

すけれども、けさほど、きのうでしたかね、７

月期のＧＤＰの問題が報道されまして、改定値

が下方修正されると、要するに大変行き詰まっ

てきているというような、景気が失速状況に入

ったというようなことも指摘もされています。

このまま消費税が増税になると、来年４月にど

ういう事態になるかというのは、もうこの状況

から見ても明らかだと思いますし、私たちの景

気を冷え込ましていく、そのことはもうはっき

りこのことからも推測ができるのじゃないかな

と思います。

　あともう１点、社会保障改革プログラム、法

律が通ったんですけれども、この負担・給付だ

けで少なくとも約３兆円、国民は負担をしなき

ゃならないと、その一方で消費税で回すのは2.

8兆円と。だったら、もう消費税をなぜ上げるん

だと、そのお金は一体どこに行くんだという国

民からも指摘があるように、大きな問題です。

改めてこのことは我々に提起しているんじゃな

いかなというふうに思います。そういう意味で

も、私たちは市のほうとして、こういう状況か

らどうしていくかというのははっきりしている

と思うんですね。市民への支援対策と、またや

っぱり雇用だとか景気対策、地域でのそういう

ことをしっかりしながら、そういう地域経済の

安定と市民生活の充実を守っていくことが重要

だろうと思います。

　そういう点で、以下の質問をしていきたいと

思うんですが、１つ目は、「公私の扶助」の問

題、大変努力をしていただいて、いろんな点で

前進をしてきているというふうに思います。た

だ、問題は、これを本当に市民のために活用し

ていくというのは、２つあると思うんですよね。

１つはやはり来年の３月、４月に間に合わせる

ということが１つはあろうと思うんです。もう

１つは、やはり市民にわかりやすくしていくと

いうことが大事だと思うんですよね。制度を利

用するというのは、やはり市民がそれを理解し

なきゃいけないし、情報も提供していただかな

きゃならないということがあると思います。

　申請するというのはなかなか市民にとったら

大変な問題だと思うんですよ。窓口に来て、そ

れでこういうことをしたいということは、多く

の市民の皆さんがやはりなかなか窓口に行けな

いということがありますので、そういう点でど
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ういう配慮ができるのか、そういう対策をきち

っとしていかれるのか、その点について税務課

長のほうに、手続的な点ですので税務課長のほ

うにお聞きしたいと思います。

〇税務課長（北迫一信）持留議員の２回目の

質問にお答えいたします。

　生活困窮で公私の扶助を受けて、納付が困難

な人につきましては、納税相談や吏員の訪問等

による実態調査を行いまして、納税者の滞納に

至った原因や現在の経済状況の把握に努めてお

ります。その中で、納付困難な理由であると判

断された方については減免制度等について説明

し、可能な範囲で納税者の生活実態調査に沿っ

た内容となるように、分割納付等に配慮してま

いりたいと思っております。

　ただ、窓口につきましては、災害減免等につ

きましては御理解がございまして、すぐ見える

んですが、先ほど言いました生活困窮、こうし

た補助を受けている方々はなかなか見えにくい

面がございますので、先ほど申しましたように、

市の広報等によります呼びかけ並びに吏員の訪

問等によります実態調査におきまして、対処し

てまいりたいと思っております。

〇持留良一議員　ぜひそのことを具体的に取り

組んでいただきたいと思います。

　次に、「非婚の母」の問題について、寡婦控

除の適用の問題についてお聞きをしたいと思い

ます。

　先ほどの回答だと、今後、研究して、ある意

味での前向きな回答だったと思うんです。しか

し、平成22年水迫市長は、保育料の点では、寡

婦控除が適用されるとみなし保育料を算定する

ものとすると、こういう形でもう進められてい

るんですよ。平成22年にもう、みなし的に寡婦

控除を適用するというふうになって、保育料は

下げられているんですよ。だからそのことを考

えると、今さら研究とかという段階ではないと。

特に市長が言われたとおり、この人たちをめぐ

る生活は大変だということも市長も認識をされ

ています。そうであるならば、もうすぐ具体化

に入っていくということのほうが、もっとこの

人たちを守るためにも、またこういう状況から、

他の例えばさっき言った市営住宅との差別化を

なくすためにも、早急にこれは具体化していく

ということに入っていただきたいと思うんです

が、その点について。

〇市長（尾脇雅弥）先ほども答弁させていた

だいたとおりでございまして、実施に向けては

関係課との協議が必要でありますので、法的整

備も必要でありますので、その辺は前回の水迫

市長の答弁も踏襲しながら、前向きに対応して

いきたいというふうに思っております。

〇持留良一議員　はい、ありがとうございます。

　そういうことで、ぜひこのことは早急に解決

し、この方々をめぐる生活を少しでも支えてい

ける対策をぜひとっていただきたいと思います。

　次に、子育て支援の点については理解したい

と思います。

　店舗、住宅、この点について。

　店舗のほうについては、先ほど研究もしてい

きたいということでしたので、ぜひこれはして

いただきたいと思います。というのは、きのう

から観光の問題がいろいろと議論されました。

非常に重要な点だろうと思います。しかし、中

心街、いわゆるまちの顔である商店街がやっぱ

りこのままでいいのかということと、やっぱり

文化をある意味での培っていく非常に重要な点

がこの商店街だろうと思うんですよ。そこがや

っぱりそういう形で閉塞的に衰退していくとい

うのは、何らかの対策をとっていくことが必要

だと思いますので、先ほど課長が言われた観点

でぜひ取り組んで、前向きにこの点も研究して

いただきたいと思います。

　ただ、住宅リフォームの問題なんですけれど

も、これは効果的な対策が必要だと思うんです

よね。先ほど年２回だということを言われてい
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ましたけれども、いわゆる来年度の予算で確保

していきたいということでしたが、消費税４月

になると８％に上がります。ましてや、執行率

から見ても多くの方々が要望もされているとい

うふうに思いますし、その２点から考えたとき

に、やっぱり私は本年度の補正予算、３月の補

正予算で組むべきではないかと、そのことがや

はりこの目的をより前に進めるし、経済的な対

策という観点からも大変重要な取り組みだと思

いますので、この点について市長の考えをお聞

かせいただきたいということと。

　もう１つは、利用者の方々から、また建設業

者の方々から言われているんですけれども、ど

うも使い勝手が悪いと、いろんな書類が多くて、

もう途中であきらめたという方もいらっしゃっ

たんですよ。せっかくつくっていただいたので、

この２点について市長と担当部局で回答をお願

いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）実績につきましては先ほ

ど答弁したとおりでございますので、必要に応

じて検討してまいりたいというふうに思ってお

ります。

〇土木課長（宮迫章二）一応基準を設けてや

っておりますので、市内業者という特定のとこ

ろもございますので、そこら辺をチェックした

上で対応することにしております。

〇持留良一議員　その使い勝手が悪いというの

は、いわゆる利用する方々ですね、建設業者じ

ゃなくて、利用する方々が非常に使い勝手が悪

いということを言われていましたので、改良の

点があったら、ぜひそういう方々の声も聞いて

いただければと思います。

　次、生活保護の問題について移っていきたい

と思います。

　生活保護の関係では、先ほど言われたとおり、

本市はそういう状況じゃないということがあり

ました。

　私は、この問題をなくすやっぱり保証、担保

というのは何だということだと思うんですよ。

そういう形で、なくすためには、やっぱり前も

言いましたけども、申請権をしっかりと保護し

ていく。このためにはやはり申請する意思があ

れば、すぐそのことが窓口でできるように、私

は前、窓口にそういう申請書を置くべきだと言

ったんですね。なかなかそのことはまだ具体化

されていませんけれども、厚労省の課長会議の

中で、保護の相談に当たっては、相談者の申請

権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害

していると疑われるような行為も厳に慎むこと、

速やかに申請書を交付すること、保護者に該当

しないことが明らかな場合であっても、申請権

を有する者から申請の意思が表明された場合に

は、申請書を交付するということなんですよ。

　そうするために一番いいのは、やっぱり窓口

にその申請書があるべき、このように考えます

が、今のような問題点を解消するためにも、そ

ういう形で担保していく、保証していくことが

大事だと思うんですが、実務的なところの課長

の考えを、するか、しないか、この点について

お聞かせください。

〇保健福祉課長（篠原輝義）窓口で申請する

かどうかということでございますが、現行で行

っているところの、ちゃんとやっぱり来ていた

だいて、その上でいろんな内容等を聞いて、そ

ういうことで現行どおりやっていきたいという

ふうに思っております。

〇持留良一議員　それとですね、扶養義務者と

相談してからでないと申請を受け付けないとか、

相談者に対して、扶養が保護の要件であるかの

ごとく説明を行い、その結果、保護の申請をあ

きらめさせるようなことがないように、こうい

うこともきちんと配慮しろと言っているわけな

んですよ。

　そうすると、その配慮ということは、きちっ

と受け付けを窓口に置いて、その人がいつでも

持って帰って、そして申請に来る。このことが
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最大の保証だと思うんですよ、このことを課長

会で言っていることはですね。そういうことが

ありますので、ぜひこれは検討を課内でもして

いただきたいということを要望しておきたいと

思います。

　はい、あと３分ですね。

　介護は後にしまして、環境条例の問題につい

てですけれども、るる問題点を指摘したんです

が、総括して答えられたので、これは委員会に

付託になりますので、また委員会への問題提起

ということも含めて、このことは今後、進めて

いきたいと思いますし、そこで不十分であれば、

改めて私はこの条例についての修正動議を出し

ていきたいというふうに思います。

　学力テストの問題に移りますけれども、確認

しておきたいんですが、適切に対応していきた

いということはどういう意味をするのか、公表

なのか、非公表なのか、この点についてお聞き

したいということと。

　あともう１点、確認なんですが、私は、最後、

教育長が言われたとおり、豊かな学力を保障す

るためには、競争するものではなくて、やっぱ

り教員をふやし、１クラスの人数を減らして一

人一人に目が届くような学び合う教育を進める

と、そして教員が自主的な研修に参加できるよ

うな教育条件の整備をしっかり整えていくと、

大体先ほど教育長の中身と同じなんですが、こ

ういう方向だということを再確認したいんです

けど、よろしいでしょうか。

〇教育長（長濱重光）適切に対応してまいり

ますということは、公表しないということでは

ございません。先ほどもありました、公表をす

るということは、いかに生かすかという視点に

立って公表することが大事だと思っております。

教育委員会にとってどうすれば生かすか、学校

にとって何が生かすことになるのか、そして児

童生徒一人一人にとってどうすれば生きるのか、

そしてまた親としてもそれを踏まえて、公表を

踏まえてどう生かすのか、そこの視点に立って

の公表の仕方というものを考えていきたいとい

うふうに思います。

　それから、学校教育においては、国の定数改

善、県の定数改善に基づきましていろんな、小

学校の１、２年生を含めて30人学級とか、手厚

い体制というのはできていると思います。そう

いうことを含めながら、我々もそういうことを

また国・県に要望しながら、我々も定数をもら

いながら、学校改善に生かしていきたいという

ふうに考えております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　それでは、あと時間もありま

せんので、あとの問題についてはまた引き続き

議論をしていきたいなというふうに思います。

　きのうの財政調整基金の問題でも、市長が北

方議員に対して、同感だということを示されま

した。いわゆる基金をどう今後、市民のために

使っていくのかということがあります。特に介

護の問題では利用料の問題等ありますので、そ

ういう形での今後、問題提起もしてきたいとい

うふうに思います。

　そういう意味では、来年度の予算というのは、

市長が今度４年目を迎えるに当たって、本来の

やっぱり基本的な問題が問われる、そういうこ

とになろうかと思います。そういうことを中心

としながら、今後、私も取り組んでいきたいと

いうふうに思います。

　それを訴えまして、私の質問を終わります。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時45分から再開します。

　　　　　午前10時33分休憩

　　　　　午前10時45分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　次に、13番宮迫泰倫議員の質問を許可します。

　　　［宮迫泰倫議員登壇］
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〇宮迫泰倫議員　おはようございます。

　議長の許可を得ましたので、今から、「住ん

でよかったと思えるまちづくり」及び「誇りの

持てるまちづくり」について、市長とやります

ので、よろしくお願い申し上げます。

　私が１期生議員の1998年の自分の手帳のメモ

に、「新人は戸惑うことが多いが、信念を持っ

て論議を尽くせ、尽くすことが必要である」と

書いてあります。議会は、議を尽くし、疑い、

疑を残さないのが本望だと思うんです。そうい

う意味でも市長に今から、「住んでよかったと

思えるまちづくり」及び「誇りの持てるまちづ

くり」についてお伺いいたしますので、よろし

くお願い申し上げます。

　打ち合わせもしておりません。それで今回は

ほかを、市長しか書いてありません。これが本

来の仕事だと思うんですよ、議会と当局のです

ね。だから、ここで市長がこの件について一応

言われて、その後は担当部局にさせますという

のが本当の意味だと思うんです。だから、ぱっ

ぱっぱっと担当課が言って、市長は全然言われ

ないこともきのうもあったんです、何回か。そ

れが本当の議会かどうか、また、皆さんと考え

るべきではないかと思います。委員会もそうで

す。市長は欠席したりですね、それでいいのか

どうか、また課題であります。

　市長は、１期目が継続、それから２年目が挑

戦、そして３年目がそして挑戦だったんです。

あとどうなさるか、また来年なんですけれども、

それを頭に入れて、してもらいたいと思います。

　とにかくチャレンジすることが必要だと思う

んです。チャレンジするということはどういう

ことかと言えば、表通りと通ること、裏道を通

らないことだと思うんです。これはチャレンジ

がですね、僕の意味では。どうなんでしょうか、

皆さんは。（発言する者あり）いや、難しくあ

りません。

　本市は、議会と執行部、いわゆる二元代表制

でいろいろなことを決めていきます。そして最

終的には決断をして決めていくというのは市長

さんの仕事です。ベター、ベストな選択肢を選

択していくように努力してきた。見方によって

は、そのプロセスにおいてなかなか決められな

い状況もあります。そのことは御理解をいただ

きたいと、この前の９月の質問でこうお答えが

ありました。そのことについて今回は絞ります

ので、よろしくお願いします。

　それから、チャレンジ、プロセスということ

はどういうことかと、私もわかりませんので、

そこもまた深く教えていただければいいと思い

ます。例えば、仕事を進める方法か、事が進む

方向か、どっちかですね。よろしくお願い申し

上げます。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇市長（尾脇雅弥）「住んでよかったと思え

るまちづくり」及び「誇りの持てるまちづくり」

についての宮迫議員の質問にお答えをいたしま

す。

　私は、「住んでよかったと思えるまちづくり」

の志を継続し、「元気な垂水づくり」に挑戦を

させていただくという思いで、５つの公約、２

年目からは具体的に３つの挑戦を掲げてまちづ

くりに取り組んで、来年１月で丸３年が経過を

いたします。

　この間、行政、議会、市民の皆様方の御理解・

御協力のもと、「住んでよかったと思えるまち

づくり」、「誇りの持てるまちづくり」に全力

を傾け、邁進してまいりましたことにまずは感

謝を申し上げたいと思います。

　ところで、さきの９月議会におきまして宮迫

議員の、一体的な共生組織を設置して、機動的・

総合的な行政の改革が必要ではという質問に対

する、私の、行政と議会が協議しながら市政を

運営していく中で、最終的な判断は市長である

私が決断せねばならないと思いますけれども、

私では決断できない案件、状況もあるというこ
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とを御理解いただきたいという答弁がどういう

ことの意味かという質問にお答えをいたします。

　その意味は、その私の答弁の前に議員の質問

の中で、市長が本気になれば全ては変わる、市

長が本気になれば何でもできるという発言に対

して、私の考え方を述べたものであります。市

政運営の最終判断は市長であります私が決断を

いたします。しかしながら、国や県絡みの事業

などにおいて、国や県主導で事業が行われ、必

ずしも私の決断が市政運営に反映されない場合

もあるということ、また、二元代表制の中で、

ベストであると提案を申し上げても、時には議

会の議決をいただけず、次なるベストの提案、

つまりベターな提案を申し上げるケースもある

という意味でありますことを御了解いただきた

いと思います。

　私の思いはそういうことでございます。

〇宮迫泰倫議員　２回目に入ります。

　1996年人口推計、これは松下政経塾で垂水市

の推計が出ております。2000年が２万640名、2010

年が１万7,744名、それから2020年が１万5,692

名なんです。今、市役所の職員もここ10年間で

50人削減が今、続行中なんですよ。そうすれば、

仕事量は２割多くなるというんです。仕事は多

くなりますけれども、どうしたらうまく一本化

じゃなくて一体化できるかということを今から

提案申し上げます。

　防災訓練の図上訓練がありますね、陸。そう

すれば何時に、ここの地域は何時ごろ、こうい

うのが予想されると、それからあとはこうなり

ますとか、こうすれば被害が少なくなりますと、

ありますね。御存じですか、皆さん。図上訓練、

されていますでしょう、みんな。それがないと

資格はないですよ、課長として。それは、一体

化したのを一体化することが結論なんです。

　ということは、どういうことかといえば、例

えば具体的、実際的な協力が必要だと思うんで

す。全部具体化しながら、実際的にしなければ。

そういうことで、例で申し上げれば、この前、

私ども産業厚生委員会は郡上というまちに行っ

て来ました。そこの道の駅がありました。そこ

は国の何かすばらしいのを得て、そういういろ

んな１つのことで大分広くなったんです。そこ

は全部特命を帯びた人が若いときからやってい

るわけです、全管理をですね。これは垂水で言

えば道の駅、森の駅、それを垂水で管理組合の

仕事を市の担当職員ができないかと思うんです。

わかりますか、意味が。そういうふうにすれば

無駄も何もないと思います。だからそれはまた

検討して、検討じゃないです、実行に移せるよ

うに御努力願いたいんですけれども、そういう

考えはどうだろうかと思います。そういうこと

です。そこら辺はどうかと、そういう考えは。

これは今、例えばなんですけれども、ほかのこ

とでもいいと思うんですよ。

　例えば、きのう市長が言われた柊原のしおか

ぜ街道、そこはもう担当部署にやらして、今は

関係ないからと言われましたが、やっぱり担当

部署にして、それからトップ交渉で市長が行く

べきだと。それはもうわかっています、我々も、

だから自分は行けないと。だからそれは前もっ

て計画があればやらせて、そのときぱっとやる

のは時間がどうなのかと、よく言われるスピー

ディー、それだと思うんです。いろいろありま

すけど、一応それだけの、そういう考えはある

のかないのか。

〇市長（尾脇雅弥）推察するところによりま

すと、今、お話を伺いますと、どうしても垂水

市は、約10年前に合併をしないという決断をい

たしまして、単独で行政運営をしていく中で、

どうしても定員適正化計画で、10年で50名が減

っていきますので、先ほどおっしゃったように

２割増しということになろうかと思いますし、

同時に、地方分権の流れの中で仕事の移管をさ

れてまいりますので、私が常々職員の皆さんに

も申し上げているところなんですけれども、結
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果として５割り増しの仕事量になっていく状況

になったときに、やはり連携あるいは専門性を

高めてやっていくということは今後、必要なこ

とだというふうに考えているところでありまし

て、今、27年度、最終年度になりまして、全体

的な機構改革も含めて検討させていただいてい

るところなんですけれども、宮迫議員が今、御

提案いただいたような思いをよく反映をさせて、

これからのそういったものに対処していきたい

と思いますし、スピード感という点に関しまし

ては、おっしゃるとおり、タイムリーに施策を

講じていかなければいけないという現状がござ

います。

　ただ、民間企業と少し違いますのは、我々は

議会の議決をいただいたりするというプロセス

が必要になってまいりますので、そういった意

味では少し時間のかかる部分も出てまいります

けれども、先を考えながら、事前のいろんな準

備をしていくということは御意見いただいたと

おりだというふうに思いますので、そのような

気持ちを持って前向きに対応していきたいとい

うふうに思っております。

〇宮迫泰倫議員　今から13年前、私が55歳のと

きの記念の同窓会がありました。その記念誌の

中にこんなのが書いてありました。「これまで

の55年間の歴史を振り返りながら、みずからを

思い、見詰め直すとともに、21世紀に向けて新

たに刻まれるあなた自身の未来を展望し得る、

そんな記念同窓会にしなければと思います」と

書いてあります。全くそのとおりだと思うんで

す。それも市も一緒だと、やり方も一緒だと思

うんです。

　その中で、スピード感とさっき僕は言いまし

たけれども、そのスピード感が、この前の答弁

で、検討するとかですね、前向きというのは９

月の議会でもあったんですよ、「検討」が４回

出ました。「前向き」が１回出ました。それを

どうされたのか。「調査・研究します」、ただ

それだけ、逃げなんですよ。

　だから例えば、この前のおたくの質問はこう

でしたから、こういたしますとか、こういう検

討をしますとか、それはないんですよ。こっち

の質問が一方的なんですよね。それはこれでい

いのか、それで、これからやり方がですね、行

政と議会とですね。そこら辺も今後、してもら

いたいと思います。

　それから、読み違いか聞き違いかわかりませ

んけれども、例えば、預かって、扱って、わか

りますか、物を扱っている、預かっている、預

かる、扱う。それから、指名される、示される。

１日に1,000人、１日2,000人。わかりますか、

違うでしょう、間違いを。そういうのがあるん

です。そして、いいことがない、言うことがな

い。それは聞き違い、読み違いがあると思うん

です。それを明確せんなですね、わかりやすく

説明してもらわんな、かわりづらいと思うんで

す。

　意思の明確化、つまり言葉、方向性、心、意

思表示があれば主義主張ができるはずです。こ

れはいつも言っております。市長どうなんでし

ょうか、ここら辺は。

〇市長（尾脇雅弥）「検討」が４回、「前向

き」が１個、「預かって」、「扱って」など、

いろいろ表現をいろんな例を示されてお話、御

質問されたわけですけれども、ちょっと具体的、

個別がわかりませんので答えにくい部分もあり

ますけど、議員のおっしゃるところというのは

やっぱり、我々お互い立場は違えども、垂水市

の発展、市民の幸福ということに関して、それ

ぞれの立場で議を尽くしていかなければいけな

いということだと思います。

　その点においては、思いは変わりませんと思

いますけれども、ただ、やっぱりいろんなルー

ル等々がございますので、その辺は今、例えば

一例、検討ということは、検討で終わらしては

いけないというのはそのとおりだと思います。
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検討の後に、私は必ず議会の後、委員会の後、

副市長が取りまとめてくれたものに対して、こ

れはどうなっているんだというのは、私も議会

の立場でありますから、逃げの言葉として検討

とか何とかというのを使っているわけじゃなく

て、公選で選ばれました議員の皆さんが３カ月

に一遍のこの議会の場で質問されたことに対し

て、できるだけ前向きな方向性でいろいろ検討

できるようなということで指示をしております。

　ただ、それを具現化するのには、先ほどお話

ししました、少し時間がかかったりですので、

いろいろ財政的なものもあったりしますので、

その辺を判断をしながら、少しでも前に進める

ように努力はしているところであります。

〇宮迫泰倫議員　これは言っていいのか悪いの

かわかりませんけれども、建前を言う人が多く

て黙っていられないことがあるんですよ、議員

としても。そこをどうしたらいいかと、お互い

ですね、これしかないんですよ。きのう、きょ

う、それからこの開会しかないんです。そこを

もう１回考えてください、皆さん。

　同じ努力を積んでも、積むというのは積み重

ねの積むですよ、花を摘むんじゃなくて。努力

を積んでも、心のあり方によって結果は異なっ

てくると思うんです。そういうことです。行政

と市民が、これは市民、議会でもいいです。パー

トナーになってまちづくりを行う仕組みをつく

り、推し進めることが必要だと思うんです。お

互いですね、職員は市民と一緒に考え、行動を

するという気持ちで仕事を進めてほしい。これ

は前も申しました。

　それから、「大人が変われば子供が変わる」

と書いてあります。これはどこに書いてあるか

といえば、中央中学校の南側の鹿児島神社の北

の端に書いてあります。そのとおりだと思うん

です。

　それから、「未来の君のために現在の君は何

ができるか」。これは禁煙のポスターなんです。

本当ですよ。これを言いかえれば、未来の垂水

のため、現在垂水でできることは何かと皆さん

に訴えております。

　それから、ちょっと読みかえますけれども、

市民から尊敬される垂水になるように、垂水づ

くりに尽くして働いてほしい。垂水とか日本と

かを考えるとき、１人は小さな存在かもしれな

いが、一人一人がそのように考え、心を定める

ところから垂水づくりは始まるんだと、そのと

おりだと思うんです。これを今、掲げたのは、

世界とか日本を全部変えたら、そのとおりだと

思います。これは今、垂水に変えました。

　そうすれば、住んでよかったと思えるまちづ

くり、人が輝き誇りの持てるまちづくりになる

と思います。市民の皆様の納得のいく市政、も

っともっと身近な市政になるため、市民の皆様

と一緒にさらなる前進を進めようと私は考えて

おります。市長の今後の御活躍をお願い申し上

げます。今の答えがあったら、またお答えくだ

さい。

〇市長（尾脇雅弥）非常に今、御指摘いただ

いたのは重要な視点だというふうに思っており

ます。宮迫議員には私も市会議員の時代にいろ

いろ御指導もいただきましたし、私の父もいろ

いろお世話になりました。おっしゃるとおりで

すね、垂水のことを考えるときに、日本の国は

どうなのかと、世界の動向はどうなのかという

視点を持ちながら、大所高所に立っていろんな

ことを考えなければいけないと思います。

　職員の皆様にも、大変人が減っていく中、仕

事が減っていく中、過去と比較はできませんけ

れども、大変厳しい環境の中でいろんな仕事を

一生懸命こなしてくれています。こうだからで

きないということではなくて、どうすればでき

るかという視点を持ってやっていくことが大事

だというふうに思いますので、今、御提案いた

だいたことの意味をしっかりと理解して、今後

のいろんな行政運営に反映させていきたいとい
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うふうに思います。

　以上でございます。

〇宮迫泰倫議員　どうもありがとうございまし

た。

〇議長（森　正勝）次に、12番川達志議員

の発言を許可します。

　　　［川達志議員登壇］

〇川達志議員　この前、国会で秘密保護法案

が成立をしました。あの法案は今後、向こう１

年間かけてしっかりと、池山議員もおっしゃい

ましたけれども、議論が足りなかったかなとい

う思いがします。それで一番のこれからの問題

は、第三者機関をしっかりとつくることなんだ

ろうと思います。その方向でいっていただけれ

ばいいかなと。

　あのときに石破幹事長のテロ発言がありまし

た、いろいろ国会周辺で大声でと。さらには映

画監督の皆さん方、俳優さん方からも大変な反

対が出ました。しかし、皆さん、よく考えてみ

てください。我が国は世界でもトップクラスの

スパイ天国であります。御承知のとおり北東ア

ジア、我が国を中心として中国、韓国、それか

ら北朝鮮においては大きな政変があります。こ

ういった混乱のときに何が必要なのか、大きい

声に惑わされちゃいけない。声なき声にしっか

りと耳を傾け、深い洞察力があってこそ一国の

指導者なんだろうと思います。

　このことは皆さん方にも言える。きのうから、

いろんな議員の皆さん方、さらにこれまでもい

ろんな組織の方々、市民からも、あれをせい、

これをせいと必ず来ています。そのことを、声

なき声に耳を貸し、深い洞察力で来年度の予算

編成をしていただきたい。ここは皆さん方の覚

悟であります。そして市長におかれては、その

ことで再来年の１月、信を問うていただきたい。

ここが一番肝要なところであります。市民が判

断する材料をしっかりと提示をすることこそが

トップの責任であろうと思います。

　それでは、通告に従って質問に入ります。

　まず、子供の学力の低下。これにはつきまし

ては最近ではちょっと回復傾向にあります。た

だ、学力だけじゃなく、子供たちの規範意識、

生活態度、体力、これが全て落ちておるような

気がします。昔、文部省が言っていました「子

供たちに生きる力を」ということがありました

けど、この生きる力は年々落ちております。こ

のことは、家庭の教育もそうなんでしょうけれ

ども、やはり行政がそのことについて何ら具体

的な手を打っていない、このことなんだろうと

思います。

　まず１点目は、子供の力が低下したことにつ

いて、教育委員会としての見解をお伺いをした

いと思います。

　次に、教育問題で、最近皆さん方も承知なん

だろうけれども、期限つきの先生方が非常に多

い。１年でかわっていく。しかも若い先生方、

学校を出たての。この人たちが、一人一人の能

力はいいんでしょうけれども、全体としたとき

に教育において大変な問題になってくるんだろ

うと思います。子供が尊敬できる先生なのか。

１年でぱんぱんかわっていく。まずこのことに

ついて、本市、それから鹿児島県でもよろしい

です、現状を教えていただきたいと思います。

　それから、公共工事でありますけれども、民

主党政権で「コンクリートから人へ」という政

策の中で、全国のそういう建設業組合の方々の

体力が落ちたと。工事が減り、従業員の首を切

り、機械を売り、一番問題なのは、若い従業員

がなかなか確保ができない。こういった中、ア

ベノミクスか何かわからんけれども、仕事がど

んと大きくなった。

　このことを背景に質問をしますが、このこと

について、とりあえず本市の現状をお聞かせを

いただきたい。

　それと、２点目でありますが、業者のランク

づけが変わります。これらの根拠というんです
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か、背景とか、そういうのがなかなか私ども素

人にはわかりません。ここにも関係者の議員の

皆さん方もいらっしゃいますけれども、なかな

か自分たちのことであるので聞きにくいんだろ

うと思います。この業界は垂水でも基幹産業の

１つでもあります。そういった意味で、関係者

の皆さん方には申しわけない、つたない質問か

もわかりませんけれども、笑わずにお聞かせを

いただきたいと思います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇学校教育課長（牧　浩寿）川議員の御質

問にお答えいたします。

　結論を先に申し上げますと、学力低下を招い

た原因は、教育の低下にあると思います。子供

そのものに原因ありとする声も耳にすることが

ございますが、私は、それは違うのではないか

とそのように思います。なぜなら、この世に生

を受けたあの赤ちゃんの姿を見たとき、最初か

らこの子供たちが学力が低いというような要素

があろうはずがないと思うからでございます。

教育とは、言葉のとおり教えて育てる、教えら

れて育つものであり、その営みの中でさまざま

な問題を抱えた子供が育ったと、そのように考

えるべきではないかと思います。

　さて、一口に教育と申しましても、学校教育、

家庭教育、社会教育、地域教育などいろいろな

教育がございますが、冒頭申し上げましたよう

に、それぞれの教育力が低下したと言わざるを

得ないのではないかと思います。

　学校教育力、これにつきましては、現在、教

育委員会といたしましても、さまざまな施策等

を通して、てこ入れを図っているところでござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。

　このさまざまな教育の中でも、とりわけ家庭

教育力の低下はかなり深刻な問題を抱えており、

このことにつきましては手だてを講じなければ

ならないと考えております。

　それでは、なぜ家庭教育が低下することに至

ったのかということにつきまして、少し時代を

さかのぼって振り返ってみますと、戦後まもな

く日本はいち早く学習指導要領の編さんに取り

組み、わずか２年を待たずして、日本全国一斉

に学習指導要領に基づいた教育を始めました。

当時の方々は焼け野原の中で、戦後の復興には

教育の復活、向上は欠かせないものであると考

えたと思います。

　世界中を見渡しても、このような発想で国家

の復興に取り組んだ国は日本だけであっただろ

うと思います。戦後貧しい中にあっても日本中

で確かな教育が展開され、そしてそこで育った

子供たちが後の時代を支えていくことになりま

す。その１つのあらわれがまさに高度成長期の

日本を象徴していると思います。特に昭和30年

代、40年代の教育を受けた方々が、日本を世界

有数の経済国家へと発展させてくださり、その

時代の教育は本当にしっかりしており、学力は

もとより、規範意識、道徳心など、とりわけ思

いやりの心がきちんと育まれていたと思います。

　ところが、時代が豊かになるにつれ、さまざ

まな考え方や教育観が台頭し、ちょうどバブル

絶頂期、昭和の時代が終わるころ、学習指導要

領の考え方も変わらざるを得ませんでした。そ

れはまさに時代の流れの追い風を受けての改訂

であったはずであります。平成元年、新しい学

力観のもと、学習指導要領の根底にある考え方

がこれまでの行動心理学の立場から認知心理学

の立場へ変わりました。言いかえれば、鍛えて

伸ばすという考え方から、個性を大切にすると

いう考え方への転換であり、この考え方そのも

のは時代に合致した、また世界に誇れる先進の

考え方だったと思います。

　ところが、個性を重視する余り、これまで、

だめなことはだめだとしっかりと諭すことが正

論だった教育が、なかなか難しい局面を迎えて

いくことになります。そして、時を同じくして、

時代はバブルが崩壊し、低迷する時代を迎える
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ことになり、時代の流れと逆行する形で学校教

育が進められ、平成元年から10年ほど過ぎたあ

たりから、時の有識者の中では、平成元年から

の10年間を教育の空白の10年間とやゆする方々

も出てまいりました。

　ところで、平成元年に小学校に入学した子供

たちが現在31歳で、６年生が37歳、そして中学

３年生が40歳となり、この空白の10年間とやゆ

された時代の教育をまともに受けた子供たちが、

今まさに保護者となり、また学校においても、

一般の会社等においてもその中核をなす人材と

なっております。

　このことと、現在噴出しているさまざまな問

題の因果関係は検証はされておりませんが、や

はり冒頭に申し上げました教育との関係性で考

えれば、何らかの影響があると言っても過言で

はなく、いわゆる因果応報ということになるか

と思います。

　さて、現在、少子高齢化、生産年齢層の方々

の失業問題を初め、多くの問題が発生している

中、このような時代だからこそ、次世代を担う

子供たちに温かいまなざしを向ける必要がある

のではないかと考えます。まさに、本県の徳之

島地方の家庭教育の信条であった「ヤンキチシ

キバン」の精神が必要であろうかと考えます。

大人が身を粉にして子供のために頑張るという

この精神をもって、子供たちの健全育成に取り

組んでいただけたら大変ありがたいと思います。

　また、教育委員会といたしましても、保護者

の皆様にもこの精神を伝えるとともに、よりよ

く支援してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

　続きまして、最近期限つきの教諭が増加して

いるが、子供及び保護者との関係はという御質

問でございます。

　現在、垂水市管内で勤務している期限つき教

諭等は、全部で12名であります。内訳は、教諭

等が７人、事務職員が２人、養護教諭が２人、

栄養教諭が１人でございます。全体の比率で見

ますと、約11％が期限つきの先生方ということ

になります。

　期限つきの教諭等の配置につきましては、主

に育児休暇を取得された先生方の代替というこ

とになります。

　さて、本市に配置されております期限つき教

諭等の勤務状況についてでございますが、全て

の皆さんが、教科の指導力並びに人物の評価に

おいて、配置されている各学校長は非常に高い

評価をしております。中には、今年度大学を卒

業したばかりで初めての経験のため、保護者へ

の対応等、戸惑いを隠せない職員もおりました

が、現在はすっかりと環境にも慣れ、順調に日々

の学校教育に取り組んでいるようでございます。

　また、当教育委員会では、期限つき教諭等の

皆さんが自信を持って学校教育に取り組めるよ

うに、今年度から、期限つき教諭等のみを対象

とした研修会を企画し、夏季休業中に実施した

ばかりでございます。

　今後も、教育委員会といたしましては、期限

つき教諭等をあらゆる面でサポートし、各学校

の教育力が低下しないように細心の配慮をして

まいりたいと思っております。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）川議員の御質問に

お答えいたします。

　議員が言われましたように、昨年まで国にお

いては、「コンクリートから人へ」の政策の中

で、全国的に見ても公共事業の減少による建設

業界の景気低迷が建設業者の死活問題にもつな

がり、建設機械の放棄や技術社員の削減を余儀

なくされ、現在では建設業関係の技術者不足が

問題となっているところでございます。

　そのような中、昨年末政権が自民党にかわり、

緊急経済対策としまして、公共工事の要望調査

の案内が県からありました。本当に急々な要望

調査であり、例えば、きょうの夕方メールが来
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まして、あすの３時までに提出してくれとの内

容でありましたが、市長からの指示もありまし

たので、土木課としましては、とにかく今、公

共工事がない、建設業界は大変だと職員も認識

しておりましたので、積極的に要望を上げたと

ころでございます。

　また、今まで市民から要望があり、先送りと

なっていた箇所もかなりございましたので、こ

の機会に少しでも市民からの多くの要望にお応

えできるよう、本当に申請の時間も余りなかっ

たのですが、このタイミングを外したら仕事は

もらえないと、本当に夜遅くまで職員が頑張っ

てくれまして、国への要望を上げたところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇副市長（松下　正）それでは、公共工事の

ランクづけが変更になった背景と根拠について

お答えいたします。

　建設業者の格付は、申請者の営業状況等につ

いて、提出された申請書等により、本市の垂水

市建設工事指名競争入札の参加資格審査及び指

名基準等に関する要綱に基づき、公正に審査し、

履行能力に応じ入札資格参加資格を付したもの

であります。

　格付の内容については、同要綱で、入札参加

資格の資格、格付、審査の実施、有効期間及び

指名基準等、入札参加資格等に関する必要事項

を定めております。

　入札参加資格の格付の実施時期は、同要綱第

４条の規定により、平成11年及びその後２年ご

とに到来するとし、また入札参加資格の有効期

間は、第８条第１項の規定により２年間と定め

られており、ことしがその年に該当するため格

付を見直しております。県においても２年ごと

の見直しを行っておりますし、県内の他市にお

いてもほとんどの自治体で２年ごとの見直しを

行っております。

　以上でございます。

〇川達志議員　一問一答でお願いをします。

　まず、子供たちの学力、それから規範意識、

もろもろについての２回目ですが、大体私の考

えていることと同じなのかな、多分これについ

ては皆さん方も多分そんなに異論はないんだろ

うと思います。世の中が変わることによってさ

まざまな意見が出てきて、それに対応をした結

果なんだろうと思います。当然労働組合も強く

なりましたし、日教組あたりたりが大変強くな

った時期もありました。そういったことが要因

になって、その結果であります。原因について

はしっかりとお伺いをしました。

　教育委員会としてこれについて、今後どうし

ていくのかということが１点と。

　きのう以来、池山議員それから持留議員、学

テの公表について意見を聞いてみましたが、適

切にということは、我々議員それから国民、市

民から見ると、やらないことの言いわけにしか

聞こえない。端的に言えば責任逃れなんです。

もし、今、教育長がおっしゃった、公表しない

で個人個人に適切な手を打って、それでも上が

らないときはどうする。まずこれが１点。

　それと、上がらないということを誰が、あな

たたちの教育委員会だけで決めるのか、ここい

らが全くあいまい、機密保護法案と一緒です。

誰が決めるの、国民が知らない、市民が知らな

いということを。まず、こういう答弁では到底

納得ができないと思います。ぜひ２回目、その

ことを教えていただきたいと思います。

　以上です。

〇学校教育課長（牧　浩寿）先ほど私は答弁

で、さまざまな教育の中でとりわけ家庭教育の

低下はかなり深刻な問題を抱えておると、その

ように答弁いたしました。また、昨日の堀内議

員の中でも、御質問の中で給食費の未納問題等

の御指摘もございました。

　そこでここでは、教育委員会として、そのよ

うな現状、この家庭教育の低下をどのように解
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決していくのか、その方策はというようなこと

に特化してお答えさせていただきます。

　現在、各学校におきましては、保護者を対象

とした家庭教育学級で親としてのあり方を総合

学習する場を設定したり、また、定期的に行わ

れる学級ＰＴＡ等を通して、家庭の教育力の向

上を目指したりしているところでございます。

　さて、先般行われました全国学力・学習状況

調査の意識調査の分析結果を見ますと、鹿児島

県の子供たちは、授業中の学習に向かう態度や

心構え、また家庭での学習時間など、全国でも

かなり高い位置にあります。しかし、学力の数

値はその実態に呼応していない部分があります。

その原因をさまざまな角度から検証してみます

と、家庭における学習のやり方に問題があるの

ではないかと捉えております。つまり、量に対

して、質に問題があると考えております。

　そこで、各学校が家庭向けに発行しておりま

す家庭学習の進め方を検証してみますと、どの

学校も満足のいく資料ができておりました。し

かしながら、保護者が我が子に対して、その資

料に基づいて家庭学習をしっかりと支援できて

いないということが判明いたしました。このよ

うなことに鑑みまして、この現状を解決してい

くための方策として、教育委員会といたしまし

ては、今後、家庭学習のあり方に視点を置き、

量より質に目を向けた家庭学習のあり方を学校

を通して指導してまいりたいと考えております。

　具体的には、親として子供とどう向き合うか

といったようなパンフレットを作成いたしまし

て、家庭学習の大切さを訴え、あわせて家庭教

育力の向上を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。

　以上でございます。

〇教育長（長濱重光）川議員の学力テスト

の公表の関係でございますが、私は何も公表し

ないということを申し上げているわけではござ

いません。適切に対応しますということを申し

上げております。したがいまして、公表に、今

回の文部科学省の要領に基づいていろいろな縛

りがございます。その要領をもとにして、本市

としてどのような公表の仕方がいいのかどうか

をここ数カ月間検討をしたいと考えております。

　先ほどの持留議員の御質問にもお答えいたし

ましたけれども、私自身は、公表する以上は生

かすための公表でなければならないということ

を考えているわけであります。その生かすため

といいますのは、この結果をもとにして、教育

委員が今取り組んでおります施策でありますと

か、事業でありますとか、そのことを検証し、

それがベストなのか、改善策は何なのか。そし

てまた、我々がその検証した結果に基づいて、

学校に対して何を求めて改善をして、そして学

校はそれを受けとめて学力向上に向けて取り組

んでもらうのか。そしてまた一番は、先生たち

がこの公表に基づいて何かを感じてもらわない

といけない、このままでいいのか、子供たちが

つまずいているところ、わかっていないところ

をどのようにして指導改善に生かすかという視

点。それから、その公表に基づいて今度は保護

者の立場でそれを受けとめて、それで満足でき

るのか、そしてまた子供への家庭教育の中でど

のように手だてを講じればいいのか。そしてま

た、保護者、ＰＴＡの方々は逆に学校に対して、

我々教育委員会に対してまたいろんな施策とか、

御不満があればまた要望が上がってくるでしょ

うし、そういうことのやっぱり生かし方という

ものをこの公表では考えていくべきだと私自身

は考えております。

　それから、上がらないことの誰が決めるのか

云々というのは、これはもうそれぞれのお立場

でいろんなことを感じ、そして改善していくし

かないと思いますけれども、もし本市の学力関

係にいろんな課題があって、他と比較していろ

んなことが伸び悩み、また定着していないとい

うことであるならば、第一義的には私、教育長
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の責任であろうと思っております。そういうも

ろもろのことを改善しながら、今後、公表に生

かしていきたいということを考えております。

　以上でございます。

〇川達志議員　学校教育課長の答弁は全く理

解を示したいと思います。前回の中で本市の結

果もよかったし、しっかりとフォローもされて

おると思います。ぜひ今の気持ちで一生懸命、

家庭も学校も宿題とか、親がしっかりと見られ

るように、ぜひそうして学力の向上を図ってい

ただきたいと思います。

　あわせて、家庭教育力が欠如している中で、

しつけとか生活態度とか、ここは一義的には親

であります。家庭であります。社会であります。

ここについても社会教育課長もひっくるめて、

ぜひ全市的な方向でお願いをしておきたいと思

います。

　それから、教育長ですけれども、責任は私に

ありますということだけれども、それでは教育

長、私はそういうことを言っているんじゃない

んですよ。公表をしますと言ったこと、やはり

これについて、我々はおっしゃったことはわか

るんだけれども、ただ、後は何も残らないんで

す。だから、具体的にどういう方法ということ

をしっかり検討していただきたい。

　これで終わりますけれども、もう１点、教育

委員の皆さん方の会があります。当然、教育委

員長もかわられたし、新しい人も入られました。

きょうの讀賣新聞ですけれども、教育行政、中

教審の分科会が、教育委員会じゃなく首長に決

定権をという答申を出しております。このよう

に今、日本の教育界は大変かわります。答弁に

しても、考え方にしても、しっかりと勉強をし

ていってもらわないと困る。なぜなら、税金を

使っているからですよ。私学なら言わない。だ

から私はこだわっているんですよ。あいまいな

答弁じゃだめ、責任をとるのは当たり前。そう

いう覚悟でこの問題については取り組みをして

いただきたいと思います。

　次に、期つきの件だけれども、本当に、今お

っしゃいましたけれども、期限つきの先生方と

いうのは本当に、私は個人的にも何人か知って

おりますけれども、真面目で正直で立派な方だ

と思います。私なんかから見てもかわいい先生

方ですよ、頑張れよと言ってやれるような。こ

の先生方が、今のこの１年だけじゃなく、教員

になってもらうことも大事なんですよ。挫折と

か失敗を感じた先生方が正職になって頑張ろう

と、目先のことじゃだめです。今、期つきの先

生方に教育をするとおっしゃいましたけれども、

しっかりと、表面的にはできないんだろうけれ

ども、次の試験では通れよと、通すぞというぐ

らいの迫力でここは臨んでいただきたいと思い

ます。

　いろいろ小さいことはあるんですけれども、

ほかにも質問がありますのでこれで終わります

けれども、ぜひ、期限つきの先生方、さっきも

言いましたけれども、挫折とか失敗とかこの困

難を乗り越えた先生方は必ず強くなる。日本で

一番だめなのが、東京大学の法学部にストレー

トで行った連中ですよ。高級政治家なり、高級

官僚になって天下りはするわ、機密保護のあの

法案だって彼らが隠しているんです。だから、

子供を導くのはぜひ、痛い目を見たそういう先

生方をしっかり育てていただきたいと思います。

　垂水の期つきの先生方が、次は必ず通る、全

員通る。そういうこと自体が、垂水市の教育委

員会は立派だなと評価になるんです。ぜひこの

ことについては頑張っていただきたいと思いま

す。

　教育長、一言あればどうぞ。

〇教育長（長濱重光）今、川議員からござ

いました、期限つき教諭に対する期待というも

のは私自身も一緒でございます。幸いに教員７

名を見ますと、力量のある方々を配置していた

だいているというふうに考えております。その
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中でことしも、全員ではありませんでしたけれ

ども、数名来年度４月１日の教員の採用試験を

受けられました。その中で１人は見事に合格を

して、来年県下の小学校の教壇に立っていただ

くことになっております。今お話のありました

ことは私自身も望んでいることでございますの

で、本市の期限つき教諭の方々が採用試験等に

合格するための、またそういった力量を備えら

れるように努めてまいりたいというふうに考え

ております。

　以上でございます。

〇川達志議員　それでは、公共工事、業者の

弱体化ということで現状をお聞きをしました。

　この公共工事というのは、自民党が政権をと

ってかなりふえるだろうということは予測がさ

れておりました。私もふえるだろうと、マスコ

ミ、新聞等でそういう論調がありますので、ふ

えると思っていました。全体にふえました。

　ところが、県の工事を、なかなか辞退者が出

て、それだけの体力ないからですよ、県は出る、

垂水市は出る。そうしたときに一番迷惑をする

のは業者の皆さん方ですよ、もうけそこなった、

ことし１年で終わらないと。それと、一番の迷

惑をこうむっているのは市民ですよ。道路がよ

くなる、施設がよくなる、これができなかった。

なぜなの、どこに原因があるのということです

よ。

　これは皆さん方ですよ。本当にそれだけの体

力が垂水市の業者にあったのか、そうであれば

もう少し早目に見切り発車でもいい、仕事を発

注することが先ですよ。この一番の原因は、素

人が私で非常におこがましいんだけれども、県

の工事が垂水にどのくらいあるのと、それから

垂水市に発注の仕事がどれぐらいあるのという

ことをわかっていなかったんじゃないのか。ま

ずそれを把握した上で、垂水市の業者の皆さん

方の力量がそれだけあったのかということです

よ。ここいらを見きわめるのは執行部です、税

金を執行される皆さん方。業者がもうけそこね

た。市民が、生活環境がよくならなかった。も

しこれが繰り越しをできないでパーになったと

するならば、この責任は大きいですよ。この原

因はどこにあるの。

〇土木課長（宮迫章二）川議員の２回目の

質問にお答えいたします。

　現在、新聞でも工事入札不調の記事が掲載さ

れていますが、土木課としましては、職員が測

量・設計から工事発注までの対応が早かったた

め、ほとんどの工事発注はできているところで

ございます。

　土木課の今後の発注予定としましては、土木

係分が３件で建築係が５件ございますが、（「県

の工事を把握していたかという話だよ」と呼ぶ

者あり）県の工事の関係につきまして、基本的

に県の工事は市からの要望をもとに実施してい

ただいており、採択していただくために、地元

の土地承諾や要望書を提出しているところでご

ざいます。

　採択されて、工事発注前には地元説明会とか

には出席したりしていますが、工事発注につき

ましては市は関与していないため、発注内容に

つきましては把握していないところでございま

す。

　ただ、大隅地域振興局の建設部における発注

の件数ですけど、まず観光関係が２件で、これ

はもう工事中でございます。それと学校関係が

垂水高校の耐震補強の工事ということで、これ

も発注中で12月には完了をするということでお

聞きしております。

〇川達志議員　個々のやつはいいんだけど、

僕が言っているのは、そういった全てを役所で、

副市長でもいい、財政でもいい、そういう市の

工事と県の工事と全部把握しているかと、その

工事が垂水市の業者の範疇にあるのという話だ、

僕が言っていることは。

〇土木課長（宮迫章二）県の工事につきまし
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ては、先ほども申しましたように、件数につい

ては（「全部を把握していないのね」と呼ぶ者

あり）把握していないです。

〇川達志議員　はい、それでいいです。そう

答えたら、何も問題ない。だから、私がこれか

ら言うことをよく聞いておってください。

　今後、多分、国の公共工事は減っていくんで

しょうけれども、これ以上、1,000兆円の借金を

ふやすわけにいかんから、必ず減ります。人口

も減ってきます。そうしたときに一番大変にな

ってくるのは地方なんですよ、人がいなくなっ

て、灰が降ったりしてもなかなか税金が来ない。

効率よくするためには、まず市長、皆さん方が

全体の１年間の工事をしっかり把握して、その

ことを業者の組合があるはず、組合の皆さんと

もしっかり話をして、情報を流すということで

しょう。そうすれば、「あたいげえはこしこは

し切れんど、はんな」と、ことしはそういう状

況なんですよ。私が指摘したのはそこなんです、

ね。せっかくいっぱいチャンスがあるのに、無

駄なんですよ。このぐらい目標はしたけれども、

県の工事、多分大きい金額でしょうから、辞退

をして、とったところは、嘘やっどがと、下請

に出そうにも、その業者もいない。こんなざま

な話がありますか、ね。

　元気臨時交付金も積み立てをすると、基金を

つくるということでこれはこれで評価をします

けれども、こういったことがないように、１年

間でしっかりと使い切るだけの仕事量ですよ。

そうしないと、仕事だけ発注しても、いい仕事

をしなければしょうがない、工期内で終わるだ

けでは。本当に設計どおりできているの、本当

に市民はよかったのと、ここまでして初めて完

結をする、公共工事というのは。

　それでは１つ、いきなり振るけれども、監査

事務局、公共工事は検査が終わる、これで終わ

りじゃないんですよ。監査をして初めて終わる、

決算委員会を通って。これが最終ゴールなんで

す。そうしたときに、工事監査というのがある

が、監査事務局として、工事監査についてどう

いう見解があるか。

〇監査事務局長（堀内昭人）急に振られまし

て、わかる範囲で川議員の御質問に回答をさ

せていただきます。

　監査事務局としては、現場に出向いて工事監

査の現地確認は現在行っておりません。通常は

土木課所管で現場の完成確認の検査は行ってお

りますが、監査事務局での事務的審査は通常の

工事発注から設計書をもとに、入札執行、工事

請負契約、工事着手、検査調書、完成までの工

事台帳が適切にかつ効率的に執行されているか

書類審査を行っている状況でございます。

　以上です。

〇川達志議員　要するに私が言ったことはい

ろいろあるんだけれども、とりあえずいい仕事

をしてもらうということが一番大事なんです、

税金を投入する以上。そして工事監査の話もあ

りましたけど、たまに、多分監査事務局で決め

れば工事監査もできるはずなんです。たまには

抜き打ちでやらなきゃ。そのことがやはり活を

入れることになるんですよ。今までになかった

けど、やろうよ。そうしないと変わらない。ま

ず、そのことについてどっちか答弁をお願いし

たいと思います。

　それともう１点、これは市長、お願いなんで

すが、今、いっぱい業者さんは仕事を抱えてい

る。工期が来ます。３月の10日とか、わからな

いけれども、３月いっぱいに終われば垂水市と

して問題はないんだろうから、いい仕事をして

もらうために、ことしに限ってやはり工期の延

長とか、そういう扱いは法的にはどうなのかわ

からないけれども。さっきも出ました、トップ

が決断をせよということです。ぜひ、いい工事

をしてもらうために、けがをしないために、焦

らせないために、そこについての考え方を。２

点。
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〇市長（尾脇雅弥）業者間と関係で、昨年11

月だったと思いますけれども、私、就任しまし

て、「コンクリートから人へ」という民主党政

権下でかなり公共事業は厳しい状況でございま

した。業界の皆さんにお声かけをしてお集まり

をいただきまして、やっぱりいろんな御要望も

ありましたけれども、一番多かったのは、公共

事業を出してくれという話でありました。

　そのときに私が申し上げた、ざっくりとした

話ですけれども、今なかなか民主党政権下で厳

しい状況であると、当時、次の選挙が見えてお

りましたから、政権交代をして、その流れに乗

って、少ない予算でも大きな事業になるような

ことを考えたいというふうに申したような記憶

がございます。また、ことしになりましても、

７月に実施をいたしました組合の幹部の皆さん

との意見交換の中でも、いろんな課題があれば

ひざを交えてやっていきましょうということを

やりながら、ここまでやってきたようなことで

あります。

　このような意見交換とかそういったことは、

ここ数年なかったことだというふうに思ってお

りますし、地域の元気交付金についても、一般

財源の手出しの少ない事業であり、結果的には

組合の皆さんのニーズにも応えられるという事

業でありましたので、よかったのではないかな

と思っております。

　そのことに全職員がいち早く対応をしていた

だいて、もちろん40業者近くありますから、全

てがじゃよかったのかといえば、それは個人差

があると思いますけれども、総じて我々の仕事

としては、垂水市の業界に水を流すということ

でありましたので、そういった意味においては、

昨年の今の時期を考えると、いろんな仕事が出

せたということはよかったことでありますし、

その中でさまざまな課題があるのはそのとおり

だと思いますので、今後、業界の皆様方とも意

見交換を深めていきながら、さらに改善を進め

ていきたいというふうに思っております。

〇土木課長（宮迫章二）現在、発注分の工事

につきまして、一部24年度の補正分の工事もご

ざいましたが、全箇所、順調にいけば年度内完

成する予定でございます。

　工事によりましては、一部重複する箇所もご

ざいましたので、工期を延長する箇所もござい

ますが、年度内には完了する予定でございます。

　監査体制といいますか、一応工事検査の関係

で回答いたしますが、まず我々が設計をします、

設計・積算、これについては国の示す基準で設

計をしているわけですが、当然その後、工事を

発注しまして、請け負った建設業者も、国の示

す土木施工管理基準、施工管理ですね、工程管

理、品質管理、出来形管理、写真管理、それに

基づきまして施工をして、それで完成図書とい

うことで提出されます。その後、我々はやはり

検査基準に基づきまして検査をしております。

　それと、社会資本の交付金事業につきまして

は、県のほうの確認検査をしているところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇川達志議員　監査事務局が監査をしますと、

工事監査をしますと言うたときに、されますか、

どうですかということです。厳しい質問だけれ

ども。

〇副市長（松下　正）今の工事監査の件につ

きまして、県のほうでは確かに工事監査という

のをやっております。これについては以前、市

のほうでも協議をした経緯があるというふうに

はお聞きをしておりますけれども、（発言する

者あり）はい。これについては、先ほど市長の

ほうも言いましたけれども、建設業組合の皆さ

んとの意見交換というのを踏まえて、今後その

ような対応が必要であれば、あるのかどうかと

いうのも踏まえて、協議をしていきたいと思っ

ております。

〇総務課長（中谷大潤）ただいま監査事務局
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の事務につきまして、総務課長の立場で一言言

わせていただきますが、垂水市の監査事務局の

職員は事務職員を配置しておりまして、県にお

きましては工事監査監という専門職員を配置し

ておりますので、一応そういう立場というか、

事情が違うので、垂水市の監査事務局では今の

現在の職員配置では、先ほど監査事務局長が申

しましたように、書類の中の適正な審査とか、

効率的なのは監査できますけれども、現場にお

いての監査につきましては現在のところ、今の

事務職員の配置ではできないと申し上げます。

以上でございます。

〇川達志議員　次の質問になりますけれども、

当然、何で私がああいうことを申し上げたかと

いうと、緊張感を持ってやってくださいという

ことですよ、工事監査をするためには専門職員

でないとできないのは当たり前。ぜひ緊張感を

持って特に検査もしっかりとやっていただきた

いと思います。マニュアルどおり。

　次に、ランクづけの話ですけれども、時間も

来ましたので簡単に申し上げます。

　おっしゃるとおりの基準でいいと思うんです

が、私が言いたいのは、他の市町村、県、ここ

いらとなるたけ同じにしないといけないよとい

うことなんです。そうしないと、ほかのところ

と違う、時期がずれたり、そうすると、垂水の

業者が外に出て行くときに戸惑うんですよ。基

準は統一しましょうや。

　それと一番大事なことは、そういう変えると

きの基準とか決め方を公表しなきゃいけない。

役所だけわかっていてもしょうがない。全く今、

時代錯誤も甚だしいんですよ。こういう情報は

どんどん出していかないと、情報を共有した上

で物事を進めていく。例えば、あいうえお順と

いう話を聞いたけれども、じゃ、どこで誰が決

めたのということになるとなかなかこれは答弁

しにくいんだろうと思う。だから、基準を公表

しちゃうんですよ、誰でもわかるように。ここ

がみんながわからないから疑心暗鬼になるんじ

ゃないの、私、素人だから全然わからないけれ

ども。ぜひ、副市長。

〇副市長（松下　正）五十音順の話がありま

したけれども、先ほどの要綱には格付の公表方

法は規定はされていないのですが、前回までは、

ランクと総合数値の順位について建設業組合を

通じて各業者に通知しておりました。

　今回、格付作業をするに当たり調査した結果、

鹿児島県や他市の状況等を鑑みて、また順位は

入札参加指名業務に必要性がないことから、業

者名をランクごと五十音順に並べて通知してお

ります。

　こういうランクづけの過程につきましては、

垂水市建設工事指名競争入札の参加資格審査要

領に基づいておりますが、これは内規のために

公表しておりません。というのも、要領には算

定式が記載されていること、また、ほとんどの

他の自治体でも同様の非公表の取り扱いをして

おります。このことによって、ランクづけの過

程については公表はしておりません。

〇川達志議員　やはりこれが公表しないとい

うことは、皆さん方が恣意的にやられる可能性

も十分あるわけです。私が心配するのはそこな

んです。お互いに信頼関係だから、もう、そう

いう時代じゃないんですよ、はっきり申し上げ

ます、この点は。

　みんながわかりやすい方法でないと絶対だめ。

ということは、皆さん方は法律に基づいて、条

例に基づいて仕事をしている。既にそこで守ら

れているんです、法律と条令で。それ以下のこ

ともできない、それ以上のこともできない。だ

から、私は公表しなさいと言うんだよ。ここは

公表しないということは、そこにダーティーな

部分があると思われてもしょうがない。こうい

うことを何で我々が今、言わなきゃいけないの。

ちゃんちゃらおかしい。

　あとは業者の皆さん方は今度は私企業ですか
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から、皆さん方は公ですよ。私企業だからそこ

は熾烈な競争をしてもらわないかん、厳しい競

争を。談合があるかもしれない、表現は悪いけ

れども。丸投げがあるかもわからん。これはこ

れで皆さん方が関知できるところじゃない。皆

さん方ができるところ、業者の皆さん方がする

ところ、ここをしっかり分けていかないといけ

ない。なぜかというと、副市長、なぜかわかる、

わかるでしょう。責任の明確化ですよ。どこに

責任があるのか。私が法律とか条例と言ってい

るのは、責任です。談合がばれたらこっちの責

任です。検査をしっかりせいというのは、検査

がしっかりできていない。それならば皆さん方

の責任。検査でしっかりと不手際を探すことが

あるの、今まで。甘いと言わせていただきます。

　本当に責任を明確化するためには、そういう

ことをして、業者の皆さん方も絶対手抜きをし

ちゃいかん、させちゃいけないんです。そのた

めには皆さん方が、覚悟がないと変わらない。

これはみんなそうですよ、皆さん方も。公金、

税金を取り扱う以上、法律で守られている。ぜ

ひそのことについて市長、１点だけ、これで終

わります。

〇市長（尾脇雅弥）今お話をいただいた、私

もその御意見に異論はございません。公金を使

っていろいろしていくわけですから、そういう

方向でいろんなものは検討をしていきたいとい

うふうに思います。

　ただ、時代の流れの中で、これまでなかった

ような意見交換でありますとか、いろんな制度

の改正等もやっておりますので、今後、業界の

皆さんとも語り合いながら、誰に対しても恥ず

かしくないような状況をつくっていきたいとい

うふうに思っております。

〇川達志議員　今、そういう言葉をいただき

ました。

　ぜひ、これは実行なんですよ。私は出勤簿の

話やら、塩漬けの土地の問題、土地開発公社、

いろいろ提言をしているのになかなか前に進ま

ない。決める政治ですよ。先ほど宮迫議員おっ

しゃったのも多分そういうことだろうと思いま

す。

　ぜひそのことを踏まえて、しっかりと決める

ことは決めて、新しい垂水をつくることに頑張

っていただきたいと思います。ぜひ来年度の予

算編成は声なき声に耳を傾けていただきます。

　終わります。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時10分から再開します。

　　　　　正　　　　午休憩

　　　　　午後１時10分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　５番池之上誠議員の質問を許可します。

〇池之上　誠議員　皆さん、お疲れさまでご

ざいます。

　特定秘密保護法案が12月６日に与党の強行採

決という形で成立をしたのを受け、内閣支持率

が47％と急落し、初めて50％を割り込んだと報

道されております。慎重審議は確かに必要であ

ったろうとは思いますし、安倍総理も、国会閉

会を受け、法案成立を急いだ理由として、国民

の生命と財産を守るため、国家安全保障会議（日

本版ＮＳＣ）とあわせて一刻も早く制定するこ

とが必要であったと述べられ、世論の反対が根

強い現状には、国民の叱声と謙虚に真摯に受け

とめなければならず、もっと丁寧に説明すべき

だったと反省していると述べられております。

しかしながら、マスコミ等で報道される「知る

権利の侵害」等、懸念されているようなことは

断じてないと明言されております。

　戦前の軍国主義への回帰を心配する声が広ま

っておりますが、長い鎖国政策の江戸幕府から

明治維新、大正、昭和と世界列強に追いつくこ

とだけを考えて走り続けた80年間と、敗戦後ア
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メリカナイズされ、履き違えた自由と権利だけ

を主張する中でも日本人の本質を問いただして

きた70年間では、明らかに日本人も変わってい

るはずと信じたい。

　その意味からも、自由民主党の党費を払って

いる私といたしましては、安倍総理を信じます。

そして、今回、12月議会初日の特定秘密保護法

案の制定に反対する意見書採択については、こ

れこそ慎重な審議が必要だったのではと思うと

ころであります。

　一般質問２日目、さらに昼食後１番目、さら

に12番目ともなりますと、本会議場の皆さんに

も疲労の色がかきま見えるようでございます。

軽く目を閉じられ、心静かに、いましばらくの

間おつき合いをいただきたいと思います。

　議長より許可をいただいております。通告に

従い、順次質問をしてまいります。市長、関係

課長の簡潔、明快な御答弁をよろしくお願いを

いたします。

　まず、教育行政についてお尋ね申し上げます。

　大隅地域高校再編の現状といたしまして、た

だいま大隅地域の高校再編は、曽於高校を初め、

そして楠隼高校と今、動いております。そして

我が垂水高校も当面の間、市の支援策を見守る

という形で存続の形がとられておりますが、現

在の垂水高校の現状、支援策が４つほどあろう

かと思いますが、それらの具体的内容あるいは

具体的数、そういうところをお伺いいたします。

　それともう１つ、現状といたしまして、入学

者と卒業者の人数を教えていただきたい。すな

わち退学者が何人いるのか、それぐらいをちょ

っと教えていただきたいと思っております。

　そして２番目に、今、新聞紙上で報道等で有

名になっておりますけれども、中高一貫校の楠

隼高校が新設されようとしております。これは

高山高校を募集停止をして、新しく中高一貫の

高校をつくるということでございますが、現在

までは高山高校も垂水高校と似たような境遇に

あるのではないかと思います。しかしながら、

この中高一貫の楠隼高校ができますと、これは

いわゆる県立版ラ･サール高校を目指したような

学校で、その学校説明会にも小学生、中学生、

大変な興味を持って臨んでいる姿が報道されて

おりました。そういった中で、地元肝付町とし

てはどのような思いでこの楠隼高校の開設を待

っているのかが非常に興味があるところでござ

いますが、まずは高山高校と楠隼高校の比較と

いいますか、その辺のことをわかっている範囲

でお答えをいただきたいと思います。

　２番目に、中学校跡地利活用についてお聞き

いたします。

　昨日、南中学校においては、水産商工観光課

長のほうから、物産館というところで活用の説

明がありましたけれども、それぞれ牛根中学校、

協和中学校、南中学校、簡単に、どのような利

用計画であるのか。そしてまた今、どのように

利用しているのか、その辺をお聞きしたいと思

っております。

　次に、３番目、中央運動公園についてお聞き

いたします。

　９月議会の補正だったと思いますが、垂水中

央運動公園施設のあり方検討委員会が14万円ぐ

らいの補正でできていると思いますが、現在、

どのような活動状況にあり、会合を持たれてい

るのであれば、どのような方向性が出されてい

るのか。現在で答えられるところの範囲、よろ

しくお願いをしたいと思います。

　大きい２番目ですが、そこには「財政」と書

いてありますけれども、「行財政改革」という

ふうに書き直していただきたいと思っておりま

す。

　何週間か前、鹿児島市のわたりの廃止、そし

てまた、７年間は市のほうで責任を持って補填

をするというような報道がなされておりました。

このわたりについては、池山議員が数年前この

議場で質問されております。そしてまた、我々
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も時の総務課のほうからそのわたりについて現

状を聞いておりますが、今、垂水市において、

そのわたりの現状はどうであるのか。そしてま

た、県都鹿児島市が廃止をするという方向の中

で、我が垂水市はどのような方向で持っていか

れるのか、その辺をお聞きしたいと思います。

　続きまして、住宅の補助事業についてお伺い

いたします。

　ことしの当初の市政方針の中で、高峠のメガ

ソーラーに関連して、垂水市の住宅用太陽光発

電設置事業補助金を創設いたしております。内

容等はよろしいですが、ただいままでの実績数、

その辺をお知らせいただきたいと思います。

　２番目の垂水市小型合併処理浄化槽設置整備

事業補助金、これについても実績数、きのう少

しだけ触れられておりますが、再度、その実績

数等をお願いをいたしたいと思います。

　３番目の垂水市住宅リフォーム促進事業補助

金等の実績については、さきの午前中の持留議

員の質問で理解をいたしましたので、これにつ

いては割愛をさせていただきます。

　以上について、１回目よろしくお願いをいた

します。

〇教育総務課長（川畑千歳）池之上議員の質

問にお答えいたします。

　垂水高校の振興支援につきましては、垂水高

等学校支援計画書に基づき、平成24年度から広

報支援補助金、部活動等活性化補助金、検定試

験等費補助金を導入し、また平成25年度は、こ

れらに加えて新たに、公共交通機関を利用する

全ての生徒を対象に通学費補助金の支援策を講

じてまいりました。財政的支援のほかには、フ

リーマガジンの発行に際してのサポートや小・

中学校と垂水高校との連携を深めるための支援、

さらには関係団体による地域行事等への呼びか

けなどを行っております。

　御質問の支援策の効果について、平成25年３

月卒業生41人の進学及び就職の状況から申し上

げます。

　進学した生徒は、公立大学１名を含めて、大

学、短期大学等27人となっております。また、

就職した生徒は、地元に就職した５人を含め14

人と就職希望者の就職率は100％となっており、

卒業者全員の進路が決定しております。

　部活動では、野球部が平成24年夏の高校野球

県大会に財部高校との連合チームで出場、活躍

し、平成25年度は単独チームで出場、また、平

成24年11月には家庭クラブが県高等学校家庭ク

ラブ研究発表大会で最優秀賞等を受賞するなど

活躍し、垂水高校のイメージアップに貢献して

おります。

　さらに、垂水市漁協から依頼を受けて、垂水

市漁協が開発したカンパチを使った缶詰のラベ

ルデザインを手がけたり、大野地区公民館から

依頼を受けて、サツマイモを加工したケーキな

ど６品目を制作するなど、「地域に貢献し、地

域に支えられる高校」を目指すという大隅地域

の公立高校の在り方検討委員会の答申を確実に

実行しているところであります。

　また、平成24年度の垂水中央中学校卒業生が

対前年25人と大きく減少する中で、垂水高校の

平成25年度入学者数が対前年１人減にとどまっ

ております。このようなことから、平成24年度、

平成25年度に取り組みました垂水高校の振興支

援の効果が出ているものと考えております。

　２つ目の質問であります、何人入学して何人

卒業しているのかについてお答えをいたします。

　平成21年３月から平成25年３月まで、ここ５

年間の卒業生を見てみますと、平成21年３月の

卒業生は入学時の生徒数83人に対して69人、平

成22年３月の卒業生は入学時の生徒数64人に対

して50人、平成23年３月の卒業生は入学時の生

徒数78人に対して66人、平成24年３月の卒業生

は入学時の生徒数55人に対して41人、平成25年

３月の卒業生は入学時の生徒数46人に対して41

人であり、過去５年間では平成25年３月の卒業
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生の卒業者数割合が最も高くなっております。

　以上です。

〇学校教育課長（牧　浩寿）池之上議員の御

質問にお答えいたします。

　現在、高山高校の在籍数は117人でございます。

居住地域別では、肝付町内の生徒が45人、鹿屋

市など他市町の生徒が72人と聞いております。

　現在の高山高校につきましては、平成26年度

に生徒募集を停止し、全ての在校生が卒業する

平成27年度末で閉校することが決定しておりま

す。

　大隅地域の公立高校の在り方検討委員会では、

今後の地区内の生徒減少を考慮し、一定の生徒

数を確保することは難しいことから、６年間の

計画的・組織的な教育を行える併設型中高一貫

教育を導入し、中学校段階から県内外の生徒を

集めて、魅力ある高校づくりに取り組むべきで

あるとのまとめがなされております。

　そのことを受け、県教育委員会では、地元と

の協議や有識者からの意見聴取、県外調査等の

検討を重ね、平成27年４月に県立楠隼中学校と

楠隼高等学校を同時に開校することを決定して

おります。

　学年の募集定員及び高等学校の設置学科につ

きましては、中学校男子60人、30人２学級、高

等学校普通科、男子90人、30人３学級。通学区

域は中学校・高等学校ともに定めず、県内外か

ら生徒を募集し、中学校・高等学校とも原則全

寮制とし、学校の敷地内に寮が設置されるよう

でございます。

　中高一貫教育校のコンセプトとして、「21世

紀を生き抜く創造的な知性を育む教育」、「鹿

児島・大隅の地域特性を生かした全人教育」、

「地域とつながり地域に愛される学校」が掲げ

られております。

　なお、新聞報道等によりますと、県内の元教

員の保護者らでつくる「県立全寮制男子校中高

一貫校を考える会」から、男子校であることや

県外生徒の受け入れより、地元生徒が通えなく

なる等の７項目の意見が出されているようでご

ざいます。

　以上でございます。

〇教育総務課長（川畑千歳）閉校中学校跡地

の利活用についての質問にお答えいたします。

　閉校した３中学校の跡地利用については、共

通する利活用といたしまして、校庭と体育館を

スポーツ少年団や住民等に広く開放して活用し

ていただいております。校舎につきましては、

協和中学校跡と牛根中学校跡を市役所の各課が

書類等の保管庫として活用をしております。ま

た、垂水南中学校跡地には物販施設の整備計画

が進められているところであります。

　閉校した３中学校とも、統合からこれまで、

企業等から利活用の照会があり、現地案内等を

行ったケースもありましたが、学校施設の貸与

や譲渡までには至っていないところでございま

す。

　以上です。

〇社会教育課長（瀬角龍平）池之上議員の、

運動公園のあり方検討委員会についての現状と

方向性についての御質問にお答えをいたします。

　運動公園の施設は全体的に老朽化が進んでお

り、施設の改修に向けて全体計画を立てて取り

組んでいく必要がありますことから、本年度９

月議会において補正予算を承認していただき、

運動公園のあり方検討委員会を設置し、協議を

進めているところでございます。

　第１回あり方検討委員会は10月28日に開催を

し、運動公園の利用状況を確認するとともに、

委員の皆様方に運動公園の全ての施設を見てい

ただき、現状を把握の上、課題や改修箇所につ

いて協議をしていただいたところでございます。

　また、２回目は11月26日に開催いたしました

が、ソフトテニス大会等が開催されたときなど、

本城川沿いの市道の違法駐車により、通行車両

や周辺住民から苦情等も寄せられ、また警察か
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らも指導を受けている現状がございますことか

ら、運動公園内に新たに駐車場と進入路の設置

等について協議していただいたところでござい

ます。

　その結果、陸上競技場の西側に60数台分の駐

車場を設けることや進入路を設置すること、ま

た、現在ある進入路の拡幅や、ほとんど利用さ

れていない多目的広場の野外ステージを撤去す

ることなどが承認されました。また、体育館前

の噴水につきましては、10数年間利用されてい

ないことから、活用方策を検討すべきとの意見

が出されました。

　さらに、陸上競技場のあり方について協議し

ていただきましたが、協議に際しての視点とし

て、１つ目には、昭和53年建設当時は盛んでな

かったグラウンドゴルフや少年サッカーなどの

新たなスポーツが台頭し、陸上競技場の利用形

態も大きく変化していること。２つ目には、児

童生徒数も建設当時の小・中学生数は合わせて

約3,300名でありましたが、現在は３分の１の約

990名と大幅に減少していること。またこの間、

４中学校が中央中学校１校に統合され、中学校

の陸上記録会がなくなったこと。３つ目には、

市民体育祭や小・中学校体育連盟の記録会や練

習などトラックを利用する競技に比べると、グ

ラウンドゴルフやサッカー、ソフトボールなど

フィールドを利用する運動競技が圧倒的に多く、

これからも増加する可能性が高いこと。４つ目

には、市民体育祭は、少子高齢化に伴い採点種

目はトラック競技が１種目となり、フィールド

競技の比重が高くなっていること。５つ目には、

グラウンドゴルフ協会から専用グラウンドの建

設要望や、サッカー及びソフトボール関係者等

からも陸上競技場の有効活用についての要望が

あること。この要望に対して、改修するとなり

ますと、サッカーやソフトボール及び軟式野球

や硬式野球のコートが現行より２倍のコートが

できること。６つ目には、垂水市の人口減少に

歯どめがかからない中、市の活性化を図る上か

らも、さらにスポーツ交流人口をふやすことに

より経済効果を図る必要があるのではないかと

いうこと等を検討の視点に置いて、協議してい

ただいたところでございます。

　その結果、委員の中からは、トラック部分は

残してほしいとの御意見もございましたが、最

終的に、あり方検討委員会としては、市民のニー

ズに応えるためには全面フラットにした多目的

利用型施設に改修するということに、委員の方々

の意見の一致を見たところであります。

　このほか、野球場や体育館、庭球場等の施設

改修を要すると思われる箇所及び改修内容につ

いても協議をしていただいたところでございま

す。

　今後の検討委員会につきましては、第３回目

を12月20日に、第４回目は平成26年１月中に開

催し、提言書を作成の上、市長に対し、検討委

員会委員長から提言書を提出していただく予定

でございます。

　以上でございます。

〇総務課長（中谷大潤）池之上議員の御質問

にお答えいたします。

　わたりとは、給与上の処遇を主眼として、職

務や責任の実態より上位の職や職務の級に一律

に昇格させているもので、地方公務員法第24条

第１項に定める「職員の給与は、その職務と責

任に応ずるものでなければならない」とする職

務給の原則に反するものです。例えば、主査で

ある職員に係長並み、係長級の職員に対して課

長補佐級並みの給与が支給されるといったぐあ

いです。昇任せずとも長年勤続すれば上位の級

に昇格できる仕組みになります。

　このように、わたりの制度では、昇任しなく

ても在級年数が長くなると上位の職務の級に昇

格する場合がありましたが、これを、昇任しな

い限り昇格しない制度とするものでございます。

具体的には、国の格付を基準に、わたりの該当
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となる５級の係長、副主幹、副技幹を４級へ、

４級の主査を３級へ、それぞれ下位の級へ位置

づけるものでございます。本市においては、平

成25年10月１日現在、一般行政職のうち４級の

主査52人、５級の係長等51人、計103人が該当し

ています。

　このわたりにつきましては、総務省が2009年

（平成21年）に自治体名を公表してから、県を

通じて強く適正化を求められており、これまで

廃止を検討してまいりまして、他市におくれる

ことのないよう、平成25年３月22日、正式に職

員労働組合へ交渉の申し入れを行ったところで

ございます。

　職員労働組合との交渉については、３月の交

渉申し入れを、６月議会で承認をいただきまし

た垂水市職員給与の臨時特例に関する条例の制

定を優先して中断していたため、７月24日交渉

を再開いたしました。その後、13回の事務レベ

ル協議、２回の本交渉を経て、本日夕方の市長

交渉において合意に達しましたら、平成26年４

月１日実施の条例改正案を本会議最終日に提案

させていただく予定でございます。

　他市の動向につきましては、県内各市におい

ても、現在のわたり制度が残っているのは鹿児

島市、薩摩川内市、霧島市と本市の４市のみで

ございます。薩摩川内市は現在職員労働組合と

交渉中、霧島市は明けて来年１月に交渉を申し

入れる予定と聞いております。鹿児島市におい

ては、11月22日職員労働組合と合意した条例改

正案が12月市議会で可決されれば、来年４月１

日から適用されます。この鹿児島市のわたりの

解消につきまして、現給料が保障される期間は

７～８年後との新聞報道でありましたが、垂水

市は、今後の任用にもよりますが、最長で約10

年後が完全実施となるようでございます。

　質問にはございませんでしたが、財政改革の

面から、わたりの解消による影響額について御

説明いたしますと、わたりの解消は本市の職務

職階制度の適正化を目的に進めてきたもので、

財政改革とは趣旨が異なりますが、結果として

は、現在よりも給料を下位の級へ張りつけ直す

ことで、給料月額を基準に下位の同額に近いと

ころへ移すこととし、現在の給与額より減額と

なる職員につきましては、減額緩和で現在の給

与額を保障することを考えています。

　このことで現行よりも昇級が緩やかにはなり

ますが、人件費の抑制、ラスパイレス指数の抑

制を図ることになり、最終的には財政改革にも

つながっていくことになります。ちなみに、現

時点での試算によりますと、年間総額で約640万

円、１人当たり月額約5,000円の抑制額となりま

す。

　以上でございます。

〇企画課長（前木場強也）住宅補助事業につ

いて、垂水市住宅用太陽光発電設置事業補助金

の御質問にお答えいたします。

　今年度から、住宅用太陽光発電システムを設

置した方に対して住宅用太陽光発電設置事業補

助金を交付しております。11月末現在で申請者

は６名、補助金額は26万5,000円となっておりま

す。なお、財源につきましては、高峠メガソー

ラー設置に係る土地使用料を充てることとして

おります。

　以上でございます。

〇生活環境課長（村山芳秀）池之上議員の質

問にお答えします。

　まず、合併浄化槽の補助金の昨年度及び今年

度の実績及び実績見込みについてですが、平成

24年度は135基、平成25年度の実績見込みについ

ては、お願いしております補正予算分を含めま

すと123基程度、予算額が4,624万円になると見

込んでおります。

　これまでの状況についてですが、平成20年か

ら23年度については、申請件数が100基以下でし

たが、平成24年度からは単独浄化槽撤去費の上

乗せ補助を開始したことにより、平成24年度、
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25年度はともに100基を大きく上回っております。

　ことしの動向についてですが、消費税増税の

影響からか、新築に係る申請が急増しており、

平成24年度に１年間に34件だった新築が、平成

25年度12月４日現在、８カ月余りで現在47件と

なっております。

　以上で終わります。

〇池之上　誠議員　一問一答でお願いいたしま

す。

　垂高の現状ですね、いろいろ市の広報でも載

っておりますし、結構垂高生頑張っている姿が

市民の皆さんには周知されているんだろうと思

っております。そのことは全く否定はしており

ません。頑張っているなという姿は見えており

ます。

　しかし、今、入学者と卒業者、すなわち何人

退学をしたかというのを見ると、やはり10何人

ですね、大体14～15人、100人もいないところで

14～15人。非常に大きな数字だと私は思うんで

すね。何が足りないのか。これは垂水高校自体

の問題ですので、教育委員会の皆さんに言って

もしょうがないことですが、私は本当に、入っ

たはいいけど、出してくれるのかという思いが

あるわけですね。そこ辺はもう垂高の問題です

から言ってもしょうがないけど、そういう退学

者が多いという現実も、ちゃんと垂水市内の皆

さんにも教えてあげないといけないんじゃない

か。いいところばっかり見せても、本当にそれ

だけで垂高が振興、うまくなっていくのかなと

思うわけですね。年間14人も退学をすると、「ど

げな学校よ」というふうに思っている市民の方

も結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってお

ります。

　そういうところで、垂水市が県立垂水高校を

残すためにいろいろ支援策をやっておりますけ

れども、まずは、いつも言うように、魅力のあ

る学校に変えてほしいというところをもう常々

思っております。もうこれは答弁要りません。

いつも言うことですので、現状を知ってほしい

と。入ったはいいが、入ったというのは整理統

合基準から多分外れるんだろうと、半分以上入

ったところで外れるんだろうと、頑張って入っ

てきたと。ただし、それからがちょっと問題じ

ゃないかな、垂高自体が問題じゃないかなとい

うふうに私は思っているわけです。これはこれ

以上もういきません。（発言する者あり）そう

いう声もありますけれども。

　あと、先ほど、楠隼高校のほうに入りますけ

れども、課長が地元のほうから何か要望があっ

たと。地元の中学生が入れないんじゃないかと

いう要望があったということも聞いております。

私もニュース等で見ておりますけれども、要は、

高山高校を存続させた意味合いというのが、全

く垂水高校とは違うわけですね。垂水高校の場

合は、地元にしか行けないと、そういう子供た

ちを救ってやるんだというのが多分、前提にあ

ったと思う。ただし、高山高校も最初はそれだ

ったかもしらんけど、県教委に任せてしまった

ら、県立版ラ･サールみたいな中高一貫のエリー

ト高になろうとしている。そういう中で地元の

中学生たちがどこに行くんだと。45人行きおっ

た人たちが行けなくなるんじゃないかと私は思

うわけですね。全国から来るわけです。鹿児島

県内も来ます。できる子供たちがそこに行く。

そうなれば、鹿屋高校も必然的に１クラス分ぐ

らいは大隅の子供たちはそっちに行ってしまう

かもしらん。これはまた大変な楠隼高校の開設

になるだろうと私は思っております。

　そういった中で、肝付町の地元の子供たちを

どこにやるんだと。そうしたら、肝付町の地方

自治体は、行けなかった子供たちに対してはど

ういう支援をするのか。今までは地元に通えた

子供たちが地元に通えなくなる、そういう現実

が出てくるわけです。これは垂水高校を守る、

今の垂水の執行部といいますか、垂水の市役所

が支援金を出して垂水高校を守っていますけど、

― 134  ―



全く高山高校に対しては反対のことが今、起こ

っているわけですよね、と思いますよ。

　その辺を、答弁は、もうこれは県の教育委員

会が決めたことですから要りませんけれども、

よく見ていてほしいと思います。果たしてこれ

が正解なのか、あるいはだめだったのかですね。

あと何年かすれば答えが出るでしょう。そうし

たら垂水高校のほうにもちゃんとした参考にな

るだろうと思っておりますので。このことにつ

いては、有明はもう閉校ですけれども、統合さ

れる財部、末吉、岩川、その辺もそういう事態

が起こるわけですね。地元の高校に行けなくな

って通学費を払わないかん子供が出てくる。地

元の子供たちがその地元の学校に行けないとい

うことが起こってくるわけですから、垂高もこ

ういうのを見ますと安泰じゃない、ずっと存続

できるとは限らん、県教委の姿を見ますとです

ね。その辺はちゃんと見ながらいってほしいな

というふうに私は思っております。このことに

ついてはもう答弁は要りません。

　そしてあと、中学校の跡地利活用ですね。

　課長のほうから、市役所の各課の保管庫に使

っていると、そしてまたいろんな会社からもち

ょっと話があるということです。初日の全協で

も少し説明を受けましたけれども。そしてまた

南中も物産館ということで、全く行政財産の範

疇から外れたところで動いているんじゃないか

なと私は思うわけですね。

　牛根にしても南中にしても、前は小学校統合

という話もありましたけれども、それを抜きと

しましても、今の利活用を見ていると全く、教

育財産であるのか、それを勝手に普通財産の各

課が使って、何やかんや難儀だけは教育委員会

はせないかんというふうに私は思うわけですけ

れども、課長、このことについてどうでしょう

かね、もうちょっと市役所全体で詰めた協議を

して、もう教育財産から普通財産に変えましょ

うと、そういう話はできないですかね。私はも

うそのほうがいいんじゃないかと。

　小学校についてはちょっと後から触れますけ

れども、その辺について、その利活用について、

普通財産と教育行政財産、その観点について、

変更をしてからやったほうがいいんじゃないか

と思うんですけれども、その辺はどうですか。

〇教育総務課長（川畑千歳）ただいまの質問

にお答えをいたします。

　中学校跡地の利活用の取り組みに当たりまし

ては、関係課の役割分担を明確にしつつ、総合

的な取り組みができるような体制整備、それと

財産の所管替え、また未利用地を一括管理する

組織整備の方向性が経営会議において確認をさ

れております。

　それと、各課の保管庫等に使っているという

ことで御意見がありましたけれども、これにつ

きましては、現在、行政財産の目的外使用とい

うことで手続は踏んでおりますので、そのこと

は申し上げたいと思います。

　以上です。

〇池之上　誠議員　目的外使用ということで届

けは出ているということでございますが、市長、

聞きます。どうですかね、もうちゃんと普通財

産で見ておくというほうが私はいいんじゃない

かと思いますけれども、そのほうが教育委員会

も、学校教育あるいは社会教育、全ての教育的

な面に集中できるんじゃないかと。スタッフも

少ない、定員適正化で人員の定数も減っており

ますので、その辺でやはりそういうところは市

長の決断だろうと思いますから、そこ辺をもう

ちょっと詰めてやればいいんじゃないかと。

　そして、小学校のもし統合したときの統合小

学校の予定というところもありましたけれども、

その辺は、旧３校の中学校は耐震も済んでいな

いだろうし、今から何年先になるかもわからん、

そうなったときにはまた大分老朽化するという

ところを踏まえれば、いろいろな方法が考えら

れるんじゃないかと思いますので、その考えを
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抜けてやるというようなところは、やっぱりこ

れは市長の判断だろうと思いますけど、その点

についてはどうですか、市長。

〇市長（尾脇雅弥）９月議会でも宮迫議員か

らも御質問がありました。

　これまで、全庁体制による取り組みをより実

効性のあるものにするために、関係課の役割分

担を明確にしつつ、総合的な取り組みができる

ような体制整備、また現在、教育委員会所管の

行政財産を普通財産への所管替えというような

ことでありますので、今、御提案いただいた方

向でかじを大きく切っていきたいというふうに

思っております。

〇池之上　誠議員　前向きな答弁だったと思い

ます。よろしくお願いいたします。

　これについては、小学校統合はまた後々の問

題でしょうから、そのときにまたいろんな知恵

が出てくるだろうと思います。昔から３人寄れ

ば文殊の知恵と言いますけれども、垂水市役所

は垂水のエリートさん方が集まっているところ

ですので、いい知恵が出るだろうと期待してお

ります。

　次、３番目ですね、中央運動公園について。

　先ほどいろんな改修プランが出てまいりまし

た。その中で、トラック競技についてはないと、

少ないと、市民体育祭と小学校の記録会ですね、

そのぐらいしかないなと私も今、思っておりま

す。そうしたときに、全天候型と言いやったけ。

（発言する者あり）それじゃなかった。陸競を

広げてサッカーとかそういうところを使えるよ

うな大きなところにするということです。そう

いう計画もいいだろうと、これからニーズに合

っていいだろうと。５月の鹿実のサッカーの合

宿もありますし、サッカーでスポーツ交流人口

をふやすということもできるだろうし、いい取

り組みじゃないかなというふうに私は思います

けれども、その後の、じゃトラック競技はどこ

でするんだとなったとき、どういうところを考

えていらっしゃるのか。そういうのは何も考え

ないで、もうそれも全部やめるというようなと

ころで思っていらっしゃるのか。代替案という

か、そういうのがありますか。

〇社会教育課長（瀬角龍平）２回目の、トラ

ック部分を利用している小学校の記録会、市民

体育祭などの受け皿をどう考えるかというよう

なことだと思いますけれども、御質問にお答え

をいたしたいと思います。

　現在、陸上競技場のトラックを利用しており

ますのは、今、御質問ありましたように、年１

回の小学校記録会と市民体育祭が主であり、こ

のほか、本年度までは中央中学校のグラウンド

整備に伴い校庭が使用できないことから、中学

生が朝の練習や記録会に向けて使用していると

ころでございます。

　仮に、陸上競技場のトラックをなくした場合

でも、中央中学校のグラウンドや来年度運動場

の改修予定の垂水小学校のグラウンドで開催は

可能と考えております。その理由といたしまし

ては、小・中学校とも運動場改修は暗渠排水施

設や３つの土の層を入れる改修でございまして、

これまでと違って水はけが格段によくなるため、

前日多少の雨が降ったとしても競技に支障はな

いものと思われます。

　そしてまた、小学校の陸上記録会におきまし

ては、垂水小学校そして中央中学校グラウンド

はともに200メータートラックと100メーターの

直線コースがとれること、さらには、市民体育

祭においては、少子高齢化により採点種目の多

くはフィールド競技であり、トラック競技は１

種目になっていること、さらにまた、今年度開

催をいたしました市民体育祭は、参加者数が600

人に対し、逆に垂水小学校で開催をされました

垂水地区運動会は約1,000人の参加でありました。

　このようなことから、小学校の陸上記録会及

び市民体育祭は、垂水小学校及び中央中学校を

利用して開催が可能ではないかと考えていると
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ころでございます。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　垂水地区の運動会のほうが

多かったというのはちょっとびっくりですけれ

ども、３年ぶりの市民体育祭でしたので、市民

の方もびっくりして集まらなかったのかなとい

うふうに思います。来年からまた1,000人程度集

めるような努力を、社会教育課の皆さん頑張っ

て、公民館の皆さんと頑張ってやっていただき

たいというふうに思っております。

　このことについても代替案もあるようでござ

います。立派な施設になるように私も見守って

いきたいと思いますので、頑張って、いい案を

つくり上げていただきたいというふうに思いま

す。

　教育行政については、以上で終わります。

　行財政改革についてですね。わたりが103人、

大体半分ばっかりおられるわけですね。そうい

う方たちが号給を下げて給料が減るとなれば大

変でしょうから、今の給料は保ったまま、完全

なもとの姿になるには10年ぐらいかかると。長

い道のりですけれども、やがては返していかな

いかんだろうというふうに思っております。

　そういう中で、給与体系といいますけれども、

けさ、新聞でもありましたけれども、職員の皆

さんには悪いですけれども、55歳で昇給が停止

するとかそういう話もきょうの新聞にも載って

おりました。そしてまたあと、給与体系もいろ

いろあると思います。正職員の皆さんの給与体

系、あるいは現業職の皆さんの給与体系、ある

いは臨時の方はもう大体決まっているだろうと

思いますけれども、そういういろんな給与体系

がある中で、今後、行財政改革と、組合の皆さ

んとまた話をしないといけないだろうけれども、

そういう中で、まだ何か問題というか、解決で

きるようなのがありますか、総務課長。

〇総務課長（中谷大潤）わたり以外の給与問

題の改善点でございますが、本市が今後、取り

組んでいくべき問題としまして、まず、55歳昇

給停止の問題があります。これは、国が平成26

年１月１日から、55歳以上の国家公務員の昇給

を停止することを決定したことに伴い、地方公

務員においても、国と同様の昇給停止を実施す

るよう要請されているものです。

　この問題につきましては、昨年11月13日の職

員労働組合との交渉において申し入れを行い、

現在、継続協議中となっておりますので、理解

を得られるよう早急に協議を行ってまいります。

鹿児島県及び鹿児島市が来年１月１日の実施、

枕崎市が４月１日実施の条例改正案がそれぞれ

12月議会に提案されているようでございます。

　次に、技能労務職の給与の適正化の問題があ

ります。

　これは、現在、一般職と技能労務職は同じ給

料表を適用しているところですが、この技能労

務職の給与についてはラスパイレス指数が高い

ことから、国の定める技能労務職の給料表を適

用するよう、国及び県から長きにわたり是正を

求められているところです。この問題について

も、わたりの解消とあわせて、技能労務職の給

与の適正化として職員労働組合へ交渉の申し入

れを行っておりますので、理解を得られるよう

粘り強く交渉を続けてまいります。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　大変だろうと思います。き

ょう何か組合との話があるということで、市長、

大丈夫ですかね、頑張っていただきたいと思い

ます。多分難儀をされるだろうなと、こういう

のが一番難儀をされるところでありますけれど

も、やがては垂水市のためにもなるんだろうと。

適正化、原則に反するということが大義にあり

ますので、その辺はそこを思って頑張っていた

だきたいと思います。

　その辺について、市長、何か一言あればお聞

きしたいですけれども。

〇市長（尾脇雅弥）御質問ありました。
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　本当にこれまで、同じ話をしますけれども、

単独を選択するということで、この10年間で約

50名の定員適正化計画ということで、職員の皆

様にはそういった意味でも心配、苦労をかけて

いるのはそのとおりであります。また、独自の

給与カットもこれまでやってきた中で、さらに

国の原発、震災復興の関係もありまして、7.8％

と大変重いことを御理解いただいて協力をして

いただいているという中で、またこういう今、

わたりでありますとかいろんな問題が連続的に

来ております。

　やっぱり生活給という意味もありますので、

できるだけ減るほうじゃなくてふえるほうへと

いう思いはあるんですけれども、こういった世

の中の動向等も踏まえて、こういう状況がある

ということでありますので、ただ、ここでしっ

かりと連携をしてやっていかないと、将来に対

してのいろんな意味での財政基盤、単独でやっ

ていくためのいろんなものができていきません

ので、そこは共通認識を持って、誠意を持って

いろいろ話をしていきたいというふうに思って

おります。

〇池之上　誠議員　全て将来の垂水のためにと

いうことで頑張っていただきたいと思います。

　最後になります。

　住宅補助事業ですね。リニューアブル・ジャ

パンのメガソーラーの分の土地使用料とかその

辺で賄うということ、最初からそういう話だっ

たんですけれども、着工もおくれているし、本

当に大丈夫なのかなという思いもあります。そ

の辺についてはちゃんと大丈夫だろうとは思い

ますけど、その担保ができているのかどうか、

そこ辺をひとつ最後に聞かせてほしい。

　それと、まだこれ続けていきますけど、合併

処理浄化槽もことしは待ちが多いと、新築に限

って補正を組んでいるというところだったんで

すけれども、ということは、ことししたくても

できなかった方がいらっしゃるわけですね。そ

うした場合、４月になれば今度は消費税が上が

ってしまうと。そうなったとき、「もう消費税

が上がったから、せん」となるかもしらん。せ

っかくの錦江湾のためにもいい環境条例をつく

ったわけですから、それにもマッチした事業で

すので、今、待っている方々に対しては、４月

からの新しい補助金なんだろうけれども、４月

分の受け付けまでは垂水市の単独で上乗せとい

うのを考えられないかですね、３％分ですよ。

消費税５％の分を４月に限ってはやりますよと、

その辺を13億円の中からちょっと出してもらえ

ばできるんじゃないかと思いますけどね。その

２つ、お願いします。

〇企画課長（前木場強也）住宅用太陽光発電

設置事業補助金の財源確保についての御質問に

お答えいたします。

　昨日の川越議員の御質問にお答えいたしまし

たように、メガソーラーの完成がおくれている

わけでございますが、土地の使用に関する契約

は既に平成24年８月１日からの土地賃借契約を

締結しております。昨年度分につきましては既

に収納済みでございます。また、今年度分につ

きましても年度末に納めていただくことになっ

ております。今後も財源の確保につきましては

確実に行ってまいりたいと考えております。ま

た、売電開始後には協力金も納入していただく

契約となっておりますので、件数増加等による

財源不足は生じないものと思っております。

　以上でございます。

〇生活環境課長（村山芳秀）池之上議員の消

費税の分の２回目の質問にお答えします。

　現在、本市の小型合併浄化槽設置整備事業補

助金につきましては、国の循環型社会形成推進

交付金の交付基準額に基づいて補助を行ってお

りますが、きょう現在ではまだ、消費税増税に

伴う交付基準額の増額についての情報は来てお

りません。国の交付基準額が増額される場合は、

本市においても増額を行う検討をいたしますが、
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市単独での上乗せについては、市の財政状況か

らも厳しいのではないかと考えております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　今、13億円あると言ったん

ですけどね。そこはもうちょっと話をして、４

月まで待つ人がいるわけですから、そういう人

たちが、せっかくしようと思った人たちが、「消

費税が上がったから、もうしない」となったと

きは大きな痛手ですよ。環境に対しても、あと

はそういう業者さんに対してもすごくデメリッ

トばっかりですよ。そこを３％分やるというと

ころは皆さんの知恵じゃないですか。そこ辺も、

単独ではできませんと言わずに、できる方向で

考えていただきたい。もうこれは答弁は要りま

せん。

　そういうところですのでひとつ、太陽光にし

ても住宅リフォームにしても合併処理にしても、

市民のためになる事業だと思っております。ど

うぞ頑張ってやっていただきたいと思います。

　そういうところでことしの質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、２時15分から再開します。

　　　　　午後２時06分休憩

　　　　　午後２時15分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　４番感王寺耕造議員の質問を許可します。

〇感王寺耕造議員　皆さん、お疲れさまです。

　まずもって、今議会の一般質問の順番につき

まして、私ごとの理由にもかかわらず変更を認

めていただき、発言の機会を賜りましたこと、

議長、議会運営委員長を初め、同僚議員の皆様

におわび申し上げ、感謝する次第です。ありが

とうございます。

　それでは、議長の許可をいただきましたので、

早速質問に入らせていただきます。

　今般、政府においては、安倍総理が座長を務

める農林水産業・地域の活力創造本部の第９回

会合で、米政策を大きく転換し、1970年に始ま

った生産調整・減反を５年後の2018年度をめど

に約半世紀で廃止することや、補助金を見直す

新たな政策が決定されました。また、日本型直

接支払制度、農地中間管理機構の創設も決定し

ております。今国会で政策転換に係る補正予算

も可決され、今後、平成26年度の予算案が設定

されていくとのことです。

　大きな農業政策の転換を迎え、中山間地域で

ある本市農業にも多大な影響が出るのではない

かと危惧いたしております。市内でも「今後の

方向性と経営計画が見出せない。もう米づくり

はやめようか」との農業者の声をよくお聞きし

ます。

　そこで、農林課長に質問いたします。

　１点目、今回の農業政策の見直しの全般の内

容について。２点目、米政策の見直しによる本

市水田農業への影響と今後の対策について。以

上、２点お願いいたします。

　次に、新規就農者対策について、農林課長に

伺います。

　平成24年度から人・農地プランが創設され、

新規就農者の確保を目的に青年就農給付金が開

始されました。経営開始型では年に150万円、最

初５年間の給付と制度設計されております。農

業者の高齢化と後継者不足が深刻な本市にとっ

ても、新規就農者の確保につながるのではない

かと期待しております。

　しかしながら、農業経営開始に当たっては、

農業機械、施設等莫大な初期費用が必要です。

青年就農給付金はあくまでも当座の生活費であ

ると考えます。自己資金を十分持たない若者に

も、適性とやる気がありさえすれば門戸を開く

支援策が行政に求められているのではないでし

ょうか。青年就農給付金の活用とともに、本市

独自の支援策を図り、後継者を育成していかな
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ければ、市内全域で５年後、10年後、農地を守

る人もなく、耕作放棄地がふえていく、それほ

ど事態は逼迫しております。

　そこで、新規就農者の確保の対策について、

本市の取り組みの現状と課題、今後の対応の方

向性について質問いたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇農林課長（池松　烈）感王寺議員の農業政

策の見直しについて、お答えさせていただきた

いと思います。

　御存じのとおり、安倍政権下では、日米経済

再生を最優先課題とし、大胆な金融政策、機動

的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の

３本の矢、いわゆるアベノミクスを一体的に展

開、農林水産省では２月18日、「攻めの農林水

産業の展開」を公表し、３つの戦略としまして、

需要フロンティア、輸出海外展開戦略等、バリ

ューチェーン、６次産業化、生産現場の強化、

担い手への農地の面的集積・集約等を掲げ、特

に生産現場の強化を最優先課題に位置づけ、農

地集積、耕作放棄地解消に係る数値目標の設定、

農地の中間的受け皿「県農地中間管理機構（仮

称）」の整備・活用、耕作放棄地対策の強化を

掲げました。

　また、自由民主党におきましても４月25日に

農業・農村所得倍増目標10カ年戦略を決定、食

料自給率の向上、日本型直接支払、農地集積、

耕作放棄地解消、新規就農、主な品目別対策を

掲げ、平成26年度概算要求、骨太方針、成長戦

略等へ反映させていくと。これらを含めて、農

家の高齢化、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）

などの将来へ向けての課題の整理が今回の大き

な見直しにつながっていると考えるところであ

りますが、まだ、国・県からの文書、それから

主催の研修におきましても、その大まかな方針

が伝えられるだけでございまして、まだ詳細に

は至っておりません。

　そこで、今後の本市の農業政策のあり方も含

め、農家の皆さんがいい方向性を持って農業に

従事できますよう情報の収集に努めていきたい

と考えているところでございます。

　議員におかれましても、市議会議員、農業委

員会委員、そして畜産振興会を初めとするさま

ざまな要職につかれていらっしゃいますので、

私どもより情報の収集の機会がたくさんあられ

ると思いますので、ぜひ今後とも情報の提供、

アドバイスをよろしくお願いいたします。

　それでは、大変大まかではございますが、見

直しのあったところについて報告させていただ

きます。

　まず、農地中間管理機構（仮称）の創設でご

ざいますが、都道府県のコントロールのもとに

適切に構造改革、生産コスト引き下げを推進す

るため、都道府県段階に設置し、農地の借り受

け、貸し付け、当該農地の管理、作業委託によ

る農業経営を含む当該農地についての土地改良

その他利用条件の改善を事業として実施します。

　次に、新たな米政策としまして、米の直接支

払交付金、減反補助金でございますが、平成26

年度から交付単価を10アール当たり7,500円に半

減し、29年度まで続け、30年度から廃止でござ

います。

　次に、日本型直接支払制度（多面的機能支払）

を平成26年度から創設しまして、農業・農村の

有する多面的機能の維持・発展を図るため、地

域内の農業者が共同で取り組む地域活動を支援

するものでございますが、地域資源の質的向上

を図る共同活動を支援します農地維持支払では、

交付単価としまして10アール当たり田で3,000円、

畑で2,000円。また、多面的機能を支える共同活

動を担う集落等を支援します資源向上支払では、

交付単価としまして10アール当たり田で2,400円、

畑で1,440円を支払うことになります。

　経営所得安定対策としまして、畑作物の直接

支払交付金の単価の見直しを行い、平成26年度

は現行どおり、全ての販売農家、集落営農を対
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象、平成27年度からは認定農業者、集落営農、

認定就農者を対象に、また、米、畑作物の収入

減少影響緩和対策は、農業者拠出に基づくセー

フティネットとして実施し、平成27年度から認

定農業者、集落営農、認定就農者を対象、26年

度は激変緩和策としまして、米の固定支払の加

入者に限り、加入しなくても国費分相当の５割

を交付するものとし、農家拠出は求めないよう

にしております。

　４つ目に、食料自給力の向上に向けた水田の

フル活用、転作補助金、水田活用の直接支払交

付金では、飼料用米、米粉用米の数量に応じた

支払いとしまして、10アール当たり10万5,000円

から５万5,000円の上下限間で支払い、米や大豆、

ホールクロップサイレージ（ＷＣＳ）、加工用

米の単価は現行どおり据え置きに、また、産地

交付金（仮称）としまして、飼料用米、米粉用

米への多収性品種の導入や、加工用米の複数年

契約、３年間の取り組みに10アール当たり１万

2,000円交付するようにしております。

　５つ目に、米価変動補填交付金につきまして

は、平成26年度から廃止になります。

　６番目に、また、米政策の見直し、生産調整・

減反としまして、需要に応じた生産を推進する

ため、水田活用の直接支払交付金の充実、中食・

外食等のニーズに応じた生産と安定取引の一層

の推進、きめ細かい需給価格情報、在庫情報の

提供等の環境整備を進め、こうした中で定着状

況を見ながら、５年後をめどに、行政による生

産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する

需給見通し等を踏まえつつ、生産者や団体等が

中心となって需要に応じた生産が行える状況に

するよう、関係機関・団体等が一体となって取

り組むようにしているところでございます。

　続きまして、米政策の見直しによる本市水田

農業への影響と今後の対策はということでござ

いますが、今回の米政策の見直しによります本

市水田農業への影響と今後の対策については、

主なものにつきまして、まず米の直接支払交付

金、減反補助金の平成26年度からの半減、そし

て30年度からの廃止につきましては、本市の農

家にとりましては大きな問題となってくると思

われます。

　本市の稲作農家は耕地面積が少なく、ほとん

どが自家用米であることか、採算ベースにはほ

ど遠く、この交付金がその補填財源としての役

割を大きく担っているところでございまして、

これをきっかけに兼業農家などの稲作だけの農

家などが、作付への意欲が減少し、ひいては耕

作放棄地まで発展していかないか危惧している

ところでございます。

　また、水田活用の直接支払交付金では、飼料

用米や米粉用米の数量に応じた支払いというこ

とで、本市にはまだ余りなじみのない作物であ

ること、ＷＣＳ用稲との兼ね合い、耕畜連携の

強化が必要となってくること、加工ブランドな

どの施設整備が必要となってくることなどがあ

り、将来におきまして、本市のみだけでなく近

隣市町との広域での連携や課題を解決していか

なければならないことが幾つもあるようでござ

います。

　今後の対策としまして、米の直接支払交付金

の影響につきましては、日本型直接支払制度と

の兼ね合いもあると考えられますし、今後も情

報収集の強化を図っていきますとともに、農家

の皆さんの意向の把握をしっかり行っていく必

要があると思います。

　水田活用の直接支払交付金の影響につきまし

ては、本県の畜産におきまして、自給飼料基盤

に立脚した畜産経営を実現するため、耕畜連携

によります稲関連飼料、飼料用米、稲ＷＣＳ、

稲わらの生産や利用の拡大を一層推進し、自給

率向上を図っていくことが重要なことから、ま

た今回の見直しにより飼料用米の生産、利用拡

大が求められていることから、現在、市町村、

地区、県で連携し、県内の飼料用米等の稲関連
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飼料のマッチングを促進する観点から、需要者

と供給者の情報を的確に把握し、マッチングシ

ステムによる稲関連飼料の生産、利用拡大を図

るよう推進しているところでございますので、

これらの有効なシステムを本市におきましても

推進していきたいと考えております。

　影響と今後の対策も含め、詳細につきまして

はまだこれからだと思いますので、しっかりと

した情報収集を行っていきたいと思います。

　続きまして、新規就農者対策についてお答え

させていただきたいと思います。

　まず、現在の新規就農者数について報告させ

ていただきます。

　青年就農給付金の経営開始型の給付対象者数

で報告させていただきますが、平成24年度が10

名、平成25年度が４名、合計14名が対象となっ

ているところでございます。

　新規就農者の現状といたしましては、青年就

農給付金が150万円支給されますが、基本的な生

活としての活用に重きが置かれ、また、新規で

あることから、初期費用や営農支度金工面の貸

し付け対象にもなかなかなれないのが現状であ

ります。

　また、技術面におきましても、水稲、野菜、

果樹、花卉及び畜産等さまざまな就農者があり、

本課におきましても、相談に乗ったりアドバイ

スは行っておりますが、大隅地域振興局農林水

産部農政普及課のお力添えをいただいているの

も現状でございます。

　今、現状を申し上げましたが、本市におきま

しては、この現状を少しだけでも緩和してあげ

られる対策が講じられなければ就農者増加へは

つながっていかないと考えます。そこで、その

対策の１つとしまして、新規就農者の方々を、

本人申請ではございますが、県認定の認定就農

者に手を挙げていただきまして、本市も推薦を

していくと。そうすることで、県から認定を受

けることによりまして、就農支援資金の借り入

れができるような体制づくりをしてあげたらと

考えております。

　就農支援資金には、農業の技術または経営の

方法を実地に習得するための研修に必要な資金

としての就農研修資金や、資格取得等に必要な

資金としての就農準備資金や、農業経営を開始

するのに必要となる施設・機械等の購入に必要

な資金としての就農施設等資金等があるようで

ございます。

　また、技術面等におきましては、指導農業士

によります巡回訪問や栽培講習会の実施、簡易

簿記講習会の開催等も計画していきたいと考え

ておりますし、適切な人・農地プランの実行に

向け、市の地域農業支援組織の連携・分担によ

る推進体制の強化を図るための地域連携推進員

の設置もいたしましたので、その活用も視野に

入れているところでございます。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　懇切丁寧にありがとうござ

います。農林課長につきましては、まだ国の説

明、県の説明もない中で情報収集していただき

まして、答えづらい部分もあったんでしょうけ

れども、感謝申し上げます。

　一問一答方式で早速入らせていただきますけ

れども、まず、農業政策ですけれども、この部

分の議論ですね、特定秘密保護法案の部分も公

聴会もろくに開かずに決められたわけですけれ

ども、この問題についても、自民党の農林部会

で10月末に政府から説明があったんですね。そ

の後、11月26日、先ほど私が言いました、安倍

総理の座長を務める第９回の会合ですね、農林

水産業・地域の活力創造本部の第９回の会合で

方向性が示されて、今国会で補正予算の部分は

認められたわけですよね。

　農業政策の上でも、食料安保政策の上でも非

常に重要な問題が、農林族の力の低下もあるん

でしょうけれども短兵急に進められたと、これ

が私は物すごく遺憾に思っております。ただ、
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末端の行政である私ども本市にとっては、国に

も意見具申していかなきゃいけないんでしょう

けれども、ある程度の中身はもう決定されたよ

うですので、それについていろいろ議論を闘わ

せていただきます。

　この問題について、26日に決定があって、先

ほども少し説明があったんですけれども、米粉

用米、また飼料用稲、これにつきましては、新

しいといいますか、現状もあったわけですけれ

ども、拡充されまして最大で10万5,000円と、平

均収量で８万円ですか、一番下限が５万5,000円

という形で提示がございました。その中で、私

が会長を務めます肝属地区肉用牛経営者協議会

にこのＷＣＳの報道がなかったものですから、

ＷＣＳ用稲の補助金継続と拡充という部分です

ね、肝属管内で約61.4ヘクタールつくられてお

ります。金額にして76億円と、和牛また酪農家

にとっても、自給飼料を確保する対策の部分と、

あと経営安定対策ですね、また地域経済の部分

でも、金額にして70億円強のお金が地域に落ち

ておりますので、これは大変なことだというこ

とで、この部分をまず１点要望いたしました。

　また、この議論が進む中で、面積要件の撤廃

という部分で、面積要件を設けていくというよ

うな話がありました。１経営体当たり10ヘクター

ル以上でないと、転作を勧める、促す補助金は

支給しないよという議論もございましたし、そ

ういう話もありましたので、この部分の撤廃も

要請いたしました。

　結論を言えば、ＷＣＳ用稲、この部分につい

ても認められたわけですけれども、また面積要

件については、水稲作付からほかの作付をする

部分については一応平成27年度から法制化とい

うことが決定されたようです。私ども、酪農の

部分でも、和牛の部分でもこういう大きな問題

がありまして行動を起こしたわけです。

　農林課長にお伺いします。

　まず、経営所得安定対策、いわゆるならしの

部分ですか、この部分については先ほど農林課

長答弁のとおり、当地区は飯米地帯ですので余

り影響はないと私も考えているんです。ただ、

減反に伴う水稲作付の定額補助の部分ですね、

農林課長ありましたように、26年度が7,500円で

すか、５年後をめどにゼロということになりま

すと、果たして水稲をつくる人がいるのかなと

いう部分で、幾ら飯米地帯でも、もう水稲はつ

くらないぞという方向性になっていくと思うん

ですね。

　そうなった場合、飼料用米、米粉用米ですね、

この部分についても、先ほど言いましたように

10万5,000円という部分、収量以上につくれば出

るわけですけれども、ただ、一応国のほうは、

農林課長も御承知かと思いますけれども、平成

12年度の部分で、飼料用米の生産量が18万トン

と、備蓄米が２万トンと、ミニマムアクセス米

が36万トンと、合わせた56万トンについて配合

飼料として活用されたそうです。

　農水省の考えとしては、採卵鶏、ブロイラー、

養豚、乳牛、肉牛につきまして、潜在需要能力

が450万トンあるからこの施策を進めていくんだ

ということなんですけれども、ただ、１点だけ

気がかりな部分が、配合可能割合があるわけで

すよね。ブロイラーについては、既存の飼料に

対して50％米粉を、米を混ぜてもいいですよと、

ただ、肉牛に至っては13％しかやれないと、養

豚についても15％しかやれないという問題がご

ざいます。

　それで、この分で一番大きい部分は、動物生

理学の部分なんですね。ブロイラーについては

砂嚢がございますので、ある程度玄米の状態で

も消化して身についていきます。ただ、豚とか

肉牛につきましては、この飼料の開発が進んで

いないという問題点が１つ、あとまた畜種に合

わせた飼料の形態ですね、圧ぺん状にするとか

粉にするとか、そういうプラントがまず整備さ

れておりません。また、流通機構についても整
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備されておりません。

　そういったことでこの部分について、本市で

の稲作が、作付が減っていく、耕作放棄地がふ

えていく方向性の中で、国が対策をとるべきだ

とは思いますけれども、本市も肝属地区の２市

４町と手を合わせて広域で、ホールクロップの

部分を一緒にやっておりますので、広域で。そ

ういうような考え方はないのかということを１

点お聞きします。

　またあと、日本型直接支払制度についてちょ

っとあったわけですけれども、この部分につい

ても、水稲作付ですね、田んぼのほうから収益

が上がれば、集落全体としてやっていけるんで

しょうけれども、赤字になれば維持管理はもう

できないだろうという部分は当然予想されます。

また、これについては集落全体に、集落団体に

交付されるお金ですから、将来的に５年後、10

年後、例えば１人である地区を10ヘクタールま

とめてやりますよと言っても、このお金自体は

多分出てこないお金だと思うんですね。この辺

について、現在どう思われているかについてお

聞きします。

　もう１点、タイムスケジュールですね。明け

てから、国、県への説明、それから県から市へ

の説明があるわけでしょうけれども、早期地帯

におきましては、もう海潟地区につきましては

早いところで４月末から５月ごろから作付が始

まるんですけれども、これについてタイムスケ

ジュール的な問題点はないのか。

　以上、３点お伺いします。

〇農林課長（池松　烈）まず、稲ＷＣＳ等も

含めて、飼料用米のことに関しまして、ちょっ

と先ほど答弁したのと重なるかもしれませんが、

お答えしたいと思います。

　今、県のほうにおきましては、自給飼料基盤、

自分たちでその飼料を賄っていきますよという

目標のもとに畜産経営を実施するために、耕畜

連携によります稲関連飼料の生産は、今、議員

のほうからも報告があったとおり広域的に実施

をされているところでございますが、今回のこ

の見直しのほうでの飼料用米の生産、利用拡大

が求められていることから、現在、市町村それ

から地区、これにつきましては振興局が取りま

とめをすると、それと県、これは県の本課の畜

産課のほうでございますが、ここが連携をしま

して、県の飼料用米等の稲関連飼料のマッチン

グをすると。飼料用米をつくりたい人、飼料用

米を餌として必要な人という、この需要者と供

給者の情報を結んであげようというようなこと

で、マッチングシステムというような形で推進

をするようにしているところでございます。

　これに関しましては、先週ですか、うちのほ

うにも報告が届きまして、今、うちの担当のほ

うが、これに関しまして農家の皆様方の要望と

いうような形でアンケート調査を実施したいと

いうことで、今、その実施を行っているところ

でございます。

　それから、日本型直接支払の件でございます

が、これは先ほど申し上げましたように、自由

民主党のほうから、農業・農村所得倍増目標10

カ年戦略という形で、その中で日本型直接支払

を実施をしていきたいというような報告がござ

いまして、これに関しまして、農業・農村の有

する多面的機能の維持・発展というようなこと

で、農地が持っている役割というものをしっか

りと認めてあげるというような形で、それを維

持・発展させるために農業者が共同で取り組む

地域活動を支援するもので、地域資源の質的向

上を図る共同活動ですね、農地の維持をするた

めに支払いをしますよということで、10アール

当たり田で3,000円、畑で2,000円と。それから、

多面的機能を共同で、集落等で支援すると、資

源のほうの向上を図っていくと。これに関しま

しては、10アール当たり田で2,400円、畑で1,440

円というようなことで予定を立てられているよ

うでございますが、これが先ほど議員のほうか
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らもありました直接支払交付金、減反補助金の

ほうが交付単価10アール当たりが平成26年度か

ら7,500円に半減し、29年度まで続けて30年度か

ら廃止になるというようなことでございまして、

表現は悪いんですけれども、それの振りかえと

いうような形で、内容的には新聞等のあれでは

そこの部分がちょっと、金額は定額になります

けど、同じような仕組みになるのではないかと

いうようなことが述べられているようでござい

ます。

　それからあと、この農業政策の見直し、今お

っしゃったように、確かに今、12月のもう中旬

でございますので、年が明けて田んぼ、畑それ

ぞれ耕うんに向けて、春に向けての準備が進ん

でいきますので、それに対して、農家の方々の

準備に合わせてそのタイムスケジュール、例え

ば市町村のほうへの説明・研修等があるのかと

いうことでございますが、実はあしたもこの総

体的な件に関しまして研修の実施をするという

ようなことで報告があったんですが、内容的に

まだ詰まっていないというようなことで、県の

ほうとしては、実施はするけれども、ちょっと

予定と、年が明けてからの話になるのではない

かというようなことで、先日、電話のほうで報

告があったところでございますので、このタイ

ムスケジュールにつきましても、国の状況がま

だはっきりしない中で、県のほうにも、また市

町村のほうへもおろしていくことがまだできな

いような現状であるかと思いますので、今後も

そういうタイムスケジュール等も、農家の皆様

方の今後の準備を含めて、ちゃんと見きわめた

形で、県のほうにも早目の対応をしていただく

ようにお願いはしていきたいというふうに考え

ているところでございます。

〇感王寺耕造議員　３回目に入らせていただき

ます。

　転作を促す補助金のほうですね、飼料用米、

米粉用米ですね、あとＷＣＳも含まれるわけで

すけれども、農林課長の答弁にありましたとお

り、出らんでしょうけどね、もうそれ以上言え

ないことはわかっております。

　ただ、県のマッチングの部分、その調査の部

分は私のほうにもはがきが届きましたし、各農

家やられているわけですけれども、ＷＣＳにつ

いても、圃場がやっぱり狭いという部分で、な

かなか畜産のほうと連携できないわけですね。

一昔前と違いまして、和牛につきましても大型

機械化しておりますし、カッティングから、調

製作業から、また収納から積み込みまで全て機

械化しております。そういう中でなかなかＷＣ

Ｓは使えないわけです。それにかわって、また

受け入れる部分も少ないと思うんですね、なか

なか。

　そうしますと、やはり現有機械ですね、田植

機、コンバインを持っていらっしゃるわけです

から、「水稲はつくれんけれども、ＷＣＳも面

積が小さいからつくれんけれども、田を荒らさ

んために、10万5,000円出るんだったら一生懸命

つくって、いっぱい飼料用米、米粉用米をつく

りましょうよ」と、そういうような農家もやっ

ぱりあると思うんですね。そうしないことには、

そういう政策誘導をしないことには、本当に耕

作放棄地でいっぱいになってしまいます。

　そこで、私が先ほど言った部分ですね、市長。

やはりプラントの整備ができていないという部

分がありますし、それでまた畜種ごとの飼料開

発もできていない。流通の部分も整備されてい

ない。また、ミニマムアクセス米を米こうじに

使ったりとか、事件もありました。そういう監

視体制もできていないんですよね、はっきり言

って。だから、こういう部分についてやはり広

域で、２市４町でまず声を上げていただくと、

県・国のほうに。「こういう形でやっていただ

かんことには、耕作放棄地だらけになりますよ」

という部分がありますので、その辺を市長のほ

うにお願いしておきたいと思います。また、そ
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の部分についての見解を求めます。私ども議員

はまた別の部分で活動しますので、その部分を

市長に１点だけお願いします。

　あと、日本型直接支払制度ですね。この部分

について農林課長から説明があったわけですけ

れども、農地維持支払の部分と資源向上支払の

部分なんですね。水田の定額の部分を削るけれ

ども、こっちへということなんですが、あわせ

て中山間等地域直接支払制度についてと環境保

全型農業直接支援は継続ということが決定して

おります。

　そうなった場合、中山間直接支払の共同部分

については使いやすい部分がありまして、みん

なに配ってもいいし、どう使ってもいいし、何

に使ってもいいんですね。ただ、環境保全型農

業直接支払については、これはもう事業内容が

極めて限られておりますし、それで今回の日本

型直接支払もまだ表に出てこないんでしょうけ

れども、この部分についても、そういう部分で

危惧しているところです。

　制度の中身についてはおいおい出てくるでし

ょうから、１点だけ農林課長に聞いておきたい

部分が、どこが受け手となってやるのかですね。

中山間直接では、事務局を農林課で引き受けて

いただいて、事務経費もほとんどゼロというこ

とで助かっているわけですけれども、垂水市で

１つのくくりと。そしてまた各支部があるわけ

ですね、新城、海潟いろいろ、水之上。そして

また環境保全型は土地改良区主体でやっており

ます。日本型直接について、どういうような、

どこが窓口なのか、現時点でいいですからお答

えください。

　あと、市長にもう１点お聞きしますけれども、

今回の政策の転換の部分で、私はやはり小農の

切り捨てが行われるのではないかと思っており

ます。そうなった場合、後継者がいない、少な

い、また法人企業は入って来づらい、単位面積

の小さい本市にとっては大変なことなんですけ

れども、その点について市長の見解をですね。

それで、今、市長自体がどういう形で耕作放棄

地を解消していく方策をお持ちかについて、２

点目お聞きします。

　それで３点目、市長についてですね。今回、

また農地中間管理機構とかが出てきました。鹿

児島県の地域振興公社が県としては窓口になる

んでしょうけど、また農業委員会であるとか土

地改良区ですね、そういった形で耕地係も多分

忙しくなるでしょう。そういう中、耕地係、大

変仕事量がふえると思うんですね。先ほどの日

本型直接支払制度、その部分についての人員確

保が必要だと思いますけれども、財政上の問題

もありますが、人員増の考えはないのか、市長

に３点お願いします。

〇農林課長（池松　烈）日本型直接支払制度

の窓口は基本的にどこになっていくのかという

御質問かと思います。

　この内容からすれば、農地の持つ特性、役割

というのを評価しての制度となってくると思い

ます。そうなるともちろん、農地に関する事項

でありますれば、本課のほうの耕地係か主体と

なっていく事業になっていくかと思います。た

だ、先ほど触れました減反補助金との兼ね合い

がございます。そうすると、これが廃止になっ

ていくと。その前に実質、この日本型直接支払

につきましては26年度から創設されてやってい

くということでございますので、そこの職員間

の仕事を勘案しながら窓口を、基本的には耕地

係のほうでするとして、これを今度は農家の皆

様方におろした際に、それをどこで取りまとめ

をやっていくのかということになってくるかと

思いますが、これもやはり全体的なことを考え

ますと耕地係のほうでやっていったほうが、今

後の運営上、また特に農地の維持のことに関し

ては、この事業でなし得ないもの等も出てくる

かと思います。それが耕地係のまた仕事にもな

ってきますので、そういうような方向性で、ま
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た職員の配置等については、また関係課ともそ

こらあたりの事業実施に当たっての事業配分で

すね、係間における事業配分等を勘案して、今

後、詰めていきたいというふうに考えておりま

す。

　以上です。

〇市長（尾脇雅弥）感王寺議員の農業政策の見

直しについて、全体的なこととしてお答えをさ

せていただきます。

　安倍総理首相の３本の矢、いわゆるアベノミ

クス、農林水産省の攻めの農林水産業の展開、

また自由民主党におきましての農業・農村所得

倍増目標10カ年戦略など、さまざまな目標、方

向性を勘案しての今回の大きな見直しであると

考えるところでございます。

　農地中間管理機構の創設でございますが、農

地所有者と農業経営者の中間に立って農地に関

する業務をやっていただくということでござい

ますので、いい成果を上げていただきまして、

耕作放棄地解消や、しっかりとした農業基盤の

確立に貢献をしていただきたいと思っていると

ころであります。

　それから、米の直接支払交付金、減反補助金

でございますが、平成26年度から交付単価を10

アール当たり7,500円に半減し、29年度まで続け、

30年度から廃止ということでございますが、生

産性の高い大規模経営農家では余り影響がない

のかもしれませんけれども、本市のような経営

面積の小さな農家の多いところでは、今でさえ

生産性も低く、コスト割れの状態となっている

わけでございますので、大きな影響を受けるの

ではないかと大変危惧しているところでござい

ます。先ほど御提案がありましたように、近隣

市町村との連携の中で、共通課題でありますの

で、今後、情報を共有して対応を進めてまいり

たいというふうに考えております。

　耕地係の人員に関しましては、ただいま農林

課長が答えたとおりでございますので、さまざ

まな状況を踏まえて検討していきたいというふ

うに思っております。

〇感王寺耕造議員　小農の切り捨てではないか

という部分を質問したんですけど、これはもう

いいでしょう、また後で議論いたしましょう。

制度として見えてきていない部分もありますし、

また別の機会に議論させていただきたいと思い

ます。

　ただ１点だけ、方向性として市長にも農林課

長にもお願いしたい部分が、いかにしたら耕作

放棄地をふやさないかと。水稲単作地帯が一番

多い部分が水之上地区です。ほかは２つ使って

いません。海潟、中俣、新城あたりは二毛作、

三毛作を使って土地の有効活用が図られていま

すけれども、水之上地区につきましては米単作

地帯ということで、米、水稲がだめだったら植

えるものないんですよ。

　だから、制度の問題についてもそうですし、

それでまた地域で選定する作物もありますよね、

農林課長、菜種とかですね、そういったところ

に方向転換していく必要もあると思うんです。

そして米粉用米とかそっちのほうに特化してい

く方向もあるんです。機械はあるわけですから。

水稲をつくっているわけですから。そういう部

分が肝要かと思っておりますので、地域からも

これからいろいろ要望が出てくると思いますの

で、その点については、事情を酌み取って早急

に対策を立てていただきたいと思います。

　時間がございませんので、２点目、新規就農

者対策ですね、この部分についてお伺いいたし

ます。（発言する者あり）はい、ちょっと体調

が戻ってまいりました。

　市長、先ほど農林課長からありました、24年

度が10名ですね、25年度が４名です。私が冒頭

言ったとおりなんですね。農業開始の部分では

莫大なお金がかかると。市長も６次産業の部分

で一生懸命頑張っていらっしゃいまして、今回

の12月の市報も立派なやつができました。主に
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環境の整った部分ですね、水産部分から始めら

れているということですね。グローバル・オー

シャン・ワークスはもちろんですね。それで土

地開発公社の錦江町公共用地ですね、さと丸さ

んもきちっとこういう形でできております。そ

ういう部分では市長の頑張りを評価したいとい

うふうに思いますし、土地開発公社にとっても、

さと丸水産さんが起業されるという部分はよか

ったことだと認識しております。また、各種事

業を商工観光課の事業を使っていろんな方々が

商品開発であったりとか、起業をなされている

と。それと今回、「たるみず畑」ですか、建設

業から転身なさって、私も帰り、きょう、ソラ

シドエアーで帰ってきたんですけど、きちっと

売っておりました。１つ買ってきました、はい。

農業ではこういう部分があると思うんですね。

　ただ、市長、先ほどの議論と一緒のように、

まず６次産業化の前には、１次産業を守ってい

かなきゃ６次産業化なんてできませんよ、これ

は。そういう意味で質問させていただいている

んです。そういう中で、施策、青年就農給付金、

経営開始型また研修型出てきたわけですから、

これを活用していくのは国のお金ですけれども、

あと、市のほうの後押しが私、市長、欲しいん

ですよ、欲しいんです。

　具体的な例を言えば、私は近親者以外に畜産

のほうで１人、そしてあと２人、これは露地野

菜、園芸の子を２人面倒を見ております。そう

すると、みんなお金がないものですからね、今、

市長、私は何をやっていると思いますか。余り

大きい声では言えないですけど、昔、ある事業

で入れた方が高齢で使わない部分があるもので

すから、３メーターのトンネルですね、それを

お願いしまして、焼酎２本ぐらい持っていって

「分けてください」とお願いしている現状なん

ですよ、市長、お願いしている状況。

　だから、私が言いたい部分は市長、若い人、

やる気と資質があれば、その子たちに対して市

単独事業、今回はハウス事業だけ、防災営農の

部分だけをお願いしておきます。今、防災営農

の大型ハウスですね、補助残の部分で300万円程

度かかります。そうすると一括で払えないわけ

ですよ。その分を市が８年間の減価償却の部分

で何らかの基金をつくって貸し付けていくと。

そうすると新規就農者はその中で、10アールで

いいですよ、最初は10アールで。そうすると、

その中で実地の勉強ができますし、経営感覚も

磨いていけると、そういう部分もあります。

　だから、そういう制度を、リース事業を、補

助残の部分は後々返ってくるわけですから、ど

うか3,000万円ぐらい基金を積んでいただいて、

そういうことをすることによって１次産業を守

っていくと。また、市長のいつもおっしゃって

いる３万人の都市づくりと、そういう部分に結

びつくと思うんですけれども、そういうハウス

のリース事業ですね、そういう交付は考えられ

ないのか、市長の答弁をいただきたいと思いま

す。

〇市長（尾脇雅弥）今、感王寺議員がおっし

ゃいました、６次産業化の前の１次ではないか、

それはもう基本的にそのとおりだと思います。

　私も就任してからいろいろ１次産業、大事な

分野あるんですけれども、ある程度形の整って

いる水産業から始めるということで、少し成果

も出つつあるのかなというふうに思っておりま

す。ある面、今後、農業の分野において、どう

いったことの対策を具体的にやっていくのかと

いうのは今後の課題だというふうに思っており

ます。

　その上で、現在、先ほどありましたけれども、

新規農業者数が青年就農給付金の経営開始型の

給付対象者数で平成24年度が10名と、25年度が

４名と、合計14名が対象となっているわけです

けれども、新規農業者として農業に携わってく

ださる方々には、第１次産業、基幹産業として

の本市の農業、そして本市の将来を担っていた
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だかなければならないというのは共通認識でご

ざいます。

　そのためには、その方々の就業環境の整備と

いうのは重要な課題でございますので、実効性

のある有効な制度や事業の導入も含めて、関係

機関のお力添えをいただきながら、農林課や農

業委員会で緊密な連携をとりながら、今、御提

案があったことも含めて、今後、どういった形

で取り組んでいけば問題解決につながっていく

のかというのを、担当課を含めて指示をして対

応していきたいというふうに思っております。

〇感王寺耕造議員　３回目です。要望だけで終

わらせていただきますけれども、市長、大体30

アール、専業でインゲンをつくっていけば食べ

られるわけです。それとタマネギ、水稲複合型

でですね。20アールでも可能でしょう。いきな

り経験のない子たちに30アールは難しいですけ

れども。ただ、市長、せっかく青年就農給付金

が国で制度設計されて、実際活用していると。

その中で、施設も何も持たないものですから、

実際、経営的にも苦しい。そして何よりも私、

悔しいのが、時間がもったいないですよ。市が

単独でバックアップしていただければ、その分

で経験値が上がって早く一人前になっていくん

ですよ。

　だから、せっかく、現状でも10人と４人、い

ろんな経営体があるでしょう、園芸であったり

畜産であったりいろいろあるでしょう。でも、

今回は特に園芸については30アールで、市長、

ハウスがあれば食べられますから、家庭を守っ

ていけますから。だから、そういう若い人たち

をバックアップしていただけるよう早目の、市

長、選挙ももうすぐです、市長選もですね。公

約で３万人の都市づくり、１次産業、６次産業

についても頑張っていくという部分を言われた

んですから、ぜひとも１期目の任期中にこうい

う新しい部分を設計して、農地を守っていただ

きたい。若い農家を育てていただきたいと思っ

ております。

　今回は一方的にしゃべりまして申しわけござ

いませんが、来年度が本市にとってよい年であ

りますように、また議場の皆様の御健勝をお祈

りしまして、垂水市が発展しますように祈りま

して、今回の質問を終わらせていただきます。

　どうもありがとうございました。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は３時15分から再開します。

　　　　　午後３時06分休憩

　　　　　午後３時15分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　14番徳留邦治議員の質問を許可します。

〇徳留邦治議員　議長の許可をもらいましたの

で、早速質問に入らせていただきます。

　昨日来、いろんな議員の方々が質問される中

でいろんな言葉が出てきます。古い風、新しい

風、おもてなし、ＴＰＰ、そういう中でどれが

一番ことしの流行語なのかわかりませんけれど

も、そういうのもまたことしの１年の締めくく

りとしてはいいのではないかと思います。

　垂水市議会の平成25年度の最後の質問者とし

て簡潔に質問しますので、執行部の方々の明確

な御回答をよろしくお願いいたします。

　それでは、さきに通告しておりました質問に

つきまして、臨時職員、公社職員の待遇につい

てを質問いたします。

　今現在、垂水市役所管内における臨時職員、

公社職員の数は、どれぐらい雇用されているの

かを質問いたします。

　それと、２点目の決算委員会の参考資料の提

出については、いろいろと協議、打ち合わせを

する中で、質問をするまでに当たらないのかな

という感触を得ましたので、ただ、１つ要望だ

けを付して、これは割愛させていただきたいと

思います。
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　要望としましては、各課、いろんな課長が異

動になります。そのときの異動のときのヒアリ

ングとして、完全な打ち合わせができていない

状況にあるのではないかと思います。なぜかと

いうと、この前、決算委員会があったとき、参

考資料として出していただきたいと、今回の質

問の中にもそういうことを書いていますけど、

決算委員会は議員としては２年に１回あります

けれども、その中でやっぱり、前出ていた参考

資料が今回は出ていない。その中で職員とのや

りとりもありましたけれども、今回はそういう

ことがないようなことをお願いして、この問題

は割愛をさせていただきます。

　次に２点目、元気交付金の活用についてを質

問をしておきます。

　新聞等で、県下に交付された300億円、その中

でも県が190億円、各市町村に110億円の振り分

けがなされております。その中で垂水市におけ

る、きのう川越議員が質問されておりますけれ

ども、その中で３億幾らかの割り当てがあった

と聞いております。その使い道として各課にど

のように振り分けられたのか。その事業内容が、

要望がどれぐらいあったのかですね。それによ

っていろいろと振り分けられたんだろうと思い

ます。

　人口に対して垂水市に交付された元気交付金

は、ほかの市町村と比べて相当な増額だと思っ

ております。これもひとえに課長初めいろんな

職員の方々の努力のたまものだと考えておりま

す。

　これで、１回目の質問を終わりますので、関

係課長の明確な御答弁をよろしくお願いいたし

ます。

〇総務課長（中谷大潤）徳留議員の御質問に

お答えいたします。

　臨時職員、垂水市公営施設管理公社職員数に

ついて説明いたします。

　まず、12月１日現在の臨時職員数について、

課ごとに申しますと、議会事務局１名、総務課

６名、財政課２名、企画課６名、会計課１名、

税務課３名、市民課14名、保健福祉課12名、生

活環境課４名、農業委員会２名、農林課６名、

水産商工観光課２名、土木課11名、水道課２名、

教育総務課１名、教育総務課の学校主事等11名、

学校教育課の給食センター８名、社会教育課、

図書館５名、文化会館１名、体育館１名、大野

自然学校１名、合計でちょうど100名でございま

す。

　次に、垂水市公営施設管理公社職員数につい

て説明いたします。

　業務は本庁舎警備と管理作業があり、本庁舎

警備は、閉庁時間の本庁舎の警備業務を３名で

担っており、管理作業については、農林課所管

の堆肥センターに職員５名、臨時職員１名、生

活環境課所管の清掃センターに３名、火葬場に

２名、環境センターに２名、社会教育課所管の

中央運動公園に職員４名、臨時職員２名、文化

会館に１名の計23名の職員が配置されておりま

す。

　以上でございます。

〇財政課長（野妻正美）元気臨時交付金の活

用についての御質問にお答えいたします。

　地域の元気臨時交付金につきましては、川越

議員への答弁でも申し上げましたとおり、本市

の最終的な交付限度額は３億218万円ですが、実

施計画に上げた全事業の事業費ベースでは３億

6,206万円となっております。さきの新聞報道で

もありましたとおり、鹿児島県内43市町村の交

付額の合計は111億円でございますが、市の財政

規模から見ると比較的たくさんの交付金をいた

だけるという結果になっております。

　主な事業としましては、農道及び市道等の整

備事業、市住元垂水団地の外壁改修工事、垂水

小学校の屋体改修工事、水之上小学校の校舎屋

根防水工事などで、基金を含め全部で14事業を

実施いたします。
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　交付金事業の課ごとの実施状況でございます

が、生活環境課が清掃センター計量器整備事業

に256万円、農林課が堆肥センター経営改善事業

に1,080万円、農道等整備事業に4,900万円、水

産商工観光課が森の駅たるみず整備事業に1,700

万円、土木課が市内交通網整備事業に１億1,190

万円、市住元垂水団地外壁改修工事に5,820万円、

教育総務課が垂水小学校屋体改修工事に1,800万

円、新城小及び牛根小学校校庭整備工事に600万

円、水之上小学校校舎屋根防水改修工事に2,330

万円、社会教育課が市民館駐車場整備工事に390

万円、市民館電気設備改修工事に2,000万円、水

之上体育館改修工事に880万円（153ページの発

言により訂正済み）、新城地区公民館屋上改修

工事に260万円、最後に、財政課所管で基金に3

,000万円となっております。

　以上でございます。

〇徳留邦治議員　一問一答式でお願いいたしま

す。

　今、総務課長から説明があったわけなんです

が、臨時職員が100名、それに公社職員が23名で

すね。その中で、正規職員と比率して何％にな

るのか。それから雇用の期間ですね、公社職員

と臨時職員の違いの雇用の期間はどうなってい

るのか、まずこの２点で。

〇総務課長（中谷大潤）臨時職員、ちょうど

100名でございまして、現在、職員数が240名で

すので、割合でいきますと、計算機がございま

せんので、また（発言する者あり）40％弱にな

ろうかと思います。

　それから、雇用形態でございますが、臨時職

員の雇用形態は、原則３カ月ごとの契約として

おりまして、その後、３カ月ごとで交代で１年

間まで続く場合もございます。年次休暇制度な

んかもこの規則にのっとって付与しております。

施設管理公社の職員につきましては、１年ごと

の契約でしております。形態につきましては以

上でございます。

〇徳留邦治議員　その中で学校支援員、これも

臨時職員に値するものだろうと思いますけれど

も、夏休み、休みがあるわけなんですよ。その

夏休み、冬休み、休みの期間中は給料というか

全然、報酬といいますかね、全然ないわけでし

ょう。そこらを今後、何とか市のほうで補助的

なもので、手当等などでカバーはできないのか。

　みんな支援員としましても、子育てとかそう

いうので大変だろうと思います。その中で、市

も42日ですかね、夏休みがあります。１円も報

酬がない。その中で支援員はつなぎとめていか

なければならないわけなんですけれども、市長

の考えとして、そこらの手当はちょっとできな

いものかですね。

　それと、市の職員に対して臨時職員40％、ほ

かの市町村と比べてどうなのかなと。そしてま

た、こういう支援手当、支援員要員とか学校教

育関係に対するところはもう休みのところはほ

とんど報酬が出されていない。ほかの市町村と

比べてまたどうなのかですね。そこらがわかっ

ていたらまた御説明をお願いします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）徳留議員の御質

問にお答えいたします。

　教育委員会では、特別支援教育の充実を図る

ために、小・中学校に特別支援教育支援員を配

置しております。その主な業務内容は、支援を

必要とする児童生徒の学習活動の支援、学校生

活全般における安全管理や介助等を行うもので

ございます。特別支援教育支援員の勤務形態に

つきましては、垂水市特別支援教育支援員設置

事業要綱にのっとって行っているところでござ

います。

　また、雇用につきましては、ホームページや

広報紙等で募集し、教育委員会で面接等を行い

まして決定しておりますが、その際、勤務の内

容につきましては御本人様たちに十分に御理解

をしていただいているところでございます。

　議員からお話がございました、夏休みなどの

― 151  ―



長期休業中の雇用につきましては、当該児童生

徒が学校に登校しないということもございまし

て、現段階では実現が難しい状況でございます

ので、御理解をいただきたいと存じます。

　また、県下の状況でございますが、私が19市

課長会議で同様の議案等について議論したこと

がございますが、その中で、この特別支援教育

支援員の雇用につきまして、この長期休業中に

雇用している市はございませんでした。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）ただいまの学校教育課長

が答弁したような現状でございまして、特別支

援教育支援員の雇用につきましては、必要な学

校にはそれぞれ配置され、適切な対応がなされ

ているというふうに考えております。心情的に

は議員からお話があったような気持ち、理解す

る部分もありますけれども、夏休みなどの長期

休暇の雇用につきましては、その期間中に対象

となる児童生徒が学校に登校していないという

状況でございますので、その職責を果たすこと

ができないというふうに判断をされます。よっ

て、学校教育課長が申し上げましたように、現

時点におきましては実現が難しいというふうに

考えております。

〇総務課長（中谷大潤）臨時職員の他市の状

況でございますが、鹿屋市、霧島市などにおい

ては、水道部局、教育委員会部局、それぞれ管

理しておりまして、それぞれで人数がちょっと

多過ぎて、総務課の管轄では把握できないとい

うお答えをいただいておりますが、志布志市の

ほうでは約50％ぐらい、職員２人に対して１人

の割合ぐらいの臨時職員がいるというふうに聞

いております。

　以上でございます。

〇徳留邦治議員　垂水市も職員の約40％は臨時

職員だということであれば、やっぱり正規職員

をふやしたほうがいいのではないかと、私はそ

う考える次第でございますけど、臨時職員で今、

カバーなさっている。臨時職員も３カ月ごとに

更新される。長く勤めてもらえたらそれ以上の

ことはないだろうけど、一からまたやり直しで

何もかも覚えんとならんわけですよね。そうす

るよりも、市民にとって、なれた人のほうが有

効活用ができるのが、市にとってもまた有効活

用ができるんじゃないかと。ある程度のやっぱ

り職員数は確保していかなければならんのじゃ

ないかと思っております。

　これは市長の考え次第でどうにでもなること

だろうと思いますけど、そこらをもうちょっと、

時期があったら考えてもらいたい。早急にどう

のこうのということじゃないけど、景気の回復、

いろんな日本も変わってくる中で、ここ何年か

は時代の移り変わりで最も激しいときじゃなか

ろうかと考えています。その中で、やっぱり市

民のニーズに応えるためにも、職員数をある程

度ふやしたほうがいいんじゃないかということ

をお願いをしておきたいと思います。

　それと、支援要員の要綱がある。そういうこ

とが説明がなされたわけですけれども、私は19

市町村の市の中でもやっぱり垂水市がトップを

切って、こういうこともやっていますというよ

うなことは、１つの市としてのＰＲを兼ねて、

こういう学校支援員でも、出校日があるわけで

すから、そのとき出校してもらって、支援員、

図書員ですね。そういう方向で何らかの方向性

を見つけたら、できないこともないんじゃなか

ろうかと思うんですよ。

　過去を言えば、枝元市長時代、枝元さんが父

子家庭見舞金を年間３万円というのをつくって

もらいました。その中で、その後に、１年後に

霧島市がその父子世帯見舞金という形でやっぱ

り３万円を支給されました。その点では私は、

垂水は霧島市より、今の霧島市ですね、いち早

く、決断が早かったなと。だから、その点では

垂水市長をＰＲをしましたけどね、国分市民に

対しましても。
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　だから、ほかの市町村と見比べていくのもい

いんだけれども、やっぱりできることをやれば

垂水市の株もそれだけ上がって、他市町村に見

本的なものができていくんじゃないか。垂水も、

ほかの市町村ができてから、後から順次、右へ

倣えでやっていくような形もあります。その中

で、やっぱり市長の度量、器量が問われていく

んじゃなかろうかと思うんです。市長、今後ま

たそういう点では、市長の決断でひとつワンス

テップ上がってもらって、垂水の市民が１人で

も幸福に、幸せになるように努力して考えてみ

てください。

　そして、臨時職員の３カ月ごとの更新、これ

ももうちょっと見直してもらいたいかなと。制

限なしにということではないでしょうけど、必

要であるから臨時職員を雇うわけで、市役所の

仕事というのは１年で切れるとか、そういうよ

うな臨時雇用体制ではないと思います。仕事は

もう365日同じような仕事ばっかり、普通の会社

経営体とは大分違ってくると思うんですよ。だ

から、そこらの点を加味しながら雇用体制もも

うちょっと、少しでも長く、そして職員が少し

でも勉強ができ、なれた人を雇用できるような

形をとってもらいたいと思います。

　市長、この学校図書員、支援員に対してはそ

ういう方向でお願いをしていきたいと思います。

　それから元気交付金、活用については、財政

課長から各課振り分けられて、うぜけんを、そ

れが今、交付されていないんだけど、見通しと

してもう事業の割り振りがなされています。確

かに今、うぜけんを車で回ってみたら、いろん

なところで工事が行われています。建設業者に

対しても、本当に今、忙しいんだなというのを

実感ができます。これがまた垂水の活性、経済

向上にもつながっていくんだというのをはっき

りと確信をしていた。

　その中で、3,000万円基金に残すということで

すが、来年度に以降がまた私は心配なんですけ

どね。ことしだけで相当の元気交付金が使われ

ていますけど、3,000万円の基金で来年度以降、

果たしてこれだけの事業がまたできるかという

と、そうでもないだろうなというのがあります。

　そういう少しの基金で多くの事業を引っ張っ

てくる。それにはやっぱり県の事業で負担金ぐ

らいしかならんのじゃなかろうかなという思い

がしておるわけなんですが、来年度以降の事業

についてはどのように、使う使途ですかね、考

えていないのか。考えていなかったら別にいい

んでしょうけど、各課長、職員、努力が実って

こうなったわけなんですが、これからの事業形

態としてはどう考えておられるのか、質問した

いと思います。

〇財政課長（野妻正美）まず最初に、先ほど

私の答弁で誤りがありましたので、済みません

が、訂正をさせていただきたいと思います。

　先ほど各課の振り分けの答弁の中で、水之上

体育館改修工事に8,800万円と答弁いたしました。

ここにつきましては880万円の誤りでございます。

申しわけありませんでした。（151ページで訂正

済み）

　御質問の元気臨時交付金の活用、交付金の残

額は幾らぐらいかと。その使い道だったと思い

ますが、地域の元気臨時交付金を原資とする基

金につきましては、国の制度要綱及び運用方針

に基づいて設置いたしますが、原則として、平

成26年度までに地方単独事業に充てるために取

り崩すものとされておりますので、平成27年３

月31日で失効するものでございます。今議会に

基金としまして3,000万円を予算化しております

が、工事の執行残など、その予算の範囲内で積

む予定としております。

　この基金を使って、平成26年度に実施する事

業は、さきに国に提出しております実施計画で

市道・農道等の整備事業に充てることとしてお

りますので、市道整備等の単独事業の財源に充

当することになります。
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　以上です。

〇徳留邦治議員　3,000万円となっていますけ

れども、基金がですね。入札残その他を合わせ

た金額なのか。結構入札残が出てくると思うん

ですけど、そうしたら基金が3,000万円以上にな

るんじゃなかろうかと、私はそう思案している

わけなんですが、その点についてはどう考えて

おられますか。

〇財政課長（野妻正美）この臨時交付金の執

行につきまして、ちょっとどの程度になるか試

算をしましたところ、実際、ここにつきまして

はそれほどは残額は出ないであろうと。そのた

めに一応3,000万円、これだけ予算化しておれば

その範囲内で積むことができると判断して、予

算計上させていただいたところでございます。

　以上です。

〇徳留邦治議員　見通しで3,000万円はあるだ

ろうというような形なんですよね。だから、実

際どれぐらい出るかというのは、見通しだけで、

実際はまだ上がるかもしれない。入札残がそれ

は1,000万円とか2,000万円出てくるかもわから

んし、今後そういう、たくさん出たほうがいい

んでしょうけれども、有効に活用していただい

て、本当にことしのような景気浮揚はもう垂水

市は来ないんじゃないかと思うぐらい公共工事

も結構出ています。それがまた最後のことしの、

市民の皆さんが少しでも裕福になって、税収も

多くなればいいかなと考えておりますので、ま

た今後の職員の皆さん、また市長の努力をお願

いして、私の25年度最後の議員の質問として終

わらせていただきます。

　どうもありがとうございました。

〇議長（森　正勝）以上で、一般質問を終わ

ります。

　本日の日程は、全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（森　正勝）明12日から19日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、20日午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長（森　正勝）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後３時47分散会
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平成25年12月20日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（森　正勝）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第73号～議案第84号、議案第87号

　　　　～議案第90号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第１、議案第73号か

ら日程第12、議案第84号まで及び日程第13、議

案第87号から日程第16、議案第90号までの議案

16件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第73号　垂水市地域の元気臨時交付金基金

　　　条例　案

議案第74号　垂水市環境基本条例　案

議案第75号　行政財産の目的外使用料条例の一

　　　部を改正する条例　案

議案第76号　垂水市後期高齢者医療に関する条

　　　例の一部を改正する条例　案

議案第77号　垂水市社会教育委員条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第78号　垂水市介護保険条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第79号　垂水市病院事業の設置等に関する

　　　条例の一部を改正する条例　案

議案第80号　垂水市地方卸売市場条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第81号　垂水市給水条例の一部を改正する

　　　条例　案

議案第82号　消費税法等の改正に伴う土木課所

　　　管の関係条例の整理に関する条例　案

議案第83号　消費税法等の改正に伴う生活環境

　　　課所管の関係条例の整理に関する条例　

　　　案

議案第84号　垂水市清掃センター集会施設の設

　　　置及び管理に関する条例を廃止する条例

　　　案

議案第87号　平成25年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第４号）案

議案第88号　平成25年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第89号　平成25年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第90号　平成25年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第２号）案

〇議長（森　正勝）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長感王寺耕造議員。

　　　［産業厚生委員長感王寺耕造議員登壇］

〇産業厚生委員長（感王寺耕造）皆さん、お

はようございます。

　去る11月29日の本会議におきまして産業厚生

委員会付託となりました各案件について、12月

13日に委員会を開き、審査いたしましたので、

その結果を報告いたします。

　最初に、議案第74号垂水市環境基本条例案に

ついては、審査の過程でさまざまな質疑が行わ

れました。

　主な質疑について申し上げますと、「環境審

議会委員の構成はどのようになっているか」と

の質問に対し、「環境審議会委員の構成につい

ては、学識経験者、関係団体の代表者、地域住

民の代表者、公募により選出された者などを含

み、専門的な部分等も出てくるので、あらゆる

分野の方に参加を願いたいと考えております」

との答弁がありました。

　また、「条例制定後に実行計画を策定するま

での期間はどれくらいなのか」との質問に対し、

「基本計画を策定するに当たり、骨子案を作成

しており、計画の位置づけ、計画期間の設定、
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アンケート、各課の環境保全に対する事業展開

の検討などを行うため、予測として２年程度の

期間が必要になるのではと考えている」との答

弁がありました。

　また、「年次報告と公表についての取り組み

はどうするのか」との質問に対し、「特にプラ

ン・ドゥー・チェック・アクション、計画・実

行・検討・見直しのチェックにおいては、評価

も含んでいるので公表していく。条例４条に市

の責務を規定しているが、この規定の部分の中

に環境保全に関する情報の提供、広報活動も規

定している」との答弁がありました。

　そのほか、本条例の前文・定義・基本理念に

関する質疑、水質汚濁・悪臭等に関する質疑、

中学校大規模改修における浄化槽の取り扱いに

ついての質疑、県と国との連携に関する質疑、

財政上の措置、財政的支援についての質疑等が

行われ、意見も出尽くしたので質疑を終わり、

議案第74号を原案のとおり決することに異議が

ないか諮ったところ、異議がなかったため、原

案のとおり可決されました。

　なお、この議案については、約１時間ほどの

審査時間を要したことを付して報告いたします。

　次に、議案第78号垂水市介護保険条例の一部

を改正する条例案、議案第79号垂水市病院事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、

議案第80号垂水市地方卸売市場条例の一部を改

正する条例案、議案第81号垂水市給水条例の一

部を改正する条例案、議案第82号消費税法等の

改正に伴う土木課所管の関係条例の整理に関す

る条例案、議案第83号消費税法等の改正に伴う

生活環境課所管の関係条例の整理に関する条例

案及び議案第84号垂水市清掃センター集会施設

の設置及び管理に関する条例を廃止する条例案

については、いずれも原案のとおり可決されま

した。

　次に、議案第87号平成25年度垂水市一般会計

補正予算（第４号）案中の所管費目については、

原案のとおり可決されました。

　次に、議案第88号平成25年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第２号）案、議案第89号平

成25年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）案、議案第90号平成25年度垂水市水

道事業会計補正予算（第２号）案については、

いずれも原案のとおり可決されました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（森　正勝）次に、総務文教委員長川

畑三郎議員。

　　　［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］

〇総務文教委員長（川畑三郎）去る11月29日

の本会議において総務文教委員会付託となりま

した各案件について、12月16日委員会を開き、

付託案件の審査をいたしましたので、その結果

を報告いたします。

　最初に、議案第73号垂水市地域の元気臨時交

付金基金条例案につきましては、原案のとおり

可決されました。

　次に、議案第75号行政財産の目的外使用料条

例の一部を改正する条例案につきましては、挙

手採決の結果、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第76号垂水市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例案につきまして

は、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第77号垂水市社会教育委員条例の

一部を改正する条例案につきましては、原案の

とおり可決されました。

　次に、議案第87号平成25年度垂水市一般会計

補正予算（第４号）案中の所管費目及び歳入全

款については、原案のとおり可決されました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（森　正勝）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。
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　これから討論を行います。

　討論の通告がありますので、発言を許可しま

す。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　それでは、私は、議案第75号行政財産の目的

外使用料条例の一部を改正する条例案、議案82

号消費税法等の改正に伴う土木課所管の関係条

例の整理に関する条例案、議案83号消費税法等

の改正に伴う生活環境課所管の関係条例の整理

に関する条例案、これらについて、反対の立場

から討論をしたいと思います。

　議案83号については、異なる２つの議案が提

案されていますが、市民への負担のことを考慮

して反対することにしました。

　さて、これらの議案は、国の消費税増税に伴

い、利用料等に転嫁されている消費税を８％に

引き上げるための関連の議案ですので、一括し

て討論をしたいと思います。

　そもそも消費税には、低所得者ほど負担が重

たい逆進性とともに、今回の増税は、震災から

の復興にある被災地住民の暮らしを置き去りに

増税の判断がされたという問題点がありました。

また、消費税増税法案が国会で採択されたとき

に、附則で、ことしの秋の経済状況を見て増税

するかの判断をするとされていました。経済状

況が回復したのは大企業だけであり、多くの国

民にはその恩恵は見えないばかりか、ガソリン

代等を初めとした諸物価の高騰ばかりが押しつ

けられているような感じがいたします。

　さらに、消費税は、社会保障のためと導入さ

れて、またその後、増税されてきた経過があり

ました。しかし、現実にはそうなっていません。

介護保険を初め、保険料や利用料の負担など自

己負担がふえ、一方では、年金や社会保護の支

給水準の削減などサービスの切り下げが進めら

れてきました。来年度以降も、社会保障プログ

ラム法に見られるように、社会保障の負担増と

給付減が計画をされています。その負担増と給

付削減で約３兆円、これは、消費税増税で社会

保障の充実に回ると政府が宣伝する2.8兆円を上

回るものになります。

　では、この消費税増税分はどこに回るのでし

ょうか。政府が主張している、消費税増税分は

社会保障の財源に回すといった一体改革の口実

は既に破綻していると言わざるを得ません。さ

らに、国はことし10月に、消費税転嫁を阻害す

ることを禁止する特例措置法を制定し、増税の

転嫁を強制しています。

　そこで、議案79号、議案80号、議案81号につ

いては、政府が消費税増税を強行したもとです

ので、対応によって民間の事業者等に影響を与

えることになりかねない問題点もあることから、

反対の立場には立ちません。

　理由は、水道及び病院会計事業、地方卸売市

場の特別会計に係る消費税については、消費税

を納税する義務を負うことになっています。仮

に消費税を使用料等に転嫁しなかった場合には

収支不足が生じ、不足を補うために同等の料金

値上げを懸念するからであります。その中で、

水道事業については負担がふえ、生活に大きな

影響を与えることからも、高齢者や低所得者に

は何らかの補助や減免制度での生活救済できる

ような対策を強く求めておきたいというふうに

思います。

　しかし、議案75号、議案82号及び議案83号は、

消費税増税分を一般財源に収入としますが、こ

れについては消費税法により納税の必要があり

ません。確かに、消費税を利用料等に転嫁しな

いと、施設や行政サービスに関して、支出する

消費税分をこれらを利用しない市民の税金で負

担することになり、不公平ではないかとの指摘

もあります。しかし、長い観点で見れば、行政

施設はどの市民も活用する可能性があり、どの

市民も利用し、恩恵を受ける可能性があります。

そのことを考えれば、消費税分を転嫁しないと
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いう選択をしても市民に不公平が生まれるとは

考えません。

　よって、消費税増税を転嫁しないという政策

判断こそすべきであり、納税する必要がないも

のにかかわらず消費税を転嫁する議案75号、議

案82号、議案83号については問題があると私は

考え、反対いたします。

　以上で、私の討論を終わります。

〇議長（森　正勝）以上で、通告による討論

は終わりました。

　ほかに討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　御異議がありますので、議案第75号、議案第

82号及び議案第83号を除き、各議案を各委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第75号、議案第82号及び議案第

83号を除き、各議案は各委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、議案第75号は起立により採決をいたし

ます。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立をお願いします。

　　　［賛成者起立］

〇議長（森　正勝）起立多数です。

　よって、議案第75号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、議案第82号は起立により採決をいたし

ます。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（森　正勝）起立多数です。

　よって、議案82号は委員長の報告のとおり決

定しました。

　次に、議案第83号は起立により採決いたしま

す。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（森　正勝）起立多数です。

　よって、議案第83号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　　　△議案第91号～議案第93号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第17、議案第91号か

ら日程第19、議案第93号までの議案３件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第91号　垂水市職員の給与に関する条例の

　　　一部を改正する条例　案

議案第92号　垂水市議会議員定数条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第93号　垂水市議会委員会条例の一部を改

　　　正する条例　案

〇議長（森　正勝）説明を求めます。

〇総務課長（中谷大潤）おはようございます。

　議案第91号垂水市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例案について御説明申し上げ

ます。

　本議案は、垂水市職員の給料に係る職務職階

制度の適正化、いわゆるわたりの解消に伴い、

垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正す

る必要が生じたため、本議会において上程させ

ていただくものです。

　このわたりの問題につきましては、先日の池

之上議員の一般質問においても説明させていた
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だきましたが、わたりとは、給与上の処遇を主

眼として、職務や責任の実態より上位の職や職

務の級に一律に昇格させているもので、地方公

務員法第24条第１項に定める「職員の給与は、

その職務と責任に応ずるものでなければならな

い」とする職務給の原則に反するものです。例

えば、主査である職員に係長並み、係長級の職

員に対して課長補佐級並みの給与が支給される

といったぐあいです。

　このわたりにつきましては、国及び県から強

く適正化を求められており、これまで廃止を検

討してまいりまして、他市におくれることのな

いよう、平成25年３月22日、正式に職員労働組

合へ交渉の申し入れを行い、幾度となく交渉を

重ねまして、平成25年12月11日の組合交渉にお

いて合意に達しました。

　適正化の内容としましては、職務の級５級の

係長、副主幹、副技幹を４級へ、４級の主査、

技術主査を３級へ切りかえようとするもので、

本市においては103人が対象となります。その切

りかえに係る取り扱いについて、附則で追加し

たものでございます。

　それでは、条例改正案の内容について、お手

元の新旧対照表にて御説明いたします。

　附則第34項は、平成26年４月１日を切りかえ

日とし、わたりの対象者を適正な職務の級へ切

りかえることを定めるものでございます。

　附則第35項は、切りかえ日の給料の号給は、

切りかえ前の給料の号給と同じ額の号給とし、

同じ額の号給がないときは、直近下位の金額と

なる号給とすることを定めたものでございます。

　附則第36項は、給料の切りかえについて、切

りかえ前に受けていた給料月額に達しないもの

には、給料月額のほか、その差額分を経過措置

額として給料として支給することを定めたもの

でございます。いわゆる現給保障のことでござ

います。

　附則第37項は、給料月額に連動した、退職手

当を除く手当等の算定の基礎となる給料月額は、

附則第36項による経過措置額を含んだものとす

ることを定めたものでございます。

　なお、今回の改正条例の施行日は、平成26年

４月１日としようとするものでございますが、

職員への周知期間の確保及び給料の切りかえに

係る事務手続などを踏まえ、今議会に提案させ

ていただきました。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　　　［川達志議員登壇］

〇川達志議員　おはようございます。

　提案理由の説明の前に、まだ新しい方もいら

っしゃるようですので、ここに至った経過だけ

少しだけ話をさせてください。

　前回の選挙後に、もう全国的に議会基本条例

の制定が相次ぎ、県内でも相次いでおりました。

それを受けまして私どもも、皆さん方の同意を

得て議会改革調査特別委員会を設置をし、前回

の議会で設置を認めていただいたところであり

ます。

　その中で、定数の問題、それから予算委員会

の問題、特に予算委員会につきましては、これ

も全国的にも、県内にもそういう動きがあった

ということで話をしております。定数につきま

しては、前回の選挙におきまして５名の議員の

皆さん方が公約として掲げられて、当選を果た

されております。これも民意だということで、

前回の改革委員会の中でお話をさせていただき

ました。という経緯であります。

　それでは、提案理由の説明をさせていただき

ます。

　議案第92号垂水市議会議員定数条例の一部を

改正する条例案及び議案第93号垂水市議会委員

会条例の一部を改正する条例案の提案理由を、

関連がありますので一括して御説明を申し上げ

ます。

　まず、議案第92号垂水市議会議員定数条例の
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改正内容は、現行の議員定数16を２減じまして、

14に改めようとするものでございます。

　改正に至りました経緯に触れますと、平成23

年７月に設置されました議会改革調査特別委員

会で、議員定数について検討を重ね、ことし５

月には最終結果を前議運の委員長に報告をいた

しました。その後、新体制のもと、定数減につ

いてさらに協議を続けてまいりました。

　議会基本条例に基づき議会改革を推し進めて

いく中で、適正な議員定数を求めた結果、前回

の改選時に５名の立候補者が議員定数削減を公

約に掲げ当選されていること、また、人口規模

で見ましても、全国で議員定数16の市は平均で

３万3,000人の人口であり、定数14でも２万5,000

人規模ですから、本市の場合、定数14でも何ら

おかしくない状況であると考えます。

　このことなどから、さきの９月議会初日の全

協で議運委員長の報告を行い、最終日の全協に

おきまして、定数14とすることに御賛同をいた

だきました。

　また、過去におきましては、さまざまな組織、

団体等からの要請に基づく判断となったことも

ありましたけれども、やはり我々議会が変わら

なければ垂水市は変わらないと、そういう思い

から、議会の権限において定数を決定をしなけ

ればならない、そのように思います。

　なお、附則といたしまして、この条例は、公

布の日から施行し、施行日以後最初に行われる

一般選挙から適用するものでございます。

　次に、議案第93号垂水市議会委員会条例の一

部を改正する条例案の提案理由を御説明申し上

げます。

　議員定数条例の一部改正を行い、議員定数を

14人とすることに御賛同をいただければ、委員

会の委員定数を変更する必要性が生じるために、

本条例の改正をしようとするものでございます。

　内容は、各常任委員会の委員定数を、それぞ

れ８人を７人にしようとするものでございます。

　なお、附則といたしまして、この条例は、公

布の日から施行し、施行の日以後最初に行われ

る一般選挙で初めて招集される議会から適用す

るものでございます。

　以上で、提案理由の説明を終わりますが、皆

様方の御賛同を賜りますようによろしくお願い

を申し上げます。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集を願います。

　　　　　午前10時26分休憩

　　　　　午前10時50分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論の通告がありますので、発言を許可しま

す。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　それでは、議案第92号垂水市

議会議員定数条例の一部を改正する条例案と、

関連する議案93号垂水市議会委員会条例の一部

を改正する条例案について、反対の立場で討論

をいたします。

　これまで、定数問題は、財政問題から政治不

信や議会の閉鎖性など背景に、削減すべきとい

うのが大勢になってきていました。しかし、議

会も、この間の議員定数に関しての議論では、

これらの視点には立たず、議員定数は議会制度

の根本問題として十分な議論のもとに結論を出

そうとしてきたと、取り組んでこられたという
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ふうに考えます。

　そこで、改めて定数問題を最終的に判断する

上で考えるべき基本として、２点あると考えま

す。

　１つは、地方議会は、住民の意思に基づく団

体意思の形成機関として、住民自治を実現する

代表機関であるということです。２つ目は、地

方議会は、条例制定と予算決定の議決機関とし

て自主立法権を担う機関でもあります。ゆえに、

議会の定数はこれらの機能を十分に担保できる

ものでなければなりません。

　定数問題は、さまざまな歴史的変遷を経て、

さらに地方分権や地方主権の中で大きく変化し

てきています。そして今日では、法によらず自

主的に定数を決められるようになりました。さ

らに、これまでの議員定数は、議会が成り立つ

最低条件というべきものだったと考えます。

　これらを前提にしたとき、４つの点から検討

する必要があると考えます。

　１つは、人口に基づく定数の意味です。住民

の意思を正確に反映する必要があります。私は、

類似都市と比較してもそう大きな相違はないと

考えます。

　２つ目は、市長と議会との並立、いわゆる二

元制と議員定数のあり方です。独立した対等の

代表機関として、互いに協力、またチェックし

合いながら、自治体の発展に尽力することが求

められています。議会は、集団的な審議と討論

を十分に行った後に、多数決原理に基づく集団

的な意思を決定していきます。この過程の中で、

集団性が議会に存在する意義、住民の意思を最

大限に代弁・反映することが求められています。

さらに、施行部は議会に比べ多数の職員を要し、

組織も複雑です。議会が対等の機関として働き、

執行部に対する適切でかつ正確なチェック機能

を果たそうとすれば、執行部の組織規模と事務

量と財政規模に見合った議員定数が必要になり

ます。現在の定数を最低基準と考えると、この

機能を果たすことを、私はこれを減らすという

ことは非常にその機能を形骸化していくことに

なるというふうに考えます。

　３つ目は、住民参加との関係です。特に女性

や障害者の政治参加です。これは、私たちがど

のような議会の構成を持つべきかの問題でもあ

ります。議会基本条例の議論の過程の中で、ど

のような議会にしていくべきかを議論しました。

それは、情報公開や政策立案、そして住民参加

のあり方だったと思います。残念ながらこの点

までは行きつきませんでした。定数問題を考え

るとき避けられない点です。これ以上減らした

ら、女性や障害者の参加はさらに困難になると

考えます。

　最後は、議会の専門性との関係です。議会基

本条例では、議論の活発化と政策立案能力の向

上が掲げられました。今日、自治体行政はさま

ざまな点からレベルアップが求められていて、

議会の審議にも大きな影響を与えています。そ

れは、議会としても専門性や政策立案能力がさ

らに一層必要であり、求められているからであ

ります。それは、個々の議員だけではなく議会

全体としてさらに一層必要であり、求められて

いるからであります。議員定数が少なくなると、

政策研究や専門的力量を得ることは物理的にも

困難になることも考えられます。その結果、行

政に対するチェック機能も甘くなり、求められ

る水準の到達も困難になると考えます。

　以上のようなことから、冒頭述べた、１つは、

地方議会は、住民の意見に基づく団体意思の形

成機関として住民自治を実現する代表機関、２

つ目は、地方議会は、条例制定と予算決定の議

決機関として自主立法権を担う機関であり、議

会の定数はこれらの機能を十分に担保できるも

のでなければならないとさきに訴えました。私

は、これ以上の定数の削減はこの機能を十分に

担保できないと考えます。

　よって、92号議員定数条例の一部を改正する
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条例案と、関連する議案93号議会委員会条例の

一部を改正する条例案については反対をいたし

ます。

　以上です。

〇議長（森　正勝）以上で、通告による討論

は終わりました。

　ほかに討論はありませんか。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　私は、この議案第92号、93号

に賛成の立場で討論をいたします。

　今、持留議員からは非常に説得力のある反対

討論がありました。私も、ある部分賛成ではあ

ります、その反対討論の意見にですね。

　しかしながら、今、他市の情勢、類似団体の

情勢、持留議員はそれで遜色ないという意見だ

ったんですけど、やはり世間の動向を見ますと、

今回の議会運営委員長から出されました定数２

減は仕方がないんじゃないかと、そういう意味

で、あと市民感情、いろんなところからの市民

感情からも、しょうがないんじゃないかと。

　私は、個人的には１つ減でいいんじゃないか

と思っていたんですけど、こういうふうに出さ

れました。議会で改革のほうから話し合いがさ

れて出されました。この点について尊重して、

この件について賛成をしたいと思います。

　これからは、選挙を経てのことですけど、少

数精鋭で議会として勉強をしながら、また切磋

琢磨して行政の執行部と対峙していく、そうい

うふうに我々も勉強していくべきなんじゃない

だろうかと思います。

　今回は、この提案された議案に対して尊重を

いたします。そういう意味で賛成をいたします。

　終わります。

〇議長（森　正勝）ほかに討論はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　まず、議案第91号については原案のとおり決

することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第91号は原案のとおり可決され

ました。

　次に、議案第92号について、御異議あります

ので、起立により採決をいたします。

　議案第92号を原案のとおり決することに賛成

の方は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（森　正勝）起立多数です。

　よって、議案92号は原案のとおり可決されま

した。

　次に、議案第93号について、御異議がありま

すので、起立により採決をいたします。

　議案第93号を原案のとおり決することに賛成

の方は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（森　正勝）起立多数です。

　よって、議案93号は原案のとおり可決されま

した。

　　　△陳情第20号上程

〇議長（森　正勝）日程第20、陳情第20号川内

原発の拙速な再稼働に反対する意見書の採択に

ついてを議題とします。

　お諮りします。

　陳情第20号は、産業厚生委員会に付託の上、

閉会中の継続審査にしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、陳情第20号は産業厚生委員会に付託

の上、閉会中の継続審査とすることに決定しま

した。

　以上で、本日の日程は全部終了しました。

　これで、本定例会に付議されました案件は全
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部議了いたしました。

　　　△閉　　会

〇議長（森　正勝）これをもちまして、平成

25年第４回垂水市議会定例会を閉会いたします。

　　　　　午前11時１分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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